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飯綱町告示第１２１号 

 

 

 

令和３年９月飯綱町議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

 

 

令和 ３年 ８月２５日 

 

 

 

飯綱町長  峯 村  勝 盛 

 

 

 

 

１ 期  日  令和 ３年 ９月 １日 

 

２ 場  所  飯綱町役場 議場 
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○応招・不応招議員 

 

 

応招議員（１５名） 

    １番  清 水   均        ２番  風 間 行 男 

    ３番  中 島 和 子        ４番  目須田   修 

    ５番  瀧 野 良 枝        ６番  原 田 幸 長 

    ７番  石 川 信 雄        ８番  荒 川 詔 夫 

    ９番  伊 藤 まゆみ       １０番  清 水   滿 

   １１番  樋 口   功       １２番  渡 邉 千賀雄 

   １３番  原 田 重 美       １４番  青 山   弘 

   １５番  大 川 憲 明 

 

不応招議員（なし） 



 

 

 

 

 

 

令和３年９月飯綱町議会定例会 

 

（ 第 １ 号 ） 
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令和３年９月飯綱町議会定例会 

 

議事日程（第１号） 

令和３年９月１日（水曜日）午前１０時開会 

      町長あいさつ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

報告第１１号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

報告第１２号 令和２年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

日程第 ４ 議案第５２号 飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議案第５３号 令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第５４号 令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第５５号 令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 ８ 議案第５６号 令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ９ 議案第５７号 令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１０ 議案第５８号 令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１１ 議案第５９号 令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１２ 議案第６０号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定について 
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日程第１３ 議案第６１号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算の認定について 

日程第１４ 議案第６２号 令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて 

代表監査委員決算審査意見書報告 

日程第１５ 議案第６３号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１６ 議案第６４号 令和３年度飯綱町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第６５号 令和３年度飯綱町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第６６号 令和３年度飯綱町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第６７号 令和３年度飯綱町下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第６８号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定について 

日程第２１ 議案第６９号 工事請負契約の締結について 

日程第２２ 請願  

請願第 １号 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」採択を求

める請願書 

請願第 ２号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度

の確立を求める請願 

請願第 ３号 「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる前

進」を求める請願 

請願第 ４号 地域高校の存続と３０人規模学級を求める請願 

日程第２３ 陳情 

陳情第 ３号  緊急支援について（要望） 

陳情第 ４号  辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転につ

いて国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべ

きとする意見書の採択を求める陳情 

陳情第 ５号  貴議会における下記事項の議員提案の要請 
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本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（１５名） 

    １番   清 水   均         ２番   風 間 行 男 

     ３番   中 島 和 子         ４番   目須田   修 

     ５番   瀧 野 良 枝         ６番   原 田 幸 長 

     ７番   石 川 信 雄         ８番   荒 川 詔 夫 

     ９番   伊 藤 まゆみ        １０番   清 水   滿 

    １１番   樋 口   功        １２番   渡 邉 千賀雄 

    １３番   原 田 重 美        １４番   青 山   弘 

    １５番   大 川 憲 明 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町    長   峯 村 勝 盛     副 町 長   池 内 武 久 

教  育  長   馬 島 敦 子     監 査 委 員    山 本 孝 利 
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開会 午前１０時００分 

 

     ◎開会及び開議の宣告 

○議長（大川憲明） 皆さん、おはようございます。我々議員にとって今期最後の定例会であり

ます。活発な発言で町民の負託に応えられるよう、今議会も活発に発言していただきたいと考

えておりますのでよろしくお願いします。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

これより、令和３年９月飯綱町議会定例会を開会いたします。 

 

     ◎町長あいさつ 

○議長（大川憲明） 峯村町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

峯村町長。 

〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 令和３年９月飯綱町議会定例会の開会に当たりご挨拶申し上げます。議員

各位におかれましては、９月議会定例会を招集いたしましたところ、何かとご多用の中、定刻

までにご参集頂き厚く御礼申し上げます。 

  ８月 12日夜からの大雨について申し上げます。８月前線に伴う大雨は長野県下にも大きな被

害をもたらしました。岡谷市では尊い命が犠牲になり、家屋への浸水、田畑の冠水など被害は

全県にわたり発生しました。 

飯綱町におきましては、８月 13日に警戒本部を設置し、消防団に出動待機を要請、住民の皆

さんへの情報発信を行い、翌 14日には自主避難所の開設や消防団に巡回出動の要請など実施い

たしました。 幸いに、12 日から 15 日までの通算降雨量も 170 ミリ前後と心配された雨量に

達せず、被害も県道の一部での土砂崩落、水田の畦畔の崩落など僅かなものでありました。災

害に強い町であることを改めて感じましたが、河川における定期的な浚渫、用水路など農業施

設の日頃の整備管理が大切であることも認識いたしました。 
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  次に新型コロナウイルス感染症対策について申し上げます。県は８月 20日に全県の感染警戒

レベルを５に引き上げるとともに、９月２日までを期限として、「新型コロナウイルス特別警報

Ⅱ」を発出しました。飯綱町においても８月には４人の陽性者が出ており、公共施設の利用制

限など対応策を講じております。９月５日に予定しておりました総合防災訓練につきましても、

急遽中止とした次第であります。感染警戒レベルが今後どのようになっていくか。先が見えな

い状況ではありますが、基本的な感染予防対策の徹底をお願いするとともに、経済対策も合わ

せて実施して、何とかこの苦境を乗り越えていきたいと考えております。予算を伴うことにな

りますので、必要によっては臨時議会の招集をお願いする場合もあるかと思っております。 

  ワクチンの接種ですが、８月 23日から 20歳から 39歳の若い世代の接種予約の受け付けを開

始し、８月 29日から１回目の接種を始めております。町民全体では、２回目を接種した人が８

月末で５割程となり、今のペースで行きますと 10月中には、希望者全員が２回目を終了するこ

とができると予想しております。ワクチン接種により一定の効果が期待できます。多くの町民

が接種を受けるよう呼び掛けていきたいと思っております。 

  今議会にご提案致します案件について申し上げます。提出いたしました案件は、報告事項２

件、条例の改正１件、決算の認定 10件、補正予算５件、その他２件の計 20件であります。 

  報告事項は令和２年度決算に基づくものであり、財政の健全化判断比率について監査委員の

意見を付して報告するものと、公営企業会計における資金不足比率についての報告の２件であ

ります。 

  条例改正は福祉医療費給付金支給条例の一部を改正するものであります。乳幼児・児童に係

る柔道整復施術療養費への現物給付方式の導入に伴う改正であります。 

  決算の認定ですが、先ず一般会計の決算について申し上げます。 

行政報告書１ページの第１－１表に記載の通り、歳入が 110 億 9,469 万６千円、歳出が 103

億 355 万３千円となり、令和３年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支額で７億 5,665 万９

千円の黒字となりました。決算剰余金は、財政調整基金へ５億円、減債基金に１億円を積み立

てることに致しました。 



 

- 9 - 

100億円を超える決算になりましたのは、一人 10万円の特別定額給付金など新型コロナウイ

ルス感染症対策で 14 億円を超える支出や役場庁舎の建設などが主な要因となっております。 

コロナ感染症は予期しないことであり、今後どのように対応していくのか不明な点もあります

が、本来計画していた庁舎や公共施設の建設事業等は予定通り進んでおり、一般会計全体とし

ては安定した財政運営ができると判断しております。 

  大きな歳入であります普通交付税は、令和２年度で算定における合併に伴う特例措置が終了

致しました。合併当初は、特例措置が終了したときの財政運営を危惧するご意見が多くありま

した。15年を経過した結果としては、交付税の算定基準や算定項目の改正等や、起債の償還に

伴う交付税措置（事業費補正）などから平成 29年度以降増額となっております。今年度の普通

交付税も昨年を上回る決定がありました。合併以降、交付税につきましては、特別交付税も含

めて期待通りの状況が続いており、改めて平成 17年の合併は時を得た、財政運営に大きく寄与

したものであったと感じております。 

  今後、人口減少や国の財政引き締め、団塊の世代の高齢化などにより、財政運営が厳しい状

況になることが予想されます。財政調整基金と減債基金の増額を意識的に進め、より強固な財

政基盤を築いていく必要があると強く感じております。 

  特別会計決算は国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業など６会計の総てにおい

て実質収支額は黒字であります。各会計とも現状においては、大きな問題はないと判断してお

りますが、国民健康保険事業では、県に収める納付金の激変緩和措置が令和３年度から適用さ

れず納付金の大幅な増額が予想される点、介護保険事業、後期高齢者医療においては団塊の世

代がいよいよ 75歳に達することなどから介護給付費や診療費の増額が見込まれ、これらに対応

する財源確保が課題となってくると考えられます。 

  公営企業会計決算では、水道事業会計は黒字決算にはなっておりますが、水道事業の基本的

な見直しが必要であり、水源の確保や浄水場の在り方、適正な水道料金等を検討し、計画的に

事業を進めていく段階であります。下水道事業決算においては、令和２年度から公営企業会計

に移行となっております。建設時における起債の償還は一般会計からの繰出金で対応している
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ところであり、通常の維持管理費は下水道事業会計で賄うことが望まれますが、現状において

は厳しい状況であります。安定した健全経営を目指す意味でも、料金改定などを検討する必要

があると考えております。病院事業会計決算は 2,254 万円余の赤字決算となりました。新型コ

ロナウイルス感染症に伴う患者の受診控えや発熱患者等の受け入れ制限による患者数の大幅な

減少、院内感染防止の観点から集団検診の中止などに伴い、医業収入が落ち込んだことが大き

な原因であります。町としてはコロナ感染症対策として、１億 3,300 万円を病院に繰り出し、

事業継続の支援を行ってきました。結果として赤字決算にはなりましたが、発熱外来の診察、

抗原検査や PCR 検査の実施を行いながら日常の診療業務を続けてきたことは、住民にとって大

きな安心に繋がったことと推察しています。院内感染を起こさなかったことを含め、現場の懸

命な取り組みに感謝しております。 

令和３年度の補正予算について申し上げます。 

一般会計補正予算（第４号）は歳入、歳出のそれぞれに５億 8,696 万６千円を増額するもの

であります。 

歳入で主なものは、地方交付税で４億 9,475 万８千円、ふるさと納税関係の寄付金で２億

1,921 万９千円、前年度の繰越金で 5,665 万９千円、町債（起債）で過疎対策事業債を主なも

のとして 6,890 万円を計上しております。又繰入金を減額していますが、交付税の増額分を一

般財源として充当し、その分基金からの繰り入れを減額する措置を取りました。実質的には基

金に積み立てることと同じ事になりますが、予算規模が大きくなるだけですので前述の通りと

致しました。 

歳出で主なものは、総務費ではふるさと納税関係で２億 1,921 万９千円計上しております。

今年度のふるさと納税寄付金は５億円弱を計上したことになります。大変大きな財源となって

きました。衛生費では、コロナワクチン接種関連委託料として 1,342 万円、農林水産業費では

普光寺舟久保地区の水路改修で 1,600 万円、りんごの貯蔵冷蔵庫購入で 550 万円、商工費では

いずれもコロナ対策の事業者支援関係で 1,980 万円、教育費では会計年度任用教職員の共済費

で小学校と中学校の３校分 780 万円を計上しております。公債費では利率の高い借入金を繰り
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上げ償還するために、２億 1,050 万円を計上しました。交付税の増額分を充当しております。

予備費として 6,563 万９千円計上いたしました。今回の補正で予備費の総額は１億２千万円程

となります。予期せぬ支出にも対応できるものと考えております。 

特別会計の補正予算ですが、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計は令和２

年度決算の繰越金の確定に伴う補正、介護保険事業特別会計は、令和２年度の国庫、県費等の

精算に伴う交付金の追加、前年度繰越金の確定等に伴う補正であります。歳出として基金の積

み立てを 1,141 万８千円計上しております。下水道事業会計の補正は、一般会計からの繰入金

の、受け入れ科目の変更と、福井団地におけるマンホールポンプの交換工事費用として 750 万

円増額するものであります。 

議案第 68 号の飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定については三水地域が一部過疎に指定

されたため過疎地域持続的発展計画を策定するものであります。提案の際には詳しくご説明し

たいと思いますが、様々な事業が実施できるよう、幅広い内容になっております。議案第 69号

の工事請負契約の締結は、役場近くの鳥居新橋修繕工事の契約であります。昨年に続く工事と

なりますが、通行には支障がない工事となります。 

結びに、私共にとりましては任期最後の定例議会となります。町の事業の総ては、この議場

から始まります。町民の負託にこたえる実り多い定例会になりますよう願いまして開会のあい

さつと致します。 

 

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（大川憲明） これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第 126条の規定により、12番渡邉千賀雄議員、13番原田重美議員、

14番青山弘議員を指名します。 
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     ◎会期の決定 

○議長（大川憲明） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

本定例会の会期等について、議会運営委員長の報告を求めます。清水議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 清水滿 登壇・報告〕 

○議会運営委員長（清水滿） 10番清水滿です。 

本日招集されました令和３年９月飯綱町議会定例会の会期及び日程につきまして説明申し上

げます。 

８月 25日、午前９時より議会運営員会を開催し慎重に審査をいたしました。 

その結果、会期は本日から９月 24日までの 24日間といたします。 

日程案につきましては、会期決定後、諸般の報告、議案の提案説明、質疑、委員会付託を行

い、一部案件につきましては採決まで行います。 

また、本会議２日目の３日は会議時間を１時間繰り上げて、午前９時より決算認定の質疑及

び委員会付託を行います。一般会計決算の決算認定の質疑については、最初に歳出を款ごとに、

続いて歳入を行います。各特別会計につきましては、議案の順に決算認定の質疑及び委員会付

託を行います。 

一般質問は、６日と７日に会議時間を１時間繰り上げて午前９時より行います。通告者は８

名です。 

質問者におかれては、１問１答方式にのっとり、１問ずつ質問されるよう町長から提案され

ておりますのでご配意願います。 

なお、今定例会についてもコロナ感染防止対策のため１人 40分の質問時間でお願いしており

ますのでご協力願います。 

各常任委員会審議は８日、９日に開催し、予算決算常任委員会は 17日に開催します。 

24日の最終日は、時間を３時間繰り下げ、午後１時より本会議を再開し、委員長報告、議案

採決等を行う日程にいたします。 

以上申し上げ、議会運営委員長の報告といたします。 
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○議長（大川憲明） お諮りいたします。 

本定例会の会期等については、議会運営委員長の報告のとおりにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認めます。 

よって、本会議の会期等につきましては、ただいまの報告のとおりと決定しました。 

 

     ◎諸般の報告、質疑 

○議長（大川憲明） 日程第３、諸般の報告を行います。 

監査委員から令和３年５月分から令和３年７月分までの一般会計、特別会計及び企業会計の

例月出納検査の結果並びに定期監査の結果について、議長の手元に報告書がまいっております

のでご報告いたします。 

報告第 11号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告について、 

報告第 12号 令和２年度決算に基づく資金不足比率の報告については、決算数値に関する報

告２件です。 

当報告における監査委員の令和２年度飯綱町財政健全化判断比率等審査意見書が配付されて

おりますので、ご覧いただきたいと思います。 

それでは、決算数値に関する報告２件について説明を求めます。なお、質疑は報告ごとに行

います。 

徳永総務課長。 

〔総務課長 徳永裕二 登壇・説明〕（報告第 11号・第 12号） 

○総務課長（徳永裕二） それでは、報告第 11号令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告

についてご説明申し上げます。報告書及び議案の提案説明書１ページ上段並びに主には行政報

告書 29ページからをご覧ください。 

この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化
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判断比率について監査委員の意見を付して報告するもので、令和２年度の健全化判断比率は、

行政報告書 29ページ上の表のとおりです。 

赤字を生じている会計はありませんので、実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに、該当は

ございません。 

実質公債費比率につきましては、元利償還金等に係る基準財政需要額算入額が減少したこと

などから、単年度で 1.01 ポイント上昇、平均値でも 0.3 ポイント上昇し 9.4％となりました。

実質公債費比率については、今後、近年の大型事業により起債の元金償還金の額が増加傾向に

なることから、さらに上昇が見込まれます。 

また、将来負担比率につきましては、平成 27年度以来のプラスの数値で 5.3％となりました。

将来負担比率については、今後も過疎対策事業債などの有利な起債を活用するとともに、地方

債残高と充当可能基金等とのバランスを考えた財政運営を心掛けてまいります。 

なお、健全化判断比率の算定結果につきましては、32ページからのとおりで、健全化判断比

率の推移につきましては、36ページ下段の表のとおりです。 

次に、報告第 12号令和２年度決算に基づく資金不足比率の報告についてご説明申し上げます。

報告書及び議案の提案説明書１ページ２段目並びに行政報告書 29ページをご覧ください。 

この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22条第１項の規定により、各公営

企業における資金不足比率について監査委員の意見を付して報告するもので、令和２年度の資

金不足比率は、行政報告書 29ページ下の表のとおりです。 

各公営企業会計とも資金不足が生じていませんので、資金不足比率につきましては、該当は

ございません。なお、資金不足比率の算定結果につきましては、37ページからのとおりです。 

以上２件の報告案件の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 報告第 11号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告についての質

疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、本報告を終了いたします。 

続いて、報告第 12号 令和２年度決算に基づく資金不足比率の報告についての質疑を行いま

す。質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、本報告を終了いたします。 

 

     ◎議案第 52号の上程、説明、質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第４、議案第 52号 飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。永野保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕（議案第 52号） 

○保健福祉課長（永野光昭） それでは、議案第 52号 飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部

を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書及び提案説明書１ページ中段並びに新旧

対照表をご覧いただきたいと思います。議案の提案説明書によりご説明申し上げます。 

改正理由、福祉医療費給付事業補助金の取扱いについての一部改正に伴うものでございます。 

主な改正内容につきましては、乳幼児・児童に係る柔道整復施術療養費への現物給付方式の

導入に伴い、柔道整復施術療養費は「療養の給付」に含まれないため、「等」を追加するもので

ございます。 

 施行期日、公布の日から施行し、令和３年８月１日以降の診療分から適用する。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） これから質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第 52号は、福祉文教常任委員会に付託し
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審査することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は福祉文教常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

     ◎議案第 53号から議案第 62号の一括上程、説明 

○議長（大川憲明） お諮りします。 

日程第５ 議案第 53 号から日程第 14 議案第 62号までは、令和２年度飯綱町一般会計、各

特別会計及び企業会計の決算認定の議案であります。 

決算認定議案 10件を一括して議題とし、各説明員の説明終了後、山本代表監査委員より決算

審査意見書報告をお願いすることにいたします。 

なお、議案ごとの質疑及び委員会付託につきましては、本会議２日目の９月３日に行いたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、議事を進行いたします。 

それでは、議案第 53 号から議案第 62号の提案理由の説明を求めます。徳永総務課長。 

〔総務課長 徳永裕二 登壇・説明〕（議案第 53号） 

○総務課長（徳永裕二） 議案第 53号 令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算の認定について、

行政報告書でご説明申し上げます。 

まず、行政報告書２ページ 第２－１表 決算規模と収支の状況をご覧ください。一般会計

の歳入決算額は、110億 9,469万６千円、歳出決算額は、103億 355万３千円で、翌年度へ繰り

越すべき財源 3,448 万４千円を差し引くと、実質収支額は、７億 5,665 万９千円の黒字となり

ました。実質収支額は、前年度と比較して、２億 3,103万３千円、44％の増となっております。
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実質収支額のうち、基金繰入額として財政調整基金に５億円、減債基金に１億円の計６億円を

決算積み立てしています。この基金繰入額を除いた収支額は、１億 5,665 万９千円で前年度比

6,896 万７千円、30.6％の減となっております。決算規模の推移は、第２－１図のとおりで、

令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策に係る各種事業や庁舎建設等により、決算規模は

100億円を超え、過去最高額となりました。 

  それでは、歳入についてご説明申し上げます。３ページ、第２－２表 歳入決算額一覧表を

ご覧ください。主な科目について、ご説明させていただきます。 

１町税は、10 億 8,032 万６千円で、前年度と比較して 1,286 万１千円、1.2％の減となりま

した。町税の歳入総額に占める割合は、2.4ポイント下がって 9.7％となり、決算規模が大きく

なったことから、10％を下回る結果となりました。町税の状況については、５ページ、第２－

４表をご覧ください。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響などから、法人町民税、

入湯税が大きく減少しています。なお、各税目の推移については、第２－４図、町税の詳細に

ついては、42ページからの課税の状況にそれぞれ記載のとおりでございます。 

３ページ、第２－２表にお戻りください。歳入の中心となります、11 地方交付税は、7,900

万円、2.3％増の 35 億 7,219 万１千円となりました。地方交付税の歳入総額に占める割合は、

6.4 ポイント下がって、32.2％となっております。７ページ、２－６表 普通交付税等の状況

をご覧ください。普通交付税は、合併算定替えによる特例措置がいよいよ最終年を迎え、令和

２年度の縮減額は２億 4,753 万８千円となりましたが、基準財政需要額が新たに設定された算

定区分や単位費用の変更などにより大幅な増額となり、基準財政収入額も地方消費税交付金の

増などにより増額となったものの、普通交付税全体では、前年度比 6,506 万９千円、２％増の

32 億 5,368 万７千円となりました。６ページの２－５表 地方交付税の状況をご覧ください。

特別交付税も、特別交付税により措置される項目が多くなってきていることなどから、1,391

万４千円、4.6％増の３億 1,848万７千円となりました。また、地方交付税に臨時財政対策債を

加えた額では、7,172 万７千円、２％の増となっております。なお、地方交付税の推移につい

ては、６ページ、第２－５図、合併算定替えの算定結果については、７ページ、第２－７表に
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記載のとおりでございます。 

再度、３ページ、第２－２表にお戻りください。15国庫支出金は、新型コロナウイルス感染

症対策に係る特別定額給付金や臨時交付金などにより大幅に増加し、前年度比 14億 6,969万９

千円、186.3％増の 22億 5,873万２千円となりました。 

16県支出金は、３億 7,751万円で 5.3％の増となっております。 

18寄付金は、ふるさと応援寄付金が業務委託先をカンマッセいいづなに変更してから、非常

に順調に推移してきており、令和２年度でも大幅に伸びたことから、前年度比１億 8,172 万８

千円、112.2％増の３億 4,362万８千円となりました。 

19 繰入金は、各種基金の繰入金で、前年度比２億 6,955 万２千円、26.6％増の 12 億 8,205

万円となっております。基金の状況は後ほどご説明申し上げます。 

22町債は、11億 7,140万円となっております。９ページ、第２－８表 町債の状況をご覧く

ださい。令和２年度では借換債はありませんでしたが、新型コロナウイルス感染症に伴う減収

補てん債 4,090 万円を発行しております。また、投資的事業に係るものは９億 8,590 万円で、

主に庁舎建設、防災無線デジタル化、子育ち親育ち拠点整備、地方創生、学校情報ネットワー

ク環境整備などの事業に伴うものとなっております。この他臨時財政対策債を含め、前年度比

１億 5,000 万円、14.7％の増となっております。なお、投資的経費に係る町債発行額の推移に

ついては、第２－８図に記載のとおりでございます。町債残高等の状況は後ほどご説明申し上

げます。 

では、４ページ、第２－３表 歳入性質別決算額一覧表をご覧ください。 

自主財源は、33 億 3,453 万円で、ふるさと応援寄付金の大幅な増、基金繰入金の増により、

前年度比４億 3,852 万２千円、15.1％の増となりましたが、決算額の大幅な伸びにより、構成

比の割合は、前年度より 2.4ポイント下がり 30.1％となっております。 

一方、依存財源は、国庫支出金の大幅な増、町債の増を受けて、前年度比 17億 3,178万３千

円、28.7％増の 77億 6,016万６千円となりました。構成比の割合は、2.4ポイント上昇し、69.9％

となっております。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫支出金の伸びな
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どにより、依存財源の割合が約７割となり、特に高いという状況でございます。 

自主財源の推移は、第２－３図のとおりでございます。 

それでは、11ページをご覧ください。歳出の概要をご説明申し上げます。11ページに歳出の

特徴を具体的に記載してございます。更なる詳細につきましては、委員会でご説明申し上げま

すので、ポイントのみとさせていただきます。 

歳出総額は、前年度と比較して 18億 7,132万９千円、22.2％増の 103億 355万３千円で、２

年連続で 20％を超える伸びとなりました。12 ページ、第２－10 表 歳出目的別決算額一覧表

とあわせてご覧ください。 

歳出を目的別でみますと総務費は、37億 2,804万３千円で、15億 8,535万８千円の大幅な増

となりました。歳出の主なものは、庁舎建設事業、ふるさと納税事業費、推進交付金事業の「い

いづな「いきがい創造」プロジェクト」、アイバス運行事業、また、新型コロナウイルス感染症

対策に係る特別定額給付金事業や避難所等公共施設感染症対策事業などで、総務費の大幅な増

加は、新型コロナウイルス感染症対策に係る費用が大きな要因となっております。また、ふる

さと応援寄付金が大幅に増加したことから、ふるさと応援基金に１億 967 万７千円を積み立て

ることができました。 

民生費は、16億 1,245万７千円で、１億 3,344万２千円の増となりました。主なものは、推

進交付金事業の「もっと自分らしく輝く iママ事業」、障害者総合支援給付事業などとなってお

ります。 

衛生費は、新型コロナウイルス感染症対策に係る病院施設費の増、新型コロナウイルスワク

チン接種体制確保事業などにより１億 3,858 万５千円増え、８億 3,883 万４千円となっており

ます。 

労働費は、前年度とほぼ同様の 163万円でございます。 

農林水産業費は、９億 6,477 万７千円で、1,495 万２千円の微増となりました。推進交付金

事業の「世界に誇る力強い産業形成事業」、県営土地改良事業のほか、新型コロナウイルス感染

症対策でアップルミュージアムの施設改修や農産物等の生産者を支援する農産物等販売促進支
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援事業などを実施しております。 

商工費は、新型コロナウイルス感染症対策として、商工振興対策事業で商工業者等への支援、

東高原ゾーン整備事業では施設改修等を実施したことなどから、ほぼ倍増の２億 4,195 万５千

円となっております。 

土木費は、８億 309 万４千円で、地方道改修費が１億 2,126 万１千円増えたことなどから、

１億 3,988 万円の増となりました。この他の主なものは、橋梁長寿命化修繕事業、道路新設改

良費、除雪費などとなっております。 

消防費は、前年度で防災行政無線のデジタル化整備がほぼ完了したことにより、２億 1,243

万４千円減り、４億 2,213万９千円となりました。 

教育費は、新型コロナウイルス感染症対策に係る小中学校の教育環境整備に関する事業等に

より、小学校費、中学校費が増となった一方、町や関連団体の活動縮小やイベントの中止など

により、社会教育費や保健体育費が減となったことから、全体では、1,672 万７千円増の７億

6,166万８千円となっております。 

災害復旧費については、道路、農地災害復旧事業など、7,258万５千円となっております。 

歳出目的別構成状況は、12ページ、第２－９図のとおりでございます。 

 次に、公債費は、14 ページ、第２－12表 歳出性質別決算額一覧表をご覧ください。公債費

は、７億 8,115万４千円で、借換債を除いた金額で 1,976万７千円、2.6％の微増となっており

ます。起債の償還に関する負担については、歳計剰余金等を財源に計画的に減債基金を積立て

しており、これを繰入れすることで、毎年 7 億円程度に平準化を図っているところでございま

す。 

そのほか、歳出を性質別にみますと、義務的経費では人件費が、会計年度任用職員制度の導

入に伴い、これまで物件費に計上されていた賃金が人件費に計上されることとなり、３億 1,982

万１千円、31.3％の増となっております。 

人件費と公債費の推移については、16ページ、第２－11図のとおりでございます。 

14ページ、第２－12表をお願いいたします。補助費等については、特別定額給付金、子育て
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世帯や商工業者への支援など、新型コロナウイルス感染症対策により、16 億 6,465 万８千円、

120.4％の増となっております。 

普通建設事業費は、22億 354万９千円で、庁舎建設、地方創生関連事業、道路・橋梁関係事

業などにより、前年度に引続き増加しております。 

そのほか、積立金が財政調整基金積立金などにより、22.8％の増、農業集落排水事業及び飯

綱公共下水道事業特別会計が公営企業会計に移行したことに伴い、特別会計繰出金が出資金に

変更されたことから、投資及び出資金が皆増、繰出金が減少となっております。 

性質別経費の構成比は、第２－10図のとおりでございます。 

次に、17ページ、町債残高等の状況でございますが、令和２年度末の一般会計の町債元金残

高は、76億 5,732万５千円となっております。令和２年度では、役場庁舎整備事業などで合併

特例債を４億 5,670 万円、農産物加工施設、小学校跡施設整備などで一般補助施設整備等事業

債を１億 7,410万円、臨時財政対策債を１億 4,460万円など、計 11億 7,140万円町債を発行し、

７億 5,458 万円償還したことから、４億 1,682 万円の増加となっております。また、利子残高

は、近年の低金利に加え、数年前から高金利の起債の繰上償還を進め、借入にあたっては、有

利な資金の活用や各金融機関から利率見積もりを徴取するなど、利子負担の軽減を図ってきて

おり、10 年間で４億円以上減少しております。なお、市町村合併特例事業の状況は、18 から

19 ページ、第２－15 表のとおりでございますが、20 ページ上段に記載のとおり、令和２年度

までの合併特例債の借入額は 42 億 1,870 万円、発行率は 87.7％で、限度額までの残額は５億

9,260万円となっております。町債残高の詳細の状況については、17ページ、第２―12図、第

２－13図、第２－14表に記載のとおりでございます。 

次に、21ページ、基金の状況でございますが、令和２年度は、大型予算となった影響で、財

政調整基金から３億 4,885 万４千円、公債費の平準化のため、減債基金から２億 6,987 万１千

円、庁舎建設基金から３億 4,958 万５千円、公共施設整備基金から１億 9,048 万８千円など、

合計で 12億 8,205万円の取崩しを行いました。一方、予算積立、歳計剰余金や運用益の積み立

てなど、財政調整基金に５億 473 万７千円、減債基金に 510 万２千円、その他ふるさと応援基
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金や庁舎建設基金など、合計で６億 2,484 万３千円の積み立てを行いました。これにより、22

ページ、第２－１６表、令和２年度末基金残高状況のとおり、令和２年度末の基金残高は、前

年度と比較して６億 5,720万６千円、14.6％減少し、38億 5,795万円となっております。基金

残高の詳細の状況については、21 ページ、第２－14 図、第２－15 図に記載のとおりでござい

ます。 

次に、22 ページ、債務負担行為の状況でございますが、平成 22 年度若者定住住宅建設事業

償還金及び平成 30年度飯綱町防災行政無線デジタル化整備事業が終了したことから、令和３年

度以降支出予定額は、４事業、５億 3,536万６千円となっております。 

次に、23 ページ、繰越事業についてでございますが、令和元年度からの繰越事業の状況は、

第２－18 表のとおり、令和３年度への繰越事業の状況は、24 ページ、第２－19 表のとおりで

ございます。 

また、前期基本計画の施策別の決算の状況について、25ページに記載してございます。 

26ページからは、決算統計に基づく普通会計における決算の状況等でございます。普通会計

は、からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計を含むほか、他の特別会計との重複額、借

換債などは控除した純計額を記載しております。 

28ページには、財政力指数等の状況を記載しております。参考にご覧いただければと思いま

す。 

 以上、一般会計の主な決算状況について、ご説明申し上げました。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（大川憲明） 続いて、笠井建設水道課長。 

〔建設水道課長 笠井順一 登壇・説明〕（議案第 54号） 

○建設水道課長（笠井順一） 議案第 54号 令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理

事業特別会計歳入歳出決算の認定について提案説明をいたします。決算報告書 219 ページをお

願いします。 

歳入は、使用料等で歳入合計 244 万 1,286 円であります。次ページ、歳出は、汚水処理施設
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管理費、基金積立等で、歳出合計は 187万 6,927円。歳入歳出差引残高は 56 万 4,359 円です。 

  行政報告書の 335 ページをお願いします。事業概要ですが、この処理区は、下水道付別荘と

いうことで、100％の接続率です。放流量は、日平均 8.8㎥であり、別荘地のため季節により流

入量が変動し、年間を通して汚水量が一定ではありませんが、基準値以内の適正な水質を放流

しています。 

 次ページ、今後の課題と展望です。からまつの丘地区特別会計は、使用料収入だけで運営を

しており、一般会計からの繰入金はございません。２年度、基金として 83万円の積立を行いま

した。２年度末現在では 2,263万円となっており、供用開始から 23年が経過していることなど

から、修繕費等の増加が予想されますが、基金の取り崩しなどで対応をしていく予定です。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 続いて、大川病院事務長。 

〔病院事務長 大川和彦 登壇・説明〕（議案第 55号） 

○病院事務長（大川和彦） 議案第 55号 令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計歳入

歳出決算についてご説明致します。別冊の決算報告書 227ページ、行政報告書 337ページです。

決算報告書により説明申し上げます。 

229 ページ、歳入歳出決算書 款項別集計表の歳入です。１訪問看護ステーション事業収入

として 4,752万 8,550 円。内訳は、介護収入で 3,057万 115円、医業収入で 1,695万 8,435円、

いずれも前年実績を上回りました。２繰入金はありません。３繰越金は、721 万 9,553 円。４

諸収入が、16万 2,453円。７寄附金は、10万円でした。歳入合計は、5,501 万 556円です。 

続いて、歳出です。230 ページをご覧ください。１衛生費は、4,309万 9,403円で前年を下回

りました。２諸支出金、３予備費はありません。歳出合計は、同額の 4,309 万 9,403 円となり

ました。 

歳入歳出差引残高は、次ページのとおり 1,191万 1,153円です。 

歳入歳出の事項別明細につきましては、232ページ以降をご参照下さい。 

令和２年度も例年並みでした。事業内容としては、前年と同様に介護保険での利用や在宅看
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取りを希望される方が増加し、収入も増加しました。 

次に、238 ページをお願い致します。財産に関する調書については、令和２年度中の増減は

なく、訪問看護ステーション財政調整基金も残高が 8,423万 747円で昨年と同額でございます。 

以上です。宜しくお願い致します。 

○議長（大川憲明） 続いて、藤沢住民環境課長。 

〔住民環境課長 藤沢茂行 登壇・説明〕（議案第 56号・第 57号） 

○住民環境課長（藤沢茂行） 議案第 56号 令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてご説明申し上げます。決算報告書は 241 ページからになります。行政報

告書は 340 ページからになります。それでは、行政報告書によりご説明申し上げます。ご覧く

ださい。 

まず、決算状況について申し上げます。令和２年度国民健康保険事業特別会計の歳入総額は

1,342,842,733円、歳出総額は 1,291,730,384円で、歳入歳出差引額は 51,112,349円となりま

した。財政調整基金の年度末残高は令和２年度には積立を実施しませんでしたので、前年同額 

145,565,025円となっております。 

国保世帯数及び被保険者数の推移は 340 ページ記載のとおりで、多少ですが減少傾向にあり

ます。 

341 ページの中ほどから 342 ページは保険給付費等の状況です。一般被保険者については、

保険給付費総額、１人当りの給付額ともに減少しました。 

 343 ページから 345 ページは、保険税について記載してあります。収納率は、一般現年分で

99.40％、退職現年分は一般保険者へ移行しておりますので数値なし、一般滞納繰越分は 38.65％、

退職滞納繰越分は 34.33％で、全体の収納率は 96.81％となり、前年比 0.92％の増であります。 

徴収業務につきましては、税務会計課収納係と連携し個別の納税相談、分納誓約の推進、滞

納状況に応じた短期証の発行により未納者対策を講じてきました。今後も過年度未収金を増や

さないよう、現年分の収納率の向上に努めてまいります。 

346ページ下段からは、国民健康保険事業の今後の課題を記載してあります。65歳から 75歳
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未満の被保険者数が 1,587 人となっております。全体の被保険者数 2,797 人のうち 56.7%と５

割を超えております。一人当たりの医療費も 411,809 円と高額になっています。保険給付費の

内訳も、高額になる心疾患や癌治療のための投薬、長期入院を伴う脳血管疾患なども多くなっ

ています。今後は、医療費増加抑制に向けた取組として、健康推進係との連携により今まで以

上に特定健診への受診勧奨や保健指導等に取り組んでいきます。 

現在、急な医療費の増加があっても保険給付費は県から交付されるため対応可能です。しか

し、市町村ごとの医療費水準、所得水準等により算定された国保事業納付金を県へ納付してい

ますので、医療費抑制に繋がる保健事業の取組が一層重要となります。 

また、財源対応としては新型コロナウイルス感染症の影響もあるため、当面は繰越金、基金

など活用し、税負担増とならないよう努めていきます。 

  347 ページから 349 ページまでは保健福祉課健康推進係が実施しています国保特定健診・特

定保健指導、保健事業についての報告です。 

以上、提案いたしました案件の説明といたします。 

  続きまして、議案第 57 号 令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてご説明申し上げます。決算報告書は 261 ページからになります。行政報告書は 350 ペー

ジからになります。それでは、行政報告書によりご説明申し上げます。ご覧ください。 

 この制度は、75 歳以上の方と 65 歳以上で一定の障害がある方が被保険者となり、長野県後

期高齢者医療広域連合が保険者として業務を行っています。 

352 ページ上段ですが決算概要でございます。令和２後期高齢者医療特別会計の歳入総額は

161,939,411円、歳出総額は 161,594,662円で、歳入歳出差引額は 344,749円です。 

 歳入の主なものは、保険料が 110,415,300円、一般会計繰入金が 50,987,785円。主な歳出は

長野県後期高齢者医療広域連合への納付金として 149,105,799 円、その他は人件費となってい

ます。 

  351 ページの今後の課題ですが、飯綱町の一人当たり医療費は 838,736 円で、昨年度より

21,028 円の増となっております。県平均の 818,902 円でございますので平均を 19,834 円、率
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にして約 2.4％上回っています。今後、団塊の世代が 75歳を超え被保険者となるにあたり、国

の方針である「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に一層取り組む必要があります。 

以上、提案いたしました案件の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） ここで暫時休憩に入りたいと思います。再開は 11時 20分とします。 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時２０分 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を開きます。永野保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 永野光昭 登壇・説明〕（議案第 58号） 

○保健福祉課長（永野光昭） 議案第 58号 令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算について説明をいたします。行政報告書では 354 ページ、決算報告書は 271 ページからにな

ります。行政報告書で説明させていただきます。 

令和２年度の概要ですが、２年度末の総人口は 10,778人、前年度比マイナス 180人、１号被

保険者は 4,247 人、高齢化率は 39.4％となり、前年度と比べ人数でマイナス６人、率で 0.1％

の減となりました。高齢化率は、団塊の世代が高齢者になったことにより年々増加傾向にあり

ます。２年度は第７期事業計画の３年度目で３か年度計画の最終年です。決算状況は、歳入合

計 12 億 4,676 万 3,145 円、前年度比 103.5％、歳出合計は 12 億 4,243 万 1,010 円、前年度比

103.2％となっており、歳入歳出差引残高は 433万 2,135円です。介護保険支払準備基金の状況

は年度内で 931 万８千円を積み立て、基金繰入を 2,696 万１千円行ったため、決算年度中増減

がマイナス 1,764万３千円で、決算年度末残高は２億 4,540万 889円となりました。 

決算状況については、記載のとおりです。 

355 ページ下段、要支援・要介護認定者数では、２年度新規認定者数 170 人で要介護度３以

上は微増傾向でした。 

第１号被保険者保険料については 356 ページ上段です。前年に引き続き、住民税非課税世帯

の経済的負担の軽減を目的に、第１段階から第３段階の保険料率の引き下げを実施しました。

合計 1,044人に 841万 3,764円の公費負担を行いました。 
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  また、令和元年度の台風 19号による被災関係で 20名 27万 3,410円を減免、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による減免申請４件 26万 1,900円を減免しました。 

  357 ページ上段では、介護サービスを利用した受給者で延べ 7,215 人対前年比約２％の減少

でした。居宅サービスは平成 28 年度より 21％も減っていますが、施設サービスは増えていま

す。 

358ページ、給付費の状況では 10億 9,230万 7,541円、前年比 103.5％で増加しています。 

  359ページ中段から、総合支援事業、介護予防・生活支援サービス費（通称「総合事業」）で

は、要介護認定で「要支援１・２」の人、「非該当」と判定された人、基本チェックリストで生

活機能の低下がみられる人を対象に、地区集会所単位での介護予防活動が定着しつつあり、他

の地域にも波及させ浸透させていくことを目指して活動しています。 

360 ページ上段、新たに通所型サービスＢが１地区と訪問型サービスＤで１地区が事業を始

めました。 

  362 ページから地域包括支援センター費です。中段に相談訪問件数がありますが、相談件数

延べ 5,572件、実件数 602件、訪問件数 1,357件でした。権利擁護に関した相談件数は延べ 295

件、虐待相談件数は延べ 231件となっています。 

  近年、地域共生社会の実現に向け、介護保険法等の法改正がなされ、複雑化、複合化したニ

ーズに対する重層的支援体制の構築が求められています。相談支援、参加支援、地域づくりに

向けた支援を一体的に実施する施策について関係部署・関係機関等と検討を行ってまいります。 

  令和２年度は第９期高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画を策定しました。「誰もが心豊

かに安心して幸せに暮らせるまちいいづな」を基本理念に、地域の実情に応じた地域包括ケア

システムの深化・推進を進めてまいります。 

  以上、介護保険事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。 

○議長（大川憲明） 続いて、笠井建設水道課長。 

〔建設水道課長 笠井順一 登壇・説明〕（議案第 59号・第 60号・第 62号） 

○建設水道課長（笠井順一） 議案第 59号 令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出
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決算の認定について提案説明をいたします。決算報告書 301 ページをお開きください。行政報

告書については 366ページになります。 

歳入合計が 458万 9,093円、一般会計繰入金 20万円、繰越金 438万 9,093円であります。次

ページ、歳出は５万 7,336 円で、分譲予定地の維持管理業務委託分、草刈り等の金額になって

います。歳入歳出差引残高は 453万 1,757円です。 

行政報告書 366 ページに、今後の課題として、人口増対策に対応するべく、町有地を活用し

た住宅建設が有効な手段と考えており、引き続き令和３年度までの若者定住住宅の建設、個人

向け住宅地分譲を計画的に実施してまいります。 

引き続き、議案第 60 号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定について提案説明をいた

します。 

水道会計は旧村単位で管理運営をしておりますので、地区ごとの決算を申し上げます。 

決算報告書の 320 ページをお願いいたします。牟礼地区の収益的収入及び支出です。決算額

をご覧ください。収入・水道事業収益２億 764 万 1,475 円、支出・水道事業費用は１億 6,426

万 5,570 円です。次ページ、資本的収入は 193 万 1,758 円、資本的支出は１億 8,655 万 7,668

円で、不足額１億 8,462万 5,910円は損益勘定留保資金で補てんをしました。 

322 ページをお願いいたします。三水地区の収益的収入及び支出です。決算額をご覧くださ

い。収入・水道事業収益１億 1,953 万 5,276 円、支出・水道事業費用は１億 916 万 9,803 円で

す。次ページ、資本的収入は 56万 7,600円、資本的支出は 7,436万 156円で、不足額 7,379万

2,556円は損益勘定留保資金で補てんをしました。 

つづいて事業報告です。313ページをお願します。 

牟礼地区の工事等概要は、飯綱浄水場真空ポンプ更新工事で 139 万 7,000 円、しなの鉄道水

管橋布設替工事で１億 851万 259円、上水道施設台帳整備業務委託牟礼地区で 965万円等です。

大まかなものを説明させていただいています。 

三水地区は、日向浄水場ろ過砂交換工事で 650 万 1,000 円、上赤塩地区石綿管布設替工事で

751万 3,000円、上水道施設台帳整備業務委託三水地区で 965万円等です。 
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314ページをお願いします。 業務量を全体で説明をさせていただきます。年度末給水人口は

10,682 人で前年比較 182 人の減少です。総有収水量は前年比較 30,530 ㎥、3.2％の増でした。

また、１人１日の平均給水水量は 255ℓで、前年より 12ℓ増加しています。有収率は 69.4％でし

た。 

317 ページをお願いします。企業債の元金償還額は 9,548 万 1,165 円、利子償還額は 1,997

万 7,481円、年度末元金残高は９億 8,893万 278円となっており、最終償還年度は令和 17年度

です。 

議案第 60号については、以上でございます。 

続きまして、議案第 62号 令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて提案説明をいたします。 

令和２年度から下水道会計につきましては、公営企業ということになりましたので、こちら

も水道事業と同等に説明させていただきます。 

決算報告書の 389 ページをお開きください。収益的収入及び支出です。決算額をご覧くださ

い。収入・下水道事業収益７億 2,465 万 808 円、支出・下水道事業費用は６億 4,381 万 7,767

円です。次ページ、資本的収入は４億 1,895 万 5,163 円、資本的支出は６億 6,690 万 5,448 円

で、差額２億 4,795 万 285 円と翌年度の支出財源に充当する 225 万 6,675 円を合わせた不足額

２億 5,020 万 6,960 円は消費税及び資本的収支調整額、引継金、損益勘定留保資金で補てんを

しました 

392、393ページをお願いします。決算により、損益計算書につきまして、当該純利益として、

剰余金といたしまして 6,729 万 6,268 円とございます。これにつきましては、剰余金として未

処分利益剰余金に該当いたします。この未処分利益剰余金については、剰余金処分という形で

議会の認定を受け使用する科目に振り分けなければならないということになっていまして、そ

うしないと予算執行ができないため、今回建設改良積立金へ全額積立として振り分けして、未

処分剰余金残高を０円としているものです。 

つづいて事業報告です。401 ページをお願します。工事等概要は、農業集落排水袖之山・牟
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礼西部地区の公共下水への管路接続工事に伴う管路施設工事が１，３，４，５，６，７工区全

体で２億 8,718 万 8,000 円、それから県道野村上牟礼（停）線中町橋架け替えに伴う下水道施

設支障移転工事で 1,335万 4,000円等です。 

403 ページをお願いします。 業務量の説明をさせていただきます。年度末処理人口は 9,319

人で前年比較 56 人の減少です。下水道普及率は 94.5％で水洗化率は 91.5％です。また、年間

汚水処理水量は 85万 9,253㎥、１日の平均処理水量は 2,354㎥で、前年より 2.1％増加してい

ます。 

407 ページをお願いします。企業債の元金償還額は３億 7,404 万 3,790 円、年度末元金利子

未償還残高は 35億 909万 7,963円となっており、最終償還年度は令和 33年度です。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 続いて、大川病院事務長。 

〔病院事務長 大川和彦 登壇・説明〕（議案第 61号） 

○病院事務長（大川和彦） 議案第 61号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算についてご説明致

します。決算報告書 349ページからご覧ください。 

一部記載に誤りがありましたので訂正をお願い致します。372 ページ、６収益費用明細書で

す。〔収益〕の病院事業収益、医業外収益、他会計負担金の欄に３億 2,953万１千円とありまし

て、備考欄の内訳の数字に誤りがございましたので訂正をお願いします。備考欄の「救急医療」

128,221 千円を 118,110 千円に、「新型コロナウイルス対策」112,219 千円を 122,330 千円にそ

れぞれ訂正をお願い致します。大変申し訳ありません、宜しくお願い致します。 

それでは、説明に入ります。353 ページをお願いします。Ⅰ決算書・財務諸表、１決算報告

書です。（１）収益的収入及び支出をご覧ください。こちらは税込数値です。収益的収入の計は、

21億 6,146万 1,708円です。収益的支出の計は、21億 8,360万 4,694円となりました。続いて、

354ページです。（２）資本的収入及び支出ですが、資本的収入の計は、２億 1,310万 7,000円、

資本的支出の支出計は、３億 3,152 万 1,918 円となりました。資本的収入額が資本的支出額に

不足する額１億 1,841 万 4,918 円は、過年度損益勘定留保資金で補填しました。収益的収入及
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び資本的収入には、町からの繰入金（他会計負担金）で、５億 517万８千円が含まれています。

そのうち、１億 3,300 万円は新型コロナ感染症の関連分です。内訳は、３条（収益的収入）に

３億 2,953 万１千円、４条（資本的収入）に１億 7,564 万７千円という振り分けです。前年度

と比較して１億 4,117 万８千円の増額となりました。 

  続いて、355 ページ、２損益計算書になります。１の決算報告書では税込の数値でしたが、

損益計算書では税抜額になっております。１医業収益、２介護収益、４医業外収益の収入計が

21億 5,215万 6,825円。３医業費用、５医業外費用の支出計は 21億 7,469万 7,670円となり、 

経常利益は、△2,254 万 845 円となりました。なお、６特別利益、７特別損失はありませんの

で、当年度純利益も同額の△2,254万 845円となっています。前年度決算額との単純比較では、

4,100万 3,763円の悪化となりました。 

続いて、357ページをお願いします。５貸借対照表になります。〔資産の部〕２流動資産（１）

現金預金ですが 6,422 万 1,652 円で、358 ページのキャシュフロー計算書の４資金増加額にあ

りますように、期首残高に比べ１億 5,570万 2,466円の減少となりました。 

次に 362ページをご覧ください。Ⅱ事業報告、１概要についてご報告致します。（１）総括事

項です。令和２年度は、令和元年 12月以降に発生した新型コロナウイルス感染症がさらに感染

拡大したため、その対策に明け暮れた１年となりました。詳細は記載のとおりとなります。院

内感染が起こりますと事業運営不能に陥りますので、発熱外来の対応、入院患者への面会の禁

止などを継続して実施し、対策しました。幸い、院内感染に繋がる事象は発生しませんでした。

発熱外来の受診者は 519 名で、抗原検査 469 件、ＰＣＲ検査 40 件実施しました。年度末には、

新型コロナウイルスワクチン接種体制の構築の検討が開始され、医療従事者への先行接種に向

けた取組を行いました。コロナ禍において、患者の受診控えや発熱患者の受け入れ制限等で患

者数は大幅に減少しました。院内の密を避けるため、集団検診事業等も辞退し予定していた事

業内容も大きく変わりました。新型コロナ感染症の影響による収入の減少、必要経費の増大に

充てるため新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して対応しました。例年

のことですが、医師を始めとする医療人材不足は解消に至らず、今後も引き続き取り組みが必
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要です。 

366 ページ、２工事（２）、（３）に工事の概況、３業務（１）事業量についてはそれぞれご

参照下さい。 

370ページ、４会計です。（１）主要備品の整備については、15種 20式の整備を行いました。 

主な物は、健診システム、多用途透析監視装置、個人用多用途透析装置、適温配膳車等です。   

合計 3,596万 7,520円でございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大川憲明） 以上で説明を終了します。 

ここで暫時休憩に入りたいと思います。再開は午後１時でお願いします。 

休憩 午前１１時４７分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（大川憲明） 休憩前に引続き会議を開きます。山本代表監査委員より、決算審査意見書

の報告をお願いいたします。山本代表監査委員。 

〔代表監査委員 山本孝利 登壇・報告〕（決算審査意見書） 

○代表監査委員（山本孝利） それでは、令和２年度飯綱町各会計決算審査意見書を申し上げま

す。 

４審査の結果。審査に付された飯綱町一般会計、特別会計、企業会計の歳入歳出決算書、歳

入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、法令に準拠して作

成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、適正であるものと認定しま

した。また、現金、預金及び各基金の残高や運用状況を示す書類の計数について、関係帳簿並

びに証拠書類と照合した結果、符合しており誤りのないことを確認しました。 

第２、一般会計決算。新型コロナウイルスによって、日本国の経済や国民の生活は深刻な被

害に苦しみ翻弄された１年でした。飯綱町においても大きな影響を受け、町民の生活は我慢を

強いられ、沈滞がちで、地域経済もおおきな影響を受けました。新庁舎建設等の大型事業は予
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定通りに進展しましたが、多くの事業が中止・縮小を余儀なくされ、予算執行は滞りがちで、

結果的には決算において多くの剰余金を産みだすこととなりました。峯村町政は任期３年目が

終わり、この間、強力に進めてきた地方創生関連の事業は、大きな成果をもって完成に近づき

つつあります。近隣の町村には無いような立派な施設がほぼ完成し、利用に供されるようにな

りました。しかし、これで地方創生事業は終わった訳ではありません。これらの施設を活用し

て、住民福祉や人口増加等に役立て、住みよい豊かな郷土を築くことが必要です。くれぐれも

管理費用の負担だけが残ったということの無いように願います。念願の新庁舎の建設は軌道に

乗り、年内に着工され、令和３年度中に完成されることとなりました。周辺の整備もされた素

晴らしい庁舎が建設され、一つになる飯綱町への強力な拠点となることを期待します。町政喫

緊の課題は人口の減少問題です。人口１万人割れは目前に迫りつつあります。従来からいろい

ろな施策を打ち出してきましたが、なかなか成果が上がってきておりません。簡単に成果が上

がる問題ではないと承知はしておりますが、悠長なことを言ってもいられないことは事実です。

何とか成果の上がるような施策が望まれます。町政の３つの目標「日本一のリンゴ産地」「日本

一女性が住みたくなる町」「世界に誇る産業振興」の達成状況は未だの感があります。確実な実

行が困難な目標ではありますが、飯綱町にとってはどうしても実現したい目標ですので、具体

的な成果の上がるよう頑張っていただきたいと思います。飯綱町の基幹産業は農業ですが、３

年続きで低迷する農業所得の向上を図ることが喫緊の課題です。儲かる農業を実現するには、

行政と農家が知恵を出し合って努力することが必要です。リンゴ栽培は高所得が期待される農

業ですが、栽培者の高齢化や跡継ぎ問題で栽培をやめる人が増加し、先細りになることが目に

見えています。個人農家の小規模経営から、栽培の効率化、集団化等の施策が必要で、法人組

織によるリンゴ栽培への進出がカギになるものと思われます。さらに、販売面の強化も含めて、

せっかく存在しているふるさと振興公社の活用が一つのカギになるとおもわれます。令和２年

度の行政施策は執行率の低いものが若干見受けられますが、おおむね手堅く執行されており、

地方交付税や繰越金等の増加や経費の節約等により実質収支額では７億 91 百万円の黒字額と

なりました。これは、新庁舎建設資金の半分にも及ぶ多額の剰余金であり誠に喜ばしいことで
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す。関係者の皆様ご苦労様でした。剰余金は財政調整基金に５億円、減債基金に１億円を積み

立てることとし、更なる財政基盤の強化に役立てられました。これは昨年に引続く好決算であ

り、関係者の皆様に謝意を表します。また、特別会計・企業会計とも、全て黒字決算となり、

飯綱町全体としても好決算と認められます。コロナウイルス感染が世界を席巻し、日本でも大

問題となっています。幸い飯綱町では今のところ感染者が少なくてすんでおりますが、感染の

脅威が無いわけではありません。また、日本国内の経済の混乱は大きく、この影響が飯綱町で

も大いに心配されるところです。感染防止に向けて万全の態勢を取るとともに地元経済への影

響を注視し、対策に怠りなきよう願います。補助金に対する歳入失陥についての問題ですが、

これは令和２年度定期監査報告書で指摘いたしましたので、あえてここには掲げませんでした。 

計数については、先ほどから説明がありましたので省かせていただきます。 

３歳出の部、（１）性質別、（ア）人件費。職員数は令和３年３月末で９名増の 131 名と大幅

な増員となりましたが、前期末の 10名の退職に伴う採用増で、ほぼ例年並みの職員数です。人

件費が大幅に増加したのは会計年度任用職員制度が導入され、従来物件費に計上されていた臨

時職員の賃金や、扶助費に含まれていた保育園に係る賃金が人件費に計上されたことと、臨時

職員の待遇改善によるためで(およそ３億円)、従来の人件費である役場正規職員の分はほぼト

ントンだったと思われます。今回の改正により人件費は実態を表し、本来の姿になったといえ

ます。今後も人件費増加の心配は多分にあり、慎重な対応が求められますが、より良い町づく

りのために人材の確保には充分に配慮願います。 

（イ）物件費。コロナ対策の支援金の交付がいつまで続くのか不明ですが、早晩縮小される

ことは間違いありませんので、膨らんだ予算の縮小に備えることが必要です。新庁舎の建設で

備品等の購入が増加しますが、創意と工夫で節減願います。 

（ウ）維持補修費。老朽化するインフラの補修は今後の大きな課題であり、限られた予算の

中で大変ではありますが、落ちの無いよう効率よく執行願います。緊急の案件としては、鳥居

新橋の改修があり、大型案件で多額な費用が予想されますが、重要な橋ですので慎重かつ早急

に取り組み願います。 
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（エ）扶助費。扶助費の中に含まれていた保育園の会計年度任用職員の賃金が人件費に計上

されることになった為、87百万円の大幅減となりましたが、その他はほぼ横ばいでした。高齢

化や貧困化等が進展する中で、住みよい町を目指す飯綱町にとって扶助費の増加は避けられま

せん。必要な予算の獲得と、落ちの無い執行が求められます。特にコロナ騒ぎで扶助費の出番

は多いと予測されますので、必要な予算の獲得と落ちの無い執行を願います。 

（オ）補助費等。今回から下水道事業が公営企業会計に移行したことにより、繰出金から、  

補助費へ鞍替えとなりました。特筆すべきはコロナ対策として、住民一人当たり 10万円の特別

給付金が給付されたことです（総額で 11 億円）。他の費用は病院事業を除いて前年並みか減少

となり喜ばしいことです。病院事業はコロナ対策で患者が減少したことにより、補助額が増え

たものです。やむを得ないものですが、１日も早い回復が待たれます。 

（カ）普通建設事業費。庁舎建設は順調に進み、第一庁舎は竣工を見ました。残すは第二庁

舎のリニューアルと福祉センターの取り壊し、駐車場など周辺設備の整備などが残されていま

す。全て順調に完成するよう配意願います。地方創生関連の設備は概ね出来上がり、昨年度よ

り大幅に減少しました。多くは国の資金で出来ましたが、こんごの維持費はこちら持ちですの

で、負担の軽減に意を注ぐと共に宝の持ち腐れにならぬよう活用には万全を期してください。  

道路の改良費は増えていますが、五岳道路の改修時期が到来してきているためであり、五岳道

路は綺麗になりました。他の町道の整備も怠りなく願います。 

（キ）災害復旧事業費。当町の災害は比較的少なく推移してきましたが、昨年度より豪雨に

よる被害が多く発生し、復旧事業費も大幅に増加しました。今年度発生した災害の内 23百万円

繰越事業となりましたが、早期着工を願います。異常気象が続いている作今、災害には充分備

えて欲しいと思います。 

（ク）公債費。新庁舎建設に伴う合併特例債の発行４億 40百万円により、一般会計の町債の

残高は４億 16百万円増加しましたが、返済は順調に進み、特に利子の減少が続き、負担は軽く

なって来ています。期末の町債の残高は、元金 76億 57百万円、利子１億 35 百万円。元金が増

えていますが、利子が減っており、非常に負担が軽くなっております。 
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（コ）繰出金。繰出金の対象となる４事業とも前年対比減少となるという快挙となりました。

誠に喜ばしいことで関係者の皆様ご苦労様でした。 

  （２）目的別、（ア）議会費は問題ありません。 

（イ）総務費。不用額が１億 83百万円と多額となっています。委託料・需用費・負担金・賃

借料など随所に節約の跡が見られ、ご苦労さまでした。ただし、研修費は毎年のことながら執

行率が低いです。今年度はコロナ対策もありやむを得ませんでしたが、来期こそは確実に執行

できるよう願います。ふるさと創生事業による施設の整備はほぼ完了しましたが、活かすも殺

すも今後の活用次第です。小学校の廃校を利用の「いいづなコネクトＥＡＳＴとＷＥＳＴ」の

活用は活発になって来ており、初期の目的達成も近いと思われますが、手を抜かず一層の努力

を願います。住もうプロジェクト事業の相談や移住実績は芳しくありません。人口増は一朝一

夕に結果が出るような事業であることは承知しておりますが、新たに発足させた人口増推進室

を中心に力を結集して、実績が上がるよう一層努力を願います。人口１万人を割るまでに時間

はありません。ふるさと応援寄付金は昨年度を大きく上回りました。ご苦労様です。返礼品な

どに若干の問題があるようですが、更なる努力を願います。 

  （ウ）民生費。貧富の差が大きくなってきており、コロナにより生活弱者が増えてきている

現在、最後の砦ともいうべき社会福祉費の役割は大きくなってきています。もちろん節約は必

要ですが、支援が必要な人に対し取りこぼしの無いように願います。執行率の低い事業が散見

されます。原因を検証する共に、事業の見直しを行ってください。 

  （エ）衛生費。新型コロナウイルス感染症対策の最前線で、誠にご苦労様です。幸いにも当

町では今のところ感染者が少なく、対策関係事業の執行率は軒並み低水準です。問題はないと

思われますが、今後いかなることが起こるのか、予想もつきませんが、油断怠りなく対応願い

ます。全体での執行率、不用額とも期待水準をクリアしていますが、住民の健康に直結する健

康増進関係の事業や各種検診事業の利用率が上がっておらず、執行率が低くなっております。

健康寿命を延ばし、住みよい郷土を築くためには重要な事業ですので、周知徹底等に一層の工

夫・改善を図ってください。 
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  （カ）農林水産業費。不用額の主なものは負担金・補助及び交付金の 20百万円のほかには大

きなものはなく、おおむね適正に執行されていますが、新規就農総合支援事業等の今後の農業

発展のための事業の執行率が低いのは残念です。また、コロナ支援策として増額された農業振

興負担金補助金が執行率 54.1％、不用額６百万円であったのも問題で、積極的な取組が必要で

す。 

  （キ）商工費。飯綱町の基幹産業は農業ですが、それだけでは豊かな郷土の実現は困難で、

所得向上のためには、商工業の発展が不可欠です。町内の商工業の発展を図るとともに、企業

の誘致を図ることが望ましいと考えます。 

  （コ）教育費。コロナ対策で執行率の低い事業がかなりの数に上りますが、やむを得ないも

のです。全般に経費の節減に努力いただき感謝いたします。飯綱町の幼稚園から始まって中学

校までの教育体制は、かなり充実しており、他の市町村と比較しても決して劣るものではあり

ませんが、さらにより良い体制を整えて、有為な人材を育てるとともに、ひいては移住人口増

加につなげていけるよう頑張っていただきたいと思います。学校教育で懸念することは、不登

校の児童が増えてきていることです。特に中学校で増えています。解決が困難なことは承知し

ておりますが引続き丁寧な対応をおねがいします。いじめ問題についても手を抜かずに丁寧・

迅速な対応をお願いいたします。 

  （４）地方債の状況。新規に起債された主なものは、新庁舎建設（合併特例債４億 40百万円）、

道路関係(１億 04 百万円)、学校設備関係（55 百万円）、防災（89 百万円）、地方創生関係（１

億 74百万円）、臨時財政対策債（1億 45百万円）等です。いずれも必要な事業ですので、起債

は妥当です。 

  （５）飯綱町全体の地方債の状況。一般会計では増えましたが、下水道事業・病院事業・水

道事業では減りましたので、合計では１億 81 百万円減の 140 億 30 百万円となりました。一般

会計での町債の残高は増加しますが、企業会計での返済は順調で合計の町債残高は順調に減少

しており、令和３年度も減少する予定です。病院事業では今期は設備投資が少なかったことに

より、２億 46百万円も残高を減らすことが出来ましたが、今後はコロナ対策による業績低迷と、



 

- 38 - 

老朽化する設備の改修や高額な医療機器の購入などが予測されます。残高を減らすためには設

備投資のいかんに左右されますので、効率よく設備投資を進めることが望まれます。水道事業

では、今のところ大きな設備投資が無いことにより、残高を順調に減らしてきました。このま

まいけば今後 10年足らずで完済できるところまでこぎつけてきましたが、老朽化する管路や浄

水場の改修が避けて通れなくなって来ており、懸念されるところです。下水道事業では、農業

集落排水の公共下水への繫込みにより、長期的には経営の改善は見込まれますが、工事が必要

で新規借入が発生する予定です。 

  （９）資金運用状況。超低金利の現状では良くやっていただきました。平成 29年度より基金

の運用先を証券会社などに拡大しました。その結果、大幅な運用利益を挙げることが出来よう

になりました。高金利で運用できて誠に結構ですが、債券投資は値動きがありますので運用状

況の把握に万全を期し、安全性を第一に、収益性を見極めながら慎重に運用願います。 

  第３特別会計決算。（１）国民健康保険事業。歳入は減少したものの、療養費などの減少によ

り、経常収支は黒字となりました。基金への積立は出来ませんでしたが、51 百万円の繰越金を

確保、次年度の活動資金としました。不能欠損額が、25万円程増えたのは残念ですが、収入未

済額が３百万円の減となり努力の跡が見えます。ありがとうございます。総じて良好な決算と

いえます。関係者の皆さんご苦労様でした。 

（２）後期高齢者医療。被保険者１人当たりの医療費は 839千円で、前年度より 21千円増加

し、長野県の平均 819 千円を上回り、高い方から 23 番目（前年 39 番目）となりました。少な

くとも県の平均になるよう頑張りたいところです。今のところは健全経営を維持しております

が、団塊の世代が 75歳以上になるのを目前に控え、後期高齢者医療特別会計の負担はますます

重くなることが予測されます。今後も医療費削減のため健康寿命を延ばすための対策の強化を

願います。なお、後期高齢者医療の負担金は一般会計でも負担しています。令和元年度１億 40

百万円、令和２年度１億 30 百万円。これは後期高齢者の療養給付費の総額の 1/12 が県から請

求されるものです。今のところ、横ばいで推移しており助かっていますが、今後の増加が懸念

されます。 
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  （３）介護保険事業。今までは優良特別会計でしたが、年々厳しさを増してきている決算状

況のなかで、とうとうギリギリのところまで来てしまいました。これから 75 歳を超える団塊の

世代が間近に控えているだけに、先行きが懸念されますが、基金残高が２億 45百万円もあるこ

とは心強い限りです。有効に活用願います。保険料の収納率は年々上昇してきており、今期は

不能欠損額・収入未済額も減少しております。ご苦労様でした。コロナ騒ぎで徴収は困難でし

ょうが、頑張ってください。 

  （４）からまつの丘地区汚水処理場管理事業。現状は何の問題もない優良特別会計です。た

だし、経年劣化による設備の補修が今後増加することが予想され、いかに備えるかが課題です。 

  （５）住宅地造成事業。原田地区の土地購入については、当初危惧する声がありましたが、

当初計画通りに進展していることは、誠に喜ばしいことです。移住者の住宅が不足している現

在、計画の速やかなる達成を願います。 

  （６）訪問看護ステーション。優良な特別会計です。歳入面では医業収入は横這いでしたが、

介護収入が５百万円増加した事により、歳入は増加しました。一方、歳出面では会計年度任用

職員を含めて職員手当が７百万円の減となりましたので実質収支は 12 百万円の黒字と大幅増

益となりました。 

  第４企業会計決算、１飯綱町病院事業会計。医業収益は新型コロナ感染対策で大きな影響を

受け大幅な減収となりました。しかしながら、医業費用では人件費が 66 百万円増加しました。

人件費の増加は働き方改革により臨時職員の給与が増加したことと、人員の増加が要因で、医

業外費用がコロナ対策の増加で思うように減らなかったことが要因です。しかたがないとは言

え、ダブルパンチを食らった格好です。収益が減り費用が増えたことにより、大幅な減益とな

りました。一般会計からは通常の補助金に加え、コロナ対策を含めて増額して、５億 05百万円

支援しましたが 23百万円赤字となってしまい、連続していた黒字決算も途切れてしまい残念で

した。資本的収入支出ですが、１億 18百万円の資金不足となり、過年度の留保資金で補填しま

した。その結果、期末の現金保有高は 64百万円となってしまい、今後の資金繰りはかなり窮屈

となりました。総評。コロナという未曾有の災難の中で、奮闘していただいている院長先生は
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じめ先生方や、役職員の皆様には深く感謝いたします。コロナはいつ終息するのか予断は許し

ませんが、引続きよろしくお願いいたします。 

  ２飯綱町水道事業会計。総評。給水人口の減少というアゲンストの風が吹く厳しい条件の中

ですが、収支は安定してきており、期間損益については心配のないようになってきております。

ただし、設備の老朽化が進展する中で、補修費用の増大は避けられない状況になって来ており

ます。特に牟礼地区では、有収率 64％と極めて低い水準になっており、漏水が大規模になって

きていることが推測され、原因の究明と対策に万全を期すことが必要です。今後多額になると

予想される浄水場や管路の補修費の調達の足しになるように料金改定等による増収策を考える

時期が到来しているものと思われます。また、日頃から未収金の徴収業務には大変な努力をい

ただいておりますが、牟礼地区で 781 万円、三水地区で 282 万円、合計 1,063 万円の過年度未

収金を抱えておりますので、一層の徴収努力を願います。 

  ３下水道事業会計。令和２年度から今まで個別で管理していた、公共下水道、農業集落排水、

小規模農業排水、個別排水事業をまとめて公営企業会計を導入するということになり、初めて

の決算となりました。これにより、業績向上というようになるのはまだ先のことですが、実態

が良くつかめるようになり、管理もしやすくなりました。下水道使用料は１億 61百万円、対す

る処理場費や総係費・管渠費等の通常経費は１億 35百万円、ランニングコストは賄えるように

なりました。しかしながら、４億円にも上る減価償却費を補うことは到底不可能で、一般会計

からの補助金は、企業債の返済が続く限り、無くなることを期待することはできません。袖之

山と牟礼西部の公共下水への繫込みは終わりましたので、コスト削減は期待できますので、今

後の動向に期待します。農業集落排水の公共下水への繫込みはまだ計画があるようですが、資

金の状況を見ながら早晩の着工を望みます。 

  以上、令和２年度における一般会計、特別会計、及び企業会計歳入歳出決算審査の意見とし

ます。なお、地方自治法第 199条第 12項の規定により、上記監査の結果に基づく改善措置・対

策を講じ、その内容を１か月以内に監査委員へ文章による通知を求めます。また、改善措置・

対策通知を受けた事項は公表いたします。 
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○議長（大川憲明） 以上で決算審査意見書の報告を終わります。 

 

     ◎議案第 63号の上程、説明、付託 

○議長（大川憲明） 日程第 15、議案第 63 号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第４号）

を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。徳永総務課長。 

〔総務課長 徳永裕二 登壇・説明〕（議案第 63号） 

○総務課長（徳永裕二） 議案第 63号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第４号）について

ご説明申し上げます。今回の補正予算第４号は、本年度の普通交付税の決定、ふるさと応援寄

付金の増、令和２年度決算を踏まえての繰越金等、これらを主な財源とした増額の補正予算で

ございます。それでは、議案書並びに議案の提案説明書３ページをご覧ください。 

補正の概要でございますが、既定の予算に５億 8,696 万６千円を追加し、補正後の予算額を

89億 7,370万３千円とするものでございます。また、過疎対策事業債の追加、臨時財政対策債

の確定等に伴う地方債の補正を計上しております。過疎対策事業債いわゆる過疎債につきまし

ては、充当内容等を整理した計画表を補足資料として本日お配りいたしましたので、後ほど説

明させていただきます。 

では初めに、歳入をご覧ください。主な内容を申し上げます。本年度の普通交付税が決定し

ましたので 10 款地方交付税で４億 9,475 万８千円を増額、新型コロナウイルスに係る交付金、

補助金など 14 款国庫支出金で 1,584 万４千円を増額、ふるさと応援寄付金で 17 款寄付金を２

億 1,921万９千円増額、決算に伴い 19款繰越金で 5,665万９千円を増額、過疎対策事業債を計

上するなど 21 款町債で 6,890 万円を増額し、18 款繰入金では財源調整で財政調整基金繰入金

など２億 6,930万円を減額しております。 

続いて、歳出の主な内容を申し上げます。４ページをご覧ください。 

２款総務費では、公有財産維持管理費で公共施設等総合管理計画の改訂に係る委託料を 500

万円増額、ふるさと応援基金積立金を 7,887 万２千円増額、ふるさと納税事業費で返礼品に係
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る費用などを計１億 4,034万７千円増額。 

３款民生費では、地域福祉推進事業でいいづなコネクトＷＥＳＴのパワリハに係る費用を計

175万７千円増額、介護保険事業で特別会計への繰出金を 176万９千円増額。 

４款衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費で計 1,622 万８千円を増

額。 

５ページになります。６款農林水産業費では、農業振興負担金補助金で荒廃農地利活用促進

交付金を 200 万円増額、世界に誇る力強い産業形成事業でりんご貯蔵用プレハブ冷蔵庫に係る

備品購入費を 550 万円増額、地域農業振興人材確保事業で地域活性化起業人派遣の負担金 326

万２千円を増額、町単土地改良事業で普光寺舟久保地区の緊急自然災害防止対策事業に係る工

事請負費など計 1,600 万円を増額、農業集落排水事業費では支出科目の変更をしております。 

７款商工費では、商工振興対策事業で新型コロナに係る食品製造・小売業の事業者への給付

金などで 1,000 万円を増額、東高原ゾーン整備事業で新型コロナに伴う指定管理施設、維持支

援の費用を 980万円増額。 

８款土木費では、道路新設改良費で芋川地区の町道の狭隘部分の改良に係る工事請負費を 500

万円増額、公共下水道費では支出科目の変更をしております。 

10 款教育費では、新型コロナに伴い発達支援・５歳児相談事業を計 244 万円減額、小学校、

中学校の管理費で会計年度任用職員である教員の共済費が不足することから計 780 万円を増額。 

６ページになります。11款災害復旧費では、６月豪雨に伴う農地災害復旧費で 220万円を計

上しております。 

12款公債費では、利率の高い借入について繰上償還をしたいことなどから２億 1,050万円を

増額。 

14款予備費では、6,563万９千円を増額し、財源調整いたしました。 

過疎債につきまして、議案第 63号補足説明資料「令和３年度 過疎対策事業債充当計画表」

をご覧ください。ハードで３事業、計 4,260 万円を計上いたしました。いずれの事業も当初予

算においては一般公共事業債を予定しておりましたが、今回、有利な過疎債に振替しておりま
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す。ソフトでは７事業、計 5,280 万円を計上いたしました。いずれの事業も当初予算に計上し

ており、財源振替するものです。過疎債ソフト分については、現在、当町の発行限度額（配分

額）は 3,900 万円となっておりますが、全団体からの要望総額が国の計画を下回った場合は、

要望額の多い団体に配分調整がされ、配分額が上がる可能性があるため、上限の 3,900 万円で

はなく 5,280 万円で要望しております。これに伴い今回の補正予算には要望額である 5,280 万

円を計上いたしました。過疎債ソフト分の発行額は、今後の配分結果により、変更があり得る

ことをご了承いただきたいと思います。 

以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 過疎債の関係は初めて予算に反映させていただき、今の総務課長の説明に

尽きるんですが、上の工事の起債は交付税措置があまりない借金を予定していたのを過疎債に

変え、事業費 100％の借入に対し７割を交付税措置してくれる有利な起債に振り替えたという

こと。下のソフトの関係は、自前のお金で予算措置していたものが過疎債を使ってよいという

ことになったもんで、３割は自前でやりますが７割が国で措置されると。こうなると一般財源

の懐はありがたいことになる。ただ、注意して職員にも言っていますが、ご覧をいただいたと

おり、すべて三水の関係の事業や工事です。ですので、三水地区は過疎債の対象でいいな、牟

礼地区は過疎債の対象にならないので云々など、こういう話は一切しないつもりですし、なし。

たまたま財源として有利な措置があったもんでこういう措置をしたのだと。これは是非ご理解

いただきたい。 

○議長（大川憲明） お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 63号は、質疑を省略し、予算決算常任委員会に付託し審

査することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（大川憲明） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 63号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第４号）は、予算決算常任

委員会に付託し審査することに決定しました。 

 

     ◎議案第 64号から議案第 67号の一括上程、説明 

○議長（大川憲明） お諮りします。 

日程第 16、議案第 64 号 令和３年度飯綱町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、 

日程第 17、議案第 65号 令和３年度飯綱町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、 

日程第 18、議案第 66号 令和３年度飯綱町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、 

日程第 19、議案第 67号 令和３年度飯綱町下水道事業会計補正予算（第１号）、 

以上４件は補正予算案件であります。 

ついては、一括して４件の提案理由の説明を求め、最終日９月 24日に質疑・討論・採決を行

いたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認めます。 

議案第 64号から議案第 67号の提案理由の説明を求めます。 

藤沢住民環境課長。 

〔住民環境課長 藤沢茂行 登壇・説明〕（議案第 64号・第 65号） 

○住民環境課長（藤沢茂行） それでは、議案第 64号 令和３年度飯綱町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。それでは、議案書と議案の提案説明書

６ページ中段をご覧ください。議案の提案説明書により説明させていただきます。 

 補正予算の概要でございますが、補正前の予算額 1,330,358千円に歳入歳出それぞれ 19,806

千円を増額し、補正後の予算額を 1,350,164千円とするものです。 

 主な補正内容でございますが、前年度繰越金額が確定したことにより、歳入では繰越金、歳



 

- 45 - 

出では予備費をそれぞれ 19,806千円増額するものです。 

以上、提案いたしました案件の説明といたします。 

 続きまして、議案第 65号 令和３年度飯綱町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついてご説明申し上げます。こちらも議案の提案説明書６ページ下段で説明させていただきま

す。 

補正予算の概要でございますが、補正前の予算額 168,798千円に歳入歳出それぞれ 56千円を

減額し、補正後の予算額を 168,742千円とするものです。 

 主な補正内容でございますが、前年度繰越金額が確定したことにより、歳入では繰越金、歳

出では予備費をそれぞれ 56千円減額するものです。 

以上、提案いたしました案件の説明といたします。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 続いて、永野保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 永野光昭 登壇・説明〕（議案第 66号） 

○保健福祉課長（永野光昭） 議案第 66号 令和３年度飯綱町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）についてご説明をいたします。議案書並びに提案説明書の７ページ中段をご覧ください。

議案の提案説明書より説明させていただきます。 

  補正予算の概要でございますが、既定の予算額に 1,784 万４千円を増額して補正後の予算額

を 12億 6,568万円６千円とするものです。 

  主な補正内容でございますが、歳入では、令和２年度の清算による追加交付金として介護給

付費負担金で 637 万３千円、地域支援事業費交付金（現年度分）で 105 万円、地域支援事業費

交付金（令和２年度の清算による追加交付金）で 432 万円、繰入金で 176 万９千円、前年度の

決算による繰越金を 433万２千円、それぞれ増額しております。 

  歳出では、総務費・地域包括支援センター費へ 281 万９千円、介護給付費準備基金積立金へ

1,141 万８千円、令和２年度地域支援事業（支払基金）負担額の確定により還付金を 310 万７

千円、予備費 50万円、それぞれ増額するものです。 
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  以上、介護保険事業補正予算（第１号）の説明とさせていただきます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 続いて、笠井建設水道課長。 

〔建設水道課長 笠井順一 登壇・説明〕（議案第 67号） 

○建設水道課長（笠井順一） 議案第 67号 令和３年度飯綱町下水道事業会計補正予算（第１号）

の提案説明をいたします。議案書並びに提案説明書の７ページ下段をお願いします。 

補正の概要ですが、地方公営企業法第 17条２の規定による資本的収入の一般会計繰入金の科

目変更とマンホールポンプ交換工事のための資本的支出の増額です。繰入金の科目変更につい

ては町から他会計出資金で繰入されていたものを他会計負担金に振替えるもので金額の増減は

ありません。繰入金の使用用途について、町から出資金、負担金、補助金等で繰出ししていた

だけますが、今回、出資金として繰入れをしていたのですが、負担金で対応することが妥当と

公認会計士から指摘がございまして、振替を行うものでございます。また、マンホールポンプ

の交換工事については、福井団地での汚水をクリーン飯綱の処理場に送る２台のポンプのうち

１台の故障により、早急に直さなければ輸送ができないということで、交換工事を行うもので

す。 

主な補正内容ですが、資本的収入支出で、収入は、他会計負担金１億 1,415万６千円の増額、

他会計出資金１億 1,415万６千円の減額。支出で、工事請負費 750万円の増額です。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 以上で、説明を終了します。 

 

     ◎議案第 68号の上程、説明、質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第 20、議案第 68 号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定について

を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。土屋企画課長。 

〔企画課長 土屋龍彦 登壇〕（議案第 68号） 
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○企画課長（土屋龍彦） それでは、議案第 68号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定につい

て提案理由の説明をさせていただきます。議案の提案説明書８ページをご覧ください。なお、

これ以降の説明のなかで、飯綱町過疎地域持続的発展計画を過疎計画、過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法を過疎法と省略して読み替えさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

提案理由でございますが、過疎法の施行に伴い、三水地域が一部過疎に指定されたため、過

疎計画を策定するものでございます。過疎法には過疎の要件が規定されており、その要件の一

つに、平成２年から 27 年の 25 年間で、人口減少率が 21％以上減少し、かつ、平成 29 年度か

ら令和元年度の財政力指数の平均が 0.64以下というものがございます。三水地域の平成２年の

人口は 5,879人、平成 27年の人口は 4,494人で、25年間の減少率は 23.6％で過疎法の 21％以

上という要件に合致し、飯綱町の３年間の平均の財政力指数は 0.28 で、過疎法の 0.64 以下と

いう要件に合致していることから、三水地域が一部過疎に指定されたものでございます。ちな

みに県内の過疎地域の指定状況は全部過疎が 29市町村、一部過疎が７市町村となっております。 

過疎計画の主な内容でございますが、基本方針につきましては、第２次飯綱町総合計画に準

じ「あふれる自然、共に豊かな暮らし創生」としております。 

計画内容につきましては、過疎計画書冒頭の目次のページをご覧ください。過疎法に基づき、

「2.移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」から「12.再生可能エネルギーの利用の推進」

まで 11の分野で課題と対策、事業計画について記載しております。このうち、過疎法に基づき、

新たに追加された内容が４点ございます。一つ目は「移住・定住・地域間交流の促進、人材育

成」、二つ目は「地域における情報化」、三つ目は「子育て環境の確保」、四ツ目は「再生可能エ

ネルギーの利用の推進」でございます。 

過疎計画書の 17 ページ下欄に、産業振興促進区域及び振興すべき業種と記載しております。

これは、過疎地域内において一定の事業資産を取得した事業者に対する固定資産税の課税免除、

所得税及び法人税の割増償却を認められる業種が記載されています。計画書に記載されている

とおり、業種を製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物等販売業としております。なお、
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固定資産税を課税免除する税条例の改正については、今後予定しております。 

計画書の 48ページ以降には、過疎地域持続的発展特別事業分を記載しています。これは、住

民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる、地域社会の実現を図るためのソフト事

業の一覧でございます。先ほど総務課長から説明があった過疎債の充当事業のソフト事業もこ

こに記載されています。例えば、48ページの用水維持管理事業とか、50ページの子育て応援祝

い金事業など、基本的にはこの過疎計画に記載している事業が過疎債の対象になります。 

そして、この過疎計画から、新たに持続的発展に関する目標及び評価を記載しております。

人口に関する目標につきましては、令和８年度の人口目標を町全体で 10,000人の確保、三水地

域で 4,000人の確保としています。 

また、過疎計画は第２次飯綱町総合計画と整合性を保ちながら策定していることから、過疎

計画の達成状況の評価については、総合計画と併せて町の行政評価制度により実施してまいり

ます。事業結果を評価するだけでなく、PDCAサイクルに基づき、その評価結果を改善・改革に

繋げていきたいと考えております。 

計画期間は、令和３年４月１日から令和８年３月 31日までの５年間です。 

過疎計画については、過疎法第８条第７項の規定に基づき、長野県との協議を行い本年８月

13日に協議が整いましたので、過疎法第８条第１項の規定に基づき、過疎計画を策定すること

について議会の議決を求めるものでございます。 

以上で提案いたしました案件の説明といたします。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大川憲明） 説明を終了し、質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第 68号は、総務産業常任委員会に付託し

審査することにしたいと思います。 
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ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は総務産業常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

◎議案第 69号上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第 21、議案第 69号 工事請負契約の締結についてを議題とします。 

  本案について提案理由を求めます。笠井建設水道課長。 

〔建設水道課長 笠井順一 登壇・説明〕（議案第 69号） 

○建設水道課長（笠井順一） 議案第 69号 工事請負契約の締結について、提案説明をいたしま

す。議案書及び提案説明書の８ページ下段をお願いします。 

工事名は、令和３年度 道路メンテナンス事業 鳥居新橋修繕工事です。 

工事場所は、飯綱町大字牟礼 鳥居新橋 町道Ｋ１－６号線です。 

工事内容は、前回、床版部分の工事を行った役場横の鳥居新橋の橋梁、梁の部分と橋の両側

の支承部分について修繕工事を行うものです。主に当て板や部材交換による補強と梁の塗装、

支承部の補修工事です。交通制限等はかからない予定です。 

契約の方法は、事後審査型一般競争入札です。 

契約金額は、5,500万円税込みです。 

  契約の相手方は、住所 飯綱町大字芋川 1098 番地、氏名 村松建設株式会社 代表取締役 

村松むつ代。 

  関係法令は、地方自治法第 96条第１項第５号及び、飯綱町議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条です。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 説明を終了し、質疑を行います。 

  質疑のある方おられますか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

  これから本案について討論を行います。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数。 

  したがって、議案第 69号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎請願の付託 

○議長（大川憲明） 日程第 22、請願に入ります。 

本日までに受理した請願は、お手元に配付した請願書の写しのとおりです。 

所管の常任委員会に付託しましたので報告します。 

 

     ◎陳情の付託 

○議長（大川憲明） 日程第 23、陳情に入ります。 

本日までに受理した陳情は、お手元に配付した陳情書の写しのとおりです。 

所管の常任委員会に付託しましたので報告します。 

 

     ◎散会の宣告 
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○議長（大川憲明） お諮りします。 

９月３日の本会議は、会議規則第９条第２項の規定により、会議時間を１時間繰り上げて午

前９時に開くことにします。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、９月３日の本会議は午前９時に開くことに決定しました。 

以上で本日の日程は全て終了しました。 

本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時 ７分 



 

 

 

 

 

 

令和３年９月飯綱町議会定例会 

 

（ 第 ２ 号 ） 
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令和３年９月飯綱町議会定例会 

 

議事日程（第２号） 

令和３年９月３日（金曜日）午前９時開会 
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開議 午前 ９時００分 

 

     ◎開議の宣告 

○議長（大川憲明） 皆さん、おはようございます。 

これより、本日の会議を開きます。 

  本日は、会議規則第９条第２項の規定により、会議時間を１時間繰り上げて行います。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

     ◎議案第 53号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第１、議案第 53号 令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とします。 

一般会計決算の決算認定の質疑については、歳出から款ごとに行います。 

  それでは、質疑を行います。 

  第１款 議会費、質疑のある方はおられますか。渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 12番、渡邉千賀雄です。全体に関わることなので最初に聞いておきたい

と思ったのですが、今回の決算報告書は、少し見ただけではあれですが、字が以前の決算書に

比べて非常に細かい気がします。どういう配慮でこうされたのかをお聞きして、要望とすれば、

以前と同じぐらいの字の大きさにしてもらいたいのですが。 

○議長（大川憲明） 土倉税務会計課長。 

          〔税務会計課長 土倉正和 登壇〕 

○税務会計課長（土倉正和） お答えいたします。決算書の文字が小さくて読みにくいという件

ですが、これは財政のシステムで作成しておりますので、どうしてもこのサイズになってしま

います。ここ数年、このようなサイズで提出をしていると思いますが、大きくできるものであ

れば、検討していきたいと思います。どうしてもできない場合はご了承願いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
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○議長（大川憲明） それでは、第１款議会費、決算書 38 ページから 40 ページ。質疑のある方

はおられますか。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行します。次に、第２款総務費、決算書 40 ページから 81 ページ。質疑

のある方はおられますか。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） それでは進行いたします。次に、第３款民生費、決算書 81ページから 109

ページ。質疑のある方はおられますか。清水議員。 

○10 番（清水滿） それではお願いしたいと思います。ページで申し上げますと、決算書の 101

ページ、それから行政報告書の 282ページです。 

ここで質問をさせていただきますが、子育て支援センター費の関係で、なかよし広場施設利

用状況が出ております。令和２年につきましてはそこにも書いてありますように、４月と５月

はコロナの関係で休んだということで、少なくなっております。 

それはともかく、まずお聞きしたいのは、町内の利用者数と町外の利用者数をお願いします。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） お答え申し上げます。なかよし広場ですけれども、基本的には町内の

親子を対象にしておりますので、ほとんどが町内親子という形になります。申し訳ございませ

んが、細かい数字については手元にありませんので、申し上げることができません。基本的に、

この事業については町内者ということで実施をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 清水議員、よろしいですか。できれば最初に言ったように、自分の担当し

ている委員会で付託されるのだから。 

○10番（清水滿） いえ、これは町長にも聞いてもらいたいことがあるから聞いています。 

○議長（大川憲明） それでは分かりました。どうぞ。 

○10番（清水滿） 数字は今、細かいことが分からないということですけれども、町外の皆さん
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がいることには間違いありませんよね。そこで、料金の設定は、町内・町外で同じか別々か。

当然、私の思うところでいきますと、町外のほうが高いのではないかと思っておりますけれど

も、どういう料金体系かお伺いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） お答え申し上げます。今、ご質問のなかよし広場につきましては、イ

ベント事業の一環ですので、基本的に使用料、利用料等、料金が発生するものではございませ

ん。 

新しくできました施設については、利用の仕方によっては料金が発生しますが、これらの事

業についてお金を頂戴しているものはございません。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○10番（清水滿） 今、なかよし広場のみのご説明ですけれども、それでは子育て支援センター

も含めて、どういう状況になっているでしょうか。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） 新しくできました施設で料金を頂いておりますのは、子どもさんを預

かる託児の利用料のみです。これにつきまして、町内外者で差はございません。１回の利用で

100円という料金を徴収しております。 

ただ、これにつきましては、本年度の利用の状況を見る中で、今、検討をさせていただいて

おります。町内外の利用者の人数とか利用の状況等を十分把握した上で、必要であれば見直し

等をしていきたいと考えてございます。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○10番（清水滿） 私の基本的な考えは、料金にやはり多少差をつけるべきではないかと思って

おります。誰にも聞いてありませんので分かりませんが、多くの皆さんはそう思っているので

はないかと思います。施設にもお金をかけていろいろ町で作り上げたものを、町外と町内の皆
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さんの差がないことに対しては多少の疑問がございます。これから検討するという話がありま

したけれども、十分検討をして、差をつけないなら全員が納得できるような説明をぜひお願い

したいと思います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 考え方によりけりだと思うのですが、正直言って、私ども平出地区の子ど

もさんたちは、夏などは長野市のプールや体育館の利用が非常に多くありました。私も須坂の

プールに１回見に行ったのですが、年齢で割引はありましたけれども、あなたが須坂市の住民

であるか、どこの人であるかということは、全く関係ありませんでした。 

私は少なくとも、長野広域として、一緒にいろいろなことを連携中枢でやっている地域が、

施設によりけりですけれども、決して差をつけないということも十分ご理解をしていただける

のではないかと思います。ましてや温泉などは、長野市から来た人から 1,000 円もらって、飯

綱町の人は 500 円だとすると、恐らく７割８割は長野市のお客さんですので、キャンセルを食

らうのではないかと思います。 

ご指摘の点については、もう一回、施設の利用を条例で定めますので、検討したいと思いま

す。 

○議長（大川憲明） ほかによろしいですか。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） ないようですので、進行いたします。次に、第４款衛生費、決算書 109 ペ

ージから 123ページ。質疑のある方はおられますか。清水議員。 

○10番（清水滿） これも、委員会でと議長に言われるかもしれませんが、重要なことですので、

町長にもお話を聞いていただきたいということで質問させていただきます。決算書の 121 ペー

ジです。そこに、北部衛生施設組合費で 2,600万円余のお金が出ております。 

皆さんご存じのとおり、焼却炉の関係につきましては、長野広域でやっておりますし、残さ

れたのが、し尿処理の関係のみでございます。具体的に申し上げますと、飯綱町のし尿関係の
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施設等につきましては、確か全体の 90％強ぐらい入っていたと思いますが、１割弱はまだ北部

衛生施設を利用させていただいておるということです。 

しかし、この施設もかなり老朽化してきて、私があそこの役員になっているときには、直す

か作り替えるか検討していかなければいけないということで議論をされてきておりました。そ

の後、議会全体への説明が細かくないわけでして、できれば今後の考え方等を、ぜひこの機会

にお聞かせ願えればと思っております。 

私は、信濃町とも隣の町村同士で行き来もあるし、病院も使ってもらったり、いろいろ関係

もありますので、即やめろという考えではないですが、できたら早い時期に結論を出していた

だいて、もし作るなら効率を上げて、お金のかからないいいものを作っていくことも考えてい

かなければいけないと思います。その辺のお考えをお聞かせ願います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答え申し上げます。議長当時、清水さんは北部衛生の監査をやっておら

れたので、内容についてはよく承知をされている事項だと思います。まさにご指摘のとおり、

大変な課題になっておりまして、北部衛生のし尿処理の施設自体が、令和６年ぐらいまで持て

ばなんとかという段階に来ておりますので、いずれにしても、令和６年ごろまでには、どうい

う処理をするかを両町で検討しているところでございます。 

方向としては、同じような施設を作って、共同でやっていくには経費がかかり過ぎるので、

お互いに現有している公共なり農集なりの施設に運び込んで処理をする方向がベターではない

かという方向にはございます。いずれにしても、急いで検討して方向を出して決めていくと。 

ただ、それまでには北部衛生自体をどういう処理にしていくのか。あそこにいる職員の後の

身分は一体どうしていくのか。施設の取り壊し経費の負担区分を、両町は一体どういう区分で

やっていくのか。そういう検討事項も多くございます。その辺については、北部衛生の議員さ

んのほうにも、少し話を始めたところです。今年度中には、たぶんかなり詰まった話を、この

本議会にも説明する機会があるだろうと思っております。 
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○議長（大川憲明） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、進行いたします。次に、第５款労働費、決算書 123 ペー

ジ。質疑のある方はおられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。第６款農林水産業費、決算書 123ページから 148ページ。

質疑のある方はおられますか。瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） ５番、瀧野です。行政報告書でお願いします。行政報告書の 203 ページ、

飯綱の里ブランドづくり事業の関係でお願いします。 

この中に、飯綱町推奨品制度の認定というものがあります。これは過去を追っていくと、平

成 28 年に 65 品目だったものが平成 30 年に 49 品目になって、そこから特に変化がないという

ことです。 

町では農畜産物の付加価値化を推進して、この加工品をいろいろな取組で今、推進されてい

ると思いますが、その先の推奨品制度にどのようなメリットがあるか、もしくはメリットがあ

っても生かし切れていないのではないかと感じますので、その辺りをお伺いします。 

また関連で、206 ページに、この推奨品に関してアップルミュージアムでも推奨品の物を販

売しているということですが、そこでの販売実績が分かれば併せてお聞かせください。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。まず、特産品開発の新事業ですけれども、

たまたま令和２年度は２件でした。本年度に入りまして、例えばジェラードやアイスクリーム

のようなものも新たに申請が出てきております。 

推奨品につきまして、町の推奨品として登録していくことは、町として新たに町外に向けて

発信する一つの手段としまして、今後もこういう推奨品制度を特産品開発と絡めながらさらに

充実させることで、町を認知いただく一つのツールとして捉えながら進めてまいりたいと考え
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ております。 

もう一点、アップルミュージアムでの推奨品の販売実績ですが、今、細かいデータがありま

せんので、後ほど示させていただきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） この推奨品制度に関して、例えば事業者の皆さんにどのような方法で案内

をしているか。また、その推奨品に対しては、こんなメリットがありますなど、どのような案

内をしているかを改めてお伺いします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） すみません。今までと同様の周知といいますか、そういうこと

でしか案内をしておりません。特別これに力を入れて今まで進めてきていなかったように思い

ます。今後、さらに登録していただけるよう見直しを行う形で推進をしてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（大川憲明） よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） それでは進行いたします。次に、第７款商工費、決算書 148ページから 155

ページ。質疑のある方はおられますか。瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 行政報告書 239 ページの産業交流事業の関係をお願いいたします。課題と

いうところで、イベント販売のみで終わっていて、次につながっていかない。来町になかなか

つながらないという課題が、追ってみますと、平成 27年から６年間同じ課題が挙げられており

ます。 

この産業交流は、販売に関してはとても好評で、列になって並んでいるというお話を伺いま

すので、もしかしたら、来場者が求めている方向性と少しずれがあるのではないかと思います。

最終の目標設定を来町というところにしておいたままでいいのかどうか。 

例えば、来場された方が、居ながらにして地方のおいしい物を楽しみたいという方が多いと
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すれば、産直みたいなものに魅力を感じている方がいるとしたら、物販へしっかり誘導する。

みつどんマルシェの案内をしっかりするとか、そういったほうが効果的ではないかと思います。

もしくは、毎年このイベントに来るのを楽しみにしているとか、飯綱町と聞くと少し親しみを

感じてくださっているという方だとすれば、ふるさと納税のほうへ誘導するとか。 

今年は交流事業がなかったということですが、例年、現場でのお客さまとのやりとりの中で、

どんな反応があるのかという報告があったかどうか、またその分析について、どのようにされ

ているのかをお伺いします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大

で、なかなか販売につながっていかなかったということですが、議員さんがおっしゃるように、

やはり目的をきちんと持って、どのように交流をしながら販売につなげていくかを考えており

ます。 

今までどおりパンフレット等を配って、来ていただくことも大事ですが、昨年のように、コ

ロナで行き来ができなくなったときに、どういったことができるかということで、みつどんマ

ルシェなどの ECサイトで販売につなげようとしてきたわけですが、やはり開設してすぐ販売に

つながるかというと、なかなかそんなわけにはいきません。 

今も、どういうふうに周知して、認知していただけるか、頭を悩ませております。本年度も

昨年同様、行き来ができない状態でございまして、産業交流の先方からも、本年度は厳しい状

況ということでお断りの通知などをいただいておりますので、もう少しホームページなどを活

用しながら周知をして、昨年以上に産業交流として実績が残せるように実施してまいりたいと

考えております。 

○議長（大川憲明） ほかに。樋口議員。 

○11番（樋口功） 報告書の 234ページから 235ページにかけてです。町の商工業の発展という

ことで、町は平成元年から空き店舗の活用者、新しく事業を始める者に補助金の制度を作って
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くれました。商工会に聞きますと、希望される人の電話の問い合わせが非常に多くなっている

と聞いております。実際にここでも、２年度からだいぶ利用者が増えてきているということで

す。商工会の方からは、使いたいという人がもっと多いと感じているという話を聞いておりま

す。 

この辺について、こういう制度が町にはあるという PRの方法も大切かと思います。増えてい

るのでいい方向にある、喫茶店もできたとかいろいろな話を聞いております。もう少し PRの方

法もうまくやっていただければと思うのですが、現状はどのような方法で知らしめているのか

をお聞きしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。現在の周知方法としましては、町のホーム

ページ、それから商工会を通じての紹介ということで行っております。今後、どのような形で

広報をしていけばいいのかをもう少し研究させていただき、進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（大川憲明） ほかに。渡邉議員 

○12番（渡邉千賀雄） 12番、渡邉です。行政報告書 238ページの辺です。今、町内でも新型コ

ロナに対する営業不振や収入減等で、行政や関係者が苦慮しておられると思います。そういう

中で昨年もここにあるように、いろいろな事業に取り組んできたと思います。 

238 ページに、地域支えあいプラスワン消費促進事業でそれぞれ挙げられている中で、商品

券の配布事業の使用率は最終的には 97％ということですが、②の飲食店等応援チケット発行事

業と③の宿泊券配布事業は最終的に使用率がどのぐらいだったのか、もしお分かりでありまし

たら。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。飲食店等応援チケット発行の使用率ですけ
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れども、こちらは１事業者がこのチケットを販売したその実績によって、町は支援をしたもの

で、実際に販売されたチケットについてはほぼ使われたものと考えております。また、販売数

につきましては、２万冊のうち１万 2,670 冊が実際に販売されましたので、63.3％ほどの販売

実績となっております。 

それから宿泊券の配布事業です。１事業者に一律 68 枚を配布しまして、実際に 15 事業者に

参加していただき、573 枚のチケットが使われたものです。使用率は 56％ほどとなってござい

ます。 

○議長（大川憲明） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。第８款土木費、決算書 155 ページから 164 ページ。質疑

のある方はおられますか。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。次に第９款消防費。質疑のある方はおられますか。伊藤

議員。 

○９番（伊藤まゆみ） 防災無線の受信機の関係です。防災無線の受信機の個別の更新は、何％

まで更新ができたのかをまず確認させていただきたいと思います。行政報告書の 85ページです。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。個別の受信機の関係ですが、行政報告書 85ページ

の中ほどにあります。3,800 台更新予定ということで計画をしておりましたが、3,119台という

ことで、昨年度末で 82.1％という更新の割合になっております。 

今も度々、まだ更新されていなくて古いので聞こえないという状況でご相談にみえる方もい

らっしゃいます。ただ、新年度に入ってから更新されている方はそんなに多くはいらっしゃら

ないと思いますので、今のところおおむね 82％から 83％更新されていると思っております。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 
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○９番（伊藤まゆみ） 防災の観点から見ても、このパーセンテージで良いとお考えでしょうか。

それとも、もう一回り周知をして、入っていない方がまだ 17％ほどあるわけですが、ここまで

いらっしゃらないのかもしれませんが、その点はどのようにお考えになっているかお聞かせく

ださい。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） 3,800 は計画の数でして、実際に設置が必要なお宅が、すみません、

はっきりした数を把握しておりませんけれども、もう少し少ないかと思います。ですので、実

際に必要なご家庭に設置されているという面でいくと、率としては高くなってくるかと思いま

す。 

本当に緊急の際にお知らせする大切な手段であることは皆さんに何回もお知らせをしてきて

いるわけですが、やはりどうしても設置をしたくないという方もいらっしゃって、そういう方

には無理やり付けるわけにもいきませんので、設置ができていない状況もあるわけです。今後

も、この個別受信機の設置については、引き続き周知をしていきたいと思っております。 

情報伝達という面では、この防災無線の個別受信機に限らず、今、いろいろな手段でのお知

らせの方法も取っておりますので、そういった方法を周知していくなど、いろいろな面で住民

の皆さんに必ず伝わるような方法を、しっかりまた検討して進めてまいりたいと思います。 

○議長（大川憲明） ほかに。第９款消防費について質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。次に、第 10款教育費、決算書 168ページから 208ページ。

荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 質問をいたします。行政報告書で説明をさせていただきます。行政報告書

の 304 ページについて伺います。まず、今般の行政報告書については、昨年より訂正箇所が随

分多いという感じを率直に受けました。 

304 ページの一番下段、年度別小学校不登校児童生徒数の表の、Ｒ２年度の小学校と中学校
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のトータルが全部訂正されております。私もきちんと訂正しました。 

また、その下の今後の課題ですが、中学管理費の教育振興費共通の一番上段では、不登校傾

向にある生徒については、昨年度から 10名の増となりましたと書いておりまして、私が読む限

り、上段の表と、ただ今申し上げました課題が全く意味不明です。 

まず、このどちらが正しいのかをお伺いします。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） お答えいたします。訂正ということで大変申し訳ございません。ここ

につきましては、例年国で実施しております長期休業者の調査の数字です。その中に、病気と

か不登校とか理由別に数字を作っていくわけですけれども、訂正前の数字については、担当の

ほうで長期休業の全体の数字を挙げておりました。訂正させていただきました数字については、

不登校という定義に基づいた理由での数字でございます。 

なお、ご指摘の 10名増という数字につきましても、本来訂正すべきところですが、申し訳ご

ざいません、見落としておりました。以上です。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 引き続き、関連して質問します。今後の課題の一番下の記述に、不登校傾

向の児童生徒については家庭環境を含めて複雑で多様なケースが背景にありますと総括されて

おります。一面、非常に上手な表現をしていると私自身は感じました。 

しかし、不登校の背景はおっしゃるとおり、非常に複雑多様なケースというのはそのとおり

ですが、もう少し学校の教育環境や体制というところに関連していないか。例えば具体的に申

し上げますと、小学校課程から中学校課程に進むときの教育ギャップというものが本当に不登

校に関係しているかいないか、その辺りをまずお聞かせいただきたい。 

同時にもう一つ、小学校課程６年、でも中学に進級する間に習熟度といいますか、よく分か

らなくて中学に進学する背景による不登校もいろいろ危惧されていると思っておりますけれど

も、そういうところが全く報告にない。家庭環境を主体とした背景等を前面に出して、皆さん
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方の所管の学校教育環境に本当に問題がないのか、その辺りはどうでしょうか。お聞かせくだ

さい。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） お答え申し上げます。私からは、不登校として申し上げた数字の学校

での分析といいますか、どのような理由で不登校と捉えたかを申し上げさせていただきまして、

全体的なことについては、教育長から後ほどご答弁いただくことにします。 

まず、不登校です。何度も申し上げておりますが、ここで挙げました数字は、調査における

不登校の定義に基づいた数字です。この調査の不登校の定義は、不登校生徒児童とはというこ

とで、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるい

はしたくともできない状況にあるために年間 30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由

による者を除いたもの」という定義です。 

まず、小学校の４名の不登校ですが、学校でこれが主たる原因であろうと捉えたものは、い

じめを除く友人関係が１名、教職員との関係を巡る問題が１名、学業の不振によるものが１名、

無気力・不安が１名ということでございます。 

中学校につきましては、ご両親の離婚とか、DV等の家庭環境の急激な変化というところで１

名。同じような内容ですが、親子関係が３名。あとは、生活リズムの乱れとか無気力、不安と

いうことでございます。 

ご質問の中に、中１ギャップ的なご質問もありましたが、中学１年生での不登校につきまし

ては、中学に上がってからの新規が３名、小学校のときから不登校傾向にあったという方が２

名ということで、中学１年生については５名でございます。 

○議長（大川憲明） 馬島教育長。 

          〔教育長 馬島敦子 登壇〕 

○教育長（馬島敦子） お答え申し上げます。今、議員がご指摘の不登校のことについては、教

育委員会や学校現場でも一番重く受け止めて取り組んでいるところでございます。その後にも
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書いてありますけれども、不登校対策としては、学校の中での不登校対策委員会での話し合い、

それからスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門家の支援を受けなが

らの児童生徒及び保護者へのケアといったものを含めてやっているところです。 

ここで申し述べたいことは、不登校児童生徒で数が挙がっていますが、今も次長が申し上げ

ましたように、年間を通して 30日を超えた時点で不登校生徒児童としてカウントされます。で

すので、例えばここにカウントされているお子さんは全く学校に来られていないかというと、

そうではありません。 

休み休みではあるけれども、学校に来て授業に参加したり、またはお子さんによっては教室

に入れない場合は、放課後に来て担任と少し勉強や話をしたり、場合によっては一緒に体育館

で少し遊んだりとか、そういうようなさまざまな形で登校刺激を与えたり、ケアをするように

しています。 

一方で、子どもの学ぶ権利を保障することに対して、必ずしも学校に来なければ学べない、

それから学校に来られないことはマイナスであると決めつけるのは、今の時代、そういう考え

方はもう古いと私たちも考えています。学校に来られなくても、何か学ぶ方法はないかという

ことで、例えば、中学生だとオンラインで、通信教育の高校がやっているいろいろなソフトと

かがあって、そういうものを活用して生徒が家庭でも学びができるような体制づくりにも今、

努めているところでございます。以上です。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 私の言っていることについても、ある程度理解しておりますけれども、今

後、行政報告書の課題についても、私のような質問をすることのないように、もう少し背景を

踏まえて、いろいろな角度から総括していただくことがいいのではないかと思います。その辺

りはどうでしょうか。 

○議長（大川憲明） 馬島教育長。 

          〔教育長 馬島敦子 登壇〕 

○教育長（馬島敦子） 議員にご指摘いただいたとおりでございます。数字の誤りに気が付いた
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のですが、その後の課題の文章について見逃すというのは、本当に基本的なミスで申し開きの

しようがありません。私たちの行政報告書への点検やまとめ方について、今後こういうことの

ないように二重三重にチェックをしながら、議員の皆さまに教育行政をより深く理解していた

だけるように努めてまいりたいと思います。申し訳ございませんでした。 

○議長（大川憲明） ほかに質疑ございませんか。教育費、よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。次に、第 11款災害復旧費、決算書 208 ページから 209ペ

ージ。質疑のある方はおられますか。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。次に、公債費、決算書 209 ページから 210 ページ。質疑

のある方はおられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。次に、第 14款予備費並びに実質収支に関する調書及び財

産に関する調書、決算書 210ページから 216ページ。青山議員。 

○14番（青山弘） 14番、青山弘です。決算書の 211ページをお願いします。実質収支に係る調

書です。この歳入総額から始まって、入っている金額が前のほうと合わないのがとても気にな

って質問します。 

歳入総額は５ページから取ってきた数字で、これは歳入済額のところと合っているのですが、

その次の歳出総額が、７ページの支出済額の一番下で 13億 3,553万円です。その下が７という

数字が来ているから四捨五入してここが４になると、歳入歳出差引額が８ページの歳入歳出差

引額残高の７億 9,144 万 2,104 円ですが、７億 9,114 万 2,000 円でいいと思います。この差と

いうのは許容範囲とお考えでしょうか。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。許容範囲と申しますか、実質収支に関する調書と
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いうのは決算統計、1,000 円単位で丸めており、その数字を記載するということにしておりま

して、それで記載をさせていただいております。 

ですので、四捨五入とかに限らず、決算統計をやっていく上で、いろいろな数字を調整して

やっていくのですが、特別会計との絡みですとか、そういったものを含めてやっていきますと、

切り捨てになったり、切り上げになったり、四捨五入に限らず、そういったことも出てくると

いうことで、ご理解をいただければと思います。 

○議長（大川憲明） よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。以上で歳出を終わります。引き続いて歳入を行います。

歳入については、一括して質疑を行います。決算書９ページから 31ページ。質疑のある方はお

られますか。青山議員。 

○14番（青山弘） 決算書の 27ページをお願いします。歳入 16款の財産収入の利子及び配当金

の欄ですが、この下の配当金の 660円の内容は何でしょうか。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。配当金ですけれども、すみません。どこの出資だ

ったか分かりませんけれども、確か出資しているところの配当だったかと思います。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大川憲明） 青山議員。 

○14番（青山弘） 今度、行政報告書の 41ページをお願いします。表２の一番下ですけれども、

金融機関別基金運用状況があって、その下に運用収入額というのが 1,709 万 4,101 円です。こ

れは、先ほどの 27ページの利子の分ですが、今の配当が入っていません。もしかしたら、この

数字は下３桁の 101円が 761円になると思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 暫時休憩にします。 

休憩 午前 ９時５５分 
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再開 午前 ９時５６分 

○議長（大川憲明） 再開します。徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） 申し訳ございません。先ほどの配当金ですけれども、今、確認しまし

たら SBC の出資の配当ということで、それがただ収入のほうへ入ってきているだけでして、基

金の運用益等の数字には含まれてきません。基金ではなくて、SBC へ出資している配当が収入

として入ってきているものとして計上していますので、そのようにご覧いただければと思いま

す。 

○議長（大川憲明） 青山議員。 

○14番（青山弘） 出資しているということですね。これは、要は利益を生むために出資してい

るのではなくてということですか。この表の中に、例えば有価証券があったり、この表の上の

ところの一番下から２行目ほどから、低金利のため国債等債券での運用率を上げていますと書

いてあります。ここに「等」なんて言葉が使われているのですが、この「等」というのは、下

のところに県債、国債と書いてあるけれども、そのほかにまだ何か違う債券とかそういうのが

入っているのか、お答えをお願いします。 

○議長（大川憲明） 土倉税務会計課長。 

          〔税務会計課長 土倉正和 登壇〕 

○税務会計課長（土倉正和） お答えいたします。国債、県債に加えまして、幾つかの証券会社

の債券を扱っております。 

○議長（大川憲明） 青山議員。 

○14番（青山弘） 何ですか、社債ですか。債券はいろいろな債券があるではないですか。 

○議長（大川憲明） 土倉税務会計課長。 

          〔税務会計課長 土倉正和 登壇〕 

○税務会計課長（土倉正和） すみませんでした。国債と県債のみでございます。 

○議長（大川憲明） 青山議員。 
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○14番（青山弘） 上のほうに、リスクを考慮しながら安全かつ有利な方法でと書いてあります

ので、そこはしっかりやってほしいと思います。 

そのリスク管理の話ですが、どの債券を買うといったときには、どうやって決めていらっし

ゃるのですか。例えば、町長がいいと言ったらもういいとか。あとは、中に MRA みたいな債券

を回す会議があって、そこでみんなに諮ってオーケーが出たら買うとか、そういうリスク管理

をしているのかいないのか、お答えをお願いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 土倉税務会計課長。 

          〔税務会計課長 土倉正和 登壇〕 

○税務会計課長（土倉正和） お答えいたします。昨年の９月議会でも、議員は同様の質問をさ

れていると思うのですが、証券会社等から提案があった証券や債券を検討し、町長までの決裁

の後、決裁で債券を購入ということになれば、購入という順序で管理しております。 

○議長（大川憲明） よろしいですか。ほかに質疑ありますか。青山議員。 

○14番（青山弘） 今度は、行政報告書の７ページをお願いします。７ページの真ん中に第２の

７表があって、合併算定替の算定結果があります。この表の中から、上の２の６表とか、その

隣の２の５表の数字は持っていっているのですが、それは２の７表の合併算定替のこの数字で

２の６表の普通交付税等の状況のところに来ているのは分かりました。 

しかし、28ページをご覧いただくと、財政力指数の基準財政収入額とか基準財政需要額の数

字というのは、先ほどの２の７表の一本算定の数字を使っています。これはどうして一緒では

ないのか、お答えをお願いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。令和２年度までの普通交付税につきましては、令

和２年度が特例措置の最終年になっているわけですけれども、この特例措置というのが合併算

定替ということになります。 

７ページの一番下にあるとおりでして、合併算定替は合併後 10年間、別々の市町村が存在す
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るものとして見なして計算した交付税額です。11年以降はこの額を縮減していきます。要はこ

の合併算定替というのは、普通交付税算定上の特例でありまして、これが飯綱町の基準財政需

要額、基準財政収入額というものではありません。 

飯綱町の基準財政収入額、基準財政需要額というのは、あくまでこの一本算定、28ページに

ある数字が飯綱町の収入額、需要額になります。財政力指数等、そういった財政の指標を出す

場合には、この一本算定の収入額と需要額を使うというルールになっているというものでござ

います。 

○議長（大川憲明） 青山議員。 

○14番（青山弘） すみません、もう少しお願いします。７ページの２の７表の上のくくりの中

の下のほうですが、臨時財政対策債振替相当額について、枠の話です。 

合併算定替は１億 4,460 万 1,000 円で、一本算定のほうは１億 5,112 万 4,000 円です。２の

５表をお願いしますと、令和２年度はほぼ満額、端数だけあれしてみんな発行しているという

か、金は借りているわけです。その横の令和元年度の決算もやはり１億 5,180 万 4,000 円の枠

のところで、１億 5,100万円発行しているというか、やはりお金を借りているわけです。 

ただ、前のほうにもありますとおり、今年は６億円です。財政調整基金に５億円と減債基金

に１億円積み立てるということでありますから、この財政調整対策債は発行しなくてもいいの

ではないかと思います。 

それと、ずっと過去のものを見ていったら、平成 28年ごろからだったか、やはり借りた金額

よりも多く積立ができています。結果、要らないだろうと自分は思います。 

いろいろなことを調べると、これも臨時財政対策債を発行しないほうがいいのではないかと

いう理由に、赤字公債の発行は将来の世代への負担送りと言われているので、間に合うとすれ

ば、それを使わなくても、後にそのお金が交付税でまた入ってくるのでいいのではないか。そ

のほうが後に負というか、その時にみんなが使うものを建てたらいいけれども、結局借りると

いうことは、そのまま一般財源に入ってしまうわけですから、その時に使ってしまって、使っ

た金を返すのは後の人ということになると、私は理解しています。 
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ですから、本当にこれを使う必要があるのかどうか、質問をいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 青山議員はさすが金融関係に詳しいと思います。通称臨時財政対策債は、

国が金をたくさん持っていてもらえば交付税で配分していただくのを、交付税で配分する金が

足りないから、その分、飯綱町で１億 4,000千万円借りてよと。その代わり、返す時は 10年に

わたって元金と利子をそっくり交付税に上乗せして返しますよというものです。ですから、借

りなければ損だという起債とご理解いただければと思います。 

○議長（大川憲明） よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 進行いたします。以上で歳入を終わります。 

最後に、全体的に見て、まだ質疑をしたいという方。荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 行政報告書を質問させていただきます。28ページをお開きください。 

それともう一つは、ただ今、青山議員からも若干指摘があったと思いますけれども、７ペー

ジの第２の６表の関連で質問をします。 

７ページの基準財政需要額、同じく基準財政収入額と、28ページの下段の第３の２表の財政

力指数の状況では、今、申し上げました金額が違っております。その違いは、行政報告書を見

ますと、28ページの財政基準収入額と需要額は、いずれも一般会計の中に、からまつの丘の汚

水場の特会の金額が含まれているために金額が違っていると理解しています。 

その辺りが正しいかどうか。もしそうであれば、なぜ、からまつの丘だけ一般会計に含まれ

て需要額の金額を計算しているのかをお聞かせいただきたいと思います。以上です。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。28ページの財政力指数のところに記載しておりま

す基準財政収入額と需要額は、７ページの第２の７表の飯綱町の一本算定の基準財政収入額と
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需要額でございます。決算統計上、からまつの丘を含めて普通会計という言い方をしておりま

すけれども、普通交付税の算定上、からまつの丘の分を含んでいるか、いないかというと、含

んでいるという意味ではありません。 

基準財政収入額と需要額は、あくまでも地方交付税、普通交付税算定上の数字ですので、標

準的な財政、町としてどのぐらいの需要額、歳出がかかるか。それに対して、税収等の収入が

どのぐらいあって、その差額が交付税としていくら来るか。その基礎となる収入額と需要額で

すので、この 28ページの収入額と需要額の数字は、７ページの第２の７表の一本算定、この飯

綱町のここに記載してある基準財政収入額と需要額であるということで、ご理解いただきたい

と思います。 

○議長（大川憲明） よろしいですか。少し休憩して早く話をまとめてください。 

休憩 午前１０時１２分 

再開 午前１０時１２分 

○議長（大川憲明） よろしいですか。再開します。荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 今、なぜそういう質問をしたかというと、行政報告書の 26ページ、財政状

況、普通会計等、もちろん「等」には入るとは思いますけれども、その分析、そこのいろいろ

書いてある下から３行目を見て、私は財政基準収入額とか需要額が７ページの金額と違うと理

解したもので、そういう質問をしました。そこら辺を含めてもう一度、お答えいただけますか。 

○議長（大川憲明） 答弁できますか。いいですか。徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） すみません。荒川議員は、決算統計と交付税を少し入り混じってお考

えのようですので、考えにくくなっていると思います。 

行政報告書の 26、27 ページについては、決算統計の状況を記載してあります。決算統計とい

うのは、一般会計とからまつの丘、そこに少し調整するものが入ってきます。 

実は、一般会計の中にも介護保険に関わる部分が入っていまして、そういったものは一般会

計から除くとか、借換債という５年とか 10年の節目で借り換えする、この借換債は決算統計か
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ら除くとか、いろいろなルールがあります。26、27ページは、その決算統計上のことを記載さ

せていただいております。 

28ページの財政力指数は、決算統計とはまた少し別の財政の指標を記載させていただいてあ

るものです。ここに先ほどのからまつの丘が入ってくるかというと、普通交付税を算定する上

での基準財政需要額には、その厚生費の中にいろいろなものが入ってきています。ですから、

一部としてカウントはされていると言えばされているのですが、明らかにその分がどこに入っ

ているかは目には見えないものになっています。 

この財政力指数は、決算統計とは少し別のものです。これは今、申し上げた７ページの第２

の７表、この一本算定、飯綱町として普通交付税を算定するにはどのぐらいの需要額と収入額

がある、この需要額と収入額によって、この財政力指数は算出されています。 

そんな答弁でお分かりいただけるかどうか。そんなような状況でして、普通会計のものを一

緒に書いてしまっているので分かりにくいところもあるのですが、全国的に同じ目で見ていた

だくには決算統計の数字で見ていただくのが一般的ですので、参考に載せさせていただいてい

ます。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 私も、行政報告書を見る中で、そこら辺が非常に紛らわしい。ですから、

そういうふうに自分の勝手な解釈をしてお聞きしました。来年度以降、そこら辺は、はっきり

分かるように記述をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） 荒川議員からそういうご意見をいただきましたので、来年は、もう少

し議員の皆さまに分かりやすく、行政報告書の工夫をさせていただくように考えたいと思いま

す。 

○議長（大川憲明） ほかに。風間議員。 

○２番（風間行男） ２番、風間行男です。行政報告書の 161ページ、子どもの居場所づくり事



 

- 76 - 

業推進業務委託です。国の基準を調べてみますと、ここには学習の支援、悩み事相談、学用品

のリユースなどが入っていますが、このスタッフの中に、学習支援とか相談の方はいらっしゃ

るのか、その辺をお伺いします。 

○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） お答えします。子どもの居場所づくり促進事業委託で、生活貧困

家庭の子どもに対する学習、また生活支援事業ということで、その事業全体の中でスタッフが

いるわけですが、そのスタッフの中で担当する方がいるかどうか、把握できておりません。 

○議長（大川憲明） 風間議員。 

○２番（風間行男） 把握できていないと。まるっきり丸投げで調査されていないと、こんな感

じを受けます。 

それで、私から提案したいのは、もう少し充実した、基本に戻って的確な運用をお願いした

いのですが、その辺はどうですか。 

○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） この事業につきましては、社会福祉協議会に委託しておりますが、

ただ委託するのではなく、やはり社協と行政が連携して、もう一度しっかり見直しながら事業

を進めてまいりたいと思います。 

○議長（大川憲明） ほかにございませんか。中島議員。 

○３番（中島和子） ３番、中島和子です。少し戻っていただいて恐縮ですが、産業の関係につ

いてお聞きいたします。 

行政報告書ですと 191 ページからずっと書かれているわけですが、加工所について、ここに

もありますように、２つの加工所、野村上加工所やりんごパークの加工所が、高齢化のことも

あったり、使用量が減っているということで、今後の課題の中には、若い世代の利活用を進め

るための施設機能と環境整備を整えていくために、長期的には統一的な新たな加工施設の建設



 

- 77 - 

を検討していくとあります。 

将来的にはそういったものをお考えなのかお聞きします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。施設の老朽化も含めて、現状のものでお使

いいただいているわけですけれども、現状の施設では限界も見えてきているということで、新

たな施設をどこへ求めていくか、今、検討している最中でございます。 

なかなか今のような使い勝手の良い場所や土地等がありませんので、さらにそういう場所を

見つけて、また、建物等を建てるわけですけれども、そういった建物を建てるに当たっても、

設備等に何かいい補助等があれば、そういったものを活用していきたいと考えております。 

いつごろまでにできるかというお答えまではできませんが、今、検討しているというところ

でご理解をいただきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 中島議員。 

○３番（中島和子） まだ先の話になると思われますが、直売所と加工施設は連携していくべき

ところだと思っていますので、加工所は高齢化もありますけれども、加工所と直売所も本当は

連携して一本化したほうがいいと私は考えています。例えば、振興公社で直売所をしておりま

すが、将来的には加工所もできれば一つになってできたほうがいいのではないかと考えており

ます。 

それから、すみません。関連ですが、196 ページにあります改善グループについてです。こ

れは私たちが自主的に活動しているグループですが、こちらも常態傾向にあるということから、

新たな組織等の設立支援とありますが、どういうふうに理解したらいいか分かりません。改善

グループの新たな組織等の設立支援というのはどういうことなのか、教えていただきたいので

すが。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 
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○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。生活改善グループは今１つございます。高

齢化等、人数の確保もなかなか苦慮していることはお聞きしておりまして、そういったことか

ら新規入会の方を含めて、今の改善グループの在り方といいますか、若い人が入れるような体

制、組織等の改革と言っていいのか分かりませんが、入りやすいように支援していきたいとい

うことです。 

別の組織を全く新たにつくるという意味ではなく、今のある組織等の内容を少し改善するよ

うな、新たな形になるのかどうかは分かりませんけれども、そんなことを支援していきたいと

考えております。 

○議長（大川憲明） ほかに質疑ございませんか。瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） ５番、瀧野です。戻って申し訳ありません。２款の空き家関係ですが、行

政報告書 101ページをお願いいたします。 

空き家・空き地バンク事業の関係ですが、今回、区長、組長、一般など、地域からの情報提

供があったという中で、登録申請は少なくなっておりますが、この情報提供の中から、登録に

至らない主な要因があれば教えてください。 

併せて、移住相談の件数は書いてありますが、そのうち成約になったもの、移住につながっ

たものに関して、件数を教えてください。 

○議長（大川憲明） 土屋企画課長。 

          〔企画課長 土屋龍彦 登壇〕 

○企画課長（土屋龍彦） お答えいたします。まず、情報提供をいただいてから登録にならなか

ったものですが、これにつきましては、基本的に所有者の方が登録申請を希望されないと登録

に進むことができません。 

流れからすると、区長とか組長から情報提供をいただいて、それから所有者を調べて、所有

者の方に空き家バンクに登録をしませんかというような流れがございます。それで初めて所有

者の方から登録申請いただいたものから、空き家バンクに登録していくような流れになってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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それから、移住相談の関係ですが、これにつきましては、移住相談した中で、どのくらいの

方が実際に移住につながったのかにつきましては、大変申し訳ございませんが、把握はしてご

ざいません。以上です。 

○議長（大川憲明） ほかに、忘れてしまっている人がありましたら。石川議員。 

○７番（石川信雄） ７番、石川です。行政報告書の 28ページをお願いいたします。 

財政力指数の標準財政規模ですが、かねてから少し頭をかしげてしまいます。町の標準財政

規模は 48億 6,535万 1,000円です。それで、令和２年度は特会と合わせると 130億円ほどの決

算になっております。この問題をどう解釈すればいいのか、いつも疑問に思うのですが、倍以

上の予算規模になっておるわけです。 

財政力指数も平成 30 年度に比べると、コンマ 0.01 ポイント下がってはいるのですが、これ

も高いほうが余裕があるということです。町長はこの数字に関して、どういう理解でおられる

のでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） まず、基準財政需要額ですが、これは自分で計算するのではなくて、今の

置かれている状況の中を、ルールによって積み上げた金額が 48億なんぼですので、これはまず

そういうふうにご理解をいただきたいと思います。 

それから、その規模でありながら、令和２年度で言えば 103 億円の決算額になっているのは

いかがなものかと。これについては、14億円がコロナ関係で、全部国庫支出金でまいりました。

庁舎に７億円かけましたのは、今までの貯金が３億円あったのと、借りたお金が３億円とうん

ぬんということで、それぞれ財源を見つけて積算をして運営してきております。 

従って、全体でそういうことを毎年やってきて、どういう状況にあるのかを考えていただく

のが、まさにこの決算議会です。 

初日に、代表監査員さんから決算監査についての報告を受けましたけれども、その中にこう

いう報告がございました。合併当時 250 億円あった起債、借金は、令和２年度決算で 140 億円
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になりました。110 億円返済をしてきたわけです。貯金は、合併当時 20 億円弱だったものが、

今回の決算では 38億円の基金の残高、貯金を持っていますと、こういう報告を受けました。 

これは、今年の５月 30日現在の財政状況です。しかも、決算監査で、決算剰余金で出た７億

円のうち、６億円を基金に回しましたから、現在、基金は 44億円持っているということです。 

ですから、細かく議員さんに財政運用をどういうふうにしてきて、どういうふうになってい

るんだということになれば、起債の充当から始まって、全部お話を申し上げて、ご説明したい

のはやまやまですが、ここで延々と財源内訳を申し上げるよりも、新年度予算なり、今、申し

上げた状況の中で、全体の表としてご覧いただくところもございますので、また詳細にお話を

申し上げたいと思います。 

○議長（大川憲明） ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

お諮りします。ただ今、議題となっております議案第 53号は、予算決算常任委員会に付託し、

審査することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は予算決算常任委員会に付託し、審査することに決

定しました。 

ここで、暫時休憩といたします。再開は 10時 50分から始めたいと思います。 

休憩 午前１０時３２分 

再開 午前１０時５０分 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここから、予算決算常任委員会の開催をお願いしたいので、再び暫時休憩といたします。 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１０時５５分 
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     ◎議案第 54号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第２、議案第 54号 令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計の

歳入歳出決算の認定についてを議題とします。決算書 217ページから 226ページ。 

質疑を行います。 

質疑のある方はおられますか。 

           〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 54号は、総務産業常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

           〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は総務産業常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

     ◎議案第 55号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第３、議案第 55号 令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題とします。決算書 227ページから 238ページ。 

質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

           〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りします。 
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ただいま議題となっています議案第 55号は、福祉文教常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

           〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は福祉文教常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

     ◎議案第 56号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第４、議案第 56号 令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とします。決算書 239ページから 258ページ。 

質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 56号は、福祉文教常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は福祉文教常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

     ◎議案第 57号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第５、議案第 57号 令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。決算書 259ページから 270ページ。 
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質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

  お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 57号は、福祉文教常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は福祉文教常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

     ◎議案第 58号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第６、議案第 58号 令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とします。決算書 271ページから 298ページ。 

質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 58号は、福祉文教常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は福祉文教常任委員会に付託し審査することに決定
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しました。 

 

     ◎議案第 59号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第７、議案第 59号 令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。決算書 299ページから 308ページ。 

質疑を行います。 

質疑のある方はおられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 59号は、総務産業常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は総務産業常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

     ◎議案第 60号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第８、議案第 60号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定につい

てを議題とします。決算書 309ページから 348ページ。 

質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。清水滿議員 

○10番（清水滿） 10番、清水滿です。一般質問もして、少ししつこいようで大変恐縮です。イ

ンフラ事業に対しては、飯綱町だけではなく全国がこういう状況になって、私は非常に重要な

ものだと思っております。 
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  町の大きな課題とすると、みんな言われておりますように、一つは人口減少で、それとイン

フラです。特に飯綱町のインフラの中には、言い方は非常に申し訳ないですが、上下水道の２

つが大変な重荷になってくるのではないかと思っております。そんなことですので、大変しつ

こくて恐縮ですが、質問させていただきたいと思います。 

312 ページの総括事項のところに、事務局で大変よく整理をしていただいております。牟礼

地区の上水道、三水地区の上水道は、このところで言い尽くせるのではないかと思っておりま

す。あとはどうすればいいかということですが、お金の心配をすることが重要になってくるの

ではないかと思っております。 

  そこで、314ページですが、非常に気になりますのが、業務量の関係で給水人口が△182。人

口減少に伴う給水人口がこれだけ減ってきておるという中でございます。 

  それとうんと気になりますのが有収率でございます。令和元年には 66.6％、40％強から 45％

の作ったものがどこかに消えてしまうということでございます。この前も言ったかもしれませ

んけれども、農業で、りんご畑で１年かけてりんごを作った。収穫をして軽トラに積んで共選

所に行くまでに 40％なくなってしまう。非常にお金をかけたものがそれでなくなってしまうと

いうことが、私はこれをまず何とかしなければいけないと思っております。 

  その下には牟礼地区上水道会計のところに出ておりますが、有収率を少し計算させていただ

きました。令和元年、牟礼は 61.1％、令和２年、これは先ほど申し上げましたように、事務局

でどこがということに焦点を絞っていただいて、排水管を修理していただいた結果が 64％とい

うことで３ポイント良くなっているということでございます。逆を返すと、12ページも書いて

ありますが、排水管の耐用年数が過ぎて漏水しているものを直せば、これは間違いなく直ると

いう手法は分かっておりますので、前段申し上げましたように、あとはお金を準備することが

重要ではないかと思っております。 

  町長の話ですと、浄水場の運用開始は令和８年を目指すと言われております。令和８年とい

うと、あと５年の月日がかかるわけですが、ぜひ１年でも早く前倒しをしてこれをやることに

よって、この給水の料金が上がることにもなるし、多少の改善ができるのではないかと思って
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おります。前回言われたように、令和８年と言わないで１年でも早く手を付けていただくよう

お願いしたいと思います。 

  もう一点は、改修するからすぐ料金を上げるのではなくて、やはり改修計画を作って、改修

をやると決めたときに事前に料金を上げるというよりは、直したいから頼むということで町民

に投げ掛けていただくことがよいのではないかと思っております。 

  私は 27年から調べておきましたが、５年間減っておりましたのが昨年３ポイント伸びたとい

うことですので、結果は分かっております。ぜひお金の手配をして、早急にやっていただきた

いが、いかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） ご指摘のとおり、これからの残された非常に大きな課題が上下水道の維持

管理だと思っております。おっしゃるとおりだと思っております。 

  下水の話はともかく、今は上水の話ですので、上水については今年度の３年度にもう一回事

業計画の見直しを図っております。そして、来年度、これは牟礼地区も三水地区も一つに何と

かしたいという事業認可の変更を県に進達をしていきたい。この間については、特に牟礼地区

等々の水源を持っておられる皆さん方にもご理解をいただくべく話をしていく必要が多分にご

ざいます。そういうことを踏まえて、令和５年から本格的事業に着手したいと。８年というの

は、私自身もそのように申し上げたかどうか記憶が定かではなくて申し訳ないのですが、たぶ

ん８年には供用開始という意味だったかもしれません。 

  浄水場を本格的に直していくのがいいのか、今言った漏水を抑えることによって、牟礼地区

の漏水が特に多いのですが、牟礼地区で取水可能な水量の漏水を止めることによって、ほぼ三

水地区の現在の水道の必要量をほぼまかなえる見通しもございます。そういう点を考えますと、

今後どういう水源を求めていけばいいのか。具体的に言いますと、十分ほかに深井戸等で確保

できれば、鳥居川から違うところに水源を求めるようなビジョンも出てくるのではないか。 

  そうした場合に、素晴らしい浄水場を造って全体を見ていく。またはそうではなくて、浄水
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場はあくまで１つで行こうと。そして両方一体の排水管や給水管等々を修繕していく方向で水

道事業をこれからやっていこうといった場合に、一体どちらが費用対効果があるのか。そこら

辺もたぶん計算をしていく上で出てくるだろうと思っております。 

  また関係の皆さんにご説明をするにも、漏水をなくして何とか水道の水を確保するので、新

たに今いただいている水をどんどんいただきたいということではないという説明も、併せて漏

水防止によって筋が立った説明ができていくのではないかと希望的に思っております。 

  残るは財源の確保でございます。一般質問にも受けておりますが、当てにした過疎債が使え

ないという今の決まりの中で、どうやってその財源を確保していくか。私は大きな財源の一つ

としてふるさと納税を頑張ってやっていきたいなと。今年度はいよいよ５億円の見通しが立っ

たわけです。つい３年ばかり前は 7,000万円でございました。これを頑張って 10億円まで持っ

ていけば、かなりの財源が浮いてくる。農家も喜ぶ。そういう意味で何としても、実は９月１

日付で総務課にふるさと納税の対策推進室を設置して、職員を１人配置しました。 

  あとはやはりその他の費用をなるべく節約をして、課題である上下水道の財源の確保を図っ

ていきたいと予定しています。 

○議長（大川憲明） ほかに質疑のある方おられますか。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 60号は、総務産業常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は総務産業常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 
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     ◎議案第 61号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第９、議案第 61号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算の認定につい

てを議題とします。決算書 349ページから 384ページ。 

質疑を行います。 

質疑のある方はおられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 61号は、福祉文教常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は福祉文教常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

◎議案第 62号の質疑、付託 

○議長（大川憲明） 日程第 10、議案第 62 号 令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定についてを議題とします。決算書 385ページから 419ページ。 

質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。清水滿議員 

○10番（清水滿） 10番、清水滿です。先ほども少し上下水道という話もしましたけれども、こ

れも見ますと大変な事業になっております。 

  392 ページですが、ここに損益計算書を出してございます。営業収益が１億 6,000 万円余で

すけれども、営業損失が３億 9,000 万円ということでございます。この会計はできれば使用料

でまかなえるのが一番の理想的なものですけれども、それはもう程遠い次元ではないかと思っ
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ております。 

  それと、これも 399ページの（３）維持管理の状況が出ております。これは供用開始から 20

年以上経過しておりまして、機械等施設全体の老朽化が進んでおるということです。上水道と

この下水道がどこかで重なり合いながら、両方ともお金をかけなければいけない時期が程遠い

わけではなく、近いうちにやってくるということでして、これらの事業についてもしっかりや

っていかなければいけないと思っております。 

  １つだけ、私もいつもそうだと思っておりましたが、具体的にそれはどうであるかというこ

とだけお聞きしたいと思います。398 ページの総括事項の真ん中の辺でございます。括弧書き

で福井団地地区（平成 24年度統合）、それから東黒川農業排水事業（平成 27年度統合）と書い

てあります。何となく気持ちの中では統合すればいいだろう、施設も１つで効率的にできるこ

とは分かるのですが、金銭的のメリットはどのぐらいあるのか教えていただきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 笠井建設水道課長。 

〔建設水道課長 笠井順一 登壇〕 

○建設水道課長（笠井順一） お答えいたします。一応、農集を公共下水に統合するという内容

でどれほどのメリットがあるかという内容かと思いますので、それについてお答えさせていた

だきます。 

  実質、単純に考えましても今、農業集落排水等、個別集落等の組合なり、住民の皆さんの手

を借りる中で運営をしているところでございます。そちらの組合がなくても公共のほうでは運

営が可能ということで、その部分についてだけでも皆さんの負担がなくなります。 

  それから、決算書の 405 ページを見ていただきたいのですが、右下のほうに年間有収水量１

立米当たりの原価ということで金額が出てございます。こちらを見ていただきますと、下から

３段目に農業集落排水で右の欄は 1,252.3、その上に公共下水道 489.1 という数字が出ており

ます。これが水量１立米当たりの処理する金額でございます。これを見ただけでも、農業集落

排水にかかっている金額の 1,252 円が公共に結ぶことにより 489 円ということで、３分の１ぐ

らいの金額で処理が可能になります。それによって、かかってくるお金も減ってくると考えら
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れますので、その辺りがメリットではないかと考えます。 

○議長（大川憲明） ほかに質疑のある方おられますか。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りします。 

ただいま議題となっています議案第 62号は、総務産業常任委員会に付託し審査することにし

たいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、本案は総務産業常任委員会に付託し審査することに決定

しました。 

 

     ◎散会の宣告 

○議長（大川憲明） お諮りします。 

９月６日の本会議は、会議規則第９条第２項の規定により、会議時間を１時間繰り上げて午

前９時に開くことにします。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、９月６日の本会議は午前９時に開くことに決定しました。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時２０分 
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一般質問一覧表（９月６日分） 

順 議席 氏 名 発  言  事  項 答弁者 

１ 13 原田重美 
ポストコロナを見据えた将来の町づくりを目指し

て 
町 長 

２ ６ 原田幸長 

１ 台風災害における避難所運営のあり方につい

て 
町 長 

２ 災害時における聴覚障がい者への情報伝達に

ついて 
町 長 

３ AED設置を町内のコンビニに 町 長 

３ ７ 石川信雄 

１ コロナ禍における事業者・生産者救済につい

て 
町 長 

２ 窓口サービスのネットワーク化推進を 町 長 

４ 12 渡邉千賀雄 

１ 過疎法対応で飯綱町ならではの対応を図るこ

とは 
町 長 

２ 盛土、土石流対策について 町 長 

３ 補聴器購入補助制度について 町 長 

５ ９ 伊藤まゆみ 

１ 生理の貧困への対応を 
町 長 

教育長 

２ 後期高齢者医療保険料の軽減の検討状況は 町 長 

３ 18歳以上の学生へ支援を 町 長 

４ 飯綱東高原の道路の安全確保を 町 長 
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開議 午前 ９時００分 

 

     ◎開議の宣告 

○議長（大川憲明） 皆さん、おはようございます。 

傍聴者の皆さん、おいでいただきましてありがとうございます。 

昨日でパラリンピックも終わり、障がい者の皆さまが「われわれは翼を持っている」の合言

葉で戦っておりました。多くの皆さまも見たものと思います。今までは障がい者スポーツとい

うものをわれわれもあまり感じなかったけれども、あれを見て多くの人たちは感動したものと

思います。 

ただ、この後のコロナの感染が拡大するかどうかは甚だ心配ではありますが、大会自身は成

功したものと私は考えております。 

  本日は、会議規則第９条第２項の規定により、会議時間を１時間繰り上げて行います。 

これより、令和３年９月飯綱町議会定例会を再開します。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

ここで本会議２日目、議案第 53号 令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算の認定について、

瀧野議員の農林水産業費に関する質問に対する答弁の申し出がありました。議長はこれを許可

いたします。平井産業観光課長。 

〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） それでは、瀧野議員さんからの質問に対する回答です。アップ

ルミュージアムでのりんご加工品の販売実績です。全 13種類あります。この中で干しりんごが

単品とミックス２つありますので、これを分けて計算して 14種類ということです。元年度に比

べまして、２年度はコロナの影響から販売実績は少なくなっているという状況です。よろしく

お願いいたします。 

 

     ◎一般質問 
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○議長（大川憲明） 日程第１、一般質問に入ります。 

質問の順序につきましては、お手元に配付の一覧表のとおりであります。 

一問一答方式による活発な分かりやすい質問・答弁を期待しております。 

なお、質問事項はあらかじめ通知されておりますので、簡潔に発言されるようご協力願いま

す。また、コロナ感染防止対策のため、事前にご通知のとおり、質問事案１人 40分で対応をお

願いいたします。 

 

          ◇ 原 田 重 美 

○議長（大川憲明） 発言順位１番、議席番号 13番、原田重美議員を指名いたします。原田重美

議員。 

〔13番 原田重美 登壇〕 

○13番（原田重美） 13番、原田重美です。通告に従いまして、ポストコロナを見据えた将来の

まちづくりを目指してということで質問を始めたいと思います。 

  今、風雲急を告げる国政の中で、オリンピック・パラリンピックが多くの感動を残して終わ

りました。われわれの平穏な生活を破綻させた新型コロナの感染拡大も、やがて収束に向かう

であろうことを期待するばかりです。 

  さて、いまだコロナは先が見えない状態でありますが、ポストコロナの社会、ウィズコロナ

と言ってもいいくらいかもしれませんが、これを見据えると、残念ながら新たなまちづくりに

大きな力が求められます。これを意識して将来の子どもたちの安心安全を確保するために SDGs

（持続可能な開発目標）、この理念を高め、実現に努力していかなければならないと思っている

ところです。 

  そこで１番目の質問に入りますが、３期目への挑戦を表明されております峯村町長におかれ

ましては、この認識を持ちながら、今後描いていく町の姿、また骨格となる施策等はどんなも

のであるか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 
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          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答えいたします。まず、議員おっしゃった総合計画、または SDGsの推進

という世界においては、今、残り５年の後期の基本計画を検討中で、12月の議会に向こう５年

の計画をお示しする予定にしています。10年前と５年前と大きく変わってしまったというので

は、最初の構想が一体どういう構想だったんだという話になります。従って、後期については

人口増対策と、そしてどうしてもこれは避けて通れないと思っています。 

もう一つはデジタル化です。今、三水地区には芋川、倉井、普光寺と大きく極めて重要な用

水がありますけれども、その取り入れ口の水門については、家でスマホを操作すると自動的に

上がったり下がったりするという世界まで来ています。まさしくデジタル世界ですが、どの分

野までこういうふうに広がっていくか。これを取り組まなければならないと思っています。 

  自分自身の３期目を目指した中での重点策はどれかといえば、多少ごあいさつでも触れさせ

ていただきましたけれども、水道事業の統一と安定した経営、将来的な施設の整備が大きな一

つの課題になってくるだろうと捉えております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13番（原田重美） 今、町長の言われたことについては、後ほど順次質問の中でもお聞きした

いと思っています。 

  次に２番目の質問内容に入ります。飯綱町の過疎地域持続的発展計画が多岐にわたって提案

されています。初日に説明がありました。それから、細部は委員会審査でしっかりやらせても

らおうということで、１点だけお聞きしておきたいと思います。 

  私の質問の最後、(６)の SDGsのモデル自治体の部分も併せて質問しますが、この過疎計画は

どんな形で SDGsと絡めた整合性ある計画推進に力を入れていくかということであります。私も

あまり知識がなくていけないのですが、内閣府が毎年募集する SDGs未来都市、あるいはそれに

伴う自治体モデル事業に選定されると、地方創生推進交付金などの財政支援が上乗せされると

いうことです。選定を目指していく考えはいかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 
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          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 今の総合計画自体においても、SDGsをなしにして計画を作っていくことは

もう考えられません。従って、過疎の持続的発展計画の中にも、あらゆる事業が SDGsにつなが

っていきます。 

  この間も話したのですが、飯綱東高原の入り口に大きな車のパーキングを造って、中は一切

車の進入をやめるエリアにしたら非常に面白いのではないかとか、その具体的な取組は、農業

経営にしろ何にしろ、これからいろいろなアイデアが浮かんでくるだろうと思いますけれども、

それを基本にしていくことは間違いありません。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13 番（原田重美） 未来都市とか、そういうものへの選定を目指していくということですが、

この辺の具体的なものについてはどうでしょうか。 

○議長（大川憲明） 土屋企画課長。 

          〔企画課長 土屋龍彦 登壇〕 

○13番（原田重美） 課長、時間的に端的にお願いしたいのですが。 

○企画課長（土屋龍彦） お答えいたします。まず、長野市では本年５月 21 日に SDGs の未来都

市に選定をされているところです。長野市は今、連携中枢都市圏の都市ですので、町としても

この連携中枢都市圏の中でこういった SDGs の取組を積極的に行っていきたいと考えておりま

す。 

  また、町が SDGsの未来都市を目指すかどうかは未定です。以上です。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13番（原田重美） 連携中枢都市の中でやっていくというのも大変重要なことだと私も考えま

す。ぜひ努力していただきたいと思います。 

  ということで、意欲的な取組を求めていくわけですが、そこで考えたい問題について３～４

点、順次質問をさせていただきます。 

  まず、飯綱病院の関係です。全て過疎計画の中に入ってくる問題ですけれども、飯綱病院は
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牟礼、三水合併前からのシンボル事業です。日ごろの伊藤院長をはじめ、医療現場のご努力に

は感謝しているところですが、ここのところのコロナ禍における収支悪化等が残念です。 

  多面的な医療機能の強化で継続的な経営安定を求められますが、その一つとして、例えば財

源確保等が少し問題になろうかと思います。一定期間での飯綱病院での勤務６年ないし９年と

か、そのような形での条件に、医学生対象の貸付金支援制度とか研究活動費の助成など、町独

自の医師確保策を検討していく考えはいかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 飯綱病院は、特にドクターとつながりを深くしようと心掛けてやってまい

りました。病院の内情を申し上げますと、今、伊藤院長は本当にフル回転ですけれども、外科

の先生が北山先生なり、大石先生なり、現役を卒業された状況になっております。オペはなか

なか難しい状況にあるだろうと推察をしています。従って、ドクターを確保しなければならな

いというのは、これからの大きな病院経営の上での課題です。 

  一つの対策として、ただ今、提案のあったような奨学金制度。飯綱町にも今、北陸のほうの

大学や、医学部に行っている子どもさんも何人か承知をしております。けれども、国立と私立、

どのぐらいどう補助をして、奨学金を出して、何年ご勤務いただければそれを返済なしとすれ

ばいいのかはともかく、ご提案の内容について、看護師制度はそういうことをやっていますの

で、ぜひこれは検討する時期に来ていると承知しております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13 番（原田重美） 分かりました。県にも月 20 万円でしたか就学助成金があり、各自治体で

もやっているところが幾つかあります。塩尻は２億円という財源が寄付であり、それを使って

来年からやるそうです。ぜひ飯綱町としても、財政的な問題がありますけれども、基金を創設

するとか、ふるさと納税が使えないだろうか。要するに、投資していこうという町長の姿勢に

懸かってくるかと思いますので、ぜひ頑張ってみていただきたいと思います。 

  次に、水道問題に入ります。水道事業の抜本的改善は市町村合併の大きな宿題であり、この
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問題で合併するしないで大変な論議をやってきた思い出が私もあるわけですが、基金創設など

町の積極的な取組を表明されている町長です。 

  まず、最初にやっていく順番立てとしては、やはり今の２本立ての水道事業の統合を早期に

実現していただきたい。財源は、過疎債導入などをもちろん使えれば使っていき、牟礼地区で

は、大門川水源が非常に良い水をもらうことができているのですが、これを町全体の新たな水

源として確保していく。そして、その上で施設の老朽化対策や広域的な経営安定対策に、町長

も力を入れようという重点事業です。 

  目標を達成してほしいと願っておりますが、改めて答弁をお願いします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 開会のあいさつや先日、全体の質問の中でもお答えしましたが、議員ご指

摘のとおり、今、水道事業会計は三水地区と牟礼地区で２つに分かれており、県に認可変更申

請を上げて何とか一本化でやっていきたいと思っています。 

  水道問題の大きな点は、全町民がかなり水に困っていて、何とか町で考えろよと言っている

状況とは少し異にしているわけです。Ａ地帯は、なから水は問題なく来ている。Ｂ地区は、良

い水をずっと安定的に供給できるような形に何とかやってほしい。こういう２つの要望を１つ

にしていくには、やはり両者のいい意味でのご理解をいただかないと気持ち良くスタートする

ことができません。 

そのためには、どんどん新たな水を供給してほしい。もっと水をもらいたい。今、1,000 ト

ンのところを 1,500 トン、2,000 トンもらいたいという計画をただ出していっても、何を言っ

ているのだ、本来は水田にやる水だぞという話になってくると思います。 

  最初のボタンの掛け間違いがないようにしっかり捉えて、それで理解を得て進んでいけば、

あとは財源をどうするか。工事をどうするか。そして、水道料は前にも言ったとおり、このま

ま水道料金にぶっかけていくことになれば、ビールを買って飲んだほうが安いというような水

では困るので、これを一般会計でどう負担していけば理解を得られるのか、そこら辺をみっち
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り検討していきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13番（原田重美） ぜひ段取りを間違えないようにして進めてほしいと願っているところです。 

  次に進みます。最初に説明しました SDGs との絡みになりますが、SDGs は国連採択の環境問

題、貧困などの社会問題、そして経済安定にわたる世界的な持続可能な開発を目標としていま

す。われわれの人口増問題、産業振興、あるいは健康福祉など地方創生政策と大きく関わって

くる理念だと思います。町の特色を生かして多くの人に感心を持ってもらい、夢広がる町へ戦

略的取組が必要であろうと考えるわけです。 

  例えば、人口増で申し上げますと、ＵターンやＩターンの呼び掛けは、人材確保をしていく

ための大事なポイントになるのではないかと考えています。社会はコロナ禍と同時に働き方や

生活の仕方が大きく変わってきています。テレワークなどの情報網整備、あるいはデジタル化

の推進が必要です。そして、Ｕ・Ｉターンの人たちにとっての転職後に兼業ができる働き場所、

町内において、あるいはこの近隣市町村において働けることも大事なことではないかと思うの

で、企業誘致とか事業所の紹介活動の拡大や介護医療支援が一層求められてくると考えるわけ

です。これについて町長、人口増全体に触れてもらっても結構ですが、いかがお考えでしょう

か。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 広い範囲のご質問をいただいて、今まで町の行政として農政なり、その隣

の建設は住宅問題を取り扱っておりますが、企画、福祉、どこを取っても議員おっしゃるよう

な精神で進めてきていますし、これからもそれは一層進めていくつもりでおります。 

  近隣の市まで含めて、飯綱町の福祉、教育、医療、交通、農業振興うんぬんは、今、一体ど

のぐらいの水準にいるのだろうと。ある意味で冷静に見ていただいてもいいですが、非常に面

白い町として発展してきているのではないかと私は自負しています。これからこの発展をどう

いうふうにスピードアップしたり、増やしたりしていけば、もう少し皆さんに目に見える形で
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アピールできていくか。 

  カンマッセという会社をつくりましたけれども、あそこの従業員はほとんど外から来て定住

をしようという皆さんでやっております。今、議員ご指摘の、住んでから新しい職場の用意が

あったということです。 

  では、どこへ住むんだ。今、新しく町営住宅を一生懸命いろいろなところへ造っている。そ

こら辺をもろもろ単発でうんぬんというよりも、やはり今、総合的に進めている町の行政は、

どこかで間もなく大きく開花するというか、そういう瞬間が近づいてきているのではないかと、

自分よがりかもしれませんが、予感を持って進めているところです。 

  そこに SDGs、持続可能な社会を基本に置いて今後進めていきたいと思っております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13 番（原田重美） ぜひ積極的推進をしていただきたいわけですが、人材確保とか環境問題、

環境負荷をなくしていくのも大きな課題です。これらの点に大きく SDGsの視点を当てて進めて

いってもらいたいと思います。同時に、人口増に直接つながらないとしても、定住ばかりにこ

だわらないで、二拠点居住もあり得る、関係人口に着目していってもらう。それらをすること

によってＵターン、Ｉターンの人たちもふるさと回帰しやすい環境整備の底辺が拡大していく

だろうと。この辺も大事な考え方になっていくと思います。 

  その点について、町長いかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） もろもろ環境問題や人材の育成、活用はおっしゃるとおりだと思います。 

環境問題で一つのアピールしたい点は、長年の懸案であった景観条例を、本当は９月に提出

をしたいと思ったのですが、もう少し住民の皆さんに中身をお知らせした上で提案をしたいと

いうことで 12月提案にいたしました。 

  景観というのは景色だけのことを言っているわけではなくて、前にも申し上げましたけれど

も、秋になれば稲穂が実り、りんごが赤くなり、そして夕方から夜にかけてはお祭りの笛の練
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習が聞こえると。これが全体として大きな意味の飯綱町の景観であり、ふるさとであり、こう

いうものをしっかり大事にしていくというのが、これからの町の大きなセールスポイント、ア

ピールする点だと思っています。多分にそこには SDGsが大きく影響して絡んでいると思ってい

ます。 

  関係人口についても、千葉県の市とも交流を進めて、既に実績としては 55～56 人、60 人弱

の４泊５日程度のショートステイをやってもらい、子どもは自然に触れてもらい、大人はその

辺でテレワークの仕事をやってもらうというような試験をやってきております。そういう点で

も、二拠点生活は飯綱町だからできるという雰囲気を非常に強く持っています。東京から新幹

線でわずか１時間半、その距離であっという間に大自然の中に子どもも飛んで歩ける、私も気

を休めて仕事ができると。そういう素晴らしい場所であるということを提案として申されまし

たので、これからも進めていきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 池内副町長。 

          〔副町長 池内武久 登壇〕 

○副町長（池内武久） SDGsの関係について若干補足でお答えをさせていただきます。今、原田

議員から環境問題というようなお話も最初にありました。実は、県でもこのゼロカーボンを非

常に力を入れて取り組んでいるということで、元年の 12 月に「気候非常事態宣言 2050 ゼロカ

ーボンへの決意」を発表いたしました。さらに、この６月にはゼロカーボン戦略、これは 2030

年度までですが、国の温室効果ガス削減目標が 2030 年、2013 年度比で 46％削減というところ

を、県においては同じ 2030 年度に 60％削減ということで、国を上回る大きな野心的な削減目

標も掲げております。 

  そういう意味で、そういった取組も大きく参考にしつつ、やはり町でも取り組んでいく必要

があるだろうと思います。この温室効果ガスの削減は SDGsの中でも一つの分野ではありますけ

れども、とりわけ注目される分野であろうかと思います。 

  ただ一方で、先ほど町の行政については町長からさまざまな施策について答弁を申し上げて

おりますけれども、この SDGsの取組といいますのは行政の分野だけではなく、やはり町民の皆
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さん、あるいは企業や団体の皆さんと色々な分野で取り組んでいく必要があるものと考えてお

ります。 

  先般、町の総合計画の基本計画策定の委員会におきましても、改めて委員の皆さまに SDGsの

考え方を説明し、色々な町の課題と今後の取組を考えていただく中で、この SDGsの考えに基づ

いて色々な提案をしていただいたところです。そういった点も含めまして、今後、大きな政策

もそうですが、例えばレジ袋の削減、学校での食育、あるいは健康長寿の取組など、既に今ま

でやってきた取組も SDGsに関連するものです。それらをベースにしながら、先ほど町長が申し

上げましたように、様々な施策において町としても取り組む中で、住民の皆さん、あるいは企

業や団体の皆さんの中にも SDGs が浸透するような取組を今後も心掛けていきたいと考えてお

ります。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13番（原田重美） 今、副町長からも力強い取組の姿勢を見せていただきましたが、ぜひ町長

と連携して町の行政をさらに進めてほしいと願うところです。 

  それから 1 点、聞こうと思っていて忘れていたのですが、転職後に兼業できる働き場所の確

保、あるいは紹介活動の拡大と言いましたが、住民の意見を聞く会議等でも、こういうことを

もっとやってもらえればいいなという声も何人かからありました。町にも今、職業紹介の事業

はあると思いますが、今どうなっているでしょうか。これを拡大して進めていくということは、

かなり現実的に可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。職業紹介につきましては、２か月に一遍、

各地区に回覧板として回覧をさせていただいておりますし、町のホームページでも随時変更し

公開しておりますのでご利用いただければと考えております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13番（原田重美） 今、町では人口増推進室を中心に幅広い取組をしてもらっているのは十分
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承知しておりますが、その辺の SDGsとの絡みにおいて、ぜひ強力な取組を改めてお願いしてお

きます。 

  時間的にはまだいいですか。 

○議長（大川憲明） まだあります。 

○13番（原田重美） 意外と早く全体の質問が終わりましたけれども、最後に、飯綱町はこの 15

年間、まず合併による財政優遇措置がありました。その次にピークが来たのは地方創生による

補助事業、これは国派遣の小澤副町長の力も借りた優先的事業展開がありまして、さまざまな

他町村が喜ぶような事業も進みました。 

  そして今年度から、私に言わせれば期せずして過疎対策事業というものが始まったと。こう

いう形で飯綱町は財源リレーが非常にうまくいってきていると思います。もちろん事業をやる

たびに、昨年からいろいろな建設事業等を進めることによって公債費も一時的には増えていく

という問題もありますが、そういうことで国の施策を有効に活用する歴代首長の姿勢があった

ことも飯綱町の財政状況がうまく展開している理由の一つだと思います。その点をさらに、こ

の過疎計画等を実行していくに当たって、大いにその辺を意識してまちづくりを進めていただ

きたいと考えておるところです。 

  少し偉そうなことを言いますが、私の好きな言葉で古くからこういう言葉があります。「為せ

ば成る為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」これを座右の銘としている皆さ

んも多いかと思いますが、私もその一人で、名刺入れにそれを差し込んでおいていつも教訓に

しているところです。 

  今後のポストコロナ、変革期を乗り越えていくことを期待しています。町長、最後に、その

辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答え申し上げます。財政問題については議員おっしゃるとおり、一面で

は非常にラッキーな財政運営ができたのかと。時を得たと思っておりますけれども、そこにプ
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ラス、私は理事者の判断もあったでしょうが、それぞれの財政担当職員を中心にどんな事業を

持ってきて、どうすれば町の持ち出しが一番少なくて済むのか、やはりこれをよくたたき込ま

れてきております。その辺をフルに発揮してくれた結果が今日の状況で、これだけいろいろな

ものを整備しても、まだ水道問題に手掛けていく財政的な安定感がある程度あるということは、

そういうことだと思っています。 

  ちなみに、私の座右の銘は「先憂後楽」で、先に憂いて後から喜ぶほうです。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○13 番（原田重美） 若干時間が残っているかもしれませんが、以上で私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（大川憲明） 原田重美議員、ご苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩に入ります。再開は、９時 50分からとしていただきます。 

休憩 午前 ９時３９分 

再開 午前 ９時５５分 

 

          ◇ 原 田 幸 長 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問を続けます。 

発言順位２番、議席番号６番、原田幸長議員を指名します。原田幸長議員。 

〔６番 原田幸長 登壇〕 

○６番（原田幸長） 議席番号６番、原田幸長です。通告に従い、順次質問させていただきます。 

  近年、大規模地震や大規模水害など、想定を超える自然災害が頻発化、日常化しています。

これから台風シーズンに入っていきますが、こうした自然災害に対して避難所を開設する場合

には、感染症への対策に万全を期すことが重要となっています。 

  発生した災害や被害者の状況等によっては避難所の収容人数を考慮し、過密状態を防止する

ため、あらかじめ指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限

り多くの避難所の開設を図る必要がありますので質問をいたします。 
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  初めに、避難所として開設可能な公共施設等の活用については、内閣府より検討するよう徹

底がなされています。人員配置なども考慮した最大の箇所数と設置、施設名を伺います。 

○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） お答えします。飯綱町地域防災計画では、避難所の開設・運営は

町の職員によって行うことが定められています。しかし、休日や夜間に大規模な災害が発生し

た場合には、町職員や施設管理者の出勤が困難となり、計画どおり避難所が開設できないこと

も予想されます。その場合には、行政だけでなく被災者自身が力を合わせ、避難所での混乱や

トラブルをできるだけ抑えることが必要になります。災害発生時の避難所の開設に町職員等が

不在の場合は、施設管理者や区長、組長など役員が代行し、応急的に開設準備を行い、その後

の運営については非常に困難と考えられますが、避難所運営体制づくりを進めてまいります。 

  そのようなことから、被害状況に応じた人員配置に考慮した箇所数については何箇所と想定

していませんが、今後想定される災害の状況、人口の状況、また職員体制、その他の状況を勘

案し、災害が発生した場合における適切な避難所数等については、危機管理担当と検討してま

いりたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） 補足でお答えさせていただきます。町内の指定避難所としましては 14

か所ということで、そのほかに福祉避難所が 11か所です。細かい名称まではお時間もあります

ので申し上げませんけれども、そのような状況となっております。 

  今、保健福祉課長から答弁がありました。そのほか、この新型コロナウイルス感染症への対

応としまして、車による避難、車中泊が可能な場所として町内で５か所、駐車場を公表してお

りますし、旅館や民間団体等の所有する研修所、それから宿泊施設等について避難所としての

貸し出しに協力を求めるといったことも検討をしておりまして、これについては早めに協定等

を締結していきたいと考えております。 
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  また、このほかにもホテルや旅館等が多く存在する市などの施設については、その自治体の

みではなく広域で利用できないか、北信地域の会議の中でも協議をしてきているところです。

以上です。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 分かりました。 

  次に、避難とは難を逃れることであり、必ずしも避難所に行くことではありません。感染リ

スクを考えても、安全な場所に逃げることを住民に改めて周知、広報する必要があります。 

  そこで、分散避難の定着についての見解をお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。分散避難につきまして、新型コロナウイルス感染

症など、感染による二次災害を防ぐための有効な避難方法ということで考えております。自宅

のほうが安全と思う場合は、自宅にとどまり在宅避難をする。避難が必要な場合でも、必ずし

も町が設置する避難所ではなく、親戚宅や知人宅なども避難先としてなり得ますので、あらか

じめ避難所以外の安全な場所へ避難をする。議員がおっしゃるように、こういった分散避難に

ついて検討するように今でも呼び掛けはしておりますけれども、引き続き呼び掛けを行ってい

きたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） よろしくお願いいたします。 

  分散避難によって災害物資等の届け先が増えてくるわけですが、どう対応するのか検討が必

要だと思います。過去にそういった検討がなされたかどうかをお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。分散避難における物資の搬送につきましては、主

要な避難所を拠点として避難者に物資を届けたり、渡すということも考えられます。 
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  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを財源に、今、主な避難所の敷地内

に防災備蓄倉庫の設置を進めるなどしておりまして、その対応は検討をしてきているところで

す。 

  また、分散避難の避難所として先ほど申し上げた旅館や宿泊施設等が利用できることになり

ますと、その物資、食料品等が主になろうかと思いますけれども、搬送がある程度不要にもな

りますので、物資の搬送業務の軽減が図れることも考えているところです。 

  しかし、分散避難された全ての方に物資を届けることは非常に難しいと考えておりますので、

併せて各家庭での非常持ち出し品や感染防止物品といったものの準備について、これも引き続

き呼び掛けをしてまいりたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 分かりました。 

  次に、避難所の備蓄物資の充実が必要と考えます。物資の備蓄状況は行政報告書の 70ページ

に示されていますが、その上で最大の避難所設置がなされることを考慮して、停電に備えた自

家発電機や避難者のプライバシー保護や衛生面で、通告では折り畳みテントと申し上げたので

すが、行政報告書ではワンタッチ間仕切りが用意されているということで、ワンタッチ間仕切

りの拡充や保管スペースの確保が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。避難所の環境整備や備蓄品の充実は非常に重要な

ことと考えております。このため、平成 30年度に飯綱町民会館、それから令和２年度に、三水

B&G 海洋センターに非常用発電、防災用の自家発電設備を設置してきております。非常用発電

設備につきましては、引き続きほかの施設についても検討してまいりたいと考えているところ

です。 

  また、令和２年度に簡易テント、ワンタッチ間仕切りということで記載をしておりますけれ

ども、これを 70 セット、それから段ボール製の間仕切り、ベッドをセットで 50 台購入してお
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ります。広い保管スペースが必要となるこの段ボール製の間仕切りやベッドにつきましては、

昨年度事業者との協定により、災害時には必要数が供給されるような体制を取らせていただい

ているところです。現在、常時多くの備蓄をすることは不要になっております。 

  議員からご質問がありました新型コロナウイルス感染症などの感染症対策に有効な簡易テン

トですが、これについては追加を検討していきたいと思っております。 

  保管スペースにつきましては、防災備蓄倉庫を令和２年度に１棟、町民会館に設置しており

ます。また、令和３年度でも予算を計上させていただいておりまして、３棟を、牟礼 B&G と三

水 B&Gに設置する予定で進めているところです。 

  今後もできるだけ避難所の中や避難所の近くに、物資の備蓄ができるものを考えていきたい

と思っております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 分かりました。 

  私は一昨年の台風 17号の際に、停電が４日ぐらい続いたというお話を聞きました。自家発電

機は結構単価的に高いもので、今２か所設置されているのですが、特に停電の被害ということ

を考えると高岡地区にも１台、あるいは赤東地区にも１台、少し高額ですから今すぐにとは言

わないですが、準備していったほうがいいと思います。それに伴いまして、保管スペースも２

地区のほうへも拡充していけるような方向を希望したいと思います。 

  次の質問に移ります。災害時における聴覚障がい者への情報伝達について伺います。地震発

生時や大雨台風情報など、テレビやラジオからの気象防災情報をはじめ、いざというときの避

難情報は命に関わるとても重要なものですが、聴覚に障がいのある方々にとっては、画面に表

示される文字や記号による情報に頼らざるを得ず、アナウンサーや気象庁の専門家などが音声

で伝えている内容が伝わりにくい状況があります。 

  そこで、避難時での聴覚障がい者への情報伝達の仕組みは出来上がっているのか、伺います。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 
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○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。災害時の避難における情報伝達方法では防災行政

無線が一般的ですけれども、聴覚障がい者につきましては音声による情報が伝わらないことか

ら、先ごろの前線に伴う大雨の際にも防災行政無線と併用しまして、大雨警報等の気象情報や

自主避難所の開設につきましては、飯綱町メール配信システムや飯綱町防災公式ツイッターで

登録者と利用者に配信をしたところです。このような仕組みはありますが、聴覚障がい者の登

録利用がやはり必要になってきますので、保健福祉課と連携を取りながらさらに進めてまいり

たいと思っております。 

  また、各公共施設などで利用している、モニターを置いていろいろな情報を映し出すテレビ

サイネージ、これはテレビ信州さんの電波の届くところをエリアとして使えるものですが、今、

企画課で導入していろいろな情報を皆さんにお伝えするようなモニターを設けています。テレ

ビサイネージを活用した情報伝達は各家庭に受信機を置いていただくことで、テレビで見てい

ただくことが可能になりますので、このような障がい者や高齢者等に優しい情報伝達の仕組み

を、今後さらに考えてまいりたいと思っております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 私の知人にも聴覚や言語機能に障がいのある人がおりまして、避難指示が

出されたらどうするかと質問をさせてもらったら、先ほど課長がおっしゃった内容でスマート

フォンに情報が来るので、それで対応するという答えが返ってきました。 

  次の質問ですが、聴覚障がい者は積極的に要支援者登録し、個別避難計画に反映すべきと考

えますが、見解をお聞きします。 

○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） お答えします。障がいのある人が災害時に避難情報を入手し適切

に避難できるためには、情報の伝達、避難誘導、安否確認の仕組みが機能することが必要であ

ります。 

  町の地域の人たちが地域に住む障がいのある人を意識して取り組むことは、障がいのある人
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が日ごろから安心して生活を送れるようにする上で欠かせません。障がいのある人などの避難

行動、要支援者の名簿を作成すること、避難行動のための個別計画を作成すること、地域での

防災訓練などを通じてこれらの仕組みが有効に機能するように取り組むことが必要と考えられ

ております。 

  聴覚障がい者で特に高齢者世帯の方へは、地域の支援者や民生委員と相談し、災害行動要支

援者台帳に登録するか、対処してまいりたいと思います。現時点で、聴覚障がい者でこの台帳

に登録している方は２名います。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 要支援者登録されている方が２名とお聞きしたのですが、全体的には聴覚

に支障がある方は行政報告書でいくと 26名ほどいるというお話です。もっと強力に推し進めて

いくべきと思いますが、その辺の取組を伺います。 

○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） お答えします。聴覚障がい者の方の人数に関して先ほど申し上げ

ましたが、行政報告書の 158 ページの下に障がい別、年代別、身体障がい者数について掲載し

た中で、聴覚障がい者は 25 名、ろうあの方は３名、合わせて 28 名、３月末でおいでになりま

す。その中で年代を見ますと、やはり若い方もおいでになりますし、高齢の方もいる中で、聴

覚障がい者の方の状態が詳しく把握できておりませんので、身体障害者手帳の交付等がある中

で、またその人それぞれの状況によって台帳登録等を検討してまいりたいと思います。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 若い方でも聴覚に障がい者がある方もおられるということで、その方々が

全てスマートフォンを的確に使えるかどうかという問題はあろうかと思いますので、状況的に

よく見て取り組んでいっていただければと希望します。 

  次の質問です。聴覚障がい者が避難所に避難したとき、手話通訳のサポートはあるか伺いま

す。 
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○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） お答えします。手話通訳のサポートはございます。日常的に手話

を言語とされている方の把握はしております。手話通訳のサポートについては、状況に応じて

手話通訳者の方へ依頼することを検討してまいります。 

  また、今年度から県で導入された遠隔手話通訳システムについて、県の導入後の状況をお聞

きしながら、今後導入も検討してまいりたいと思います。 

  聴覚障がい者の方の中には手話を言語としない方も多いため、筆談等手話以外の方法で情報

伝達や意思疎通を図り、その方に合ったサポートを考えてまいります。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 私も初めて知ったのですが、スマートフォンに話し掛けると自動的に一定

の内容を文字化してくれるアプリもあり、それでやりとりをしたのですが、話すことができな

い方についても、質問はアプリで文字化されて、障がい者の方は、スマートフォンに文字を打

って答えを返していくといったこともできますので、いろいろな手段を使い、きちんと避難さ

れた方が無事生活できる仕組みも考えていっていただきたいということを希望します。 

  次の質問に移ります。AED 設置を町内のコンビニにとの強い思いから質問させていただきま

す。令和元年６月定例会一般質問において、AED がコンビニに設置されれば安心だと訴えさせ

ていただきました。進捗状況整理表では、実施計画の反映に向け事務を進めていくとなってい

ます。そこで、町内コンビニ４か所との協議の状況をお伺いします。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えをいたします。実施状況は、進捗状況の整理表で実施計画の反

映に向けてというお答えをしてあるところですが、今、進めておりまして、町内４か所のコン

ビニエンスストアの店主の皆さんからは、おおむね町の公費負担であれば、店内や事務所内に

設置することに異論はないということで確認は取れているところです。 
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  ただし、AED の取り扱いも含めて、従業員の皆さんに対する救急講習等の社員教育が必要と

のご意見もいただいているところです。救急講習の受講を進める中で、設置に向けて各コンビ

ニ関係者とさらに協議をしまして、進めてまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） コンビニ店側では公費負担であればおおむねよいということで、設置され

ると理解してよろしいでしょうか。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） 設置に向けて前向きに進めさせていただきたいと思っております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 次の質問です。AED の使用はほとんどの場合が不慮の事故です。そこで、

交通事故多発地点の公共施設に設置された AEDは屋外で保管できる対策が必要と考えます。 

  これは長野中央警察署から町内の交通事故発生状況の資料ですが、Ａ３版の地図に事故発生

多発箇所が落とされています。過去５年間、2016 年から 2020 年の間の事故のデータが書き込

まれているものです。その中で、３点にわたって取りまとめをいただいております。 

  １点目は、事故発生件数の５年間の平均は 14.2件だそうです。 

  ２点目は路線別件数ですが、主要地方道荒瀬原線が 27 件、町道が 15 件、国道 18 号線が 12

件と、これがベスト３です。主要地方道荒瀬原線の数が多いのですが、これは路線延長が長い

ために件数が上乗せされてきているということでした。 

  ３点目が地籍別件数です。平出が 15件、普光寺が 12件、牟礼が 11件となっております。こ

れもベスト３です。 

  ただ今、質問させていただきましたが、コンビニに AED が設置されれば、交通事故多発地点

ではおおむねカバーできるわけです。それでも高岡地区と赤東地区には反映されません。最低

でもこの２地区には必要と考えますが、見解を伺います。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 
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          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） お答えいたします。現在、町の施設や学校、避難所等に設置されてい

る AED については、全て屋内の設置となっております。屋外設置のメリットと言いますと、時

間外や深夜、休日といった施設が開いていないときでも緊急時にはいつでも利用できるという

ことになるかと思います。１分でも早い AED 使用が生存率を高めることにつながりますので、

屋外設置は命を守るための有効な方策であると考えております。 

  議員のお話のとおり、交通事故の多い地点はコンビニに AED が設置されればおおむねカバー

できるかと思います。赤東地区や高岡地区などにつきましては、その近くに町の施設等もあり

ます。こういった施設への屋外設置が可能か調査を進めさせていただきまして、AED の更新時

期なども考慮しまして関係課などと検討していきたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） その場合、更新時には屋内用として使える AED とは別に、屋外に置く分に

はまた違った AED が必要だと伺っているわけですが、２本立てで行くのでしょうか。屋外に設

置したら室内は設置しないとか、そういう感じでしょうか。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） 屋内用と屋外用でどういったものがあるかは調査をさせていただきた

いと思います。屋外に設置する場合でも、箱や設置場所をしっかりしたものにすれば、屋内の

ものもたぶん使えるとは思います。屋内と屋外の両方に置くかどうかということも含めて検討

させていただければと思います。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 分かりました。 

 最後に、女性の傷病処置のため AED 使用をためらわずにできるリーフレットを作成し、配備

することが必要と考え、見解をお聞きするわけですが、その前に、鹿児島市でこのリーフレッ

トを配備できたとの記事がありましたので紹介をさせていただきます。 
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  鹿児島市では、このほど市が関係施設などに設置する AED434台に、女性傷病への配慮を促す

リーフレットを備え付けました。このリーフレットは、女性に AED を使用するときの配慮を説

明し、女性にもためらわずに AEDを使ってくださいと呼び掛けています。紹介している方法は、

１つとして AED のパッドを体に貼った後に上から衣類などをかぶせるという方法、２点目に処

置している場所を囲んで人の壁を作り、傷病者を周囲の目から隠すなどが記載されているとの

ことです。 

なぜリーフレットを作ることになったかですが、セクハラと訴えられかねないなどの理由で、

女性に対しては AED が使われにくいとする研究グループによる調査結果があったそうです。操

作する人がためらわずに使用できる工夫をとのことでできたものでした。こういうものが必要

ではないかと私も考えましたので、見解を伺います。 

○議長（大川憲明） 徳永総務課長。 

          〔総務課長 徳永裕二 登壇〕 

○総務課長（徳永裕二） 心肺機能停止を起こした傷病者が女性であった場合につきましては、

その女性への配慮を大切にしつつ、適切に AED を使用することはとても重要なことだと思って

おります。 

  リーフレット作成ということですが、リーフレットを作成して配備することは、関係機関や

救急関係者などと協議をしていきたいと思います。議員から今、鹿児島市の例をお聞きしまし

たので、こういったことを参考に関係機関や消防署等とお話をする中で、できれば前向きに進

めてまいりたいと思っております。 

  そのほかには長野市消防局主催の救急講習会などもありますので、そういった際に傷病者が

女性であった場合の配慮について話をしていただくなどもぜひ働き掛け、併せて進めてまいり

たいと考えているところです。 

○議長（大川憲明） 原田議員。 

○６番（原田幸長） 分かりました。 

希望することは、誰もがためらわずに AED が使用できればいいと思いますので、ぜひ前向き
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な検討をよろしくお願いいたします。 

  以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（大川憲明） 原田幸長議員、ご苦労さまでした。 

ここで暫時休憩に入ります。再開は 10時 50分でお願いします。 

休憩 午前１０時２９分 

再開 午前１０時５０分 

 

          ◇ 石 川 信 雄 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問を続けます。 

発言順位３番、議席番号７番、石川信雄議員を指名します。石川信雄議員。 

          〔７番 石川信雄 登壇〕 

○７番（石川信雄） ７番、石川信雄でございます。通告書に従いまして、順次質問させていた

だきます。 

  コロナ禍における事業者・生産者救済についてお伺いします。さきの臨時議会で町長より、

団体から要望があったというごあいさつがあり、議会のほうにも協力や理解をしていただきた

いというコメントがありました。今回補正予算でも 1,000 万円余の商工振興資金が計上されて

おります。提案説明書を見る限り、詳細については把握しておりませんけれども、まず町長に

お伺いします。 

  生産者の窮状について、町長は今どのような心持ちでおられますでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答え申し上げます。飲食業、宿泊業の皆さんの売り上げの落ち込みはか

なり厳しいものがございます。特に宿泊業の皆さま方においては、その度合いがまだきつい状

況になっていると感じております。飲食業の皆さんは今日から売り出しを開始しますが、3,000

円で 5,000 円の応援チケットを発行しました。これはかなりお店が努力して、自分のお店に来
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ていただくために売るものですが、これでだいぶ息をしたという評価をいただきました。しか

し、宿泊の皆さんの利用率が非常に厳しいと思っています。 

  その他の事業の皆さんは、とてもいいのかといえばとんでもございません。国民健康保険の

掛け金を下げてほしい、減免をしてほしいという申請を見ますと、自由業、例えば保険のセー

ルスで保険の契約とか何だとか、そういうお仕事の関係の皆さんもガタンと仕事が減ってしま

ったということで、全般的にかなり厳しい状況が来ていると。一部には国税が最も多く収入が

見込めるという報道もありましたが、飯綱町においてはとてもそんな状況ではないと思ってい

ます。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） 議会でモニターアンケートを実施しておりますけれども、今回モニターの

方から次に申し上げます意見がございました。「新型コロナウイルス対策のための補正予算が掲

載されました。予期せぬことに、多くの税金を投入されています。小さな町だからこそ顔の見

える商店や宿泊施設に適切な援助がなされるようお願いします」と、率直なコメントがござい

ました。 

  そこで令和２年度ですが、県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金支援金事業で

340 万円、飯綱町事業者等支援給付金交付事業で 290 万円、地域支えあいプラスワン消費促進

事業で 6,282万 6,215 円と決算の報告がございます。 

  町でもいろいろ事業者に対して救済措置を講じてきておりますけれども、ここへ来てコロナ

ウイルスが３波、４波と続いて収束が見えないわけですが、製品や主生産物の出荷も人流の抑

制から当然落ち込んで、消費も冷え込んできております。危機的状況から抜け出すには、生産

者自身の自助努力だけでは厳しいと聞き及んでもおります。 

  国や県の補助事業の対象にならない小規模事業者等への一時給付金を町単事業で支給できな

いものでしょうか。以前、１人 10万円の特別定額給付金がありましたけれども、事業者の状況

を特に考慮するわけでもありませんが、そういった救済措置が取れないものかと考え、提案す

るものです。町長はどうでしょうか。 
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○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 具体的に陳情があったのは、食品衛生協会（食協）の皆さんが小売業とし

て、小さなスーパーみたいなものでいろいろなものを売ったりしているのですが、一種の酒屋

さんも、宴会はない、お店は夜に酒を出してはいけないというあんばいですので、お酒の売り

上げもがた落ちというところから、ぜひ製造業や小売業の人たちについても何とか支援してほ

しい。もうそろそろ頑張りも限度だというような陳情の内容でした。 

  それによって、今回小売業の皆さん方を対象にした持続化をしていくための支援給付金を、

マックス１件 30万円という予算計上をさせてもらったわけでございます。20％以上の売り上げ

の減などの一定の条件はございますけれども、これによって申請をしていただきたいと思って

います。ちなみに、小売業としては 30件ほどのリストアップをしてございます。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） 先ほどの飲食店の応援チケットですが、放送でも毎日言っておりますが、

他県への出入りを制限したりとか人流を抑制しますと、外食しようという気持ちも必然的に抑

えられるのが当たり前で、支援はしたいけれども感染の抑制防止の観点から、どうしても支援

し切れない部分が出てきております。飲食店の事業者の皆さんから、やはり人の出入りが少な

いようにも感じるというご意見も聞いております。応援チケットは、使用者にとっても事業主

にとっても非常にお得なチケットではあるのですが、やはりコロナ感染防止の意味合いから考

えると、こういったものはいまひとつ消化し切れない部分があるのではないかと考えておりま

す。 

  菅首相も、次期総理を続投しないでコロナに専念したいというコメントを残されて、この間

会見をされました。町長もぜひこのコロナ感染に対しましては、一般住民もそうですが、事業

者の救済にも専念していただきたいと考えております。 

  このコロナですが、現在９月でありますけれども、これから冬季、11 月 12 月になってきま

すと、今度はまたインフルエンザとダブル感染という事態も懸念されます。ですので、そうい
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った意味合いにおきましても、この事業者支援というのは常に支援していかなければいけない

課題ではないかと考えております。 

  これからコロナ収束、２回目の接種が終わるのが 11月末を国では目標にしておるようですが、

２回接種したところで感染する報告もございます。そんな中でまだまだ安心できない現状では

ありますが、３回目のブースター接種についてはまだ国でもいまひとつ先行き不透明でありま

すけれども、コロナ感染、またインフルエンザ感染といった感染症に対して、町長は今後どう

いう手当をされていくのか。少しその辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） コロナの特にワクチン接種については、また事務局の担当課長からも見通

し等々を詳しく申し上げますが、だいぶスムーズに動いたのが一つと、高齢者の層に比べると

若い人たちの層で希望する人が少ないことから、10月中にはうまく行けば２回目まで希望した

人に対して接種を完了することができるのではないかという見通しを持っています。３回目と

か、コロナのワクチン接種をしてもかかる人はかかるし、陽性になってしまうという実例はご

ざいますが、やはりパーセンテージで言えば、絶対ワクチン接種をしたほうが感染率も下がっ

たり、重症化も防いだりということです。私は何としても若い人たちにもご理解をいただく中

で、ワクチンの接種を早めに進めることが極めて大事なことだろうなと。 

  そしてもう一点、インフルエンザの時季がまた到来というのですが、昨年も同じようなこと

を質問されたり、心配をいたしました。しかし、実際としては、マスクを掛けているというこ

とが風邪の予防にどのぐらいの価値があったか。ほとんどインフルエンザの患者さんがいなく

て済んだのが、昨年の実態でございました。 

  したがって、今年度も何とかワクチンの接種を奨励し、マスクの着用を引き続きお願いする

中で、両方の感染防止を徹底していきたいと考えています。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） それでは、担当課長にもお伺いしたいと思います。担当所管の事業者等に
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今回のコロナ禍における実態調査やヒアリングなどをした経緯はどのぐらいあるでしょうか。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答え申し上げます。先ほど町長の答弁の中で食協からの陳情

があったということで、そちらの方からの現状と要望内容等を聞き取って、今回の飲食店等支

援給付金事業で、食品製造業、それから小売事業者に対しまして、前年か前々年どちらかの同

月比で 20％以上減少している場合に給付をしていきたいということで、それと併せまして、コ

ロナウイルス感染防止環境整備支援事業につきましても、食品製造や小売事業者に対しても経

費の一部、３分の２相当ですが支援をしていきます。 

実態調査については陳情の際に現状等を聞き取りした以外は実施してございません。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） 先ほど町長から答弁がありましたけれども、そちらの補助事業の中に、先

ほどありました保険業者などの自由業者さんは対象に含まれるのでしょうか。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答え申し上げます。今のところ、食品製造業と小売事業者に

対して支援を行っていくということで対象外でございます。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） それでは、町長に改めてお伺いします。現在、対象にはなっていないとい

うことですが、今後そういった方々にも支援の対象を広げていくお考えはおありでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） そういう皆さんも一種の事業主であることは間違いないので、実は無利子

で当面の資金をお貸しする、そういう事業を町で令和２年度実施して、かなりの事業主の皆さ

んが運転資金の借り入れを行う申請をしてもらいました。その中にそういう関係の事業主の皆
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さんたちが何件かいらっしゃったので、なるほど、こういう皆さんもかなり苦しいのかなと感

じてきたわけでございます。その人たちを今の事業の中では拾っておりませんが、事業主とい

うことで輪を広げるか。 

話が少しあれですが、事業主の人ばかりを助けていて、非課税世帯の所得のない人たちの支

援を一体どうやって考えていけばいいのか。その辺も今少し頭を悩ましているところです。約

860 世帯の非課税世帯がございます。所得が 300 万円以下の人ではだいぶ生活が苦しくなった

と言っている。700 万円以上の人たちはあまり変わらないと言っているというような NHK か何

かのアンケート報告がありました。今、非課税世帯に何人いらっしゃるのかなどもやっている

のですが、その中にそういう事業者の皆さんたちが入っているということもあるし、他事業に

ついては今後検討していきたいという意味で、私は臨時議会の招集をお願いする場合もあるか

もしれないとあいさつで申し上げました。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） それでは、セーフティーネットではございませんが、コロナ対策に一層専

念していただきまして、良きに計らっていただきたいと存じます。 

  次の質問に移ります。窓口サービスのネットワーク化推進をということです。以前、マイナ

ンバーサービスの交付の件で担当課長ともこの話をした経緯があるのですが、そのときにはま

だまだ費用対効果が得られないということも少し聞き及んでおります。ですが、国ではデジタ

ル庁を創設したり、オンライン化に加速しております。今は時代がそういったインターネット

中心にというのも語弊があるかと思いますが、インターネットがかなり進んできて当然のこと

になってきておりますので、時代の流れから言って、そういったことも必要ではないかと思い

ます。 

  また、三水庁舎を閉じまして不便を感じている町民も少なからずおられます。マイナンバー

カードの普及促進にも、郵便局やコンビニなどで戸籍等の窓口手続きができるように、オンラ

イン化を進めてみてはいかがと考えております。今なら国庫補助もあるようですし、インター

ネットインフラとして重要と捉えておりますけれども、まず町長に、現状に対しての見解をお
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願いします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） オンラインで住民票や諸証明を発行してもらうというサービスですが、こ

れは必ず、もうじきそういう時代が到来するだろうと思っています。 

  今まで三水庁舎でそのサービスをやっていて、８月 10日からそちらのサービスを打ち切らせ

ていただいております。今まであったものがなくなったということで、その意味では残念だと

思っている人も多かろうと思うのですが、コンビニに設置しても、コンビニまでは行っていた

だかないとならないということもございます。 

  窓口のサービスよりも福祉やいろいろなサービスを不公平のないように、地域や住んでいる

場所によって不公平がないような行政サービスを展開していくほうが重要だという思いもござ

います。 

  オンラインでそういうサービスをやるという時代で、確か最初の初期投資が幾つかの町村と

一緒にやれば、約 2,500 万円～2,600 万円だと聞いております。これは特別交付税の措置があ

ったりします。ただ、ランニングコストが年間 500 万円。これはずっと続きますよと。よその

町や村の状況を聞くと、コンビニで住民票などをもらいたいというのが 100 人もいることはほ

とんどないので、１枚５万円の住民票というあんばいになりまして、これは少し考えないとい

けない。 

  それよりも、先ほど申しました、自分で役場に電話なりをして、マイナンバーを持ってもら

わないと駄目ですが、自分の SNS とかそういうところから役場の担当のほうへ、私の住民票を

１枚送ってほしい、お金はここから振り落としてほしいという手続きが、もう間もなくできる

ようになってくると思います。ですから、私はそれをやっていったほうがよほどいいのではな

いかと思っております。 

  ちなみに、信濃町、小川村、私どもと、ほかにも周りに市町村がございますが、500 万円の

ランニングコストは厳しいというのが現状です。来年の令和４年度で希望の打ち切りというこ
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となので、そこまで関係町村と相談をしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） これもまた議会報モニターからのコメントですが、「三水庁舎を残すより、

EAST・WESTに出張所（無人でオーケー）があり、マイナンバーを利用して必要な公的書類等を

出力できる仕組みを整えてほしい。当方の地域から新庁舎まで距離が遠過ぎて時間のロスが大

きいので」とあります。 

  町長の答弁にもありましたが、北信地域においては私が調べたところ、長野市、飯山市、中

野市、山ノ内町の４市町だけがやっている状況でありました。やはりランニングコストが 500

万円という話になると、そこは少し現実的ではないと思うのですが、先ほども申し上げました

ように、これも一つのインフラ、社会資本と考えてもよろしいかと考えております。また構成

市町、長野広域でも結構ですし、そちらのほうでそれこそ峯村町長発議で進めていただければ

と思いますが、町長どうでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） みんなで話し合うことは、ご意見のとおりに進めていきたいと思います。 

 今年においては、坂城町の町長が長野広域の会議の中で提案をされました。しかし、そのとき

の他町村の反応を見ておりますと、全然それ以上の進展はなかったという状況ではありました。

いろいろ検討してみたいと思います。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） 先ほど町長の答弁に、住民課のほうのオンライン上の窓口で双方でのやり

とりができるようにシステムを整えたいとありましたが、それがかなうのはいつごろの予定で

おられますか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 国のデジタル庁が発足したのは９月１日でしたか。長野県にも既にデジタ
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ル担当の部局が発足して動いております。 

  私ども、地方の自治体も DXについてはこれから研究をして、どんどんその計画をいろいろ出

してくださいという状況になってございます。従って、そういうシステムがどういうふうにで

きてくるのか分かりませんが、私は今すぐここで来年の秋にはとか、再来年の春にはという情

報までは得ておりません。言い方はあれですが、近い将来にはそういう方向になると思います。 

○議長（大川憲明） 石川議員。 

○７番（石川信雄） 学校の Wi-Fi 環境もそうですが、世の中の流れで来ておることですので、

また町としても、乗り遅れることのないように対応していただきたいと存じます。 

  以上で私の質問を終わりとさせていただきます。 

○議長（大川憲明） 石川信雄議員、ご苦労さまでした。 

  以上で午前の日程が終了しました。これより休憩とし、再開は午後１時といたします。 

休憩 午前１１時１７分 

再開 午後 １時００分 

 

          ◇ 渡 邉 千賀雄 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問を続けます。 

発言順位４番、議席番号 12番、渡邉千賀雄議員を指名します。渡邉千賀雄議員。 

          〔12番 渡邉千賀雄 登壇〕 

○12番（渡邉千賀雄） 議席番号 12番、渡邉千賀雄です。質問通告により順次質問いたします。 

  最初に、過疎法対応で飯綱町ならではの対応を図ることはということでお伺いいたします。 

過疎地域持続的発展計画として、向こう５年間の計画が町から示されました。三水地域が対象

とされておりますが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第４条では、対策の目

標として、地域における創意工夫を尊重し推進しなければならないとされております。町とし

ても、ソフト事業にも使える最高のチャンスだと表明されておりました。そういった中でお伺

いたします。 
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  最初に、今後も町民からの提案や要望を募り、そして反映させることはどうかということで

お伺いたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答え申し上げます。過疎計画は今年の４月からスタートして、今議会に

原案を提出しているところです。この計画は、住民の皆さんの意見を十分に把握し、それを反

映するような形でやっていきましょうというのは議員のおっしゃるとおりです。そういう意味

では、住民の皆さんともろもろの話し合いをしていくのは全く異議のないことです。 

  逆に、この計画に挙げていないような事業をやりたいといったときには、計画に載っていま

せんという答弁が来てしまうわけです。従って、ありとあらゆるといいますか、考えられる施

策については、一見総花的ですけれども全部挙げてあります。住民の皆さんの意見で思い付く

ことは全て、恐らく今の計画の中に反映されているだろうと思います。 

  それにも増して、まだこういう計画があった、このようにやりたいということになれば、こ

れは県と協議をした上で決定していくことになりますので、県と改めて協議をして変更してい

くこともやぶさかではございません。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 確かパブリックコメントも行われてきたと思います。今後とも大いに要

望を募り、反映させていくことが大事だと思います。 

  そこで、提案をしながら考え方をお聞きしたいと思います。新型コロナ対策にもつなげるた

めに、１つは、飯綱病院支援策ともなりますが地域医療の充実。そして２つ目には、飲食業支

援を的確にするべきではないかと考えます。それについてお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 病院の支援をためらうつもりは全然ございません。一時、国で非常に存在

が厳しい病院の一つとしてリストアップをされたことは皆さんご存じのとおりだと思います。
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いったんコロナが発生しますと、飯綱病院でもコロナ対策でいろいろな力を貸してほしいと、

県からも強い要請が来ております。逆に、無くてはならない病院的な存在になってきておりま

す。 

  住民の皆さんにとって、市民病院や日赤とか、中野市の厚生連の病院とかいろいろあるでし

ょうけれども、地元にベッドが 150 床ある公立の病院があるという安心感というのは、私は非

常に何にも代え難い存在だと思います。 

  従って、これがきちんと存続していくためにきちんと支援はしていくのですけれども、過疎

対策の事業をうまく利用してということなると少し工夫をしなければなりません。旧牟礼村の

住民の皆さんも、三水地区の皆さんも病院に行っています。いちいち、あなたはこちら、あな

たはこちらではなく、全体のパーセンテージで考えることもできるという事例があるようです

ので、病院の施設整備等々、できる限りそういうものを使っていきたいと思っています。 

  もう一つは商店街です。これについても、今のところ県や国の交付金を 100 パーセント充当

してできるような事業がございますので、コロナ対策としてはそれを優先的に使っていきます。

この計画は５年 10 年で過疎からの脱却を目指す計画ですので、商店街の皆さんたちと、10 年

後の飯綱町のあるべき姿をしっかり考えて取り組んでいければと思っております。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 具合が悪くなったときに安心して病院にかかれるようにすることと併せ

て、安定的に病院機能の維持確保は重要であります。減収補塡をするなどして、医療関係者に

奮闘を願うところであります。 

  次に飲食業支援策でありますが、先ほども言われましたように、今年も飲食店応援チケット

発行事業が取り組まれております。昨年、飲食店応援チケット発行事業に取り組まれた結果が

行政報告書にありますが、先日の質疑の中で、精算額は使用率で 63.3％、６割だったというこ

とです。 

  今年も飲食店応援チケット発行事業に取り組まれているのですが、今、人の流れを抑えなが

ら、そして団体の会食や宴会が避けられているので、そういう状況のもとで人の数の過疎化を
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防ぐことも大事でありますが、同時に質の過疎化を防ぐことも大事です。地域の食と潤いを支

えてきた飲食店がやめ時を考えているという状況です。閉店や廃業に追い込まれないように、

昨年行われました持続化給付金や交付金のように支援することが緊急に重要と考えるのですが、

それについてお伺いいたします。 

  この点につきましては、先ほども触れられましたが食品衛生協会からも陳情書が出され、深

刻なことは町長もご存じだと思います。こういったことにも答えていくべきと思います。それ

についての考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 飲食業の支援ということで具体的に業種を指定されましたけれども、全て

の業種について、一定の地域だけを支援していくという考え方は全く持っておりません。やる

とすれば、飯綱町全体の何とかという業種を支援していこうという形で進めてきております。 

  一方では、議員のおっしゃるとおり、今、長野県は 12日まで、他県に行ったり、外食や飲酒

をなるべく控えてくださいという中で、3,000 円で 5,000 円のチケットを購入してくださいと

いうチラシを先日入れて販売を開始しました。この行動自体については、内部ではいささかタ

イミングがぐっと来ないなと。そういう意味では少し議論をいたしました。 

  しかしながら、県で指定されている自粛するエリアの中にも、コロナの陽性者がぐっと抑え

られた地域、具体的には山ノ内町などですが、そこら辺は指定の区域から外しましょうという

ことで、９月３日から外されております。もともと区域に入っていなかった飯綱町ですから、

いろいろな意味もあるけれども、注意して、しかも商店街の皆さんには飛沫防止の対策をしっ

かりやっていただくようなスタイルで、この販売をしていこうということでスタートしました。 

  63％とは言いますけれども、中には、皆さんが思い付くような食堂の皆さんについては 100％

を超えたり、もしくは 1,500 枚ぐらい販売したところもございます。従って、1,500 枚売ると

750 万円ですから、お店にしてはかなり効果があったのだろうと思います。お一人だけでやっ

ているような小さなところは、500 枚の割り当てのところが 300 枚で十分だったという人もい
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て、結果としては 63％でした。 

  年末に向かって、コロナの状況にもよりますけれども、これは支援をしていかなければなら

ないと思います。宿泊業も含めてでございます。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 支援をしていかなければならないと町長も言われるのですが、今年も行

われております飲食店等の支援策ですが、これは昨年の結果にもあるように、やはり人の流れ

を抑えたり、そして集まることをなるべく避けろという中で、なかなかこれでは効かない面も

あります。ですから、業種によっては死活問題です。 

  昨年の特別給付金や定額給付金を交付されたときには、本当に希望が持てた、光が見えたと

いったように喜ばれました。ですから、今年の場合も、一律にやっていることも大事ですが、

それと併せて構造的に、そして今、本当に緊急的に必要な業種に、昨年の実績と比べてどうな

のかということを根拠にしながら、給付金や交付金の形で出すことが非常に求められておりま

す。その辺をしっかり考えていただいて、決め時、使い時のある交付金、そしてまた支援金を

やることが大事だと思います。その考え方はどうでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 究極的な支援は、やはり最後は支援金を申し上げると。このチケットを何

枚売って、お客さんに何人来てもらえれば幾ら利益が上がるというものではなくて、給付金を

申し上げることが一番だとは思っております。その辺の出し方については、今の時点ではまだ

その皆さんにだけ給付金を出すという対策は決めていません。 

  先ほど申しましたとおり、今後のコロナの進み具合と規制によっては、そういうことも十分

考慮した上で検討したいと思います。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） ぜひ、そういう方向も考えていただいて、地域の業者がやめ時を考えて

いるというような状況にならずに続けてもらえるように、あげていただきたいと思います。 
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  次に、過疎法対応の一つとして、水道施設整備に対応しながら水の確保策を実施することは

どうかということで、これは過疎法の中にあると思うのですが、その辺についての考え方をお

伺いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） もしあれでしたら課長からも詳しく申し上げますけれども、私も大きく期

待したのはそこでございました。しかし、残念ながら上水道には過疎法の適用はいたしません

と、簡易水道ならよろしいということです。前にも申し上げた経験があるのですけれども、上

水道というのはとても立派にできた水道施設で、簡易水道というのは簡単にやったような水道

施設かとお考えになるのは全くの間違いでございまして、給水人口によってただ分けているだ

けです。 

  今の三水地区の給水人口だったら十分簡易水道で行けると私は思っていましたが、いよいよ

調べますと、県の認可は上水道になっております。だったら、今すぐ簡易水道に切り替えると

いうような調子のいいことは、残念ながら認められませんということでした。 

  従って、適用はできませんけれども、初日のあいさつや清水議員の質問にも詳細に答えたつ

もりでいますが、財源対策を違う形で取りながら、これは実施をしていかなければならない大

きな問題ですので、計画を立てた中で実施していきたいと思っています。これについては大き

な問題なので、単なる全協で報告を申し上げるというよりも、とても素晴らしいクリーンヒッ

トなことをやったのではなく、全町的な問題で、みんなでいい方向へ持っていこうということ

ですので、ぜひ何かの形で議会も参画をしていただいて進めていけたらと考えております。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） この過疎法対応事業は、非常に県との連絡が密に取れるような構造にな

っていると思います。ですから、池内副町長にも大いに練り上げてもらって、こういったこと

もできるように取り組んでいただきたいと思います。 

  次に、原材料支給事業を拡充して住民参加の地域づくりを図り、また町単事業、これは各地
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でいろいろと挙がっているわけですが、例えば芋川の斑尾川の改修工事等の早期着工・完成を

図ることについてはどうでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） これについては、建設でも原材料費をやったり、産業観光課でも同様のこ

とをやっておりますので、課長からも少し付け加えてもらいます。 

  これも残念ながら過疎債の恩恵を受けることができません。ちなみに簡単に申し上げますと、

では、原材料支給ではなくて町単で単独工事を発注して、過疎債の適用を受けられないかとい

うのも残念ながら駄目です。ただ、今まで国庫補助や、いろいろな県の補助でやってもらった

補助残や県の負担金、こういうものを率の悪い借金をして返済していたものが、今度は率のい

い過疎債を借りてもいいということになりました。 

従って、この間の９月の補正予算の提出の中にも、基金からの繰入金を２億 6,000 万円も減

らしているのを皆さんご存じだと思います。あれは、いろいろな事業に過疎債を充当すること

によって、現生の基金からの引き出しが要らなくなったということです。少なくとも、そうや

って浮いてくるお金が 2,000 万円、3,000 万円増えれば、それを町単事業の原材料費支給や、

そういうところへ充当していくということはこれから十分可能になると思います。 

  財政運営としてはそんなふうに考えておりますけれども、付け加えることがあったらお願い

します。 

○議長（大川憲明） 笠井建設水道課長。 

          〔建設水道課長 笠井順一 登壇〕 

○建設水道課長（笠井順一） お答えいたします。今、町長からお話のあった内容で、原材料に

ついては建設水道課と産業観光課で行っていますけれども、これにつきましては、県の補助金

である元気づくり支援金を使って施行している状態でございます。実際に町からの持ち出しに

つきましては、県の元気づくり支援金は３分の２補助金ということで県から頂いておりますの

で、その中で実施しているという内容になってございます。 
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  毎年 60 から 80 件ほどの申請が上がってきまして、課では内容を審査して、地域の皆さん参

加のもと、優先順位を決めて施工しているという内容でございます。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 時間もありますので次に行きます。知識文化施設として要望もあり取り

上げてきまして、また過疎法の対象事業として挙がっております図書館の充実を図ることはど

うかということで、改めてお聞きしたいと思います。簡潔にお願いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） ご質問の過疎法対応での図書館の充実をとのことですけれども、今般

の過疎地域持続的発展計画では、飯綱中学校図書館の一般開放に当たり、図書の充実と要配慮

者への利便性を考慮した既存施設の整備を計画しております。 

 なお、学校教育の現場では、GIGAスクール構想等で児童生徒１人１台端末が配布され、情報

化、デジタル化が進んでおり、また、図書についても電子書籍が主流となりつつあります。 

 そのような中、長野県ではこの４月に企画振興部に新設されました DX課が中心となり、市町

村と県による仮称 all 信州電子図書館共同構築研究ワーキンググループを起ち上げております。

最終的には、県立図書館を中心に全 77市町村の参加を目指して立ち上げております。他町村の

郷土史資料の閲覧、また、学校の GIGA スクール構想でそろえました端末からのアクセスなど、

さまざまなサービスの提供ができる構想となっております。 

  図書館から紙の本がなくなることはないとは思いますけれども、今後、急速に電子図書館の

普及が進みます。実際、このコロナ禍で電子図書館は１年で倍になっているそうです。このよ

うな動きも踏まえ、今後図書館の充実に当たっては慎重に検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 今後とも研究しながら取り組んでいただきたいと思います。 

  次に、盛土と土石流対策についてお伺いいたします。異常気象等により、いつどこででも発
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生するかもしれないと言われる自然災害ですが、「自然災害を完全に防ぐことは困難だが、人災

は防ぐことができる」と言われております。記憶にも新しい熱海市の土石流災害は、盛土が原

因とされております。 

そこでお伺いします。町内での盛土の規制、点検と、今後の対応策についてお伺いいたしま

す。 

○議長（大川憲明） 笠井建設水道課長。 

          〔建設水道課長 笠井順一 登壇〕 

○建設水道課長（笠井順一） お答えいたします。町内での盛土の規制、点検と、今後の対応策

でございますが、規制という部分につきましては、飯綱町の自然環境保全条例の中に、宅地の

造成、盛土、それから埋め立て等、形状の変わる開発については開発行為の申請を行うという

ような内容がございます。一応、その申請をもとに、住民の方の意見、それから地域の方の意

見を聞いて事務を進めていくようになっております。そちらで、規制とまではいきませんが、

確認できるという内容になってございます。 

  今後の点検等につきましては、一応令和元年度に、国による大規模盛土の有無を調査する第

一次スクリーニング調査というものが行われました。町内の該当箇所につきましては、その時

点で６か所ということでありましたが、令和２年度の第二次スクリーニング計画策定に入りま

して、現在は７か所程度該当になると思われる場所があります。国のガイドラインに基づいて

町内の現地調査を行ってございます。 

  今、議員のおっしゃるとおり近年の土砂災害等の内容を受けまして、町内にあるそういった

盛土の箇所につきましては長野建設事務所とともに目視による点検を実施し、調査結果の詳細

はこれから出てくるわけですけれども、今後、必要な場所につきましては国の補助等も活用し

ながら対応していきます。現在のところ、特に目視した時点では、湧水、はらみ等は見られな

いというような状態であります。 

○議長（大川憲明） 池内副町長。 

          〔副町長 池内武久 登壇〕 
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○副町長（池内武久） 若干補足の答弁をさせていただきます。今、笠井課長から説明がござい

ましたが、この８月に、既に飯綱町の７か所の大規模盛土地域について調査をさせていただい

ています。これは、先ほども話がありました静岡県での土石流災害をもとに、農水省、林野庁、

国交省、環境省、そういった関連省庁の連名で各県に通知がなされております。その中で、県

では建設部が窓口となって、建設事務所と市町村合同で、この８月 31日までに対象箇所の総点

検を行ったというものです。 

  課長から答弁がありましたように、今までの調査の中で、既に国で大規模盛土についての造

成地の把握がなされておりまして、それがカルテという形になっております。その中で、飯綱

町には７か所あるわけでございますが、福井団地はご存じのとおり団地の造成、黒川の原田地

区については圃場整備、それから日向地区についてはグラウンド整備という中で、過去に谷を

埋める谷埋め型として造成されてきました。それを今回の盛土の中で調査を行ったというもの

でございます。 

  今回の点検については、先ほど笠井課長からご説明しましたけれども、目視の点検の前に、

そもそもこの大規模盛土について、盛土に関する許可や届け出がなされていたかどうか。ある

いは、許可や届け出どおりに施工されていたかどうか。災害防止のための水抜き等の処置が取

られているか。そのようなことも含めて、現地の調査と併せて行っています。そういった中で、

飯綱町の大規模盛土については異常ないということで確認が取れている状況です。今後、国交

省で点検結果をまとめて 11月ごろには公表されると聞いております。もし今後何かあれば、そ

れぞれの造成に携わった関連部署と一緒になって対応を進めていきたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 危険性に関する町民からの情報等を集めて、所有者や住民への周知も併

せて進めていくべきだと思います。 

  次に、盛土工法による廃棄物処理施設等は認められないと思うのですが、そのことについて

お伺いします。現在、芋川地区に開発計画のある施設は、24万立方メートルを埋め立てる計画

で、最近、業者の経営陣が代わってきていることも明らかになっております。引き続き、こう
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いった廃棄物処理施設等には反対していくべきだと思います。見解をお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 芋川の最終処分場につきましては、もう歴史がございます。一部、地域の

住民の皆さんには土地を譲渡された方もいらっしゃるわけですけれども、大きな意味で、芋川

地区は反対をしておりますし、議会もその旨の反対の決定をしていただいております。私も、

飯綱町として最終処分場を必要とする状況にないと思っております。引き続き、これについて

は慎重に対応していきたいと思います。原則的には賛成はできない立場で行動していきたいと

思っております。 

  細かな点は住民環境課長から、中身について、県の基準等の話をお願いします。 

○議長（大川憲明） 藤沢住民環境課長。 

          〔住民環境課長 藤沢茂行 登壇〕 

○住民環境課長（藤沢茂行） 若干中身の説明をさせていただきます。議員ご指摘の日向におけ

る最終処分場の関係ですが、６月に議員さん方に概要の計画ということで中身のご説明を申し

上げました。先月、業者が来ましたけれども、今現在、特に大きな変更の申し出は出ておりま

せん。 

  また、県と協議をして地元に説明が必要だという判断がなされる場合には、こちらのほうも

地元に反対の水を守る会がございますので、そちらと協力しながら県のほうへ反対の意思をつ

なげて、行政としては極力協力をしていくという形でお願いしたいと思います。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） そういう計画の上に立って反対の方針で行っていただきたいと思います。 

  次に、町内各所で太陽光発電施設の設置が進められているのですが、これについての対応は

万全か、考え方をお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 
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○町長（峯村勝盛） 時間もありますので短めに答弁させていただきます。太陽光については自

然エネルギーを増やすという面もございますけれども、森であれば森林法、農地にやりたいの

であれば農地法、そして、飯綱町全体としては飯綱町自然環境保全条例に照らし合わせて、い

ろいろな意味で制約をさせてもらっています。今回、そこに飯綱町景観条例をプラスしまして、

そこでも太陽光について触れています。 

  今、申し上げた中では、一定の条件をクリアした場合には建設してはいけませんというとこ

ろまではいかない制約の世界でございます。従って、なるべくハードルを高くするような状況

をもって、何とか不適地だと思われる場所については遠慮をしていただくような方向に持って

いきたいと思っています。 

  進んだ条例を作っている前例が他県にあるようでございます。その辺も検討させてもらって、

もう少し厳しくできるものであれば厳しくさせていただきたいと思っています。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 設置地区の周辺の住民の皆さんとの合意なども大いに義務付けて進める

べきだと思います。その辺の対応についてもよろしくお願いいたします。 

  次に、補聴器購入補助制度についてお伺いいたします。この制度は難聴者の生きがいづくり

及び社会参加の促進を支援することを目的として制定されたと思います。そこでお伺いします。

補聴器購入補助制度は、今年導入を始めたので半年の新規事業です。利用状況はどうでしょう

か。 

  もう一点、併せてお伺いします。この補助制度の内容に、対象者の所得と年齢制限が含まれ

ています。現在、18歳以上、町民税非課税世帯に属する者とされておりますが、実施他町村で

は年齢や所得制限のない自治体もあります。身体的な弱点を補う施策でありますから、年齢制

限や所得制限をするべきではないと思うのですが、併せてお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） お答えします。まず、この制度の問い合わせについては３件ほど



 

- 136 - 

ございました。しかし、対象外であったため利用者は現在ゼロとなっております。 

  続きまして、対象者の所得制限と年齢制限を撤廃する考えはないかということです。所得制

限については各福祉の支援制度、例えば同じく始まりました高齢者世帯エアコン設置補助事業

などについても非課税世帯となっており、ほかの事業との整合性から、現在所得制限を撤廃す

ることは考えておりませんが、申請の状況を勘案して、所得対象の範囲を見直すことは検討し

てまいりたいと思います。 

  年齢制限につきましては、対象者が 18 歳以上となっておりますが、18 歳未満につきまして

は、以前からあります軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業により対応しております。年齢

につきましては、全住民が対象となっております。 

  また、この制度は新しく始まりましたもので、より利用していただけますよう制度について

周知してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員。 

○12番（渡邉千賀雄） 今、問い合わせが３件で利用状況はゼロという話であります。取り組ん

でから半年でありますが、関心のある割に利用率が少ないと思います。そういう点で考えると、

年齢制限もそうですが、課長が言われたように所得制限を撤廃しながら、難聴対策の趣旨をく

んでいただいて、大いに利用してもらえるような方向にしたほうがいいのではないかと思いま

す。せっかく作った制度ですから、大いに利用してもらえる取組を考えていくべきだと思いま

す。 

  この補聴器の補助制度は全国各地のいろいろな自治体で取り組まれております。その内容は、

年齢制限や所得制限がなかったり、現物支給を行っている自治体もあります。ですから、大い

に難聴者の立場に立って利用しやすい制度にすることを考えながら、ぜひ利用されるように望

みたいと思います。 

  このいい制度を、住みよく過ごしやすい環境づくりをしている町の姿勢を大いに宣伝してい

ただいて、難聴者にこの制度を利用してもらえるよう PRすることが大事だと思います。その辺

も含めて考え方をお伺いいたします。 
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○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答え申し上げます。どなたにも無制限で補助していきたいのはやまやま

ですけれども、今、課長から申し上げましたとおり、いろいろな助成制度については一定の所

得制限を設けさせてもらっています。これを今ここで撤廃しましょうというわけにはいかない

と私は考えています。 

  ただし、これからの時代に、格差がこのように広がってきていて、町がきちんとケアしてく

れるということを実感できるような支援をどういう形でやっていけばいいのか、ここら辺の考

え方は、一律に今までの踏襲ではなくて、そういうことも検討は進めていきたいと思っていま

す。段階別の所得制限を実施していくには、いろいろなものがあろうかと思います。立派なお

答えにはならなくて恐縮ですけれども、PRや、限度額を３分の２の３万円として抑えています

から、今の補聴器はもう少し値段が高いものを皆さん購入されているのではないかという情報

もございます。そこら辺も含めて検討したいと思います。 

○議長（大川憲明） 渡邉議員、時間になりますのでまとめてください。 

○12番（渡邉千賀雄） そういうことを大いに検討していただいて、使いやすい方向で取り組ん

でいただきたいと思います。そのことを申し上げて、以上で私の質問を終わります。 

○議長（大川憲明） 渡邉千賀雄議員、ご苦労さまでした。 

  暫時休憩に入ります。再開は２時でお願いします。 

休憩 午後 １時４０分 

再開 午後 ２時００分 

 

          ◇ 伊 藤 まゆみ 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問を続けます。 

発言順位５番、議席番号９番、伊藤まゆみ議員を指名します。伊藤まゆみ議員。 

          〔９番 伊藤まゆみ 登壇〕 
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○９番（伊藤まゆみ） 議席番号９番、伊藤まゆみです。私、今任期最後の一般質問をさせてい

ただきます。 

まず、生理の貧困への対応ということでお聞きしてまいります。今年３月神戸市の女性安齋

和穂さんがお一人で生理用品の無償配布を実施する会を立ち上げ、フェイスブックで発信をし

ました。日本共産党の前衆議院議員宮本たけしさんの「協力するので国に声を届けませんか」

の連絡により、全国に呼び掛ける運動につながり、５月 14日の新聞赤旗の報道によって全国的

に大きな反響を呼び、各地で実現に向けての運動が広がり実現された自治体が生まれてきてい

ます。 

飯綱町の生理用品の配布についての状況をどう把握しておられるか、町内の状況と学校の状

況の両方をお聞かせください。 

○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） お答えします。保健福祉課として町内の状況については把握して

いません。また、役場内で配布はしておりません。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） それでは教育委員会からは、義務教育に関わります児童生徒の状況に

ついてお答えを申し上げます。町内の小中学校では養護教諭を中心に相談や状況把握に当たっ

ておりますが、今のところ日常の様子から困っているような児童生徒は見受けられず、実際の

相談もないと報告を受けております。心配されます父子家庭などでも、祖母の協力のもと行事

等で出掛ける場合にはきちんと持参できているとのことです。 

  なお国では、生理の貧困にかかる地方公共団体の取組の状況調査を実施し、結果を公表して

おります。長野県内でも小中学校の保健室等で生理用品の配布をしている事例等も把握してお

ります。 

  町内の学校には困っている状況が見受けられた場合には、教育委員会に報告するよう指示も
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しています。いずれにしましても、状況の把握に努めまして、困っている家庭には何らかの支

援が行えるよう体制をとってまいりたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 

○９番（伊藤まゆみ） 日本の社会の中では、生理は恥ずかしいことという誤った認識が定着し

ていると思われます。本当の意味でのジェンダー平等を実現するためにも、女性の生理の問題

の解決は非常に重要なことだと思われます。SDGsの目標の５つの中に掲げられているジェンダ

ー平等。生理用品が購入できないということは、生活全般が困窮していると言えますし、なか

なかここで声を上げるということは難しいことではないかと思います。 

  先ほど申し上げました安齋和穂さんが求めていることは、１、全国自治体窓口において生理

用品の無償配布を行うこと。２、全国の公共施設に無償で使える生理用品を配布すること。３、

全国の公立の小中高校それに準ずる教育施設に返却不要な無償で自由に使える生理用品を配置

すること。４として現在生理用品全般に課せられている消費税を撤廃することを求めて、国へ

出すための署名を今行っているということです。 

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中で、先ほども何人もの議員からやはり収入減

が顕著であり、店を畳まなくてはならないような状況も生まれてきているという報告もされて

います。宿泊業が回らないということで、農家においてもお米の消費が大幅に落ちているとい

う中で、今年の新米の価格が暴落するのではないかという懸念が広がっています。 

今のところ、顕著に生理の貧困が見えてはいないということですが、調査によると一生のう

ちで女性が生理用品に支出するお金が 60万円あるといわれています。女性だからといってそれ

だけの負担があると、ジェンダー平等という観点に立ったときに、みんなで負担をしながら支

援をしていく社会が広がっていくことが大変重要ではないかと考えています。 

韓国では 2016年から低所得者層の女性へ生理用品の配布が始まっている。スコットランドの

議会では、生理用品の無償提供する法案を全会一致で成立をさせている。イギリスでも、今年

１月から生理用品への付加価値税が撤廃されたというような状況が国際的にも生まれてきてい

ます。 
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日本でも、特に大掛かりに始まっているのが奈良県の大和郡山市です。ここでは、女性の４

分の１に生理用品が行きわたるために必要な補正予算が可決されて、無償配布が行われていま

す。これは新日本婦人の会や党の議員の申し入れもありましたが、市の職員がしっかりと動い

て実現できたということです。 

人権を守っていく立場に立った取組が大変に必要ではないか、たぶん今までここの分野につ

いては日も当たらない、目も当たらないという状況であったと思いますが、この点についてど

のようにお考えかお聞かせください。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答えを申し上げます。今、教育委員会から学校については、少なくとも

義務教育の世界においては、まだ具体的な事例がないというようなことでした。けれども、昨

日かおととい、須坂市の窓口でカードを指させば配布をしてくれるような記事も載っていまし

た。 

  金額的にはそれほど大した額ではないと思っておりますが、どのようなところでどうやって

配布をしていけばいいのかも含めて、内部的にあまり深く検討した経過もありませんので検討

してみて、対応していきたいと思っております。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 

○９番（伊藤まゆみ） 目隠し的にかわいい巾着袋へ入れて、用意をしておいたものを持って行

っていただくというような形で配布をしている自治体もあるとお聞きしています。 

学校においては、お手洗いにそういうものが常備されているというようなことでありますし、

町の公共的な施設の中でも誰でも必要な人は持っていけるような状況が整えられつつあるとお

聞きしています。これからの子育て世帯も、大変厳しい状況にあります。自分自身にかけるお

金は子どもたちにかけたいと思っている保護者の方も多いわけで、ぜひともその点を含んだ踏

み込んだ対応をしていただきたいと思います。 

次に、後期高齢者医療の保険料の軽減の検討状況についてお聞きしてまいります。令和元年
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９月定例会で私が質問した後期高齢者医療の保険料の軽減について、町長は 10年で平等割りが

5,000 円上がった、支援を始めれば途中でやめるわけにはいかない、支援はしたいが簡単には

返事ができない、支援の仕方にもよるが内部的に検討したいと答弁をされました。平常時では

ないコロナ禍の今だからこそ、私は支援が必要であると考えますが、どのような検討がされた

のでしょうかお聞かせください。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 実質的には、厳しいということを前もって申し上げたいと思います。どの

ような検討をしたかということですが、一番は 5,000 円上がった分のご負担をしてあげれば、

お金は一体どのぐらいかかるのかという検討でも私は十分だと思います。 

対象者が令和３年で 2,300 人ほどいます。5,000 円を負担してあげると年間 1,160 万。団塊

の世代がどんどん 75歳に向かっていく。令和６年には 3,060人が後期高齢者となり、支給額が

1,500 万を超える金額がこれからずっと。ここでやめたというわけにはいかないで、出ていく

ことについて苦しいのは非常によく分かって、おっしゃるとおりですが、どれを優先してどれ

をやめていくか、その辺も含めて検討しなければならないと思っています。財政的に厳しい数

字が出ているというのが、検討した結果です。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 

○９番（伊藤まゆみ） ずっと続けていただければ何よりなわけですが、コロナという今、平時

ではないという状況のもとで考えていただきたいと思います。 

もう一つは、現役並みの所得のある方の医療費、１割負担から２割へというような動きが出

てきている状況で、マスターズ世代の皆さんはやはり自分の先々を大変不安に思って暮らして

いる現状があること。そして町長は常々、弱い立場の方々への支援を口にしてこられ、具体的

に施策も打ってこられました。私はその点は高く評価もいたしますし、とても素晴らしいこと

だと思っています。そういう意味で支援の仕方は幾つか考えられるのではないかと、一律的に

全ての方にということでなくてもよいのではないかと私は思っています。コロナ禍の今、スピ
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ード感を持って動くということも大変大事であると思います。この点については、何かお考え

おありでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 後期高齢者についてのご質問ですが、町は主体でやっております国民保健

事業、世帯主医療の給付などいろいろな事業に取り組んでおりますけれども、一つの事業と考

えるのも大事ですが、コロナの対策の緊急性も加味してということになれば、私が先ほど言っ

たのは、コロナ対策として少なくとも非課税世帯の支援というものを検討していると、そんな

ようなことで考えております。 

基本的には、医療制度を皆保険で維持していくという人気取りの支援というのは厳しいと。

それよりもどうやってこの保険制度を維持していくのか、その辺をやはり考えた上で対応して

いきたいと。そういう意味では、国がしっかりしていただきたいといつも思っております。 

いずれにしても、精いっぱい支援をしてもらっているということが具現化するような事業を

展開していきたいと思っています。もうしばらく検討させていただきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 

○９番（伊藤まゆみ） 本当に、国がしっかりしていただくことが第一義的に大事なことであり

まして、これから遅くとも 11 月の終わりまでには確実に衆議院議員選挙があるわけですので、

その辺のところもしっかり見ながら、やはり多くの方々に選挙に行っていただいて、しっかり

と国の方向性というものも道筋を付けていっていただきたいと思っています。 

  次に、18歳以上の学生への支援についてお聞きしてまいります。先ほども申し上げたとおり、

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中で学生の生活が大変厳しくなっています。民主

青年同盟が全国的に月に１回から２回程度行っている学生への食料支援には、毎回多くの学生

が詰めかけています。これは地元の農家や住民の支援に支えられて実施されているわけですが、

長期にわたって困難を抱え、学ぶために頑張っている学生たちへの支援が今こそ必要であると

考えます。 
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  令和２年６月の私の質問に、町も気にしているということを形にして積極的に考えたいとの

答弁がありましたけれども、今年の予算にもそのようなものはありませんでしたし、どのよう

に検討をされたのかをお聞かせください。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 18歳以上の専門学校生も含めた学生についてですが、近隣の市町村のケー

スも調査をいたしました。希望者に食料の詰め合わせ品を送ってあげたり、また東京都は一定

の場所に集まって来た人たちに、食料品を直接配布するというような例がありました。長野県

内でも、大町市などがいろいろやっております。 

農産物の豊富な飯綱町として、どう取り組むかいろいろ検討しました。お米のある人のとこ

ろへお米を送ってどうするのとか、りんごがある人にりんご送ってもというようところから、

現金給付も検討しました。問題は、対象者をどう把握するかが一つの課題になりました。住民

票には、大学生というような表示はありません。ましてや、どこどこの大学へ行っているとい

う表示もありません。したがって、大学生へそういうことをお知らせするのは、町のホームペ

ージとか、学校へ子どもを送り出している地元の親御さんに調査、PRをして周知をしていく方

法をとるしかないと検討していた中で、学生も困っているだろうけれども一番はお金を送って

あげている親のほうが困っているのではないかというご意見も出たりして、結果、具体的に手

当がなされず今日まで来ているということです。 

本当に学生さんが困って、今まで２万円なり３万円なりのバイト料で何とかやってきたのだ

ったらぜひ町の奨学金を。４年間借りてもらわなくていいんです。１年間だけ奨学金を毎月２

万円ずつ借りてやっていくかと。コロナが終わったらそれはやめて、卒業した後はマックスで

月１万円だけ返せばいいという制度に現在なっているし、そういうことも PR する中で対応して

いきたいと思っております。 

具体的に実際にやろうといったときには、大学生だけ対象で浪人している子どものところは

全然対象にならないのか、願わくは欲しい人はここへ来て持っていってくださいというような
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スタイルが一番いいのかと思ったりしています。 

  県が今回の９月の補正に、学生に対する食料支援援助みたいなことで 2,200 万円ほど予算計

上しておりますので、県のやり方等についても少し参考にさせていただいていきたいと思って

おります。学生さんは去年、国からの支援もあったことも併せて申し上げたいと思います。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 

○９番（伊藤まゆみ） 検討はしていただいたということですが、具体化ははっきり言って何も

ないということであると思います。スピードが何より重要な取組であると思います。逡巡して

いる間にどんどん時間は流れ、学びたくても学べないような状況が生み出されてくるというこ

とが大変大きく危惧されているところです。とにかく何か動いていただきたいと思います。町

としてやる思いがあるならば、動いていただく、そこから見えてくるものが必ずあると思うん

です。何もやらずに机上でただただ計画を、早く言えば時間を無為に過ごすことがないように、

学生も、たぶん親も、今この状況をどう切り抜けようかと必死で日々生活をされていると思い

ます。 

町に何ができるのか。私は、声を上げれば町民のご協力も得られると思います。そういうと

ころも信じていただいて、ぜひとも早く動いていただきたいと思いますが、町長その点はいか

がですか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 私は気の早いほうで、結構スピード感があると思ってはいます。やり方が

ぐっとくる方向が見えなかったというので二の足を踏んでおりますけれども、ご意見を尊重し

て、どんな形でも希望を取って、例えば町のホームページに掲載して、学生だということが証

明される書類があれば、町が用意できるのは米と何と何ですけれども、希望があれば申し込ん

でいただきたいということで。見忘れた人もいれば見た人もいるかもしれませんけれども、動

くということになればそんなことも含めて検討していきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 
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○９番（伊藤まゆみ） わりと若い方たちは、いいニュースをキャッチすると、それを拡散して

皆で分け合うというような技術も持っていますので、動き出せば一つの形は見えてくるのでは

ないかと思いますので、取組に期待をさせていただきたいと思います。 

  次に、飯綱東高原の道路の安全の確保についてお聞きをしてまいります。この間、上村へ続

く道路に関しては、同僚の議員からもさまざまな点で質問があったり提案がなされたりという

ことがありました。 

今回、気象変動といいますか温暖化の影響も多くあると思うんですが、上村へ続く道路が少

し前よりも大変深い霧に覆われていて、その度合が増えているということで、観光客の方を含

め地元の住民から、特に夜はゆっくり走ってもとても怖い、移動することができないくらい深

いときもあるということで、安全確保のための対応が早急に必要ではないかという声が寄せら

れました。この間何人かの議員や、直接町へもお話をされたというようなこともお聞きはして

いますが、予算がないというようなことで何も手だてが取られていないと。 

ガードレールがあるところは、それを目当てに行けばいいんですけれども、片一方が側溝な

ので、できれば白線を引いていただきたいというのがご要望です。ライトを下に向けて白線を

目安に上がっていくと、地元の方はある程度地形が頭に入っていますけれども、それでも深い

霧のときは本当に怖いです。 

私の住んでいるところも、深い霧に覆われるときが何度かあります。昼間でも怖い状況の中

で、夜会議があって帰宅するときには、大変に怖い思いをしてぐったりしてうちに帰る。何も

なければいいけれども、何かあったらどうしようという不安の中で過ごしているというような

お声でした。 

安心安全、住み続けられるまちづくりということで、私も町長も職員の皆さんも頑張ってき

た中で、道路の安全確保一つできないのかというご指摘を受けたわけですが、この点について

町長お考えお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 
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○町長（峯村勝盛） 私も飯綱東高原には３年間通わせていただきましたので、濃霧の中という

のはよく承知しております。逆に冬期間は濃霧はほとんどないんですけれども、ただ雪で滑り

やすいような場所がありまして、大変危ないと思うことは時々ありました。 

  道路の改良にはものすごくお金もかかりますけれども、議員ご希望、ご指摘のセンターライ

ン、またはガードレールの頭に黄色い表示するようなものがあります。安全対策ということに

おいては、町も積極的に取り組めると思いますので、担当課と話しをして進めていきたいと思

います。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 

○９番（伊藤まゆみ） このお話を受けてからもそうですけれども、私も週に一遍は東高原へ上

がっておりますので、そういうときに白線の状況等々の確認をさせていただいたりしながら動

くこともあります。天狗の館の周りは観光客も多いですので整備が行き届いているといいます

か、割といいかと思いますが、それでもまだかすれているところ、そこへ続く夏川から上村へ

抜けていくところなどは、本当に全く見えなくなってしまっているところもあります。 

一度に全てというのは大変だと思いますので、特に早くやっていただきたいところを地元と

確認をしていただいて、早急に手を付けていただきたいと思いますが、その点いかがでしょう。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） ご意見を尊重したいと思います。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 

○９番（伊藤まゆみ） この安全確保は、全町的にやはり大事な点になってくると思います。今、

車の性能も良くなりスピードも出るという状況で、パトロール等々も日々職員の方々にやって

いただいております。そういうところでも確認をしていただいて、計画的に白線を引く、セン

ターラインを引くというような整備をしていっていただきたいと思います。 

なかなか全町的に見てもここやってくれたというところがあまり目に付かないのが現状なの

で、ぜひとも順次広げていっていただいて、この町へ入ったら本当に安心して走れるような道
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路の状況をつくっていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 繰り返しになりますけれども、ご意見を尊重して進めていきたいと思いま

す。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員。 

○９番（伊藤まゆみ） 40分という中で、大変走って質問をさせていただきました。この間私も

町長とはだいぶ議論をさせていただいて、議員にさせていただいてからは一回も休まず一般質

問を取り組ませていただきました。本当に職員の方々にも支えていただきましたし、町民の皆

さんのお声もお聞きする中で実現のために私たち党議員２人おりますので、手分けをしながら

取り組ませていただきました。 

一般質問の反省会の席上で、伊藤議員の質問は偏っていると言われた課長がおられるという

ことをお聞きしましたが、私たち議員ははっきり言って素人であります。プロの課長にかなう

ような質問は、なかなかできません。けれども、町民の声の反映として前向きに捉えていただ

いて、より良いまちづくりのためにこれから頑張っていく職員の皆さんのお手伝いをさせてい

ただければと思っています。 

これで私、今任期最後の一般質問終わらせていただきます。 

○議長（大川憲明） 伊藤議員、ご苦労さまでした。 

 

     ◎散会の宣告 

○議長（大川憲明） 以上を持ちまして、本日の日程は全て終了しました。 

お諮りいたします。 

明日９月７日の一般質問は、議事の都合により会議規則第９条第２項の規定により、１時間

繰り上げて午前９時より開くことにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 



 

- 148 - 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、７日の一般質問は午前９時に繰り上げて開くことに決定

しました。 

  本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時３３分 
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開議 午前 ９時００分 

 

     ◎開議の宣告 

○議長（大川憲明） 皆さん、おはようございます。傍聴者の皆さま、おいでいただきまして、

ありがとうございます。 

  本日は、会議規則第９条第２項の規定により、会議時間を１時間繰り上げて行います。 

これより、令和３年９月飯綱町議会定例会を再開します。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

 

     ◎一般質問 

○議長（大川憲明） 日程第１、一般質問に入ります。 

質問の順序等につきましては、お手元に配付の一覧表のとおりであります。 

一問一答方式による活発な分かりやすい質疑、答弁を期待しております。 

なお、質問事項はあらかじめ通知されておりますので、簡潔に発言されるようご協力をお願

いしたいと思います。 

 

          ◇ 瀧 野 良 枝 

○議長（大川憲明） 発言順位６番、議席番号５番、瀧野良枝議員を指名します。瀧野良枝議員。 

          〔５番 瀧野良枝 登壇〕 

○５番（瀧野良枝） ５番、瀧野良枝です。通告のとおり質問してまいります。多くの項目にわ

たり質問したいと思っておりますので、簡潔なご回答にご協力願います。 

地方創生推進交付金事業についてお伺いいたします。この事業は、総合戦略に位置付けられ

ていることが必須であり、当町においては、飯綱町まち・ひと・しごと創生総合戦略を平成 27

年から令和元年度の５年間で計画をされております。そして現在、令和２年から３年度までの

２年間を時点修正により延長しているところでございます。 
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この総合戦略の基本目標となりますのが、「地域への愛と誇りを感じられる飯綱町らしさの確

立」「地域の未来を担う人づくり」「資源を活かした力強い地域産業の構築」「誰もが憧れる『ふ

るさと』の創造」「『共動』による持続可能な町づくり」となっており、この中でも「地域への

愛と誇りを感じられる飯綱町らしさの確立」という目標が、特に町として重点目標にした点で

あると当時の小澤副町長からもお伺いいたしました。 

この総合戦略は、当時の石破地方創生担当大臣からも、手作りで内容の充実した素晴らしい

計画を立案した飯綱町の取組には心が動かされたと、名指しをされるほどの評価を得たという

ことでありますので、その目指す方向性、また手法が認められたと思っております。 

一方で住民の皆さんにお聞きしますと、地方創生交付金のイメージとして箱物が増えたが、

今後の維持管理費などに不安があるとか、コンサルタント会社に委託した事業が多いと聞くが、

地域の実情にしっかり合っているのか心配だとおっしゃる方もいまだにいらっしゃいます。 

そこで、地方創生推進交付金事業における国のガイドラインに沿って、それぞれの事業の実

施状況について改めて住民の皆さんにお知らせし、納得感を持って共に真の地方創生を推進す

べく質問をしてまいります。 

ガイドラインでは、重要視する先導性要素というものが６点示されております。１つ目が自

立性、交付金に頼らずに事業として自走していくことが可能となることを前提としています。

２つ目が官民協働。３つ目が地域間連携による広域的なメリットの発揮。４つ目が政策間連携。

５つ目が事業推進主体の形成。６つ目が地方創生人材の確保・育成とされています。 

それでは事業の PDCA、計画・実行・評価・改善の段階ごとの工夫点、留意点から各事業につ

いてお伺いしてまいります。 

事業の実施、継続の観点で事業主体間の緊密なコミュニケーション、小まめな進捗と質の管

理、安定した人材の確保、地域の理解醸成を促す情報提供、地域主体のさらなる参加促進、ま

た、事業の評価、改善の観点から、外部組織による多角的検証、KPI 未達成の要因分析、課題

の把握、事業改善・見直し方針の明確化、事業実績の報告、次年度事業計画への反映という点

からお伺いしてまいります。 
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初めに、町長に地方創生推進交付金事業がもたらした効果並びに今後期待される効果につい

て、最初に申し上げました住民の方からの意見への考えも含めまして、総括としてどのように

捉えていらっしゃるかお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答え申し上げます。地方創生事業は、今でも忘れはしません。平成 27年

７月１日に総務省から小澤さんを迎えて、９月までに手作りの総合戦略を立て、そして事業の

着手に入ったわけでございます。 

それは、一つは農業振興をどうしていくかということと、もう一つは日程的にある程度決ま

っていたというか、統合により閉鎖された学校の跡地利用をどうやっていくか。そして、100

年以上その学校に親しんできた地域の活性化を併せてどう図っていくかが大きな課題として思

っていました。 

その中で、当時の飯綱町の財政力で行きますと、とても何億もつぎ込むほどの自主財源はご

ざいませんでした。そんな中で提示されたのが地方創生の事業で、国で半分補助金を見てくれ

る。そしてソフト事業と呼ばれる事業に対しても補助の対象となって、なおかつその補助の半

分については特別交付税で少し面倒を見てくれるという。特別豪雪地帯でも過疎地域でもない、

とても財政的には厳しい飯綱町にとってありがたい事業で、これを活用するのが一番だという

ことでスタートしました。 

住民の皆さんにおいては、箱物だけということを私も聞きました。しかし、考えていただけ

れば、もともとあった学校を使わないで壊して更地にすればいいと、そういうのが各地にあり

ますけれども、そういう選択が良かったのか。 

また、三水の深沢の旧公民館では、ある人から「町長、通りから見ていて寂しいから障子く

らいは張り替えてくれないか」という電話をいただきました。旧三水の５期も６期もやられた

村会議員さんでした。 

そんなことから、新しくどんどん建物を建てたというつもりは、全くございません。今まで
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の建物をどう活用して、それをどう地域の活性化に結び付けるかという目的で実施をしてきま

した。それに対する評価は住民の皆さんから受けたいと思います。これからの施設の活動とい

いますか、学校や保育園はなくなったけれども、こんなに違った人たちが増えてきて、おかげ

で息子や娘もこっちへ帰ってくるようになったとなれば、良かったと評価をしていただけるの

ではないかと思っています。その点については、これからどう工夫をして、皆さんの意見を組

み入れていくかが大きな勝負だと思っています。 

いずれにしても、手を付けて実施をしたことについては、それなりに評価をいただいてもい

いのではないかと思っております。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） それでは、各事業についてお伺いしてまいります。 

先ほども農業振興というテーマが出ましたが、まず世界に誇る力強い産業形成事業です。KPI、

重要業績評価指標といいますが、KPI を農業所得や耕作放棄地率などに設定しております。行

政報告書によりますと、特に所得向上に向けた高付加価値化、生産性向上、加工品開発をさら

に強化、地産地消の「消」の字を商業の「商」として、地域産物を地域一帯で商品化、販売を

推進する地域商社機能を確立していくとありました。 

そこで、三本松農産物直売所の建設並びに町内直売所の経営統合につきまして、まず事業実

施、継続段階における取組についてお伺いします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。まず、地方創生推進交付金事業につきまし

ては、外部による効果検証として、大学生、高校生を含む若者、女性、産業界、学術機関、金

融機関、労働団体、言論界等で構成します総合戦略会議や議会等により、多角的に効果検証を

実施し、その検証評価に基づき事業の見直し、改善及び今後の事業展開への反映を行っており、

ガイドラインに示されました PDCAサイクルにより事業の立案から実行、進捗状況までを実施し

ているものでございます。 
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三本松農産物直売所の建設、設置に当たっては、農業者や事業者など農産業関係者で構成す

る飯綱町６次産業化推進協議会による提言に基づきまして、地方創生推進交付金を活用して建

設、設置したものでございます。本事業は施設の建設ありきで進めてきたものではなく、総合

戦略や６次産業化推進協議会で目標設定された農業所得の向上に向けた施策の一つであり、関

係者間のコミュニケーションのもとに、計画、実行、管理がなされており、総合戦略会議や議

会等での状況報告や検証を定期的に実施する中で事業全体の改善見直し等も含め、方針の明確

化や今後の事業展開を進めているものでございます。 

また、新直売施設については、６次産業化の推進運営事業体と位置付ける飯綱町ふるさと振

興公社が指定管理者として運営を担っていますが、現在は同社内において経営戦略会議を設置

し、運営について計画、実行、評価等を行い、課題抽出や今後の経営展開への反映を進めてい

るほか、地域活性化起業人等の制度を活用した外部人材の登用により、運営に必要な人材確保、

育成にも取り組んでいます。 

なお、今後は生産者、出荷農家等も経営戦略会議に参画いただくなど、地域住民や事業者等

との利害関係者が、施設の運営や事業推進に参画する仕組みを作り、本事業の目的である農家

所得の向上に向け地域主体の参画による PDCAサイクルのもとで、事業の取り組み強化や施設運

営の改善等を進めていきたいと考えています。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） ただ今、実施継続段階における取組についてお伺いしましたが、評価改善

に関しての項目もお話しいただきましたので次に進みます。 

指定管理者であるふるさと振興公社から報告の際に、経営統合したことにより各直売所間の

商品が行き来することによって品ぞろえが豊富になるということは、買い物客にとってはメリ

ットがあると思います。 

逆に、今までは自宅近くの直売所の支え手として商品棚を空けないように頑張って農産物を

納品してきた農家さんが、自分が出さなくてもほかから来るからと、直売所への関わり幅が少

なくなってしまうという可能性については、町長はどのようにお考えでしょうか。 
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○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 少ないお客さんを取り合うという考え方になるとそうなるのですが、私は

３つの直売所で 10億円を目標にして、現実的に約３億円は実績が出てきました。ですから、今

年は５億円だということで今、一生懸命手を打っています。農家のための直売所でもあり、消

費者のための直売所であれば、あの直売所へ行けばいろいろな新鮮なものがいつもたくさんあ

るというイメージでないとお客さまに飽きられてしまうということで展開をしています。農家

がそう思うのであれば、いくら私が持って行っても引き取るなんてないね、おかげで全部売れ

ているねとなれば、私は農家さんが今日 50持っていったのを明日 100持っていこうとなってほ

しいし、そういう PRをしていきたいと思っています。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 次に、レストラン日和について事業実施、継続段階における取組並びに建

設から休業を経て現在の経営状況に至っての事業の評価、改善について併せてお伺いします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。農家レストラン日和についても、新直売施

設の建設過程同様、６次産業化推進協議会での協議、提言、女性農業者や加工グループ等の話

し合いに基づき施設の設置運営を進めてきたものです。 

日和について、当初は三水農産物直売加工施設組合により運営を開始しましたが、思うよう

に売り上げを伸ばせなかったこともあり、直売施設の経営統合に合わせて、現在は飯綱町ふる

さと振興公社が運営を担っていることは、ご承知のとおりでございます。 

農家レストラン日和は、町の食文化の継承、発展と地場産食材の活用、付加価値化の拠点づ

くりを目的に設置しましたが、現状はその目的とはやや離れた運営状況になっているという声

や評価がありますから、直売所でお答えしました経営戦略会議の中においてしっかりと検証を

進めていきながら、今後の事業展開を含めて運営方針や運営体制について PDCA サイクルの中で
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しっかりと見直し、改善を図っていきたいと考えています。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 今お話にも出ましたが、当初の目的である飯綱町の食文化の継承、発展、

食文化の発信拠点の役割を果たしているかという点に関して、現状は少し離れているという評

価も得ているとお話がありました。この点について町長の考えをお伺いします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 短く申し上げます。私も若干離れている印象を持っています。地域の皆さ

ん何名かで、「食ごよみ」ということで田植えが終わった後は、あぜでワラビやゼンマイを煮た

ものとおむすびを食べるなどの昔からの季節ごとの食文化と、三水米を中心にしたおいしい米

を PRして、昔の料理みたいなものを目指していったらいいのではないかと。肉やカレーではさ

かえやさんに勝負できないと思っていました。 

よこ亭も造った当初は、やはり議会で、車も来ないようなところにそば屋を造ってどうする

のか。戸隠にはもっといいそば屋があるのに、まして料理人もいないのに誰がそばを打つのか

ということでした。しかし、いろんな工夫をし、時間がたって PRしたりすることで、今は年間

5,000 万円を売り上げる、戸隠にもざらにないぐらいのそば屋になりました。恐らく日和も必

ずそういう日が来ると、しかし本質を失ってはいけないだろうと強く思っています。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 最後に KPI の達成状況についてですが、農業所得と耕作放棄地率の達成見

込みについてはいかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。世界に誇る力強い産業形成事業の主要 KPI

である農業所得と耕作放棄地率については、目標数値の達成は難しい状況にあります。 

農業所得については、２億 2,000 万円を４億 4,000 万円の目標ですが、令和２年時点では１
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億円となっており、農業者の高齢化、人手不足等による経営規模の縮小、生産量の減少等が農

業収入減少の要因の一つと考えられます。一方で、農業収入額は平成 30年以降微増傾向にあり

ますので、所得額の大きな減少は経費増がその一つの要因と考えられます。現総合戦略期間内

での目標達成は極めて厳しい状況ですが、収入自体が微増傾向にあることは、これまでの取組

の成果と捉えることができる明るい材料でもあります。 

耕作放棄地率については、10.76％を７％の目標ですけれども、令和２年度時点では 9.43%で、

平成 30年までは減少傾向にありましたが、令和元年度から微増傾向になっています。この要因

は、農地面積の見直しによる農地面積全体の減少、分母の減少や遊休農地調査の正確性向上等

が大きな要因ですが、遊休農地面積そのものも微増傾向に転じています。やはり農業者の高齢

化、人手不足により担い手等への集積が耕作放棄のスピードに追い付かない状況にあるものと

思われます。 

したがって、本事業が目指す農業所得向上に向けては、引き続き多角的に事業を展開してい

く必要があるわけですが、特に担い手不足や生産基盤の強化が大きな課題として顕在化してい

ますので、今後は引き続き担い手の確保、育成施策、６次産業化等の取組強化を図っていくと

ともに、生産振興支援や労働力確保、省力化といった生産基盤そのものに対する支援施策や経

費削減の取組など、生産振興施策をこれまで以上に強力に進めていくことによって、収入、所

得の安定化と増加を目指したいと考えています。 

なお、本事業は昨年度で一つの区切りを迎えましたが、これまでの成果と課題を踏まえ目標

達成に向けて、新しい事業展開、施策も取り入れながら総合的に農産業振興を進めていくこと

が重要になると考えております。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） また、町では６次産業化加工品開発などに力を入れていますが、一番重要

なのは何をどこに売るかという出口をしっかり意識した商品開発ではないかと思います。販路

についての具体策をお伺いします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 
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          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。農産物の販路ですが、今の直売施設、各産

業交流のある都市等への販売、インターネットを使った ECサイト「みつどんマルシェ」等を使

いながら販売促進をしてまいりたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 今、加工品等に関する販路はどこに見いだすかという質問で、ECサイト「み

つどんマルシェ」などの話が出ましたけれども、例えば加工品をそこで販売したとして、りん

ごが出ている時季以外にそこを見に行く方がいるかというと少ないのではないかと思います。

１年中飯綱町が注目されるような仕掛けも必要ではないかと思いますが、町長はこの点をどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） まさに、加工品のいいところは年間を通して販売ができる体制にあること

だと思っています。ただ、世の中そこら中にりんごジュースだらけ漬物だらけという中で、ど

う特色のあるものをやっていくかは非常に大きな問題です。 

新しくスタートした三本松の直売所は、製品になる一つ手前の加工品を、サンクゼールなり

ほかの工場へ販売するというような加工品の販路もあると思います。個々の人が作ってくれた

販路については、それぞれの人の努力と、イベント等を通じて町の PRをしていくのが今の時点

としては考えられる作戦だと思っています。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） おっしゃるように商品として売れるものに関しては、時間も専門的なノウ

ハウも必要となりますので、一次加工品に特化するなど購入者側のニーズを把握することも大

事だと思います。 

時間が迫ってきておりまして、総合戦略の関係で農業振興、また、統合後の小学校の跡地活

用について注力するということですので、一つ飛ばしまして小学校の跡地活用に関する事業に
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ついて一括してお伺いします。 

まずは、仕事の創業交流拠点整備事業について、KPI は創業比率、地域経済循環率などが示

されております。また、自然の中の暮らし魅力創造発信事業につきまして、KPI は年間観客数、

年間観光収入などが示されておりますが、いいづなコネクト EAST 並びに WEST につきまして、

事業実施継続段階の取組、また事業の評価改善に関して併せてお伺いします。 

○議長（大川憲明） 土屋企画課長。 

          〔企画課長 土屋龍彦 登壇〕 

○企画課長（土屋龍彦） 最初に、いいづなコネクト EAST と WEST の実施状況についてお答えい

たします。まず町は、いいづなコネクト EAST と WEST の指定管理者であるカンマッセいいづな

と、２週間に１回、定期的な会議を開催いたしまして、事業計画に沿った事業を進めているか

の確認や課題等について協議をしております。 

情報発信につきましては、SNS での発信、ホームページでの発信、また積極的なプレスリリ

ースによる紙媒体、デジタル媒体のマスメディアへの記事掲載などを、カンマッセいいづなが

積極的に広報をしていただいているところでございます。 

地域住民参加の促進につきましては、いいづなコネクトでさまざまな体験プログラムとか介

護予防教室等が開催されており、地域の皆さんの利用が拡大されている状況にあると考えてお

ります。また、新たな動きとして、カンマッセいいづなでは地域住民によるマルシェなどを計

画しておりまして、来月の中旬に地元農家の皆さんの協力によって、いいづなコネクト EASTで

農産物を直売する軽トラ市を初めて開催する予定でございます。 

続きまして、いいづなコネクトの評価についてお答えいたします。事業の評価につきまして

は、現在指定管理の１年目ですので実績はありませんが、カンマッセいいづなが自ら行う自己

評価と外部のもので構成する仮称管理運営協議会による２段階の評価を行う予定でございます。 

いいづなコネクトは、地方創生の拠点としての機能を果たしながら、利用料収入により運営

コストを減少させていくことを目指しております。利用料収入で最も重要なテナントの入居に

つきましては、いいづなコネクト WEST はテナント 10 部屋が今、満室の状況でございます。ま
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た、いいづなコネクト EAST はテナントの 10 部屋中７部屋の入居と非常に好調な状況が続いて

おりまして、光熱水費を除いた令和３年度の利用料は WEST と EAST の合計で約 1,000 万円と、

前年度と比較して倍増すると予測をしているところでございます。 

また、テナント入居者のうちサテライトオフィス、または創業として入居した新たな事業者

が７事業者という状況です。町は、いいづなコネクトの運営は雇用や地域経済の活性化という

観点から大きな成果を上げていると考えております。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 跡地活用事業につきましては、先ほど町長もおっしゃいましたように、特

にそれまで学校が果たしてきた地域での役割などを意識して、地域住民を巻き込むことが大変

重要であると考えております。EAST、WEST共に地域にとって今どのような役割を果たしている

と感じていらっしゃるか、町長にお伺いします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 全くそれが大事なことですけれども、それぞれの施設には地域の人が自由

に使う部屋も用意はしております。これからもう一歩、例えば赤東地域の皆さん方と EASTとの

結び付きや連携のようなものが育っていくにはどのようなことをやりたいのか。 

今、報告がありましたトラック市で赤東米とりんごの味を味わえば、毎年多くの人が集まっ

てくるのではないかなと。西地区にもいろいろなアイデアもあるのですが、そういう関係でス

タートしながらそこでお祭りをやるとか、ふれあい広場を使って子どもたちと何かやるとか、

地域の皆さんの一つの拠点でもあるような場所にしていきたいと思っています。 

私も後ろでうれしく答弁を聞いていましたけれども、土屋課長の報告を聞いてようやく狙っ

たことが少しずつ芽を吹いてきたという実感を持っております。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 次に、総合計画の目標の一つであります「日本一女性が住みたくなる町」

を目指して、もっと自分らしく輝く i ママ事業について、残りの時間でお伺いしたいと思いま
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す。 

KPIは iワーク新規登録者数、自立できたワーキンググループの数などが示されております。

ワークセンター事業につきましては、最近のリニューアルオープンからまだ間もないですが、

まず事業実施継続段階における取組並びに事業の評価改善についても併せてお伺いします。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） お答え申し上げます。令和２年度末におけるワークセンターの登録者

数は 125 人で、ママたちが自主的に自分に合った仕事やスキルを身に付け、仕事へとつなげて

いくことを目標に事業展開をしております。これまでテープ起こしを主体とした女性のワーキ

ンググループ等が組織され、仕事を自ら受注し自立しています。 

課題としましては、町が提供するセミナーやサービスを受けるところでとどまり、どんな仕

事が自分に合っているかなかなか見つけられず先に進めないといった方が多くなっております。 

この課題解決のために、本年度は仕事のスキルを高めていくセミナーだけではなく、自分に

合った働き方を見つけるためのセミナーなどを取り入れたり、また、先進自治体との交流を通

じ、新しい働き方や子育てとの両立を学ぶ催し、企業向けに在宅ワークを普及していく取組な

どを進めております。さらに、町内をはじめ、さまざまな企業や事業所からの子育て中の女性

向けの仕事の依頼や求人情報の収集、提供にも努めております。 

一方で、利用される方が固定化しつつあり、町内外にワークセンターを知っていただく取組

が必要と考えております。また、未就園児の保護者だけでなく、子育てに関わる全ての方に利

用していただくことも必要かと考えておりまして、ワークセンターの広報活動を積極的に行い、

より広く知っていただく取組を今後も引き続いて実施してまいりたいと考えております。 

なお、新しい施設が稼働しましたので、今年度より仮称飯綱町子育て世代支援施設運営委員

会を設置しまして、PDCAサイクルによる事業の推進や施設運営の改善等を行い、持続可能な施

設運営を行ってまいりたいと考えております。 

自立できたワーキンググループの KPI は、目標値５グループに対しまして令和２年度末にお
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けます数値は、テープ起こしを請け負うグループ、ＷＥＢデザインのグループの２グループに

とどまっております。現在コロナ禍により思うようなイベント、事業が展開できていませんが、

i ママフェスタや企業とのマッチングイベントなどを開催しまして、自立して取り組めるグル

ープの支援を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 今、セミナー受講で終わってしまっているという課題があると思うのです

が、これまでのワークセンターの利用の状況として、お子さんの入園前までの期間限定的な利

用が多く、お子さんが保育園に入ったときには保育園に預けて一般の企業にパートとかで就職

するという保護者が多いのではないかと感じます。ですから、例えばセミナー関係でもしっか

りキャリアとして形成されていくような質の問題と、もう一つは利用者同士の横のつながり、

今ワーキンググループがありましたけれども、そういったものをつなげていく取組が主に２つ

大事ではないかと思いますが、その点に関してはいかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） お答え申し上げます。今、瀧野議員がおっしゃられたとおり、専門的

な、また個人のスキルを高めるセミナーもこれまで同様、引き続き行ってまいります。その一

方で、先ほど申し上げた個人の働きに合ったセミナーも同時に進めてまいりたいと考えており

ます。また、子育てが一段落した後、企業等でパート等も含めまして働けるためのスキル等の

アップにも努めてまいりたいと感じております。 

○議長（大川憲明） 瀧野議員。 

○５番（瀧野良枝） 昨日もコロナ関係の質問がありましたが、企業によるテレワークの導入促

進など、デジタル化の急速な進展により地方と都会の距離が近くなり、都会にいながらにして

兼業・副業的に地方の問題解決に尽力したいという高度人材もいて、ふるさと兼業として兼業

を希望する都市人材と地方の企業や活動をつなぐ取組も出ているとお聞きします。時代に即し

たさらなる取組に期待をいたしまして、私の質問を終わります。 
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○議長（大川憲明） 瀧野良枝議員、ご苦労さまでした。 

  暫時休憩に入ります。再開は、９時 55分でお願いします。 

休憩 午前 ９時３８分 

再開 午前 ９時５５分 

 

          ◇ 清 水   均 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問を続けます。 

発言順位７番、議席番号１番、清水均議員を指名します。清水均議員。 

          〔１番 清水均 登壇〕 

○１番（清水均） 議席番号１、清水均です。質問通告に従いまして順次質問させていただきま

す。 

  第２次飯綱町総合計画に関わる検証について、基本構想、基本計画、実施計画で構成されて

おり、基本構想は平成 29 年から令和８年までの 10 年間、基本計画は前期５年間と後期５年間

に分けて、達成状況等を踏まえて見直していくようでございます。また、実施計画は３年間の

計画として毎年度見直ししながら実施していくとのことです。 

  そこで、概要版と関連した行政報告書の中から、主なポイントについて質問いたします。 

  総合計画の「日本一のりんごの町を目指して」、アを置いてイから行きます。「世界中のあら

ゆる品種のりんごの栽培を目指します」とありますが、行政報告書では８種類とあります。世

界中の品種の現状と課題及び目指す姿に向けての具体策と利活用についての考えを、町長にお

伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 少し聞き漏らした点があって恐縮ですが、いろいろな種類のりんごの栽培

を目指すということで、最近クローズアップされてきているのは、英国りんごのブラムリーと

かそういう関係のりんごがかなり注目をされてきております。日本一のりんごの町というのは、
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決してうまくて品質が良くて最高だということばかりを言っているのではなく、いろいろな意

味での日本一を目指したいということです。今でも確か 50種類くらいのうち、少なくとも一般

的に 20近い種類のものが栽培されていると思っています。そういうことで需要に合った、これ

からの皆さんの多種にわたる嗜好に合ったりんご栽培を目指していったらと考えております。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 平井課長、いいですか。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。先ほど町長からもお話がありましたように、

町では現在 50種類以上の品種が栽培されております。また、その中で市場取引されているのが

二十数品種と思われます。その他の品種については、加工での活用や珍品種をシンボリックな

存在として PR活用するなど、さまざまな形で栽培品種の多様さを生かしています。 

  特に、先ほどもお話が出ました英国りんごのブラムリーにつきましては、徐々に人気の高ま

りを見せておりまして、生産量も増加しております。ブラムリーは昨年から JAとの取引も始ま

りまして、JAでも生産振興を進めたい意向でございます。 

  さらに、今年は首都圏での飯綱町英国りんごフェアを開催しまして、珍品種・多品種のりん

ごの町としても PRを予定しているものでございます。多品種のりんごのある町を一つの売りと

する取組は、さまざまな形で一定の成果が上がっていると認識していますから、今後もシード

ルなどの加工品等への積極的な活用はもちろんのこと、多品種栽培をりんごの町の一つのシン

ボリックなものとして生かしていきたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 次に移ります。「りんごの歴史や特性に関する詳細な研究を進めます」とあり

ますが、りんごの歴史や特性に関する研究、高品質開発、新規販売路等の進捗状況と、成果及

び公表の考えについて。 

  また、いいづなりんごスイーツコンクール等で入賞したりんごの成果は上がってきておりま
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すが、地球温暖化の気象変動により、ほかの製品の開発も積極的に考える必要があると思いま

すが、町長にお聞きいたします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。りんごの特性や機能性等については、県立

大学、信州大学、県工業技術総合センター等にそれぞれ業務委託しまして、さまざまな角度か

ら調査・分析・研究を行っています。 

  ちなみに昨年、県内外の４つの著名な産地、山ノ内町産、山形県産、岩手県産、青森県産と

飯綱町産のりんごの「ふじ」の特徴を比較するため、食べ比べによる官能評価と酸度、糖度の

測定を行いました。その結果、官能評価では飯綱町産が最も高い評価を得ました。また、酸度、

糖度の測定の結果も、甘みも酸味も最も強いことが測定されました。甘みと酸味のバランスが

良く、消費者の嗜好に合ったおいしいりんごであることが実証されたわけで、この結果は胸を

張って誇れるものと考えます。 

  こうした質の高いりんご生産を持続していくことに尽きるということですが、昨今の気象状

況の変動により、産地として現状の良質な品質維持が可能かどうかは大きな課題となってくる

と思われます。最近、褐斑病などの病気もかなり増えていまして、産地を維持していく大変さ

というものも実感をしているところでございます。気象条件が変わる中で、その条件に合わせ

て栽培技術等を進化させていくことも重要になってくるものと考えております。 

  研究結果やその内容につきましては、これから販売や加工品開発など、さまざまな機会を通

してりんごを PRしていく中で、アピール・公表していけるようになると思いますし、こうした

研究結果に基づいて加工品の開発や販売促進を進めていくことが、りんごの特性研究そもそも

の目的ですから、今後は研究結果を生かした商品開発、販売促進の取組を進めていきたいと考

えております。 

○１番（清水均） ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 
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○１番（清水均） 次に、「日本一女性が住みたくなる町を目指して」の中に、「町役場等の行政

が率先して模範となる行動を取るよう心がけます」とありますが、地区により男性の間に存在

する女性に対する固定観念からの脱却方法の受け入れ体制及び行政の対応策を踏まえた現状と、

課題及び目指す方向について、町長にお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） これも町が目指す大きな基本構想の一つでございます。まず、町の行政委

員の最たるはこの議会議員さんですが、こういう委員さんに女性が入っておる構成率はなかな

かまだ 50％を超えてはいません。ちなみに、教育委員さんは４名のうち２名、農業委員さんで

は 16人中２名、本日の議会では 15人中３名となっています。 

  今、議員が質問の主体を置いている町の総合計画の審議会の委員さんは、20 名中 10 名で、

これは意識的に 10名の女性委員を選出いたしました。向こう５年の計画を立てる中には、どう

しても女性に半分以上入ってもらおうと。したがって、従来の踏襲した何々団体からお二人と

いうような選出の基準を変更してきました。これからも徐々にそんな方向に持っていきたいと

思っています。 

  また、各地区の区や組に女性の役員さんを入れてほしいというのは、行政のトップダウンで

言う話ではないだろうと思っています。ちなみに前にも報告しましたが、私の地元の平出では、

150～160軒ですが、三役、区長、副区長以外に協議委員という議員さんみたいな存在の方がい

らっしゃいます。今は確か 10名ぐらいいるのですが、それも全部男性でした。しかし、これは

選挙で選ぶシステムになっているのですが、３年ぐらい前から女性を何としても２名入れよう

ということで、２名ずつ今も入って、いわゆる平出の議員としての立場で活動してもらってい

ます。 

  この発端になりましたのは、平出地区から選出の議員さんが強く地元の区長等々へ働き掛け

たということで、私は一つの試みとしてありがたかったかなと思っています。ぜひ賛同いただ

ける議員さん方においては、ご自分の所属している区や組についても、何とかそういう前例を
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披露していただいて、お願いしたいと思っています。 

  ちなみに、公民館の分館長を女性が務めた例がございますが、全町を通して、区長、組長で

は女性が就任したという例はまだ聞いたことがありません。間もなく何人もそういう人が出て

くるということがあっても不思議はない方向にできればと考えています。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） ありがとうございます。 

  次に、町の将来人口についてです。令和 22年の人口推計値を 8,800人としているが、人口増

対策への具体策とその裏付けの数値について町長にお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） これは企画課長が細かくいろいろな意味で人口の推計といいますか、人口

対策の計画書を作ったりしておりますので、また説明をさせたいと思います。 

  何といっても大きな行政課題の一つは人口増対策でございます。交付税の関係など財政的に

いっても、今まで病院の費用は５割補助をしたけれども、人が少なくなってきて収入が減った

から、申し訳ないがその半分しかもう補助ができないというような行政サービスのダウンを皆

さんに納得していただけるのか。そういうことを思うと、何としても１万人程度の規模は維持

をしていきたいという強い思いと信念がございます。したがって、住みよい環境、住む場所、

家賃等への補助、家を造るため等への補助、働き場の確保、通学・通院等々への利便性の支援、

もろもろ総合的に実施をして、人口の当面維持、そしてそのボディーブローを効かせた中で、

いつか増に転向していくような政策を執っていきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 土屋企画課長。 

          〔企画課長 土屋龍彦 登壇〕 

○企画課長（土屋龍彦） それでは数字的なものをお答えさせていただきます。まず、町はこれ

から子育て世代の移住に注力をして、この世代の社会増を増やすことで人口減少の度合いを抑

えていくことが可能と考えております。 
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  現状ですが、令和２年度の年代別の社会増減の状況を見ますと、飯綱町における子育て世代

の社会増が、他市町村と比較して非常に多くなっている状況でございます。具体的な数字で言

いますと、令和２年度の０歳から９歳までの転入超過数は 29人で、県下の市町村で第６位、町

村のみでは軽井沢町に続いて第２位という状況です。また、その親世代と考えられる 30歳代の

転入超過数は 35人で、県下の市町村では第８位、町村では軽井沢町、御代田町に続いて第３位

という状況です。子育て世代に限って言うと、直近 10年間で令和２年度が最も飯綱町では社会

増が多くなっているという状況でございます。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 町内の未婚者の婚活は、人口増対策の一丁目一番地と考えます。しかし、企

画課の地域発元気づくり支援金のお見合い型婚活イベントの中止とあります。また、保健福祉

課の地域福祉推進事業の中の結婚相談所運営事業委託では、実績として５件程度載っておりま

すが、この２課の差についてどう捉えればよいか、課長にお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） お答えします。長野圏域８市町村のイベントにつきましてはコロ

ナの影響でオンラインで行いました。今年は信濃町と飯綱町を中心に行う予定でございました

が、集まってではなくオンラインでやる予定となっております。 

  今、町の相談所で進めておりますのは、県で行っております「ながの結婚マッチングシステ

ム」を活用して、結婚を望む独身男女のプロフィールをデータベース化し、インターネットで

検索できるシステムでございます。１つの相談所で登録すると、県内全域の結婚相談所の登録

者データを検索できます。相談員の経験やノウハウを生かしたサポートと、マッチングシステ

ムによる広域的な登録者データが出会いの可能性を広げるため登録を勧めて行っております。

今は相談所にあるパソコンのみで検索ということで、少し使い勝手が悪い状況ですが、令和４

年１月より、自分のスマホでデータを検索できるシステムになる予定でございます。今後、結

婚相談所に登録している方に説明会を開いて、さらに登録者を増やして行ってまいりたいと思
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っております。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） このような状態ですので、オンライン等を活用した事業について、町長はど

う思うか、お答えをお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 今の時代ですので、ぜひこういうスタイルでもいいからどんどん広げてい

きたいと思います。本当にいい男性や女性がいっぱいいるのに、どうしてなかなか縁組みがう

まくいかないのか。私も結婚相談所の会議にはいつも出ているのですが、何とかいろいろなノ

ウハウを使ってやっていきたいと思っております。 

○１番（清水均） ありがとうございます。ぜひお願いします。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 次に移ります。自然編となりますが、「間伐材や農業集落排水汚泥などのバイ

オマス資源の利活用を研究します」とありますが、ペレットストーブ、薪ストーブ、ボイラー

等の現状と課題及び成果並びに今後の対策について、町長にお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） エネルギーをどうやって自前で段取りして、その利益を地元で使うかとい

うことは本当にこれからの経済的にものすごく大事なことだと思います。ましてや、そこにゼ

ロカーボン、SDGsが絡んでくるわけですので、素晴らしいことだと思っています。 

  議員ご指摘の山の間伐材などの活用については、一般的には、今、飯綱高原にあるお山の発

電所へ持ち込んで電力に変えています。また、私がいいなと思うのは、細かくウッドチップに

して道路みたいなところへ敷いて、そういうところでウオーキングをして健康などに役立てて

いただくなど、いろいろあると思います。 

  私たちの周りは非常に山に囲まれている地域でございます。何とかこのバイオマスは、具体
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的に今これをすぐやりたいということはないのですが、そういう意味でも活用していきたいと

思っています。 

○１番（清水均） ぜひお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 次に学ぶ編ですが、時間がありませんので早くお願いしたいと思います。「い

じめや不登校等の問題を抱える子どもたちへの支援を充実させます」とありますが、いじめに

ついて、小中学校を通して各５年間の状況はどうであったか。また、あった場合の連携体制が

できているかについて、教育長にお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） お答え申し上げます。いじめの問題につきましては、平成 25年にいじ

め防止対策推進法が施行され、文部科学省や県教育委員会でも、学校現場における対応につい

て各種通知、資料等を用いまして法の正しい理解と周知に努めており、町の学校現場でも研修

等を通じ、教職員のスキルアップに努めております。 

  当町の小中学校でも、文科省のいじめに関する調査に定義されるいじめはございますが、早

期に対応を行い、全ての事案について早期解消を図っております。 

  また、不登校につきましては、行政報告書や本議会の２日目に詳細を申し上げておりますの

で、そのとおりでございますが、いじめ・不登校等の問題解決では、県が配置しますスクール

カウンセラーに加え、町独自にスクールソーシャルワーカーを派遣しまして、児童生徒、保護

者などの相談、また教職員とともに支援に当たっております。教員が１人で抱え込まず、周囲

に報告・連絡・相談した上で、学校全体で対応に当たるように努めております。特にいじめ問

題につきましては、ほんのささいなことから予期せぬ方向に推移し、自殺等の重大な事態に至

ることがありますので、未然防止、早期発見、初期対応にこれからも取り組んでまいりたいと

思っております。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 
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○１番（清水均） 次に、創出編になります。耕作放棄地の発生防止とありますが、今後も増加

が危惧されております。農業開発公社を介して荒廃地化が危惧される農地を、経営規模拡大を

目指す中核的な担い手や新規農業参入者等に貸し借りや売買を行い、適切な農地管理と農地の

有効活用を進めますとありますが、まだまだたくさんの耕作放棄地が見受けられ、山林化した

田畑があります。その状況と具体策について、課長にお願いします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。直近の耕作放棄地面積は 181 ヘクタールで

ございます。放棄地率は先ほど申し上げました 9.43％という状況でございます。耕作放棄地は

令和元年度から微増傾向になっておりまして、農業者の高齢化や人手不足により、担い手等へ

の集積が耕作放棄のスピードに追い付かない状況にあることが、その要因と考えられます。 

  対策として、まずは担い手等への集積促進として、今年度から農地再生に対する補助金を創

設しております。既に約 120 アールとかなりの活用があり、今後も需要が見込まれていますの

で、この制度をうまく活用いただくことで荒廃地対策の一助になればと考えております。 

 また、農地の流動化等に対するあっせん支援、市民農園制度などの活用支援、半農半Ｘなど

の多様な農業者支援なども進めながら、多角的に荒廃地対策を展開していくことで、耕作放棄

地発生防止に努めたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 次に進めさせていただきます。「競争力のある産地づくりに向けて ICTを活用

した最先端農業の研究を行います」とありますが、進捗状況と特産物開発支援事業で２件とあ

るが、実証実験でどのようなものを開発されたか、お伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。ICT 農業については、気象センサー、カメ

ラ、AIなどで収集・分析したデータ活用による最先端農業の研究を進めております。具体的に



 

- 174 - 

は、主要圃場に気象センサーを設置し、タブレット端末により状況を常時把握できる環境を整

え、気象データ等の分析、活用による生産性の向上等に向けた体制整備を進めているほか、RPA

を活用した気象データ抽出によるりんご黒星病の自動予察の実験等を行っています。 

  現状は実証実験段階であることに加え、効果的にデータ活用ができていない状況もあること

から、新規就農者等が農業知識や技術をデータに基づき習得できる仕組みづくりや農産物の生

産量、品質の向上等に向けた効果的なデータ分析、活用などが課題となっています。 

  今後は、モデル圃場や農家等を選定して、適切なフィードバック体制づくりを進めていくほ

か、農作業の効率化、省力化、精密化、選果・発送事務等の自動化、技術継承、鳥獣害対策等

幅広い利活用の方向を模索しながら、実効性の高い ICT 農業の形と活用についてさらに検討、

研究をする必要があると考えております。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 次に移ります。「観光資源に磨きをかけ、スキー場を含む飯綱東高原の観光ブ

ランドの再構築を図ります」とありますが、観光ブランドとは何を図ったか。 

 また、ファースト・パシフィック・キャピタル経営のスキー場及び観光施設等の直近の入り

込み状況についてお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） お答えいたします。いいづなリゾートスキー場の令和２年度の

延べ利用者数は３万 3,238 人で、対前年度比 118％となっております。本シーズンはスノーマ

シンにより早くから雪造りをしており、前シーズンより降雪量も多く、長い期間営業すること

で、利用者数の増加につながりました。 

  飯綱東高原観光地全体の令和２年度の延べ利用者数は統計上 10 万 2,200 人で、前年対比

48.5％となっており、コロナの影響により半減いたしました。飯綱東高原観光施設及び天狗の

館の令和３年度の５月から６月の利用者数につきましては、観光施設は 8,547 人、対前年比

294.1％、天狗の館は 8,539人、対前年比 91.4％でございます。 
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  数値としては、一部に回復傾向が見られるものの、依然コロナ禍により厳しい状況となって

おります。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 次に移ります。「積極的に公共交通を利用し、生活の足をみんなで守ろう」と

ありますが、長野電鉄線の「IIZUNA であるきバスカード」は 10 件程度であります。であるき

バスカードや高校生への PRが最大限必要となりますが、そのことについて町長にお聞きいたし

ます。 

○議長（大川憲明） 土屋企画課長。 

          〔企画課長 土屋龍彦 登壇〕 

○企画課長（土屋龍彦） であるきバスカードの関係でよろしいですか。 

○１番（清水均） いえ、カード以外の長野線のほうでお願いしたいと思います。牟礼と長野間

で、であるきカード以外に使用している乗客。 

○企画課長（土屋龍彦） 了解いたしました。 

  それでは、吉村・牟礼線の直近の利用状況です。令和２年度の輸送人員は実績で９万 9,641

人、１日当たりで換算すると約 270 人という状況になっております。これは、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大に伴いまして、令和２年度における輸送人員は前年度比で 75％まで落ち込ん

でいる状況にあります。 

  また、吉村・牟礼線の運行に関わる長電バスへの赤字分の補助金は 1,295 万 8,000 円となっ

ておりまして、前年度より 20％ほど増加している状況にあります。ただし、この補助金は特別

交付税で 80％措置をされているため、町の実質的な支出は約 260万円となっております。 

  吉村・牟礼線の将来的な考え方として、今後利用者の減少はしていきますが、高齢化により

運転免許証の自主返納者が増えており、交通弱者にとっては重要度が増していくと予測し、町

が赤字分を補助しながらライフラインとして維持をしていくべきと考えているところでござい

ます。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 
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○１番（清水均） 次にどんどん移っていきたいと思います。交流編でございます。「地域集落の

課題解決や活性化を図るため、集落の自主的な取組を支援します」とありますが、若者住宅近

郊に遊ぶ場所がなく、道路で遊んでおり、大変危険な状態であります。昨年９月の定例会一般

質問で、若者住宅前の空き地を自転車道にすると提案したところ、検討する旨の回答がありま

したが、その結果について町長にお伺いいたします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 議事録をひっくり返しまして確認をさせていただきました。道路等で遊ん

でいる子どもたちがいるので非常に危険だし、何とかサイクリングの場所などを確保してほし

いというご意見だと思います。 

  現実的に今、新しく場所を確保したわけではございませんが、福井団地の若者定住住宅を具

体的に位置付けますと、議員からは最後に少し上り坂になってという表現がございましたが、

200～300メートル先に福井団地の公園があります。あれだけの公園がある地域はほかの地域に

はございません。そんなことで、当面そういうところの利用で賄ってほしいと思います。 

  併せて、サイクリングや散策道路にふさわしい場所もあるというご提案もございましたので、

そちらについても、散策とサイクリングが併用できないか等々も含めて、今後検討していきた

いと思います。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 最後に地方創生です。キッチンカーの直近５年の稼働日数と、このような時

期だからこそ、こちらから出ていくという方法はないか、課長からお願いします。 

○議長（大川憲明） 土屋企画課長。 

          〔企画課長 土屋龍彦 登壇〕 

○企画課長（土屋龍彦） キッチンカーの状況でございます。キッチンカーは平成 29年度より稼

働しておりまして、４年間の稼働日数は 75日間という状況でございます。 

現在は、多目的交流施設の管理者であるカンマッセいいづなにキッチンカーの管理を行って
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いただいております。今年度からは一般の方でもキッチンカーを利用していただけるような仕

組みをつくって、キッチンカーを有効に活用していきたいと考えております。 

  また、令和元年の東日本台風（台風 19 号）の際は、被災地へキッチンカーを派遣するため、

長野県 NPOセンターに貸し出しを行いました。農産物や観光の PRを目的にしたキッチンカーで

ございますが、今後は災害対応など、より公益的な活用も進めてまいりたいと考えております。 

○議長（大川憲明） 清水議員。 

○１番（清水均） 以上で質問を終了させていただきます。 

  早期に感染症が収束し、飯綱町民が安心して暮らせるよう願い、質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（大川憲明） 清水均議員、ご苦労さまでした。 

  暫時休憩に入ります。再開は 10時 50分でお願いします。 

休憩 午前１０時３４分 

再開 午前１０時５０分 

 

          ◇ 荒 川 詔 夫 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問を続けます。 

発言順位８番、議席番号８番、荒川詔夫議員を指名します。荒川詔夫議員。 

          〔８番 荒川詔夫 登壇〕 

○８番（荒川詔夫） 議席ナンバー８番、荒川詔夫です。今期、最後の質問のため、今までの任

期を振り返り、町政執行に対しての総論的な観点から伺います。 

  顧みますと、町民各位の意見と要望を踏まえ、町政執行に対して質したり、政策提言にも鋭

意努め、是々非々の立場で臨んできました。町長と私も、住民の福祉向上など目指す思いは同

じですが、かみ合わないところもあり、難しさを痛感しているところであります。 

  今般の質問も 40 分という時間制限のため簡潔にご答弁をいただきたく、冒頭申し上げます。

前置きはさておき、町政執行を顧みての在り方と議会対応を主として、通告に従い順次伺いま
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す。 

  町政執行爾来、施策等全般を通し、費用対効果とその裏付けを含めてという問い方で質問し

ました。これらを総括するには時間的経過も必要と思われ、かつ、切り口も漠然としておると

感じられたかもしれませんが、町長の思いをお聞かせください。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 一般質問に対しては、全課長・次長が集まって、議員さんの趣旨なり、ど

ういう答弁の経過が今まであったのか確認をして答弁をしておりますけれども、議員のこの最

初の質問には大変困りました。短時間で簡単に説明するような、何を一体求めていらっしゃる

のか。そういう点で、どの課長も担当できないということで、私が自分の思いに従って申し上

げさせていただきます。 

  事業に対して費用対効果を考えなくて実施をすることはまずございません。必ず費用対効果

を考えて実施をしております。ただ、そればかり重視をして、事業のやる、やらないを決める

と、行政というものは大変なことになってしまうと思います。例えば、大きな意味で、貧富の

差とか、格差の是正とか、そういうものはほかの企業にできる仕事ではございません。行政が

責任を持って、それを本音の精神として、やはりいろいろな事業を心掛けるべきだと思います。 

  また、町の財産という考え方でいけば、農業振興を何とかしよう、農業を守っていこうとい

う町です。農業水路に何億もお金をかけてきました。しかし、何億円かけたから農業生産が 30％

上がって、農家所得が伸びて、町は税収が上がって、その税収を福祉や医療費の補助に向けて

いくという算数のような費用対効果はなかなか出てきません。逆に、今は反対ではないですか。

こんなに金をかけているのに３億円あった農業所得が２億円になっている。では、投資するの

は半分にしろというご意見は、議会からお一人も出て参りません。 

  では、こういう中で費用対効果をどうやって考えていけばいいのか。短時間ですので、私が

基本としていることは、飯綱町が今の財産をきちんと、財産というのは自然から何からみんな

含めてですけれども、いわゆる SDGs、維持存続していくために必要な事業、そして住民の皆さ
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んが今の生活を守り、これからについても希望が持てる事業は実施していくということです。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 私の質問と町長の答弁の視点は若干違っていますけれども、これは町長の

思いですから受けておきます。 

  次に、町の農林部門に係る財政支出等の在り方について、町長の所見を改めてお尋ねします。

具体的には、町の所得の現状は、直近の農業所得は１億円程度、給与所得は 100 億円を超える

実状にあります。このため、所得額を直視すると農業部門へ配慮し過ぎるという住民の声もあ

る旨のさわりを述べられております。 

  なお、農業の多面的機能評価に係る県民１世帯当たりの支払い意思額は 18万円の旨、新聞報

道されておりました。 

  町農業の今後の課題は、農業生産基盤の底上げ強化策が喫緊の課題であり、大胆な施策とス

ピード感を持つこと、それに見合った財政支出が不可欠と思います。 

  以上を踏まえ、今後の農業への施策の在り方と、関連しての財政支出への考えについて、改

めて伺います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 農業は主幹的な産業ですので代表的な産業として議員も例を挙げたと思い

ます。商工業全てについて、これからどういうスタンスで町は支援して伸ばしていくのかとい

うこともありますが、農業は、いつも冷静に判断しなければいけないと思います。先ほど申し

ましたとおり、所得はともかくとして、どこがうまくいかないのか。総生産額や総生産量が減

少してきてしまっているという現実に対しては、集団化、法人化、そういうことをより一層進

めていくような事業を、これからも一段と進めていかなければ農業をやる人がいなくなってい

くのではないかと思います。 

  家の跡継ぎに自分の田畑の経営を任せていくというのは理想ではございますけれども、もう

誰だっていいではないか、農業をやりたい人がいるなら、そういう人に受け継いでいくという
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ぐらいまで、担い手、後継者というものを位置付けていかなければ、とても生産量の維持とい

うのは難しいだろうと思います。 

  また、一方で議員もいろいろと視察をされていると思いますが、AI 的な ICT、こういう最先

端技術を生かした農業というものをどう展開していくか。 

  そして個人の負担の在り方については、これは細かく言いますと、水路や道路の受益者負担

なども含めて、今後、町全体の財産、資本という考え方で農業に対する支援を位置付けていか

なければ、理解を得られないのではないかと思っております。これは、商業についても商店の

担い手、跡継ぎという問題があって、どこでもみんな同じだと思っております。 

  そういう点を基本にして、それぞれの課がそれぞれ担当の産業を持っています。そして、そ

こに問題点というものを必ず見いだしています。その問題点を一つ一つつぶしていくというこ

とで、地道ですけれどもそういう方向で進めていくのが一番ベターであると考えます。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 時間の関係もありますので、次に進めます。 

  今期の気象異変により、春先はりんご、なし、さくらんぼなどの果樹を中心に凍霜害、その

後は、りんごの日焼けなどの被害が発生し、結実不良やサビの発生、変形果、小玉果など、日

を追うごとに品質低下が目に付く昨今であります。併せて、最近はりんごの褐斑病が多発して

おり、JAも生産者指導に余念がない現況下であります。 

  したがって、日本一のりんごの町を目指している当町にとっては、過去の被害救済の実績を

踏まえ、再生産につながる支援は不可欠と思います。つきましては、被害の実情と被害額及び

支援策の有無は通告済みでありますので、あえて支援の思いを込めて町長へお聞きします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） お答え申し上げます。被害額の総額については、JAさん等々に尋ねました

けれども、今のところは額として把握してございません。報告も受けてございません。それは

一面、無理もないと思っております。これから出荷の状況をみて、どの程度の被害果であるか
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によって判断したいということです。 

  また、被害を受けた地域もだいぶばらつきがございます。飯綱町の西地区と呼ばれる地域は、

ある意味ではほとんど被害がない状況で、特に晩生種の「ふじ」については平年と同じだとい

う状況です。各園地によってもだいぶ違います。私の判断では、今年は三水地区と平出の早生

種や中生種等々に、かなり被害が集中していると思っております。 

  では、具体的な支援はどう考えているかということですが、ここが大事なところです。今、

指示をして検討しているのは、まず JA さんは、評価の基準を少し下げていただけるそうです。

例えば、サビは 30％までを 50％まででいいというように、なるべく商品になるように率を下げ

て救ってくれるそうです。しかし、相場はなかなかそういうわけにいかないので、ここでふる

さと納税のシステムを何とか使おうということで今、工夫をしてございます。 

カンマッセや農協と打ち合わせをしたのですが、今までは１万円の寄付をしてもらうと 3,000

円ぐらいの家庭用のりんごを申し上げていたけれども、もっと安くして同じようなりんごが手

に入るようにする。例えば 5,000 円で 10 キロの家庭用といえば本当に最高だと思うのですが、

そこまで行かなくても 7,000～8,000円でマル特の 3,000円のりんごを寄付した人がもらえる。 

  農家の精算については、それだけ下がってしまうという差額を例年並みの価格で処分できる

ように町が支援をしていく。10キロ換算で、１万ケースやれば 3,000万円、２万ケースだと 6,000

万円。それに対して、農協さんの精算では１箱 2,000 円のものに町が 1,000 円プラスすること

が可能かどうか。 

  ふるさと納税をやると、例えば、今までは１万円のふるさと納税をしていただくと 3,000 円

を農家に支払う形で、町は手数料などのいろいろなものを払って、大体 4,000 円程度を税収的

に頂けるようになっています。この 4,000 円のうちの 1,000 円でも 2,000 円でもバックしよう

ということです。ですので、ふるさと納税で何万箱増えても腹も痛くないというスタイルで、

ここを何とか乗り切っていきたいと思っています。 

  ただし、返礼品は３割以下ということになっています。どういうふうに支援をしていくか、

あくまでも返礼品は３割以下の価格で精算をしていますけれども、何とか段ボールの支援など
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をして差額分をプラスしてあげたいと考えています。 

  ただ、それを品質的に標準化させるためには、今回の被害果についてはぜひ JAさんに出荷し

ていただいて、光センサーに載せると言っていますので、その流れの中で品質の統一ぐらいは

図っていかなければお客さんに失礼かと思っています。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） まだ一番大事な被害額を把握されていないということで、今検討中という

か、進行した考え方ということでありますけれども、ぜひそこら辺を踏まえて、冒頭申し上げ

たように過去の被害の救済実績を踏まえて検討していただきたいと申し上げます。時間がない

ので次に移ります。 

  第２次飯綱町総合計画の中で、町内既存の商店街、栄町、本町、深沢の在り方についてある

程度の記述があります。しかし、再度、町の活性化には既存の商店街の活性化が必要不可欠と

の思いから、まずは町長の見解をお聞かせください。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 前のりんごの質問のことで申し訳ありませんけれども、前の補助というの

は、資金的な意味で農薬の補助などはありましたが、金銭で何万箱も補助するということは、

私の役場人生 50年の中で経験はございません。 

  今お尋ねの商店街ですけれども、これは商工会でも言うのですが、商工業が元気のいい町で

なければ元気があるようには見えない。いくら農業、農業と言っても、やはり商工業も大事だ

という話をよくしています。 

  駅前についてはだいぶ自主的に進み、ちょっとした軽食のところができたり、バイクや洋服

を作るようなところができたり、いろいろな動きが最近出てきて、少し人の流れが出てきまし

た。残念ながら牟礼商店街は、ほとんど商店街という体をなしていないような状況になってい

ます。全部シャッターが下りている。深沢はまだその上を行っているようです。昔を思えば、

渋澤ガラス、昇喜堂、高橋テレビ、中川家具店、反対側は加賀屋さんの横の洋服屋さんや、今
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度は原酒店までやめてしまう。昔はあそこに三日月の分店や、一松寿しの寿し屋もございまし

た。これがみんななくなってしまった。 

  これは基本的に、今、商業をやっている皆さんと将来どうしていくのか。後継者の問題も含

めて、何が続くならまだ商売をやっていくつもりになるのか。そこら辺はどうなのでしょうか

と、１月の深沢の新年総会には必ず呼ばれて、あいさつの中でも申し上げています。 

  深沢は滅亡する集落のランクに入ってしまっていて、もう高年齢層がなってしまっている意

外なところです。今回のメーラプラザで少しでも活性化になればと思っていますが、メーラプ

ラザの反対側も含めて、私は、やはりこれは単に駐車場だけ整備してもらえばいいという簡単

な問題ではないような気がしております。 

  地元の皆さんとぜひ懇談をしていきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 次の質問は今の町長の答弁に尽きるということで、これから各論を申し上

げます。 

  深沢商店街の現状と将来展望を推測すると、課題としては経営者の後継難による閉店と、空

き店舗の発生により、かつてのにぎわいもなく、商店街形成そのものも厳しい状態になりつつ

あります。併せて、年内に中心部を通る国道 18号線の改良工事により、南側に歩道が設置され

ます。そのことにより、南側の店舗前には駐車ができなくなります。 

  つきましては、深沢商店街の現状と将来を鑑み、現在空き地になっている既存の土地を共同

駐車場として来客者等が利用できるように確保してほしい旨、質問をしている次第です。追っ

て、商店街の今後の発展を期して、妥当性を含めて民意をくんでいただき、次善策の考えもあ

れば、それらを含めての見解をお聞かせください。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 決して取り組まないというわけではないのですが、その話は前から聞いて

おります。したがって、課題の一つだと認識しております。 
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  牟礼商店街や栄町の商店街は、やはり駐車場を持って動いております。どうやって地域の商

店街の皆さんは駐車場を維持し、管理し、確保しているのか。栄町でやっているようなスタイ

ルを深沢にも導入してほしいということではなくて、やはり駐車場が必要なら町で見つけてこ

い、町で段取りしろというお考えなのか。これは、地元の皆さんは深沢商店街として駐車場の

確保を希望されているので、町では駐車場の舗装整備などはやっていただき、あとの維持管理

は地元でやっていくからこういうことで段取りをして動いてもらえないかとか、こんなふうに

はできないものかとか、そういうスタイルでお話を持ってきてもらえればと思います。 

  深沢スタイルが、もし全部町が負担して、使用料から維持までやっていくとなれば、これは

牟礼も栄町も当然やってもらいたいという話にはなってきます。ぜひその辺はお考えの上でお

願いします。私たちも深沢には必要だと思っていますので考えていきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 今、町長の答弁をお聞きしまして、また町の商工会や深沢商店街としっか

り話し合って、できたら問題解決を図っていただきたいと申し上げます。 

  次に、人口減少や少子高齢化などの進展により、各区・組の現状は多くの課題を掲げており

ます。併せて今後を見通すと、人口減少や少子高齢化等の背景により、現行 50の区・組の自治

組織の在り方について、再度見解をお聞きします。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） まず、基本的な点について私から申し上げます。これは合併以来の課題で

ございました。ご存じのとおり、一言で言えば牟礼地区の「区」と呼んでいる集落は、三水地

区では「組」といいます。したがって、牟礼地区の皆さんは、普光寺東部の組長と言っても、

140 軒もある地区の組長というイメージがありません。片や三水地区の皆さんは、坂口の区長

と言っても、坂口は十何軒で区長です。その辺を何とかしたいと、区長会のあるたびに検討し、

議論をしてきました。 

  しかし、今のところ結果として、某区長さんに強く言われたのが今でも頭にあるのですが、
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今うまくいっていて大して問題がないものをなぜ無理やり統一させるのか。必要があるところ

ならそう考えていけばいい。一律に全部そうする必要があるのかという意見があって、その意

見について、ほかの区長や組長もうなずいていらっしゃるという状況で、棚上げになってきて

おります。 

  ただ、飯綱町全体としては、組であろうが区であろうが活動には大きな差がございます。非

常に元気のある区、組もあれば、そろそろ消滅に近くお祭りもできなくなって、もうお寺やお

宮の管理が難しくなってきてしまったところもございます。私は、もう少なからず必要に迫ら

れている。合体をするというような対策を取らなくてはならないだろうと思っています。現実

に、施設等々の維持管理ができなくなったから町でやってほしいという区長・組長から要請書

も上がってきている例もございます。これは違った意味の問題ではございますけれども、取り

組んでいかなくてはならないと思っています。 

  ただ、平均的な組や区においては、町が近隣の市町村でやっていない集落の支援事業でも手

掛けて動いてほしい、うちの区や組は将来どうしていくのか、少なくとも暇を見つけて話し合

うような機会を持ってもらって、一つの共通の認識を持つだけでもいいと思いますので、ぜひ

そこから始めていきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 時間も押していて、全部消化できるか私も心配しておりますので、町長、

簡潔にお願いします。 

  昨今の取り巻く社会環境は、生活様式を含め人生観や価値観など大きく様変わりをして、従

来からの慣習や考えがまかり通らないようになりつつあると実感しています。生活環境が変わ

り、住民間の意思疎通が欠けても、日常生活には特に支障を来すことはないわけですけれども、

コミュニケーション不足等の要因も重なり、地域力低下は肌で感じています。 

  つきましては、地域力向上を目指して、まずは一例として、人的面では、リーダー格など人

材育成と確保が喫緊の課題と思います。併せて、導入事業も関連すると思われますので、農業

部門の例としては、「人・農地プラン」の実質化も格好の事業と思います。なぜかというと、同
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事業を推進するには、集落内の地域住民参加による話し合いの場が不可欠であります。なお、

今後、同プランの担い手としては、多様な人材と経営体が受け手の対象になるため、一層多く

の参加者が見込まれ、時を得た施策と思われます。このほか、常々問題を提起している受益者

負担ゼロの「農地整備事業」導入も、まさに地域住民参加型の事業の一つと考えられ、合意形

成が求められます。 

  つきましては、地域の活性化のために、住民間での話し合い、支えあう雰囲気づくりが醸成

され、かつ喫緊の諸課題事業が少しでも解消されれば、まさに一挙両得であり、時代を反映し

た適時適切な施策と思われます。 

  以上、私見の一端を申し述べましたが、町長の認識と、今後に向けての所見を再度お聞かせ

ください。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 極めて重要なご指摘をいただいたと感じて聞いておりました。特に住民間

の絆、これは災害対策などにおいても非常に大きな力を発揮すると思います。住民の絆が少し

希薄になってきているというのは一面にはつらいことですけれども、ある意味では、裕福さの

違いが顕著に出てきているような感じがいたします。 

  どこの家でも秋になればサンマの煙が上がっているような時代から、隣はタイを食って、隣

はご飯も食べられないというような格差、こういうものを是正していくのも、私は絆を再構築

する意味では大事かと、経済的な面では思います。 

  「人・農地プラン」は一つの代表的な事業ですけれども、農業を通じて地域の絆をつくって

いくというのも工夫次第では一つのいいツールになると思います。受益者負担がゼロのいい事

業が、確かに土地改良事業ではございます。その事業は長野市でやっておりますけれども、私

も何とか導入できたらと思っております。投資をしたら、こういう効果が上がってこういうふ

うになったという、きちんとストーリーが見える事業をやってみたいと感じています。どうい

うふうにもうかったのか、やっても価値が具体的に出てこないということではなくて、本当に
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みんなが可視化できるというか、具体的に見える事業を進めていきたいと思っています。とも

かく議員がおっしゃるとおり、絆を再構築していきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） 時間もないので次を飛ばして、今期に当たっての議会対応いかんと、今後

に向けての町長の率直なお気持ちをお聞きします。 

  町長は、１期目の議会対応に当たっては、行政経験も豊富であり、併せて気遣いもあり、相

談・連絡等を含めて事前の根回しにも十分配慮の上、緊張感を持って対応されてきたと存じて

います。引き続いて、自信と確信を持って町政を執行されていることには賛意をしているとこ

ろであります。 

  以上、述べましたが、聞きたいことは、特に今期後半への議会対応に係る是非をあえて問い

ません。非常にオブラート的な愚問と存じますが、現在の心境と今後への思いを端的にお聞か

せください。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 議会は、全ての、どんな小さい事業でもここでスタートするのです。ここ

で提案をして認めてもらわない限りは、いかなる事業もスタートしません。私たち執行部側に

とっては、これほど権威のある最高の場はないのです。したがって、そこにいらっしゃる議員

さん、議会というものに対する信頼度・重要度は、推して知るべし、極めて高いものだと位置

付けております。 

  ただ、お互いに切磋琢磨してやり合っていこうということは、これは変な妥協をすることで

はなく、それぞれの分野の仕事があるので、それに対してお互いに切磋琢磨して、それを出し

合う中で、結果として、一言で言えば住民福祉につながるような間柄で、これからも行きたい

し、今までもやってきたつもりでございます。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） これは町長の思いでありますので、私がとやかく言う筋もないので、関連
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して次の質問をさせていただきます。 

  町の事業計画を執行するに当たり、現在、区長・組長には事前に実施の有無、例えば、町単

事業等々の情報提供が行われていると聞き及んでおります。しかし、議会議員には状況を知る

すべもなく今日に至っております。地域の問題は議員にも大きな関わりがあり、町と議員は住

民福祉の向上への共通認識を抱いているため、議員へ事前に提供することの是非を含めて、時

間の関係で、イエスかノーかでお答えいただきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） イエスかノーではありませんが、どこを箇所付けして今年は実施するよう

になったということは、町長が判断して実施できる事務だと思います。したがって、サービス

として議会の皆さんに状況等をお知らせするかどうかという判断を求められているものだと思

います。それによって、私のほうは多いけれどもそちらは毎年少ないとか、お宅にばかり行っ

ているとか、こういうことは困ります。必要なものを、必要なときに、必要なだけ着手してい

るというのが、本来私どもが進めている事務ですので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（大川憲明） 荒川委員、残り時間３分です。 

○８番（荒川詔夫） 若干理解に苦しむところがありますけれども、ここは後日お伺いすること

にします。 

  次に、選管委員長もご多用の中お見えになっておりますので、今期の町長、町議会議員の改

選期に当たり、選挙関係について質問をいたします。 

  ご承知のとおり、当該選挙執行に当たり、立候補者や住民各位には公選法により規制があり

ます。今年４月には、県下の某町議会議員が、当選後、公職選挙法違反により直ちに辞職をす

るに至りました。背景は、当時の祝勝会の席上、飲食提供で会費を徴することなく参加住民に

振る舞ったなど、ほかの事件を併せて書類送検されました。 

  つきましては、日ごろから選挙管理委員長ほか、各位にはしっかり対応されておりますが、

当該事件の顛末を踏まえ、さらに住民各位へ周知徹底を図っていただきたく、所管の選挙管理
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委員長にお尋ねいたします。いかがでしょうか。 

○議長（大川憲明） 三ツ井選管委員長。 

          〔選挙管理委員長 三ツ井吉次 登壇〕 

○選挙管理委員長（三ツ井吉次） まず、ご質問いただきましてありがとうございます。 

  広報８月号に、町の町長選挙、町議会議員選挙に係る日程のお知らせと併せて、公職選挙法

改正に伴い、選挙公営制度の拡大、また寄付禁止や、区長・組長、投・開票管理者、公務員等

は選挙運動が禁止または制限されているなどについてお知らせをしたところでございます。 

  10月に行われます町長選挙、町議会議員選挙は、特に身近な選挙になります。公職選挙法に

係る違反のない明るくクリーンな選挙の実現に向け、さらなる広報活動に努めてまいりたいと

思っています。 

○議長（大川憲明） 荒川議員。 

○８番（荒川詔夫） それでは、以上をもちまして私の質問を終わります。 

○議長（大川憲明） 荒川詔夫議員、ご苦労さまでした。 

  これにて一般質問の通告者は全て終了いたしました。 

 

     ◎散会の宣告 

○議長（大川憲明） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

ここでお諮りします。 

明日８日から 23日までの 16日間、本会議を休会したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、明日８日から 23日まで本会議を休会することに決定しま

した。 

24日の本会議は、議事の都合により会議規則第９条第２項の規定により、会議時間を３時間

繰り下げて、午後１時に開くことにしたいと思います。 
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ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認め、９月 24日の本会議は午後１時に開くことに決定いたしま

した。 

本日はこれにて散会といたします。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時３１分 



 

 

 

 

 

 

令和３年９月飯綱町議会定例会 

 

（ 第 ５ 号 ） 
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令和３年９月飯綱町議会定例会 

 

議事日程（第５号） 

令和３年９月２４日（金曜日）午後１時開会 

日程第 １ 諸般の報告 

      報告第１３号 議員派遣結果報告 

日程第 ２ 常任委員会審査報告 

（１）予算決算常任委員会 

（２）総務産業常任委員会 

（３）福祉文教常任委員会 

日程第 ３ 常任委員会付託案件に対する討論、採決 

日程第 ４ 議案第６４号 令和３年度飯綱町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ５ 議案第６５号 令和３年度飯綱町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ６ 議案第６６号 令和３年度飯綱町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ７ 議案第６７号 令和３年度飯綱町下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第７０号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ９ 発議第 ３号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書案 

日程第１０ 発議第 ４号 地域高校の存続と 30 人規模学級を求める意見書案 

日程第１１ 発議第 ５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める

意見書案 

日程第１２ 発議第 ６号 凍霜害及び褐斑病被害対策を求める要望書案 

追加日程第１ 発議第 ７号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度

の確立を求める意見書案 

追加日程第 2 発議第 ８号 「国の責任による『20 人学級』を展望した少人数学級のさらなる前

進」を求める意見書案 
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日程第１３ 議員派遣の件 

日程第１４ 閉会中の継続審査・継続調査の申し出について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（１５名） 

    １番  清 水   均        ２番  風 間 行 男 

    ３番  中 島 和 子        ４番  目須田   修 

    ５番  瀧 野 良 枝        ６番  原 田 幸 長 

    ７番  石 川 信 雄        ８番  荒 川 詔 夫 

    ９番  伊 藤 まゆみ       １０番  清 水   滿 

   １１番  樋 口   功       １２番  渡 邉 千賀雄 

   １３番  原 田 重 美       １４番  青 山   弘 

   １５番  大 川 憲 明 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町    長   峯 村 勝 盛     副 町 長   池 内 武 久 
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開議 午後 １時００分 

 

     ◎開議の宣告 

○議長（大川憲明） 皆様、ご苦労さまです。９月定例会も本日が最終日です。 

これより、本日の会議を開きます。 

本日は、会議規則第９条第２項の規定により、会議時間を繰り下げて行います。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

◎諸般の報告 

○議長（大川憲明） 日程第１、諸般の報告を行います。 

報告第 13号 議員派遣結果報告。 

本報告につきましては、予めお手元に配付のとおり報告を受けておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

以上で諸般の報告を終わります。 

 

     ◎常任委員会審査報告、質疑 

○議長（大川憲明） 日程第２、常任委員会審査報告を行います。 

予算決算常任委員長より、お手元に配付のとおり報告を受けております。 

議員全員により、予算決算常任委員会で審査しておりますので、口述による委員長報告及び

報告への質疑を省略いたします。 

次に、総務産業常任委員長の報告を求めます。風間総務産業常任委員長。 

〔総務産業常任委員長 風間行男 登壇・報告〕 

○総務産業常任委員長（風間行男） 総務産業常任委員会審査報告書、令和３年９月 24日、飯綱

町議会議長 大川憲明様、総務産業常任委員会委員長 風間行男。 

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第 77条の規定に
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より報告します。審査報告書に基づき、審査の経過及び結果を事件毎に報告いたします。 

議案第 54号 令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、認定。 

議案第 59号 令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。 

議案第 60号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定について、認定。 

議案第 62号 令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。 

議案第 68号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定について、可決。 

陳情第３号 緊急支援について、採択。 

陳情第４号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的

議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情、

継続審査。 

陳情第５号 貴議会における下記事項の議員提案の要請、継続審査。 

次に、本委員会の審査の経過及び主な質疑、意見について報告します。以下、赤字のみ報告

します。 

議案第 54 号 令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計歳入歳出決

算の認定について。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で認定とした。 

議案第 59号 令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

質疑なし。討論なし。採決の結果、全員賛成で認定とした。 

議案第 60号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定について。 

質疑①、三水地区において 600ｍほど石綿管が残っているとのことだが、すべての布設替え

の完了予定はいつ頃か。 

回答①、現在実施している管路台帳整備事業で、町内全域の管路を調査している。全体の老

朽管などの把握を行ったうえで、優先順位をつけて布設替えを実施していくため、現時点では

石綿管の布設替えの完了日は未定。 
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討論なし。採決の結果、全員賛成で認定とした。 

議案第 62号 令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について。 

質疑なし。討論なし。採決の結果、全員賛成で認定とした。 

議案第 68号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定について。 

質疑①、地域主体の移動手段の確保とあるが、ｉバスを充実させればよいのではないか。企

画課では全体の構想をどのように捉えているのか。 

回答①、過疎計画中の「地域による移動支援事業」と記載している事業が、地域で支え合う、

地域主体の移動手段を示している。担当課のイメージとしては、旧小学校単位で集落支援員を

中心に運営し、地域住民が有償ボランティアとして交通弱者の移動を支援する仕組みを研究し

たいと考えている。 

質疑⑥、DX推進事業は、どの程度の規模のものを考えているのか。 

回答⑥、DX推進事業は、行政のデジタル化と地域のデジタル化という２つの方針で進めてい

く。行政のデジタル化とは、オンライン申請による住民票など各種証明書の発行や児童手当等

の手続、またデジタル技術による事務の効率化などを想定している。地域のデジタル化につい

ては、過疎計画において「いいづな DX推進事業」、「ICT農業・スマート農業推進事業」、「LPWA

導入支援事業補助」として記述している。現在インターネットとモノをつなぐシステムである

IOTが注目されており、町内では三水用水の水門をスマホで開閉するシステムがそれにあたる。

河川にセンサーを付けて水位を監視するシステムや、農業用ハウス内にセンサーを付けて温度

と湿度を管理するシステムの農家への導入支援などを想定している。こういった IOT のシステ

ムを様々な分野に取り入れて、町民がデジタル技術を使って安心な生活、便利な生活ができる

基盤を作るべく研究していく。 

質疑⑧、総合戦略は後期基本計画と一本化し、過疎計画とセットで事業を実施していくのか。

３年間の実施計画で、過疎計画の具体的な事業と財源を明確にしていくという考え方でよいか。 

回答⑧、総合計画は、10年間の基本構想、５年間の基本計画、３年間の実施計画で構成され

ている。実施計画には、事業費や過疎対策事業債を含めた地方債が記載されるので、過疎計画
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の個別事業が明確になると考えている。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で可決とした。 

陳情第３号 緊急支援について。 

賛成討論、GoToトラベル事業の期間延長については、すでに終わっている事業なので気にな

る部分ではあるが、趣旨は理解できる。 

採決の結果、全員賛成で採択とした。 

陳情第４号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的

議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。 

継続審査とした。 

陳情第５号 貴議会における下記事項の議員提案の要請。 

継続審査とした。 

以上で本委員会の審査報告を終了いたします。 

○議長（大川憲明） これより、総務産業常任委員長に対する質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。目須田議員。 

○４番（目須田修） 陳情第４号、辺野古と普天間についての問題ですが、どんな理由で、どん

な意見が出た中で、継続審査となったのでしょうか。 

○議長（大川憲明） 風間委員長。 

○２番（風間行男） 当事者がいなく、詳細が不明な点が多いため、継続審査としました。 

○議長（大川憲明） 他に質疑ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。風間委員長、ご苦労さまでした。 

  続いて、福祉文教常任委員長の報告を求めます。伊藤福祉文教常任委員長。 

〔福祉文教常任委員長 伊藤まゆみ 登壇・報告〕 

○福祉文教常任委員長（伊藤まゆみ） 福祉文教常任委員会審査報告書、令和３年９月 24日、飯

綱町議会議長 大川憲明様、福祉文教常任委員会委員長 伊藤まゆみ。 
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本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第 77条の規定に

より報告します。審査報告書に基づき、審査の経過及び結果を事件毎に報告いたします。 

議案第 52号 飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部を改正する条例、可決。 

議案第 55号令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定。 

議案第 56号 令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認 

 定。 

議案第 57号 令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。 

議案第 58号 令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。 

議案第 61号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算の認定について、認定。 

請願第１号 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」採択を求める請願書、

採択。 

請願第２号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求

める請願、不採択。 

請願第３号 「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求め

る請願、不採択。 

請願第４号 地域高校の存続と 30人規模学級を求める請願、採択。 

次に、本委員会の審査の経過及び主な質疑、意見について報告します。以下、赤文字のみ報

告します。 

飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部を改正する条例。 

質疑、「等」という表記は曖昧であり、今回追加した対象以外の場合も含まれていると捉えら

れ、混乱を招くのではないか。 

回答、県の規定に合わせている。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で可決とした。 

議案第 55 号 令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て。 

質疑①、時間外訪問・緊急呼出しが増加傾向になっている。職員の体制など心配はないか。 

回答①、職員募集はかけている。採用条件がいくつかある。条件を変更し募集をすることも

必要と考える。 

討論なし。採決の結果、賛成多数で認定とした。 

議案第 56号 令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

住民環境課。 

質疑①、年度末基金現在高が１億４千万円ほどあり、納付金の財源に充てるとあるが、この

基金残高をもって、現在の税率を下げることなど検討はされないのか。 

回答①、県が国保財政の運営主体となり、県下統一税率について検討されている状況。県が

示す標準の税率に対して、町の税率は若干低い状況である。今すぐにその税率に合わせるわけ

ではないが、いずれ県下統一した際は現在の税率より上がる可能性がある。基金に余力がある

ということで今下げても、統一時にその差が負担となることも考慮して、現在は考えていない。 

保健福祉課、質疑なし。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で認定とした。 

議案第 57号 令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 

住民環境課、質疑なし。 

保健福祉課。 

質疑、後期高齢者医療広域連合の補助事業で、町の保健師が不足していることにより実施し

ていないが、今後の見通しは。 

回答、高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施事業について、体制が整ったため、令和３

年度から取り組んでいる。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で認定とした。 

議案第 58号 令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

質疑①、介護保険料の滞納繰越分の不能欠損額の説明で、時効分も含むとはどういう意味か。 
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回答①、介護保険料には２年という時効がある。 

質疑②、時効の中断などの手続をとっていないのか。時効で債権が消滅する例はあまりない。

どうしても徴収できない場合とは、滞納処分を行っても、生活困窮で収入や財産がなく、滞納

者が納められないことが明らかになったときである。その場合、不能欠損の手続となる。 

回答②、徴収の担当課と連携を図り、調整しながら進めていきたい。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で認定とした。 

議案第 61号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算の認定について。 

質疑①、令和２年度に一般病床使用率が上がっているが、患者１人１日当たり診療収入があ

まり増加していない理由と、改善の方策は。 

回答①、一般病床及び療養病床の診療報酬単価が低く、収入が上がらない原因となっている。

診療報酬の基礎となる入院基本料は、医師、薬剤師、看護師の人員増により算定額を上げるこ

とができるため、人員採用を進めていく。また、職員数に応じた各種委員会の設置と部門職員

の専属化により算定額を上げることができるが、専属化は人員面で現実的でない。他に、地域

包括病床の導入も検討しているが、管理の難しさがあり、また新型コロナ対応により制度導入

までに至っていない。 

質疑⑤、地域医療構想における医療機関の再編・統合検討について、新型コロナの影響は。 

回答⑤、現在は全国的な新型コロナへの対応により棚上げされた状態である。国及び県は引

き続き再編・統合等の検討を推進しており、令和２年度末から３年度当初にかけて書面会議お

よび各種調査が行われている。おそらくここ２～３年中には結論付けられるものと思われる。

近隣では飯綱病院と信越病院は病床数減または統廃合について勧告を受けており、信越病院は

移転新築に伴い病床数減の予定である。飯綱病院については介護病床 21床が制度廃止に伴って

減少の見込みであり、療養病床に転換するかが検討課題となっている。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で認定とした。 

請願第１号 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」採択を求める請願書。 

説明者、長野県教職員組合長水支部 阿藤仁氏。飯綱町教職員組合 執行委員長 土屋裕美氏。 
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質疑、国は３分の１しか負担しないので、残りは県の持ち分となり、県により差が出てしま

うということか。 

回答、県により格差が出てくることが懸念される。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で採択とした。 

請願第２号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求

める請願。 

説明者、長野県高等学校教職員組合北部分校 執行委員長 大日方夕希氏。 

質疑なし。討論なし。採決の結果、賛成少数で不採択とした。 

請願第３号 「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求め

る請願。 

質疑①、教師の過労への配慮は必要だが、学力の向上が一番大事だと思う。少人数学級の効

果はどうなのか。国際比較をすれば、日本の１クラスの人数は多いが、少人数にする説得力あ

ることが大事で、数字的に見えれば良いと思うが。 

回答①、現場では過労が大きく、生徒一人ひとりに割ける時間が少ない。学力の向上につい

ての数字は持ち合わせていないので、持ち帰って検討したい。 

質疑②、20 人規模学級だと 21 人で２クラスとなる。子ども同士での学びや男女比でのデメ

リットは、どう考えるか。 

回答②、相対的な学びは、多い方が良い。男女比については考えていなかった。高校では、

男女間や女子同士のトラブルは結構ある。少人数学級では団結力が出ると思う。継続審査とし

た。 

討論なし。採決の結果、賛成少数で不採択とした。 

請願第４号 地域高校の存続と 30人規模学級を求める請願。 

質疑①、北部高校は、地域に大きな貢献をしており、無くなっては困る。飯綱中学校からの

進学が少ないと聞くが、増えるような魅力が欲しい。 

回答①、牟礼駅の花壇の手入れ、飯綱中学校生徒会と一緒にクリスマス装飾などを行ってい
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る。長野市から通う生徒は、地域の授業やコース別に魅力を感じて希望して来ている。 

討論なし。採決の結果、全員賛成で採択とした。 

○議長（大川憲明） これより、福祉文教常任委員長に対する質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） なしと認め、質疑を終了します。伊藤委員長、ご苦労さまでした。 

 

     ◎常任委員会付託案件に対する討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第３ 常任委員会付託案件に対する討論、採決を行います。 

常任委員会付託案件に対する討論、採決の順序につきましては、各案件の議案番号順に行い

ます。 

議案第 52号 飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する福祉文教常任委員長の報告は可決です。 

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 52号 飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部を改正する条例は、委員

長の報告のとおり可決されました。 
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議案第 53号 令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。渡邉議員。 

〔12番 渡邉千賀雄 登壇・討論〕 

○12番（渡邉千賀雄） 議席番号 12番、渡邉千賀雄です。議案第 53号 令和２年度飯綱町一般

会計歳入歳出決算に賛成の立場で討論を行います。 

２年度一般会計歳出決算は、103 億 355 万円、前年度に比べ、18 億 7,132 万円、22.2％の増

となり、昨年の倍、６億円を決算積み立てとしました。「町総合戦略」にもとづく事業の推進、

庁舎建設、また新型コロナ対策等によるものの結果と思います。 

町長の政治姿勢として、憲法９条を守り、反戦、反核の立場で、町民の福祉増進を図る町政

を推進し、従来からの人口減問題、地域の農業振興などに取り組んできた経緯を踏まえ、町民

誰もが住んでいてよかったと安心して暮らせる町、活力ある更なる町づくりにさらに邁進を期

待するところです。 

中でも評価できる施策として、地域医療の拠点として飯綱病院の運営、福祉医療の充実、公

共交通・Ｉバスの運行、防犯灯の設置管理、奨学金、教育環境条件整備、農業支援・中山間地

域等直接支払い事業、奨励作物支援制度の継続、住宅リフオーム支援、就職あっせん相談窓口

業務、産廃処理場への対応などであり、今後の継続取り組みを望むところです。 

一方、多子・長寿社会を目指し、少子・高齢化のもとで高齢者の尊厳ある老後、安心できる

介護サービスの提供など、介護保険サービスの充実が求められます。また、若者の定住、移住

を図り、格差、貧困対策の拡充を進め、経済的な理由で教育や福祉施策の発揮を左右させない

ことが重要です。コロナ禍での不況対策、また、建設された施設の有効的な活用を図ること、

生活環境をまもり、人口維持増過疎加策や、地域産業の発展を図り、計画に沿った財政運営を

求めます。 
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以上意見を付して賛成討論とします。 

○議長（大川憲明） 次に原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する予算決算常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 53号 令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算の認定については、認定

することに決定しました。 

議案第 54 号 令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する総務産業常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 
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○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 54号 令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計

歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

議案第 55 号 令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する福祉文教常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 55号 令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の

認定については、認定することに決定しました。 

議案第 56 号 令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する福祉文教常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 56号 令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、認定することに決定しました。 

議案第 57 号 令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議

題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。伊藤議員。 

〔９番 伊藤まゆみ 登壇・討論〕 

○９番（伊藤まゆみ） 議席番号９番、伊藤まゆみです。議案第 57号 令和２年度飯綱町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定に反対の立場で討論をいたします。 

 この制度の性格上、保険料改定時には毎回引き上げられてきました。私は、この間コロナ禍

でもあり保険料の町独自の軽減を行うことを求めてきましたが、令和２年度も行われませんで

したので決算の認定に反対します。 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する福祉文教常任委員長の報告は認定です。 
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委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 57号 令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、認定することに決定しました。 

議案第 58 号 令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題

とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する福祉文教常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 58号 令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、認定することに決定しました。 

議案第 59 号 令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議

題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する総務産業常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 59号 令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、認定することに決定しました。 

議案第 60号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定についてを議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する総務産業常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 60号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定については、認定する

ことに決定しました。 

議案第 61号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算の認定についてを議題とします。 
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これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する福祉文教常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 61号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算の認定については、認定する

ことに決定しました。 

議案第 62 号 令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを議

題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する総務産業常任委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、この決算を認定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 
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○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 62号 令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついては、認定することに決定しました。 

議案第 63号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する予算決算常任委員長の報告は可決です。 

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 63号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第４号）は、委員長の報告

のとおり可決されました。 

議案第 68号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定についてを議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 
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本案に対する総務産業常任委員長の報告は可決です。 

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 68号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定については、委員長の報告

のとおり可決されました。 

請願第１号 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」採択を求める請願書

を議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、本案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この請願に対する福祉文教常任委員長の報告は採択です。 

請願第１号 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」採択を求める請願書

を、採択することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、請願第１号 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」採択を

求める請願書は、採択とすることに決定しました。 

請願第２号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求

める請願を議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 
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まず、本案に賛成者の発言を許します。渡邉議員。 

〔12番 渡邉千賀雄 登壇・討論〕 

○12番（渡邉千賀雄） 12番、渡邉千賀雄です。請願第２号国の教育予算を増やして「高校無償

化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求める請願に賛成討論を行います。 

OECD（国際機関である・経済協力開発機構）の 2020 年版よると、2018 年諸国平均学級規模

は小学校 21 人、日本は 27 人、中学校 23 人、日本 32 人であります。世界的な標準から見ても

日本は、学級規模の面でも少人数が求められていることにも表れております。ちなみに、請願

を含めて、今回の請願全体に言えることは、国際的にみると日本は、国の教育予算が OECDの最

低クラスに少ないことに起因しているのが現状だと思います。教育関係者の立場から、あるい

は教育現場からの問題提起、提言、提案である、こうした請願にはそれぞれの願いと実状を訴

えておられるということであり、請願に賛成です。 

○議長（大川憲明） 次に本案に反対者の発言を許します。青山議員。 

〔14番 青山弘 登壇・討論〕 

○14 番（青山弘） 議席番号 14 番、青山弘です。請願第２号 国の教育予算を増やして「高校

無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求める請願について、不採択の立場で討論を行い

ます。 

「高校無償化制度」厳密には「高等学校等就学支援金制度」といいます。政策目的は、授業

料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負

担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与すること、としています。 

請願趣旨や請願事項では、所得制限を廃止してとかヤメて「高校無償化」を復活しろといっ

ていますが、所得制限によって無償化の対象を絞り込むことで財源を捻出し、非課税世帯、低

所得者世帯の支援に活用する「高校生等奨学給付金制度」を創設したことは理解できます。高

年収に当たる 910 万円以上に、所得制限を設けるのは、やむを得ないと思います。よって、こ

の請願は不採択とすべきと考えます。 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。荒川議員。 
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〔８番 荒川詔夫 登壇・討論〕 

○８番（荒川詔夫） 議席番号８番、荒川詔夫です。今般の請願第２号 国の教育予算を増やし

て「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求める請願について、賛成の理由を以下

の４点に絞り、簡潔に申し上げます。 

  １点目、前回も意見を述べたとおり、高校生は義務教育でないとして、教育費は所得制限が

図られています。ご承知のとおり、県下の中学生の高校進学率は 99％に及んでいるため、高校

は実質的には義務教育と言っても過言ではありません。よって、現状を踏まえれば無償化は当

然の摂理と考えた次第です。 

  ２点目、請願書に記述のとおり、高校無償化の廃止により、年収 910 万円以上の世帯の高校

生は授業料納付の対象になりましたが、貧富の格差が増大している昨今、非課税世帯にならな

い厚い層である生活困窮世帯には、その財源が行き渡らないとのことを踏まえると何らかの救

済措置を講ずべきと思います。 

  ３点目、我が国の教育予算の実状は、ＯＥＣＤ諸国に比べて最低レベルであり、無償化を目

指す国際公約に反していることを申し上げます。 

  ４点目、最後に日本国憲法第 26条の規定には、世帯所得の多寡にかかわらず、何人も教育を

受ける権利の平等化が明文化されておりますので、よって、高校無償化の権利は当然保障され

るべきものと思います。 

  以上、論点整理を踏まえ、請願第２号に賛成した次第です。議員各位の賛否の理由をお聞か

せ頂きたく、併せて申し上げます。 

○議長（大川憲明） 次に本案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。伊藤議員。 

〔９番 伊藤まゆみ 登壇・討論〕 

○９番（伊藤まゆみ） ９番、伊藤まゆみです。請願第２号 国の教育予算を増やして「高校無

償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求める請願の採択に賛成の立場で討論を行います。 
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学びたいと願う生徒が安心して学べる環境を整えることは、多様な人材育成の上でも国の責

務であると考えます。授業料は本来平等であるべきで、収入の多い方は、税として納めるべき

であると考えます。 

新型コロナ感染症の終息が見えない今だからこそ、地方議会は保護者や現場の思いをくみ取

り、国に意見書を提出すべきと思います。 

議員各位の賢明な判断をお願いして採択に賛成の討論とします。 

○議長（大川憲明） 次に本案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この請願に対する福祉文教常任委員長の報告は不採択です。 

請願第２号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求

める請願を、採択することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、請願第２号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制

度の確立を求める請願は、採択とすることに決定しました。 

請願第３号 「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求め

る請願を議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、本案に賛成者の発言を許します。目須田議員。 

〔４番 目須田修 登壇・討論〕 

○４番（目須田修） ４番、目須田修です。請願第３号「国の責任による『20 人学級』を展望し
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た少人数学級のさらなる前進」を求める請願採択に賛成の立場で意見を申します。 

  少子化が進む中、教育現場の未来に期待し、よりきめ細かな教育を可能にするために、対応

策としての少人数学級を前進させたい。 

以上、この請願の採択に賛成します。 

○議長（大川憲明） 次に本案に反対者の発言を許します。中島議員。 

〔３番 中島和子 登壇・討論〕 

○３番（中島和子） 議席番号３番、中島和子です。請願第３号「国の責任による『20人学級』

を展望した少人数学級のさらなる前進」を求める請願に反対の立場で討論いたします。 

2021 年３月、義務標準法の改正により 35 人以下学級へ移行が決まりました。今回、35 人以

下学級を一気に 20人にすることについては、コロナ禍を想定したものが主であり、他の根拠が

見当たりません。 

少子化時代において、多くの仲間に揉まれる学校生活は社会性を育てる貴重な場となり、多

くの体験をとおし、仲間との競争心や自立心を育て、そして、社会で共存していくための大切

な学びの場となります。又、上手く機能しないのは、学校生活だけの問題ではなく、家庭や地

域の環境が大きく影響してくると思われます。そして、学校では子供にとって最大の教育環境

が正に先生です。昨今、先生の不祥事が多くある中、生徒・児童との信頼関係に不安を覚えま

す。クラスを増し教員の数を増やすことではなく、教員のスキルアップを希望します。 

以上から反対とさせていただきます。 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。荒川議員。 

〔８番 荒川詔夫 登壇・討論〕 

○８番（荒川詔夫） 議席番号８番、荒川詔夫です。今般の請願第３号 「国の責任による『20

人学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求める請願について、賛成の立場でその一

端を申し述べます。 

  私たちの幼少期頃の家庭環境は、どこの家でも３世帯同居で、兄弟姉妹も多く、叔父叔母等

含め多人数の家族構成のため、しつけ、情操教育等を含め、家庭環境は恵まれた中で育ってき
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ました。そのうえ、地域の教育力もあり、家庭、地域、学校と三者の連携がとれ、50人弱の学

級編成でも機能が果たされていたものと、回想しているところです。今の児童・生徒の家庭環

境及び地域の教育力はどうでしょうか。この穴埋めは残念ながら学校に委ねなければならない

のが、現下の教育環境と痛感しています。前置きはさておき、必要性を簡潔に申し上げます。 

  2021年３月に「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数標準に関する法律」が成立し、

各学年 35 人学級になりましたが、完成までには５年がかかりスピード感がありません。なお、

小・中・高校課程での課題として、学習就学度の不十分さや、いじめ、不登校傾向等の諸課題

を踏まえると、教師による一人ひとりの児童・生徒に目が行き届き、学力や心のケアが十分叶

える体制整備は、現代社会の諸情勢、例えば引きこもりによる 80・50 の解消などを踏まえると、

少人数学級編成での児童・生徒への人材育成・強化策はお金には変えられない社会形成上の原

点である旨を強調いたします。なお、このことは少人数学級を経験した現大学４年生から聞き

及んだ当事者の声として、敢えて付け加えて申し上げます。 

  併せて、教職員への負担軽減に連動する働き方改革を推進のうえ実施すべきと思います。 

  以上、私見の一端を述べましたが、35 人学級はあくまで通過点であり、更なる前進をした 20

人程度の学級編成は、飯綱町での町費負担による加配講師確保の財源も少なく済み、賛意を頂

けるものとして確信を持って賛成をした次第です。 

○議長（大川憲明） 次に本案に反対者の発言を許します。青山議員 

〔14番 青山弘 登壇・討論〕 

○14番（青山弘） 議席番号 14番、青山弘です。請願第３号反対の立場で討論を行います。 

昨年度の請願は、「国の責任で、35 人以下学級を計画的に前進させること」でした。本年、

小学校全学年で 2025 年度までに小学校の定員を 35 人以下に引下げることになりました。中学

校は含まれていません。 

  萩生田文科大臣は、「文科省は小学校・中学校の少人数学級を目指しておりましたし、本来は

30 人という目標を掲げましたけれども、様々な事情で小学校の 35 人をスタートすることにな

りました。」「まずは 35 人学級を充実したものにして、教員の皆さんの働き方も変えながら５年
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間でしっかり検証し必要に応じてさらなる改善改革を進めていきたい」とおっしゃっておられ

ました。 

請願趣旨や請願事項には「小学校は５年かけずに早期に実現すること。小学校・中学校・高

校の全学年で「20人学級」を展望した少人数学級を前進させること」とあります。文科大臣は

５年間かけてしっかり検証すると言っているのだから検証を待つべき気だと思います。中学校

や高校の 35人以下学級はまだ決まっていません。この先どれくらい時間がわからないのに小学

校・中学校・高校の全学年で 20人学級云々は実現性に相当な困難があるので、この請願は不採

択にすべきと考えます。 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。伊藤議員。 

〔９番 伊藤まゆみ 登壇・討論〕 

○９番（伊藤まゆみ） 議席番号９番、伊藤まゆみです。請願第３号「国の責任による『20人学

級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求める請願の採択に賛成の立場で討論を行いま

す。 

  国の責任による少人数学級の実現は、多くの団体や保護者、教職員等による長い運動の歴史

があります。その実現には、長い年月を重ねてきています。また、少人数学級の実現は、各県

で違いが出てきています。長野県ではその運動に応え、ご承知の通り中学３年生までの 35人以

下学級が実現していますが、県独自の予算によるものです。国が責任を負えば、県民の福利厚

生や生活環境の改善などにその予算を回すことができますし、それが本来の姿であると考えま

す。 

  国においては、長年にわたって、文部科学省が少人数学級実現のための予算要求をしていま

したが、文部省が認めてきませんでした。安倍首相が、早急に取り組むべき課題と表明し、小

学６年生が実現しました。 

  欧米では、少人数学級が実現しており、様々な工夫がされて一人ひとりの児童生徒を大事に

した学習がされています。 

地方議会は、実現することが遠い問題であったとしても、多くの団体や保護者、教職員等の
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願いをくみ、国に意見書を提出していくことが仕事の一つであると私は考えます。20人学級実

現には大変長い道のりがかかるとは思いますが、生徒・児童の教育環境を整えていく、そのこ

とに対して地方議会の姿勢というものをきちんと示していく大変重要な課題であると私は思っ

ています。これからも住民の皆さんが見つめている課題であるとも思っています。 

  議員各位の賢明な判断を期待して討論といたします。 

○議長（大川憲明） 次に本案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この請願に対する福祉文教常任委員長の報告は不採択です。 

請願第３号 「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求め

る請願を、採択することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

  したがって、請願第３号 「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる

前進」を求める請願は、採択とすることに決定しました。 

ここで暫時休憩とします。再開は 14時 15分といたします。 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時２５分 

○議長（大川憲明） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  伊藤議員から、先ほどの討論の中で言い間違いがあったため、訂正の申し出がありました。

伊藤議員。 

〔９番 伊藤まゆみ 登壇・討論〕 



 

- 219 - 

○９番（伊藤まゆみ） 議席番号９番、伊藤まゆみです。先の請願第３号の討論の中で「文部科

学省が少人数学級実現のための予算要求をしていましたが、財務省が認めてきませんでした。」

というところを「文科省が認めてきませんでした。」と言い間違えたとご指摘をいただきました。

訂正をさせて頂きたいと思います。 

○議長（大川憲明） ただ今の訂正の申し出に対し、議長は訂正を許可します。 

  引き続いて、請願第４号 地域高校の存続と 30人規模学級を求める請願を議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、本案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この請願に対する福祉文教常任委員長の報告は採択です。 

請願第４号 地域高校の存続と 30人規模学級を求める請願を、採択することに賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、請願第４号 地域高校の存続と 30人規模学級を求める請願は、採択とすること

に決定しました。 

陳情第３号 緊急支援について（要望）を議題とします。 

これから、本案について討論を行います。 

まず、本案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

この請願に対する総務産業常任委員長の報告は採択です。 

請願第３号 緊急支援について（要望）を、採択することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、請願第３号 緊急支援について（要望）は、採択とすることに決定しました。 

 

     ◎議案第 64号の質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第４、議案第 64号 令和３年度飯綱町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

本案について質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 
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○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 64号 令和３年度飯綱町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第 65号の質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第５、議案第 65号 令和３年度飯綱町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

本案について質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 65号 令和３年度飯綱町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第 66号の質疑、討論、採決 
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○議長（大川憲明） 日程第６、議案第 66号 令和３年度飯綱町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

本案について質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 66 号 令和３年度飯綱町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第 67号の質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第７、議案第 67号 令和３年度飯綱町下水道事業会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

本案について質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、議案第 67号 令和３年度飯綱町下水道事業会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり可決されました。 

 

◎議案第 70号上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第８、議案第 70号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第５号）を

議題とします。 

  本案について提案理由を求めます。徳永総務課長。 

〔総務課長 徳永裕二 登壇・説明〕（議案第 70号） 

○総務課長（徳永裕二） 議案第 70号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第５号）について

ご説明申し上げます。今回の補正予算第５号は、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の

追加及びりんごの凍霜害等に係る被害果の販売支援を行うための増額の補正予算でございます。

それでは、追加の議案書並びに議案の提案説明書をご覧ください。 

補正の概要でございますが、既定の予算に 2,930万２千円を追加し、補正後の予算額を 90億

300万５千円とするものでございます。 
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では初めに、歳入の内容を申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が追加交付されることから、14款国庫支

出金で 930 万２千円を増額しております。これは新型コロナ対策の追加事業に充当しておりま

す。 

また、18款繰入金で 2,000万円を増額しております。これはりんごの被害果をふるさと納税

の返礼品とすることを予定しており、これに係る寄付金から返礼品代、送料、委託料などの諸

費用を差し引いて町に残るお金、これは一旦ふるさと応援基金に積み立てますので、これを取

り崩して繰入れまして、被害果の販売支援に充当するというものでございます。 

続いて、歳出の内容を申し上げます。本日、補足資料として「令和３年度新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金事業、補正予算第４、５号分」をお配りしましたので、併せ

てご覧いただきたいと思います。こちらのＡ４横のカラーのものになります。 

２款総務費では、災害対策支援事業で新型コロナ対策として、町出身の大学生等に町の特産

品等を贈り応援する事業に係る費用 150 万円を増額しております。内容につきましては、送料

込み６千円程度で、米、加工品などの町の特産品詰合せを希望する大学生等に贈るものでござ

います。補足資料５の事業になります。 

３款民生費では、地域福祉推進事業で新型コロナ対策として、低所得者世帯、住民税が非課

税である世帯を想定しておりますが、この皆さんの生活を支援する事業に係る費用、計 1,204

万３千円を増額しております。内容につきましては、世帯員が１名、２名、３名、４名、５名

以上などの階層に応じて、１世帯当たり１万円から３万円を給付したいというものでございま

す。補足資料４の事業になります。 

以上の２事業については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当する事

業となります。 

次に、６款農林水産業費では、果樹振興事業費でりんごの凍霜害等に係る被害果の販売支援

に係る費用 2,000 万円を増額しております。内容につきましては、凍霜害等の影響による、被

害果の増加が見込まれるため、ＪＡと連携しその被害果の一部を商品化し販売したいというも
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ので、ＪＡが集荷し、商品化に係る一部の経費を町が支援する仕組みを通じて、幅広く販売す

ることで、生産者の減収を抑制し、間接的に生産者支援を行うものでございます。財源につい

ては、歳入の際にもご説明しましたが、商品化した一部、５ｋｇで 10,000箱を目標としており

ますが、これをＪＡ、ふるさと振興公社などが取扱い事業者となり、ふるさと納税の返礼品と

し、主に 6,000 円の寄付でりんご５ｋｇの返礼を予定しておりますが、これに係る寄付金の一

部を財源とするものでございます。 

その他、14款予備費で 424万１千円減額し、財源調整をしております。 

以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○議長（大川憲明） 説明を終了し、質疑を行います。 

  質疑のある方おられますか。原田重美議員。 

○13番（原田重美） 13番、原田重美です。対象とする果樹、これは凍霜害でしょうか。実はこ

の後の議題で要望書を提出したいというがあります。そこで、褐斑病の被害果は想定していな

いのでしょうか。 

○議長（大川憲明） 峯村町長。 

〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 今回、ＪＡのみで支援することにしたのは、個々の農家の判断で、家のり

んごはこの程度が家庭用（○特）なんだというのでは混乱しやしないかと。農協で、普段は光セ

ンサーのラインに乗せないりんごを、今回すべて光センサーに乗せてもらって、ふるさと納税

の返礼品にするということにしました。したがって、りんごは品種や春先の被害果だけにこだ

わったというものではなく、褐斑病または葉っぱの落ちる落葉病の関係のものも○特のラインと

して出てくることもあろうと思います。とにかく 18ｋｇのコンテナで２万ケースまではいかな

いが、その程度○特が増えて出てくるだろうというＪＡの予測です。2,000 万円ということは、

そこに一箱 1,000 円ずつ上乗せするということです。これはその分を農協にも泣いてもらいた

いが、農家に平等に、ふるさと納税で売ろうが、農協が大型店舗のイベントで売ろうが、平均

単価を上げたということで、農家の所得が上がるような対応をしております。凍霜害だけにこ
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だわって、それに限って補助をするのはかえって難しいと思います。 

○議長（大川憲明） 他に質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

  これから本案について討論を行います。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。渡邉議員。 

〔12番 渡邉千賀雄 登壇・討論〕 

○12番（渡邉千賀雄） 議席番号 12番、渡邉千賀雄です。議案第 70号 令和３年度飯綱町一般

会計補正予算（第５号）に賛成の討論を行います。 

  提案説明と質疑がありました。今、農家は非常にりんご対策、収穫時期を含めて、大変な時

期になってきています。そのようなときに、町の農業支援策として、今回補正を組まれたとい

う点で評価できます。ましてや、日本一のりんごの町を目指して、りんごを作ってがんばって

いる農家が、春先でやられて秋に泣いている状況を防ぐために、非常に有効な施策だと思いま

すし、温かい施策だと思います。また、再生産の意欲も湧くのではないかと思います。 

  また、もう一点の福祉推進事業で、非課税世帯に灯油代を、また大学生にも支援すると。ま

さに、コロナの下で大学生はアルバイトもできず生活が大変だと、そういったことに対しての

配慮。また、これからの寒い時期に心温まる福祉灯油を早い時期から用意して備えると、行政

の福祉の心を発揮した施策だと思います。町も皆さん方に報告しながら取り組んでいただけれ

ばと思います。 

○議長（大川憲明） 次に本案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に本案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数。 

  したがって、議案第 70号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第５号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

     ◎発議第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第９、発議第３号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意

見書案を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。議席番号９番、伊藤まゆみ議員。 

〔９番 伊藤まゆみ 登壇・説明〕（発議第３号） 

○９番（伊藤まゆみ） 議席番号９番、伊藤まゆみでございます。発議書を朗読いたします。 

発議第３号、令和３年９月 24日、飯綱町議会議長 大川憲明 様、提出者 飯綱町議会議員 

伊藤まゆみ、賛成者 飯綱町議会議員 中島和子、目須田修、瀧野良枝、清水滿、樋口功、青

山弘。 

義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書案、上記の議案を別紙のとおり会議規

則第 14条の規定により提出します。 

提案理由をご説明申し上げます。 

義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書。 

昨年３月には、新型コロナウイルス感染症対策として全国で一斉臨時休業が行われ、４月以

降も、再開する学校、休業が延長された学校、分散登校を行う学校などがありました。新年度

になっても、学校現場では学びの保障や心のケア、感染症対策など不断の努力を続けています。 

義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が２
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分の１から３分の１に引き下げられました。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等

を行っている自治体もありますが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題です。国の

施策として定数改善にむけた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水

準の教育を受けられることが憲法上の要請です。ゆたかな子どもの学びを保障するための条件

整備は不可欠です 

よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が

計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要請します。 

記。 

教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持

し、負担率を２分の１に復元するなど拡充すること。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年９月 24日、長野県 飯綱町議会議長 大川憲明。 

内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長 あて。 

以上、よろしくご審議をお願いします。 

○議長（大川憲明） これから質疑を行ないます。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。伊藤まゆみ議員、ご苦労様でし

た。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 
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この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、発議第３号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書案は、原案

のとおり可決されました。 

 

     ◎発議第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第 10、発議第４号 地域高校の存続と 30 人規模学級を求める意見書

案を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。議席番号９番、伊藤まゆみ議員。 

〔９番 伊藤まゆみ 登壇・説明〕（発議第４号） 

○９番（伊藤まゆみ） 議席番号９番、伊藤まゆみでございます。発議書を朗読いたします。 

発議第４号、令和３年９月 24日、飯綱町議会議長 大川憲明 様、提出者 飯綱町議会議員 

伊藤まゆみ、賛成者 飯綱町議会議員 中島和子、目須田修、瀧野良枝、清水滿、樋口功、青

山弘。 

地域高校の存続と 30 人規模学級を求める意見書案、上記の議案を別紙のとおり会議規則第

14条の規定により提出します。 

提案理由をご説明申し上げます。 

地域高校の存続と 30 人規模学級を求める意見書。 

一人ひとりにゆきとどいた教育を保障するため、長野県では、県予算によってすべての小中

学校で 35人学級が実現しており、県民の高く評価するところです。 

高校においても生徒の多様化がすすみ、少人数学級でゆきとどいた教育をと願う声は、保護

者からも、教職員からも圧倒的で、一日も早い少人数学級編成の導入が望まれます。 

2017 年３月に決定された「学びの改革 基本構想」及び 2018 年９月に発表された「高校改
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革～夢に挑戦する学び～ 実施方針」では、2020 年３月に「一次分」、2021 年３月にはすべて

の地域の再編計画を確定することが決定されました（新型コロナウイルスの影響により１年延

期）。合わせて、県内の高校を「都市部存立校」「中山間地存立校」等に分類し、教育活動・目

的を分け、それぞれに募集定員・在籍生徒数による再編基準が示されています。県境に近い地

域では「中山間地存立特定校」として「募集学級数１学級でも単独で高校を存続させる道を探

る」としながら、「存続の必要性」「高校を単独で存続する体制を整備できる」ことも存続の条

件としています。 

これらは地域間格差・学校間格差を是認したうえで機械的な統廃合を促すものであり、とり

わけ地域高校の存続が危惧される内容です。中山間地存立校では、総合的な探求の時間に地域

授業（地域の産業や文化・歴史を学んだり、社会人講師の方々からお話を聞くなど）を行い、

生徒が地域の課題に取り組み、地域の活性化に協力し、地域創生を目指す活動をしています。

地域における高校の役割と重要性については、県教委も認めるところであり、地域高校の存続

はそれ自体を目標とすべきです。 

また同方針では、「新たな学びの場の創造」として掲げられた「モデル校方式」のなかに「少

人数学級を研究する高校」が示されました。前述のように、高校での少人数学級実現は多くの

県民の願いです。他県では、地域高校や専門高校、特別な配慮を必要とする生徒を多く迎えて

いる高校において、部分的に少人数学級の募集を行っている事例がみられます。 

よって、下記の事項を実現するよう強く要望します。 

記。 

早期に地域高校の 30 人規模学級を実現するとともに、募集定員・在籍生徒数による再編基準

に関わらず、地域高校を存続させていくこと。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年９月 24日、長野県 飯綱町議会議長 大川憲明。 

長野県教育委員会 教育長 原山隆一 様。 

以上、よろしくご審議をお願いします。 
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○議長（大川憲明） これから質疑を行ないます。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。伊藤まゆみ議員、ご苦労様でし

た。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、発議第４号 地域高校の存続と 30人規模学級を求める意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

 

     ◎発議第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第 11、発議第５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財

源の充実を求める意見書案を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。議席番号 14番、青山弘議員。 

〔14番 青山弘 登壇・説明〕（発議第５号） 

○14番（青山弘） 議席番号 14番、青山弘でございます。発議書を朗読いたします。 

発議第５号、令和３年９月 24日、飯綱町議会議長 大川憲明 様、提出者 飯綱町議会議員 
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青山弘、賛成者 飯綱町議会議員 風間行男、伊藤まゆみ。 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書案、上記の議案を

別紙のとおり会議規則第 14条の規定により提出します。 

提案理由をご説明申し上げます。 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書。 

新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・

社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方財政は、来年度

においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 

地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、

防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会

保障等への対応に迫られており、このためには、財源の充実が不可欠である。 

よって、国においては、令和４年度地方財政対策等に向け、下記事項を確実に実現されるよ

う、強く要望する。 

記。 

１ 令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針

2021」において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する

とされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地

方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。 

２ 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地

方に税源配分すること。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年９月 24日、長野県 飯綱町議会議長 大川憲明。 

内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、衆

議院議長、参議院議長 あて。 

以上、よろしくご審議をお願いします。 
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○議長（大川憲明） これから質疑を行ないます。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。青山弘議員、ご苦労様でした。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、発議第５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め

る意見書案は、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎発議第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 日程第 12、発議第６号 凍霜害及び褐斑病被害対策を求める要望書案を議

題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。議席番号２番、風間行男議員。 

〔２番 風間行男 登壇・説明〕（発議第２号） 

○２番（風間行男） 議席番号２番、風間行男でございます。発議書を朗読いたします。 

発議第６号、令和３年９月 24日、飯綱町議会議長 大川憲明 様、提出者 飯綱町議会議員 

風間行男、賛成者 飯綱町議会議員 原田幸長、伊藤まゆみ。 
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凍霜害及び褐斑病被害対策を求める要望書案、上記の議案を別紙のとおり会議規則第 14条の

規定により提出します。 

提案理由をご説明申し上げます。 

凍霜害及び褐斑病被害対策を求める要望書。 

飯綱町長 峯村勝盛 様、飯綱町議会議長 大川憲明。 

令和３年９月 10日９時から総務産業常任委員会において、町内果樹園での凍霜害及び褐斑病

の被害発生状況を７圃場で視察したところ、被害が近年になく各地に見受けられた。 

春からの異常気象により、凍霜害（リンゴに被害果（サビ）の発生、サクランボはほぼ全滅、

リンゴ及びナシの着果不足）が発生した。 

また、８月から９月にかけて日照不足と湿度の高い日が続いた影響により、褐斑病が発生、

９月に入り爆発的に拡大して葉のない木が多数確認された。原因は、多湿により、葉が茂り風

通しの悪い場所や水はけの悪い場所では根が傷み、樹勢が衰えたなど多岐にわたると推測する。

このまま放置すると翌年の栽培にも被害が拡大することが懸念されるため、早急な褐斑病拡大

防止策（被害果や落葉の焼却や消毒等）が求められている。 

日本一のリンゴの町を目指す政策にも大きな打撃になることも懸念されるため、下記のとお

り要望する。 

記。 

１ 褐斑病について JA と協議し早急に被害拡大防止対策と被害果の販路対策を講じること。 

２ 褐斑病被害落葉の焼却処分に向け指導の徹底と薬剤散布に係る経費の助成を行なうこと。 

３ りんごに限らず品目別被害状況を精査のうえ公平な支援を講ずること。 

４ 長野県農業共済組合の収入保険と果樹共済保険の掛金の負担軽減と加入促進を拡大するこ

と。 

以上、よろしくご審議をお願いします。 

○議長（大川憲明） これから質疑を行ないます。 

質疑のある方おられますか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。風間行男議員、ご苦労様でした。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、発議第６号 凍霜害及び褐斑病被害対策を求める要望書案は、原案のとおり可

決されました。 

先ほど、渡邉千賀雄議員ほか６名から、発議第７号 国の教育予算を増やして「高校無償化」

を復活し、給付奨学金制度の確立を求める意見書案及び発議第８号 「国の責任による『20人

学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求める意見書案が提出されました。 

お諮りします。これを日程に追加し、追加日程第１及び第２とし、議題にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第７号及び発議第８号を日程に追加し、追加日程第１及び追加日程第２と

して、議題とすることに決定しました。 

ここで暫時休憩とします。意見書の内容を確認するための時間を考慮し、再開は、３時 30分

からとします。 
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休憩 午後 ３時０９分 

再開 午後 ３時３０分 

 

     ◎発議第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 追加日程第１、発議第７号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復

活し、給付奨学金制度の確立を求める意見書案を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。議席番号 12番、渡邉千賀雄議員。 

〔12番 渡邉千賀雄 登壇・説明〕（発議第７号） 

○12番（渡邉千賀雄） 議席番号 12番、渡邉千賀雄でございます。 

発議第７号、令和３年９月 24日、飯綱町議会議長 大川憲明 様、提出者 飯綱町議会議員 

渡邉千賀雄、賛成者 飯綱町議会議員 清水均、風間行男、石川信雄、荒川詔夫、伊藤まゆみ、

原田重美。 

国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求める意見書案、

上記の議案を別紙のとおり会議規則第 14条の規定により提出します。 

提案理由をご説明申し上げます。 

国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求める意見書。 

格差と貧困が広がるもと、コロナ禍による経済的な影響は家計に追い打ちをかけ、生活が困

窮する家庭が増えています。その中で、授業料や授業料以外の教育費が大きな負担となってい

ます。 

「高等学校等就学支援金制度」は 2020年度から私立高校にも拡充されました。制度の拡充は

重要な前進ですが、「高等学校等就学支援金制度」は 2014 年に「高校無償化」に所得制限を設

けて作られた制度です。所得制限は廃止し「高校無償化」を復活することが求められています。 

一方、非課税世帯の高校生に支給される「高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）」につ

いては 2021年度も第１子の給付（年額）が増額され、国公立が 11万 100円（前年比２万 6100

円増）、私立が 12 万 9600 円（同２万 6100 円増）となっています。しかし、依然として第２子
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以降との間には大きな差があることや、財源が年収 910 万円以上世帯の高校生から徴収した授

業料であることや、制度の対象にならない世帯の負担が増加するなど多くの問題があります。 

学ぶ権利を保障するため、教育予算を増やした上で「高校無償化」を復活すること、「高校生

等奨学給付金」を拡充して給付奨学金制度を確立することが求められます。 

よって、飯綱町議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請します。 

記。 

１ 国は、教育予算を増やし、「高等学校等就学支援金」の所得制限をやめ、「高校無償化」

を復活すること。 

２ 国は、教育予算を増やし、「高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）」を拡充すると

ともに、高校生に対する給付奨学金制度を確立すること。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年９月 24日、長野県 飯綱町議会議長 大川憲明。 

内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長 あて。 

以上、よろしくご審議をお願いします。 

○議長（大川憲明） これから質疑を行ないます。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。渡邉千賀雄議員、ご苦労様でし

た。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 
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この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、発議第７号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制

度の確立を求める意見書案は、原案のとおり可決されました。 

 

◎発議第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大川憲明） 追加日程第２、発議第８号 「国の責任による『20人学級』を展望した少

人数学級のさらなる前進」を求める意見書案を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。議席番号 12番、渡邉千賀雄議員。 

〔12番 渡邉千賀雄 登壇・説明〕（発議第７号） 

○12番（渡邉千賀雄） 議席番号 12番、渡邉千賀雄でございます。 

発議第８号、令和３年９月 24日、飯綱町議会議長 大川憲明 様、提出者 飯綱町議会議員 

渡邉千賀雄、賛成者 飯綱町議会議員 清水均、風間行男、目須田修、荒川詔夫、伊藤まゆみ、

原田重美。 

「国の責任による『20 人学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求める意見書案、

上記の議案を別紙のとおり会議規則第 14条の規定により提出します。 

提案理由をご説明申し上げます。 

「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求める意見書案。 

さまざま課題を抱えた子どもたちが増える中、一人ひとりにゆきとどいた教育を保障するた

め、全国の多くの自治体が独自に少人数学級を実施しています。こうした地方の動きに後押し

され、2021年３月 31日、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

（以下、義務標準法）の一部を改正する法律」が成立し、小学校全学年での 35人学級の実現に

道を開きました。 
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しかし、35人以下学級でも学級規模は大きく、コロナ禍のもと、密を避けるための身体的距

離の確保など、さらなる少人数学級を求める声がだされています。そして、小学校全学年での

35人以下学級を５年かけずに早期に実現すること、小学校・中学校・高校の全学年で「20人学

級」を展望したさらなる少人数学級の実現は、圧倒的多数の父母・保護者と教職員、地域住民

の強い願いです。また、義務標準法の改正の動きを受けて、自治体独自の少人数学級は今年度、

15道県３政令市で前進していますが国の責任による施策ではないため、自治体間格差が広がっ

ていることも厳しい現実です。教育の機会均等を保障するためには、地方に負担を押しつける

ことなく、小学校・中学校および高校全学年で、「20 人学級」を展望したさらなる少人数学級

の前進と、そのための教職員定数改善を行うことがきわめて重要です。 

 よって、飯綱町議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請します。 

記。 

１ 国の責任で、小学校、中学校、高校のすべてで「20人学級」を展望した、少人数学級を

さらに前進させること。 

２ 国は少人数学級実現のため、義務標準法・高校標準法を改正して教職員定数改善計画を

立てること。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年９月 24日、長野県 飯綱町議会議長 大川憲明。 

内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長 あて。 

以上、よろしくご審議をお願いします。 

○議長（大川憲明） これから質疑を行ないます。 

質疑のある方おられますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。渡邉千賀雄議員、ご苦労様でし

た。 

これから本案について討論を行います。 
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まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大川憲明） 起立多数です。 

したがって、発議第８号 「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる

前進」を求める意見書案は、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議員派遣の件 

○議長（大川憲明） 日程第 13、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。 

会議規則第 128条の規定によって、別紙のとおり議員を派遣したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認めます。 

したがって、別紙のとおり議員を派遣することに決定しました。 

 

     ◎閉会中の継続審査・継続調査の申し出について 

○議長（大川憲明） 日程第 14 閉会中の継続審査・継続調査の申し出についてを議題とします。 

総務産業、福祉文教、予算決算の各常任委員会、議会運営委員会、議会報編集調査特別委員

会の各委員長から、会議規則第 75条の規定によって、お手元に配布した申出書のとおり閉会中
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の継続審査及び継続調査の申し出がございます｡ 

  お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査とすることにご異議ございま

せんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大川憲明） 異議なしと認めます。 

したがいまして、申し出のとおり決定しました。 

 

     ◎町長あいさつ 

○議長（大川憲明） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

各位のご協力によりまして、本定例会に付された事件は全て終了しました。 

ここで、峯村町長より発言を求められていますので、これを許可します。峯村町長。 

〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 令和３年９月定例議会の閉会に当たりご挨拶申し上げます。９月１日に開

会致しました今定例議会におきまして、本日追加提案いたしました議案を含め、すべての議案

につき原案通りのご決定を賜り厚く御礼申し上げます。一方行政報告書などにおきまして、数

値の誤りや説明文書に不自然な箇所が幾つもあるなど、反省すべき点が多くありました。深く

お詫び申し上げますと共に、今後同じ間違いを起こさないよう気を引き締め、指導を徹底して

まいります。 

  さて、私共の任期も、あと１か月程となりました。今期の４年は飯綱町にとって大きな動き

のあった４年であると感じております。何度も申し上げていることで恐縮に存じますが、スキ

ー場問題の解決や小学校や保育園の統合、農業の６次化やりんごのブランド化、新たな子育て

支援策の実施や社会的に弱い人達への支援、役場庁舎の建設など懸案であった幾つかの問題を

解決した期間でもありました。執行者側と議会が、いい意味でお互いに切磋琢磨して町の発展

に尽くしてきた、その結果であると評価しております。議会のご協力、ご支援、ご指導に重ね
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て厚く感謝するところであります。 

また、時を見て適切なご意見を頂きました代表監査員を始め、各行政委員の皆さんのご指導、

ご協力に対しましても厚く感謝申し上げたいと存じます。 

来月には町長選挙、町議会議員選挙が執行されます。皆さんと共々、町民から信任を受け、

再び町政発展のために活動できることを願って閉会のあいさつと致します。４年間、ありがと

うございました。 

 

     ◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（大川憲明） 本日の会議はこれで閉じ、令和３年９月飯綱町議会定例会を閉会とします。 

  長期間、ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ３時４７分 
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予算決算常任委員会審査報告書 

令和３年９月 24日 

 

飯綱町議会議長 大 川 憲 明  様 

 

予算決算常任委員会委員長 渡 邉 千 賀 雄   

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則  

第 77条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件番号 件      名 審査の結果 

議案第 53号 令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算の認定について 認 定 

議案第 63号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第４号） 可 決 

 

 次に本委員会の審査の経過及び主な質疑について報告します。 

 

 

○議案第53号 令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算の認定について 

【総務産業小委員会審査報告書に対する質疑】 

質 疑：なし 

 

【福祉文教小委員会審査報告書に対する質疑】 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第63号 令和３年度飯綱町一般会計補正予算（第４号） 

質疑①：補正予算は、当初予算編成時に予測できなかった事業が計上されていると理解している。

今回、土木費の道路新設改良に500万円計上されているが、土木事業申請については、７
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月位に個所付けがされると思う。この箇所付けについて、当初予算分と補正予算分を分

けた資料を議会に示すことはできないか。緊急性があるのかなど、補正予算として適し

ているかの判断材料となる。 

回答①：補正予算の本質はお見込みのとおり。当初予算は極力抑えて編成している。土木事業申

請については、申込数が多くすべてを当初予算に計上できるわけではない。当初予算か

ら外れた案件のうち、区・組からの強い要望があるものは補正で対応することになる。

今回の案件については、長年の懸案事項であった案件の先が見えてきたということで補

正に計上した。議員の判断に際し、大きな参考になるということであれば、今後説明を

付けるようにしたい。 

質疑②：７月の箇所付けが決定したところで、議会にその箇所を示すことはできないか。 

回答②：どうしても判断材料として必要であれば、決して隠すものではないので提示していく。

一覧表を示すなどが考えられるが、検討してみたい。また、防火水槽や消火栓などの消

防施設等も同じような形で申請があるため、それも含めて議論したい。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で可決とした。 
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予算決算総務産業小委員会審査報告書 

令和３年９月 17日  

 

予算決算常任委員会委員長  渡邉 千賀雄  様 

 

総務産業小委員会委員長 風間 行男  

 

 

 本小委員会に付託された事件についての審査内容及び経過、意見等を次のとおり報告します。 

 

記 

 

事件の番号 付託内容 

議案第 53号 

令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算中 

議会費、総務費、労働費(シルバー人材センター運営事業を除く)、農林水産

業費、商工費、土木費、消防費、災害復旧費、公債費、予備費及び他の小委

員会に属さない歳入 

 

当小委員会では、上記付託議案について、説明員から詳細な説明を受けながら活発な質疑を行

い、審査を行いました。 

 

次に主な質疑、意見について報告します。 

 

■議会 

【議会費】 

質疑なし 

 

 

■総務課 

【総務費】 

質疑①：以前話のあった自治協議会は検討していかないのか。戸数等、ある程度組織単位の統一

が必要ではないかと考えるがどうか。町が先導しないと問題は解決しないと考えるがど

うか。 

回答①：地域として要望があるかどうか引き続き把握していく。三水地区は４区、牟礼地区は６

ブロックなど協議した経過はあるがうまく進まなかった。その後も牟礼の６ブロック単

位の懇談会は実施してきている。集落組織支援のためブロック毎に集落支援員を配置し

ていくなどの取組を考えている。こういった取組を通じて、地域の皆さんに考えてもら
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う機会を設けていきたいと考えている。 

意見①：集落組織の維持が困難であるならば、もう少し今後の策を考えてほしい。 

質疑②：職員の休職者の状態は。同一町村規模と比較してどうか。 

回答②：休職者数は１名で、現在は職場復帰に向けて半日試し出勤している。また、先月から１

名が療養休暇を取得している。他市町村の状況は把握していないが毎年行っているスト

レスチェックでは、高ストレス者は全体の１割程度となっており平均的な値となってい

る。 

質疑③：女性リーダービジョン研修の受講者が１名では少なすぎないか。 

回答③：研修内容の関係から定員枠があり１名の参加となっている。女性職員にとって参考とな

る研修であり、他に開催される研修会も含め研修機会の確保に努めたい。 

質疑④：オンライン研修のメリット、デメリットは。 

回答④：講座内容によるところはある。基本的に質問もでき問題はないと感じる。また、前後の

移動時間が不要であり、出張経費も削減できることから有効性を感じている。 

質疑⑤：令和元年度にあった接遇研修がない。新人もいることから是非続けてほしい。 

回答⑤：接遇は、新規採用職員研修にも一部含まれているが、今後も考えていきたい。 

質疑⑥：三水庁舎は今後どうするのか。 

回答⑥：元に戻す予定で、今年度予算に費用を計上している。 

質疑⑦：ふるさと納税のクレーム数とその内容は。 

回答⑦：返礼品の傷み 28件、輸送による打撲７件、発送ミス６件、過熟 11件、梱包不足１件、

重量不足２件、その他７件の計 62件である。 

質疑⑧：ふるさと納税のクレームが増える中、クレームをいかに防止していくのか。また、事業

者へ伝えているのか。 

回答⑧：選果基準表を配布し品質基準を統一していく。このため初出荷時はカンマッセいいづな

にて検品を実施している。クレーム内容については事業者に伝えている。 

意見②：ふるさと納税が大きく伸びる中、ふるさと納税返礼品の品質保持をお願いしたい。 

質疑⑨：車輛管理費の共済金収入が、令和元年度から大きく減少した要因は何か。 

回答⑨：令和２年度は新型コロナウイルスの影響で、元年度と比較して貸し出しを含めた車両の

利用が少なく、結果として事故等による共済金収入も減少したと思われる。 

質疑⑩：公有財産維持管理費について、旧中央保育園の維持管理にかなりの費用が掛かっている。

取り壊し等の考えは。 

回答⑩：公有財産維持管理費は、町の公有建物に係る建物共済保険料が歳出決算額の過半を占め

ている。旧中央保育園は、町の公文書庫としての利用の他、建物の一部を加工施設とし

て指定管理としている。今後、公共施設等総合管理計画を見直す中で、その在り方を検

討していきたい。 

 

【消防費】 

質疑①：避難所に高齢者や身体障害者が避難した際の対応や医師・看護師等の配置についてはど

う考えているか。 
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回答①：高齢者や身体障害者の避難については福祉避難所が 11か所ある。妊産婦や乳幼児につい

ては子育て支援センターを避難所と位置付けている。一般の指定避難所と分けて開設が

可能である。災害時には医師等の配置は必要と考えるが、避難所運営を行う保健福祉課

とも調整が必要。なお、医師等の派遣については、「災害時の医療救護活動に関する協定」

を上水内医師会と締結しており備えをしている。 

意見①：十分な体制整備をお願いしたい。 

意見②：地震による家屋倒壊に備えて、ワンタッチ間仕切りの備蓄を増やしてほしい。また、非

常用電源設備の費用は非常に高額なので、計画的に整備してほしい。 

質疑②：火災発生時等の防災行政無線の放送について、個人情報の問題もあると思うが、場所を

特定して放送することはできないか。消防団員には正確な位置が知らされるのではない

のか。 

回答②：長野市消防局通信指令室からの情報により位置を把握しているところだが、この情報は

通報者からの情報であり、必ずしも正しい情報とは限らないため、特定して放送するの

は難しい。消防団への情報伝達についても通信指令室からメールは入るが、同様の内容

となっている。 

意見③：できれば位置を特定し、放送してほしい。 

意見④：火災発生時という緊急事態だが、地区名等間違いのないように正確な放送をお願いした

い。 

質疑③：自主防災組織の組織率については 100％を目指してほしいが、どのように取り組むか。

また、課題に記載されている「地区ごとの防災組織設置基準の見直しが必要」とあるが

どういうことか。 

回答③：組織していない行政区については引き続き組織してもらうように依頼していきたい。ま

た、「地区ごとの防災組織設置基準の見直しが必要」という点は、具体的には自警団員が

ケガ等された場合、火災は公務災害補償の対象となるが、水害等は補償の対象とならな

い場合がある。このため、活動に係る補償という意味で、自治会保険があるが、現状だ

と自治会保険の対象にならないと考えられる自主防災組織の規約もあるため、自治会保

険の対象となるように各地区の自主防災組織の設置基準について見直しをしてもらうよ

うに進めていくということである。 

 

【公債費】 

質疑なし 

 

【予備費】 

質疑なし 

 

 

■企画課 

【総務費】 
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質疑①：毎年慣例で夏と冬に２回実施している町民講座について、新型コロナウイルス感染対策

のため夏は中止としたが、感染が終息していない状況下で冬に実施した理由は。 

回答①：夏はまだ感染症自体の詳細がわからず警戒していた時期であったため、他の様々な事業

も中止としていたが、冬には徐々に詳しいことがわかり始め、県全体で感染対策をして

できる限り事業を実施していく方針となった。 

質疑②：景観計画の所管を企画課から建設水道課へ移管した経緯は。 

回答②：計画策定は企画課で行ったが、今後条例を作成し開発に対する規制等をかけていくのは、

都市計画事務を所管している建設水道課が適当であるため移管した。 

質疑③：景観条例は当初９月議会へ上程予定であったが、12月にずれ込んだ。立ち上げから軌道

に乗るまでは企画課で所管すべきだったのでは。 

回答③：上程が遅れた理由は、町民への条例及び景観計画の内容の周知が必要だったため。所管

については、令和３年度からは建設水道課で業務を進めているので、企画課へ戻すこと

は難しい。 

質疑④：ｉバス運行事業の補助金について、バスは何台購入したのか。 

回答④：中型バスを長電バス（株）で１台、ワゴン車を長電バス（株）及び（有）飯綱ハイヤー

で各１台ずつ購入した。 

質疑⑤：市町村合併特例交付金について、充当事業が新庁舎建設事業１件のみだが、地域からの

要望はなかったのか。過去には集会施設にも使用したと記憶しているが。 

回答⑤：平成 22年頃には集会施設の建設にも使用した実績があるが、それは町の集会施設整備事

業の補助の財源として充当したもの。現在は町事業のみに使用しており、各地区からの

要望については、集会施設整備事業やコミュニティ助成事業で対応している。 

質疑⑥：令和２年度の一般競争入札の件数は６件、指名競争入札の件数は 67件、合計 73件とあ

るが、町内事業者の受注件数は。また、５千万円以上の工事の入札に参加できる町内事

業者は何社か。 

回答⑥：落札事業者の内訳は、一般競争入札は町内１件及び町外５件、指名競争入札は町内 38件

及び町外 29件で、半数以上が町内事業者。５千万円以上の参加資格は、工事等種別によ

って異なるため、５千万円以上の工事に参加できる事業者の数を一概には申し上げられ

ない。５千万円未満の指名競争入札は、入札選定委員会で町内事業者を中心に指名して

おり、５千万円以上の一般競争入札は、参加資格に応じて町内及び町外事業者に平等に

参加していただいている。 

質疑⑦：景観については近隣自治体と連携して整備を行うべきではないか。大規模な太陽光発電

設備の設置などは、設置は他自治体の土地であっても町に影響が出ることもある。 

回答⑦：広域に影響が出るケースは県が行うことが最善である。景観行政団体に移行すると、景

観行政事務は町に移管されるが、広域的案件は、その都度県に要望していく。 

質疑⑧：ｉバスを土曜、日曜日にも運行してほしいという要望が多数あるが。 

回答⑧：運行開始当初は、平日に町内全地域の人が病院へ通院できることを目的としていたため、

経費を抑えて平日のみの運行とした経緯がある。要望が多いようであれば、費用面を考

えながら土休日の運行について研究していく。他自治体には地域の助け合いで公共交通
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を補完する事例もあるため、両者を組み合わせながら移動を確保する施策も考えたい。 

質疑⑨：地域の助け合いとは、誰が運転するのか。 

回答⑨：先進的な事例では、車両は行政が購入して貸し出し、運転は時給 500～700円ほどでボラ

ンティアが行い、利用者を何名か乗せて買い物等に行くという内容。 

質疑⑩：町民が運転した場合、交通事故が起きて万が一のことがあったときは誰が責任を取るの

か。 

回答⑩：保険料等を行政が負担しているケースがある。ニーズが多様化している中で、すべての

要望を公共交通で担うことは、費用面を含め難しいと考えている。土曜、日曜日の運行

とともに助け合いの仕組みづくりも研究していきたい。 

質疑⑪：毎週金曜日にバスヘルパーが乗車しているが、増やす予定は。 

回答⑪：令和３年度から、水曜日も加えて週２回乗車している。 

質疑⑫：今まで町内医療機関へ行く場合は、町民以外はｉバスを利用できなかったのか。どのよ

うなシステムか。 

回答⑫：デマンドワゴンはタクシーと同じような交通体系であるため、観光客を含め町外者には

タクシーを使ってもらうよう、運行開始当初にすみ分けをした。しかし、公共交通なの

で本来登録すれば誰でも利用できるものであることと、通院という目的がはっきりして

いる方を登録することは妥当であると町が判断した。 

質疑⑬：町外の人の場合はどこまで迎えに行くのか。 

回答⑬：あくまで牟礼駅と病院等との往復。 

質疑⑭：やぎ駅長ふれあい事業の財源は。 

回答⑭：地方創生推進交付金を充当している。 

質疑⑮：やぎ駅長ふれあい事業は本当に地方創生になっているのか。北しなの線の利用促進効果

はあったか。また、今後継続して実施するのか。 

回答⑮：所管課は総務課である。５年ほど事業を行い、一定程度の到達点に達した。牟礼駅での

やぎとの触れ合いは人気があったが、令和３年度以降は実施していない。 

質疑⑯：各集落が取り組んでいる集落創生事業は大変素晴らしいものだが、全集落に広まってい

ない。取組が全集落に広がるよう、どのよう対応を考えているのか。 

回答⑯：集落創生事業の実施地区が全体の３割であることは課題であり、各地区に事業を何とか

広めていきたい。そのために今年度は広報紙５月号で特集を組み、事業実施地区の取組

内容等を掲載した。また、区長組長会においても事業の説明をさせていただき、要望が

あれば担当職員が説明に伺うので、積極的に取り組んでいただきたいとお願いしている。

ただ、集落ごとに事情や考え方があるので、すべての集落に取り組んでいただくのには

時間がかかると考えている。 

総合戦略事業は集落創生事業をはじめ様々な事業を実施しており、担当課としては、

ある程度成果が出ていると考えている。総合戦略の一番の目的は、稼ぐ地域、人を呼

び込める地域にしていくこと。いいづなコネクト EAST・WESTにおけるコワーキングス

ペースの整備や町外企業のテナント入居により、新しい仕事づくりや雇用の創出等の

成果が出始めており地域の活性化につながっていると考えている。 
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質疑⑰：地域おこし協力隊の植田隊員、山岸隊員の任期終了後、それぞれが担ってきた業務はど

うなるのか。 

回答⑰：植田隊員については、泉が丘喫茶室の運営を継続する考えである。カンマッセいいづな

の社員として運営するか、独立してカンマッセいいづなから間借りして運営するかは未

定。 

山岸隊員については、現在、しごとの創業サポートをしており、任期後は創業サポ

ートの他、町の特産品等を都市部等へ販売し、町の PRにつなげていくことを考えてい

るようだ。 

質疑⑱：赤塩焼再興事業に携わっている冨高集落支援員のように、協力隊の任期後に集落支援員

になり、なかなか自立できないということが無い様にしてほしい。赤東区には冨高支援

員と庄村支援員がいる。集落支援員について偏りが無い様に配置を検討・調整してほし

い。 

回答⑱：冨高支援員の任期は今年度末までの予定。任期後は赤東区に居住し、住宅兼工房として

赤塩焼の活動を継続したいという気持ちがあるようだ。赤塩焼き以外にも複数の仕事に

つき、生計を立てながら、赤塩焼の伝承を目指している。 

質疑⑲：赤塩焼復活プロジェクト事業の目的に赤塩焼を新たな産業として普及させるとなってい

るが、本当にこの認識で事業を行っているのか。今後地域を活性化させていく事業にな

るのか。 

回答⑲：赤塩焼については、製造販売のみが産業であるとは考えていない。冨高支援員が、製品

を販売し他の仕事もしながら、赤塩焼を伝承するような形になるのではないか。また、

いいづなコネクトでの法人研修やワーケーションの中で、赤塩焼体験が好評である。貴

重な体験コンテンツの一つであり、赤塩焼は様々な事業と絡め地域活性化に繋がると考

えている。 

質疑⑳：集落創生事業について、住民だけではいいアイデアが出ないのではないか。町からのア

プローチはどのようなことを考えているのか。 

回答⑳：広報紙での事業の PRや、区長組長会で周知している。集落創生事業はあくまで集落の自

主的な事業であり、その点は大切にしたい。取り組んでいる集落では、集落創生事業を

行うことで、女性や若者が地域について真剣に考える良いきっかけになったという声も

ある。集落創生事業を広げる努力をしていきたい。 

質疑㉑：凸版印刷の業務委託費は多額である。カンマッセいいづななど町内企業に業務委託する

考えはあるか。 

回答㉑：凸版印刷に委託していた主な業務については、今年度からカンマッセいいづなに委託し

ている。 

質疑㉒：凸版印刷に設計監理業務は任せていいのか。 

回答㉒：設計・監理業務の資格について確認をしており、当時の入札参加資格者名簿に登録され

ているので適正である。 

質疑㉓：荒木隊員が行った木工ワークショップはどのようなことを行ったのか。 

回答㉓：荒木隊員が、三水小において木工パズルの製作指導を行った。 
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質疑㉔：凸版印刷の「都市・農村コミュニティ交流及びデュアルライフ・オンライン型ツーリズ

ム構築事業」企画・開発・運営業務について、内容はどういうものか、契約額は適正か。 

回答㉔：事業内容は、ワーケーションやフューチャースクールの子ども版としてオンラインサー

ビス（アフターコロナを見据えたオンラインサービスの開発・提供）、フードデザイナー

（町の特産品を活用した商品の開発）を実施した。金額については見積書等を精査し、

契約を行い適正である。 

質疑㉕：赤塩焼復活プロジェクト事業について、これまで５年間で２千万円ほど支出している。

成果はどうか。 

回答㉕：冨高支援員は地域おこし協力隊で３年、集落支援員として２年間活動した。地域おこし

協力隊の最大の目的は都市部の若者の地方移住を促すことである。赤塩焼を継承ながら、

飯綱町に定住することが最終的な事業目的であると考えている。 

 

 

■税務会計課 

【総務費】 

質疑①：個人所得の推移の中の農業所得について、平成 28年度分が３億 1,354 万 4,000円、平成

29年度分が１億 1,741万 8,000円と激減している。それきり回復の見込みがなく推移し

ているが、平成 28年度と平成 29年度の境に何があったか、主たる要因を調査、把握し

ているか。 

回答①：平成 28年度の農産物の売れ行きが好調であったものと記憶しているが、 

所得増加となる要因を産業観光課と連携し調査したい。 

質疑②：固定資産税について、使用者を所有者とみなすという税法改正の中で対象となっている

件数は何件あるのか。 

回答②：今のところ該当はないと思われる。 

 

 

■住民環境課 

【諸収入（住宅新築資金等貸付事業）】 

質疑なし 

 

【総務費】 

質 疑：戸籍届出取扱件数の令和２年度出生数に 106件とあるが多いのでは。 

回 答：106件は戸籍の出生届の件数であり、住民の人口増にあたる住民基本台帳上の出生数は

47人。 

 

 

■産業観光課 

【労働費】 
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質疑なし 

 

【農林水産業費】 

質疑①：原野化や山林化した農地はどの程度あるか 

回答①：非農地化した農地の件数は令和２年で総数 237件。内訳は、田んぼ 123筆、畑 91筆、そ

の他 23筆。 

質疑②：人・農地プランの実質化に向けて行った取組は。 

回答②：過去には赤東、東黒川、下赤塩で話合いを実施したが、令和２年度においては新型コロ

ナの影響で懇談会等は実施していない。 

質疑③：農地パトロールでドローン等を活用する予定は。 

回答③：効果的な手段だと思うので、今後検討していく。 

質疑④：2,107,000円で委託している農地情報データ更新業務とは。委託しなければならないの

か 

回答④：農地パトロールの結果や農地の移動に関するデータの更新業務。令和２年度は過去５年

間分を遡って更新したので、2,107,000円の費用がかかった。今後は単年度分を更新し

ていくだけなので費用は少なくなる見込み。更新データの作成は職員が行っているが、

データの入力は地図データの更新等もあり委託業者でしかできない。 

質疑⑤：自分の土地を把握していない地主が相当数いると思うが農業委員会での対応は。 

回答⑤：地主が相談に来た時に場所を確認している。更なる対応は今後検討する。 

質疑⑥：農地中間管理事業について、貸し手と借り手のマッチングは適正に行われているか。 

回答⑥：貸し手と借り手双方の合意が無いと農地中間管理事業は実施できないので、マッチング

は適正に行われている。 

質疑⑦：農地の管理、特に畦畔の草刈りが不十分なケースが多数見受けられる。農業委員会での

対応は。 

回答⑦：農地の貸借契約書に、農地の適正管理について記載して啓発活動をしている。農業委員

会へ苦情が来た際は、対象者へ連絡し指導している。 

質疑⑧：中山間地域等直接支払事業について、効率的に活用できていない集落がある。町として

指導は。 

回答⑧：地区ごとの考え方に基づいて費用を活用しているので、画一的な指導は適切でないと考

える。 

質疑⑨：りんごの生産振興分野において、概ねどれくらいの財政支出をしているのか。 

回答⑨：生産振興と一言で言っても、直接的・間接的に幅広く様々な事業支出にまたがっている

ため、この場ですぐに金額を算出できないため整理する時間が必要。 

質疑⑩：農地の整備、集約化によって儲かる農業が求められている。町としてどう対応していく

か。 

回答⑩：過疎地域など新たな事業費が活用できる見込みだが、まとまった農地を確保する必要が

あり時間がかかる。一気に事業化することは難しいと考える。 

質疑⑪：四季成りいちごの実証実験について、いちご栽培に興味のある農家を集めた講習会など
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を実施する計画は。 

回答⑪：これまで３年間は、栽培についての研究を行ってきたが、その成果として町内での栽培

が適していることが実証された。令和３年度からは、これまでの栽培研究のみでなく、

生産・販路開拓までを含めた実証実験として事業を展開している。その実証を踏まえて

事業として成り立つ見込が得られた段階で、栽培・生産振興を図っていきたいと考えて

いる。現在は、担い手の一つとして横手区の集落営農組織を想定しているが、今後は、

栽培希望農家を広く募り、希望農家を対象に講習会なども実施していきたいと考えてい

る。 

質疑⑫：減農薬栽培への取組について、町として有機堆肥場の整備計画などは。 

回答⑫：町独自に堆肥場整備を行う計画は今のところないが、東高原観光事業の運営会社で、大

型コンポストによる食品残渣等を利用した肥料づくりや循環型社会づくりに向けた実証

実験の計画があるので、その動向に注目している。 

質疑⑬：飯綱町ふるさと振興公社について、直売所などの売上げ目標などを設定しているのか。 

回答⑬：直売所経営統合前の３直売所の売上合計が約２億円、統合後の昨年度が約 2.5億円であ

った。将来的な目標・スローガン的意味合いとして、例えば 10億といった数字を掲げる

ことはあるが、数年後までを見据えた当面の現実的な数字としては、昨年度実績を上回

る３～５億円というのが大きな目標になるものと考える。目標達成に向け、今年度から

地域活性化起業人制度を活用した専門人材の派遣により販売戦略のテコ入れを行ってい

るほか、今後は外部有識者・生産者等を交えた経営戦略会議等の実施も予定している。

こうした機能を通じて、売り上げ目標等の設定とそれに向けた取組を進めていきたい。 

質問⑭：三本松農業拠点エリア土地借地料について、坪単価に換算すると令和元年と令和２年の

金額に差があるがなぜか。 

回答⑭：㎡単価は全て同額で契約しており単価は異なっていない。また、一昨年と昨年で賃料も

変動しているわけではない。元年度の行政報告の記載が紛らわしかったかもしれないが、

元年度の借地料は、賃借契約月日が所有者ごとに異なっているので、借地料の支払月数

も所有者ごとに異なっている。そのため単純に各年の支払総額を面積で割っても、令和

元年と令和２年の単価が同額にならない。 

質疑⑮：農産物特産品ブランド化支援及び新規販路開発支援業務の成果は。 

回答⑮：クックパッドマートややっちゃば倶楽部といった通信販売サイトへの新販路の開拓につ

ながったほか、都内レストラン、パティスリー、スーパー等でも飯綱町産りんごを扱っ

てもらう機会が増えた。令和２年度はこの流通過程で、約 2.5tのりんごを出荷した。取

引ロット数としては少ないが、こうした取組を通じた情報発信、プロモーションによる

知名度の向上といった点で効果もあり、今後の大きな商流構築やブランド強化につなが

るものと考えている。 

質疑⑯：ICT農業の推進関係事業について、端末などの農家の利用状況は。 

回答⑯：ICT農業については、気象センサーデータとタブレットによる気象情報のデータ活用と

見える化が現状の到達点であるが、町・農家ともに効果的に活用できていない面がある。

その一つの要因は、データ活用のフィードバック体制が不十分だったことやメリットの
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あるデータ活用の道筋がうまく見いだせていない点が挙げられる。結果として農家の利

用状況も、当初思い描いていた水準には達していない現状にある。今後は、データ活用

等の体制整備、モデル圃場・農家等による中長期的なフィードバックの仕組みなど、ICT

農業全般の進め方を再構築していきたいと考えているが、これまでの気象データ活用だ

けでなく、作業の効率化・省力化といった面での ICT活用に注力していく方向を考えて

いる。 

質疑⑰：援農推進事業として補助金を交付している組織は、助っ人クラブと人材センターのみか。

長野シルバー人材センターは。 

回答⑰：補助金は町内の援農組織に交付しているものであり、現状の該当組織は助っ人クラブと

人材センターのみ。長野シルバー人材センターは町内援農組織ではないので補助金の交

付対象ではない。 

質疑⑱：新規就農総合支援事業について、記載の表内数値はその年の新規就農者数を示している

のか。また、毎年の就農者数を把握しているか。 

回答⑱：当該年度に国の農業次世代人材投資資金の交付を受けた者の数であり、その年の新規就

農者数の数値ではない。国や町の補助制度を受けた新規就農者・後継者数は把握できて

いるが、新規就農や後継就農という定義・概念等が様々あるので、当該年度の就農者全

ての実数を厳密に把握できているわけではない。 

質疑⑲：親元へ就農した新規就農者への補助事業はあるのか。 

回答⑲：町単独の制度である農業後継者等就農支援金の交付対象となる就農者には交付金を交付

している。 

質疑⑳：工農連携による先端農業技術の研究及び高付加価値農業の実現事業（四季なりいちご栽

培研究事業）については、信州大学との連携による共同研究を進めてきているが、研究

だけでなく町外の成功モデル等の視察を実施した方が効果的と思われる。視察等を行う

など実践的に事業を推進する考えは。 

回答⑳：視察などは必要に応じて実施したい。  

質疑㉑：むーちゃんについて、「店内が狭い」と出荷者から苦情がある。利用者からも「日によっ

て野菜の場所が変わる」と不満の声がある。農産物を売る施設であり、スペース活用の

ためにも陶芸品などは不要ではないか。 

回答㉑：町としても、直売所の販売品や配置・レイアウト等について、気づいたことを常に伝え

ている。指摘の点も含め、今後も適切な指導・助言をしていく。 

質疑㉒：いいづなスイーツコンクールについて、誰が受賞作品を決定しているのか。受賞作品を

食べたが食べづらく、値段が高い。 

回答㉒：コンクールは著名パティシエ審査員が作品を評価している。おそらく応募者が自分の腕

を競い、作品の受賞を目指して製作・出品するのであって、消費者受け・販売等を目的

としたスイーツ製作をしているわけではない。また、本事業のそもそもの目的は、売れ

るスイーツを作るというためではなく、コンクールを通じて飯綱町のりんごを広く都市

部の人に PRすることや、パティスリーと農家との商流をつくることが大きな目標であり、

その事業目的は着実に進んでいると考えている。また、町民の皆さんにも、名だたるパ
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ティシエたちが作った町内リンゴを活用したスイーツを食べてほしいという思いで、受

賞作品の販売等を実施しているものであり、商品ではなく作品ということでご理解いた

だきたい。なお、この取組を通じて、町内において商品化できるスイーツが生まれれば、

もちろんそれを広く販売していくということにもつながっていくと思う。 

質疑㉓：令和２年度は、元年度の台風災害の影響により鳥類の被害が多く発生しているとあるが、

「台風災害の影響」とはどういうことなのか。 

回答㉓：千曲川の決壊により豊野町の樹園地が被害を受け、大量の廃果が放置されたことで鳥の

エサとなり数が増えてしまい、その影響が飯綱町へも及んできているのではないかと考

えられている。 

質疑㉔：三水の３用水の今後の管理について、町で支援する考えは。 

回答㉔：現在、自動ゲート及び遠隔操作の工事を実施中である。今後も維持管理は地元区で行っ

ていただくが、遠隔操作に係る通信費用については検討していきたい。 

 

【商工費】 

質疑①：ファースト・パシフィック・キャピタルはグランピング棟を増やすと聞いているが進行

しているのか。 

回答①：している。 

質疑②：グランピングが増えると夏の花火大会は出来ないと思うが今後どうなっていくのか。観

光振興に関わると思うが町としてどのように考えているのか。 

回答②：今までの場所ではグランピング施設があるので難しい。今後、関係団体と検討したい。 

質疑③：創業支援事業について、２件の業種は何か。 

回答③：○○○○と食料品製造業１件。 

 

 

【災害復旧費（農林水産施設災害復旧費）】 

質疑なし 

 

 

■建設水道課 

【農林水産費（国土調査事業）】 

質疑①：民民界等の境界立会などの進捗状況はどうか。 

回答①：和紙公図に基づき立会いを行っており、現地と公図がかい離しているため、境界確定ま

でに時間を要している。 

質疑②：宅地周辺調査後の調査エリア計画は出来ているか。 

回答②：計画はあり、国調の済んでいない農地や山林を予定している。山林の調査になると所有

者を把握できない場合が想定され、境界確定に時間がかかる。 

質疑③：調査にあたり、その地域の区長・組長への通知は行っているか。 

回答③：調査前に区長・組長・対象地権者へ通知している。 
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【土木費】 

質疑①：県から借りていた賃貸住宅を返却したとのことだが、解体の予定はあるか。 

回答①：県管理であり、解体の予定はない。 

意見①：物件も古いとのことなので管理の徹底をお願いしたい。 

質疑②：土木申請依頼に対する回答書には、申請箇所の実施時期がいつ頃になるか記載している

か。 

回答②：当該年度実施分は記載している。それ以外は翌年度以降の検討として記載している。過

去の申請に対する実施状況等の確認は、今年、区長組長会において、担当課へ問合せを

いただくよう説明している。 

意見②：実施する時期の目安があれば通知に記載をお願いしたい。 

 

【災害復旧費（公共土木災害復旧費）】 

質疑なし 

令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算のうち、当小委員会で審査した内容は以上のとおりで

す。これらの決算認定について、反対の意見はありませんでした。 
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予算決算福祉文教小委員会審査報告書 

 

令和３年９月 17日 

 

予算決算常任委員会委員長 渡邉 千賀雄  様 

 

福祉文教小委員会委員長 伊藤 まゆみ 

 

 

 本小委員会に付託された事件についての審査内容及び経過、意見等を次のとおり報告します。 

 

 

事件の番号 付託内容 

議案第 53号 

令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算中 

民生費、衛生費、労働費（シルバー人材センター運営事業）、教育費及び

関係歳入について 

 

 当小委員会では、上記付託議案について、説明員から詳細な説明を受けながら活発な質疑を行

い、審査を行いました。 

 

 次に主な質疑、意見について報告します。 

 

■住民環境課 

【民生費】 

質疑なし 

 

【衛生費】 

質疑①：河川水質検査について、課題に周辺家畜排水などの人為的な排水が依然として懸念され

るとあるが三水地区のことか。 

回答①：どこの地区ということではなく、水質検査の大腸菌群数の数字に基づいて注視する必要

がある。 

質疑②：水質検査の測定結果の大腸菌群数欄に 24,000という数字がたくさんあるが、ここのどれ

かに家畜排水があるということか。 

回答②：農業用肥料も河川へ流れ出ると大腸菌群数に反映されるので、家畜排水で汚染されてい

るとは言い切れない。大腸菌群数が 1,000 超えていると基準を超えていることになるの

で、この数字を注視している。 

質疑③：課題にある人為的な排水とは、どこのことを言っているのか。人為的な排水があった場
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合、監視するだけでなく、行政指導をしているのか。 

回答③：令和２年度の実績はない。令和元年度にはあり、対象畜産農家へ指導を行ったというこ

とを聞いている。その後、それ以上の排出はなかった。 

質疑④：人為的な排水等は解決するべきでは。 

回答④：今年、家畜の尿を畑に入れている案件があり、対象農家へ指導を行った。対象農家から

改善するとの回答があった。 

質疑⑤：古紙類回収の逆有償について、「紙パックなどがやや高めに引き取られることなどがわか

ればきちんと分別して出すのに」という声が聞かれる。広報活動は行っているのか。 

回答⑤：現在行っていない。 

意見①：広報や出前講座などで是非周知してもらいたい。 

質疑⑥：し尿処理方法について、今は信濃町へ持って行っているが、各市町村で対応する方針で

決まったのか。 

回答⑥：各町でできるかどうか検討している状況。信濃町と飯綱町の組合をどうやって解散させ

るかも今後の方針に関わってくる。 

質疑⑦：町の水洗化率は 90％強、そのうちの多くは公共に接続されているので、考え方としてそ

の方式がよいのでは。公共へ流し込むにも数億円はかかるということ。住民のためにな

ることを考えて決定してもらいたい。 

回答⑦：100％下水なら必要ない。今後し尿は減るかもしれないが、浄化槽設置地域もあるため、

なくなることはない。安全に処理するための方法を下水道係と一緒に考えている。５億

円程度かかるのではないか。 

質疑⑧：令和３年度予算で予算が 2,300万円あるが、方法は決まったのか。 

回答⑧：現在の施設を活用して処理をするのが一番効率的ではないかと考えている。今年、下水

道の事業計画変更と合わせて検討する方向でいる。担当としてはクリーン飯綱の施設に

まだ余力があるとみて、そちらで行う方式の基本設計で入札を行っている。また議会へ

報告する。 

質疑⑨：太陽光発電施設は、町の開発行為条例に基づいて許可されている。最近の災害は山を削

ったりした結果起きており、町の中でも地盤を固めてあるだけでむき出しのままの施設

が見受けられる。町は設置される際にきちんと確認しているのか。 

回答⑨：地元の意見も参考に許可をしている。また、環境上、適していない場合などがあれば、

その都度業者に指摘し、指導している。また、町の条例には罰則規定がなく、踏み込ん

だ指導等ができない状況である。国や県で規制を強めてもらうことで、それに準じてや

っていける。業者の営業活動を否定することまではできない。 

意見②：財産権の侵害まではいかなくても、行政ができる範囲で業者を指導するなど、やれるこ

とはやってもらいたい。住民が町に期待をしていることをよく考えてもらいたい。監視

しているなどだけではなく、結果どうなったかなど、町が対応している状況を行政報告

にも反映してもらいたい。 

質疑⑩：関係組合等の負担金が莫大な数字である。適正な金額かどうかよくチェックしてもらい

たい。 
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回答⑩：北信保健衛生、長野広域、北部衛生組合などの負担金については、きちんと精査された

数字と認識している。 

質疑⑪：景観条例について、他市町村では、太陽光設備の周りに木を植えてもらうものなどがあ

る。当町も環境に配慮して設置をするよう、是非要請してもらいたい。 

回答⑪：他の市町村では、太陽光発電は景観に配慮するような規定を盛り込んでいるところもあ

る。町の美しい自然環境を守っていくためにも、どんな形で進めるか、十分検討を行っ

ている状況。 

質疑⑫：飯綱町は長野市より厳しく 10kW 以上（長野市 20kW）の設備で許可申請が必要というこ

とは、町がきちんと指導してくれるはずと住民は考える。しっかりやってもらいたい。 

回答⑫：太陽光設備に対して専門的に対応できる職員がいない状況である。関係機関と連携して

対応するなど、今後もう少し踏み込んだ対応ができるようにしていきたい。 

 

 

■保健福祉課 

【民生費】 

質疑①：障害者総合支援給付事業費が 2,700万円も余っているのはなぜか。 

回答①：コロナ感染を防ぐため、家庭内にいる方が多く、サービスを利用する回数が減少したた

めと考えられる。 

質疑②：人口透析患者通院費補助金について、現在の患者数は何名か。 

回答②：26名。 

質疑③：利用決定者数が前年の７名から４名に減った理由は何か。 

回答③：亡くなられたり、転院されている。 

質疑④：信濃町は一回 500 円通院補助しているが当町は。 

回答④：交通費の２分の１を補助している。 

意見①：信濃町のように飯綱町も検討してほしい。 

質疑⑤：災害時要支援者情報データ修正業務の委託料について、更新作業だったようだが、何年

毎に更新されるのか。 

回答⑤：何年毎という決めはなく、古いデータが蓄積され、見直しが必要だったために更新した。 

質疑⑥：委託費としては高額であり、計画無しにその都度更新せず、計画性をもって委託すべき。 

回答⑥：事業内容を精査し、検討する。 

意見②：委託しなければならない業務なのか見直しをしてほしい。 

質疑⑦：生活管理指導短期宿泊事業について、保護が必要という情報はどのように発覚し、なぜ

保護するに至ったのか。 

回答⑦：包括支援センターには高齢者に限らず、障害者等の虐待情報も多く入る。今回の事案は

緊急性があり、最悪の事態を避けるため、保護するに至った。 

質疑⑧：地域福祉推進事業の中の施設整備について、社会福祉協議会の設備等修繕ばかりがかさ

んでいるが、デイサービスセンターの大規模改修の想定はしているか。 

回答⑧：社会福祉協議会からは改修についての要望はされていないが、過疎計画に施設整備を盛
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り込んでおり、建て直しがよいのか、改修により施設の長寿命化を図る方がよいのか、

今後慎重に対応したい。 

質疑⑨：老人クラブ活動助成事業について、会員は 600 人前後で多いように思われるが、対象者

は何人か。対象者数から見ればかなり少ないはずである。またクラブに加入しない要因

はわかっているのか。わかっている場合、何か対策をしているのか。可能な限り、増え

る方向の策を期待したい。 

回答⑨：対象者は 5,000 人前後である。町として加入推進はしていないが、役員の仕事が敬遠さ

れがちであるようだ。現在、事務局をしている社協にも確認し、加入の推進、活動の活

性化となれる要因を探っていきたい。 

 

【衛生費】 

質疑①：未熟児養育医療給付事業費の国庫負担金額は何を示しているか。 

回答①：総事業費に対する国庫負担分。 

質疑②：感染症予防費のうち、委託料の執行率が少ないのはなぜか。 

回答②：主な要因は、風しん追加対策での受診が少ないこと。 

意見①：予防接種状況の表から実際に実施した件数が読み取れないため、記載方法を検討してほ

しい。 

質疑③：高齢者インフルエンザ定期予防接種事業では、対象者が 65 歳以上とあるが、65 歳以上

と定める根拠は何か。 

回答③：予防接種法に基づいて 65歳以上と定めている。なかには、独自の条例を制定して、事業

を行っている市町村もある。 

質疑④：令和２年度の健康増進費の執行率は何％か。 

回答④：68.7％。 

質疑⑤：精神保健普及事業「こころの体温計運用事業」のアクセス数が例年よりも減少している

理由は。 

回答⑤：例年は町の各種行事を通じて周知活動を行っている。令和２年度は新型コロナウイルス

感染症の影響により、行事の中止が相次ぎ、周知ができなかったため、アクセス数が減

少したと思われる。また、ホームページでも掲載をしているが、なかなかアクセスにつ

ながらないのが実態である。そのため、最近では、令和３年９月号のいいづな通信に記

事を掲載した。 

質疑⑥：検診事業について、がん検診受診者数の表中にある肺がん検診の胸部ＣＴ検査の受診者

数に対し、精密検査の受診状況の表中にある精密検査対象者数が多いように思うが、何

か理由は。 

回答⑥：胸部ＣＴ検査の精度が胸部レントゲン検査よりも高いため、精密検査の対象者となる方

が多くなる。 

質疑⑦：受診勧奨をしても精密検査を受けない方に対して、通知を送る以外の働きかけはあるか。 

回答⑦：町の保健師による電話や訪問を通じて働きかけをしている。 

質疑⑧：自殺対策緊急強化事業において、町ではどういう対策をしているか。 
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回答⑧：ゲートキーパー養成講座の開講及び広報紙等での周知並びにこころの健康相談を受診し

やすい夕方の時間帯に行うなどで対応をしている。 

質疑⑨：保健補導員会事業について、３月に開催された「認知症サポーター養成講座」は、補導

員会を通じて開講するのは初めてだと思うが、どういう意図で開講したのか。将来性に

ついてどう考えるか。 

回答⑨：養成講座は、包括支援センターが主となって行った。過去にも補導員会内でこの講座を

開いたことがあり、令和２年度は任期１年目の補導員が多かったため行った。認知症の

サポートに関しては、より多くの方々に周知する必要があるので、今後も包括支援セン

ターと連携し継続していきたいと考える。 

 

【労働費（シルバー人材センター運営事業）】 

質疑なし 

 

 

■教育委員会 

【民生費】 

□児童福祉費、保育園費、子育て支援センター費等 

質疑①：大学連携プロジェクトで例年平均 15人の参加者がいるが、参加者が少ないのはコロナの

影響なのか。講師先生の内容の変化が要因なのか。 

回答①：コロナの関係で回数が減っている。また、開催時期を工夫して開催したが、コロナ感染

に気を付けていた方もいたためと思われる。 

質疑②：二拠点移住コミュニティプロジェクトは２年目だが、これからも続けていくのか。地域

間交流は流山市で良かったのか。流山市の参加家族数は。同じコーディネーターでよい

のか。 

回答②：流山市の中でも毎年違う団体と交流している。今後は都市圏との交流を検討している。

また、コーディネーターについても検討していく。家族数は、オンラインで代表者の方

と行っているため分からない。 

質疑③：児童クラブの日の平均の利用者数で、かなり児童の多いクラブがあるが、多いことで事

故など発生しているか。飯綱町ではおやつが出ないと聞いた。近隣市町村ではおやつ代

をもらい出しているところもある。夕方６時以降利用している児童は何人か。おやつは

嗜好品との分かれ目に悩むので、リストアップしてはどうか。 

回答③：事故については、怪我など年２～３件ある。夕方６時以降の日平均利用者は、牟礼東児

童クラブ３人、牟礼西児童クラブ１人、福井団地児童クラブ４人、三水児童クラブ４人、

赤東児童クラブ１人。おやつについては、学校休業中は家庭で必要に応じて嗜好品（飴

やチョコ等）以外のものを持たせてもらっている。おやつに迷ったら、迷うようなもの

をやめ、確実なものを持たせてもらうようお願いしている。 

質疑④：児童クラブの指導員数について、男女比率、年齢、指導員の基準があるか。 

回答④：指導員の基準については、保育園・学校の先生をしていた方はその経験を踏まえ指導員
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の資格を比較的簡単に取ることができることになっているが、経験のない指導員の方に

も講習を受けて資格を取ってもらっている。有資格指導員は、牟礼東児童クラブ３人、

牟礼西児童クラブ１人、福井団地児童クラブ３人、三水児童クラブ５人、赤東児童クラ

ブ１人。有資格の指導員を常に児童の数に対し適正に配置している。また、補助に入る

方にも発達支援の研修等受けていただいている。男女比率については、指導員と代替全

体で 30 人程のうち男性が３人。年齢は 40 代後半から 70 歳まで。65 歳を過ぎると代替

になる。 

 

【教育費】 

□教育総務費、小学校管理費、中学校管理費等 

質疑①：小学校・中学校に整備したタブレット端末について、今回は国庫補助が多くついたが、

今後の見通しは。 

回答①：タブレット端末は３～４年程度で更新することになると思うが、その時に国庫補助があ

るか、今のところ分からない。更新の際、保護者負担や町負担にならないよう、国や県

へ要望していく。 

質疑②：通学対策について、安心の家の記載がないが見直しをしたのか。 

回答②：安心の家について、これまでは青少年健全育成や学校との関係もあり報告していたが、

長野中央警察署の管轄であり直接事務は行っていないため省略した。 

質疑③：地域の子どもたちの安全対策については、登下校時、見守り隊で行うのか。 

回答③：見守り隊の募集も積極的に行い、協力してもらっていく。 

質疑④：ことばの教室で昨年度は飯綱町の児童が多いが、たまたま増えたのか。または取組や声

がけが変わったのか。 

回答④：特別声を掛けたわけでなく、たまたま多くなった。ただ、５歳児相談の際、言葉の心配

がある保護者に保育園側から声がけはしている。 

質疑⑤：学級編成について、今は２校１学年で４クラスあるが、ここ５年の出生数は 50 人程で、

このまま推移すれば５～10年後には今のクラス数は維持できない。１校に統合又は小中

一貫校にするか、教育委員会で議論はしているか。２校に統合する際、１学年は２クラ

スが一番良いと説明を受けた。これからの人口推計を見ると減少傾向なので、５～10年

かけて内部で検討し始めてもよいのではないか。 

回答⑤：出生数は減ってきているが、今は小学校入学までに転入者もあり２クラスを維持してい

る。町では、子育て支援に力を入れており、昨年はある雑誌の子育て世帯が暮らしたい

町ベスト 10にも入っている。人口増対策を進めているところなので、その状況を伺って

いる。２校へ統合するときは８年かけて決めたので、10年先を見据えて、内部検討を考

えていきたい。 

意見①：飯綱町は子育て世帯が住みたくなる町ランキングで９位になっている。ここ５年間で転

出は超過だが、10 代以下や 30 代は大幅な転入超過になっており、転校生も増えている

のではないかと思われる。飯綱町で子どもを育ててみようと思っている人が増えている

ので、もっと町でやっていることを町内や町外へ知らせていくことが大切だと思う。 
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□社会教育費、公民館費、生涯学習費、施設管理費、文化財費等 

質疑①：歴史ふれあい館協議会の会議で、３年前からリニューアル協議を行っているが、回数が

３回と遅れているのではないか。リニューアルについてどこまで進んでいるか。 

回答①：リニューアルは施設を改修するなどといった大規模なものではない。毎年、企画展や特

別展を開催しているが、その内容をそのまま展示物として残していけるよう工夫しなが

ら、５年後の合併 20周年を目標として、少しずつ進めていくこととしている。今は、合

併前の牟礼村の施設のままで、旧三水村の展示がない。例えば、三水用水の企画展を開

催し、その内容をそのまま常設展示物として残していくことを考えている。 

質疑②：用水の関係は産業観光課でも進めているので、歴ふれとタイアップして作ってはどうか。 

回答②：用水に詳しい方に協議会委員になっていただき事業計画を立てている。今後は、企画展

とも連携しながらやっていく。 

質疑③：ビデオ編集委員の活動日数はどれくらいか。人材確保が厳しい状況だが、撮影と編集の

分業化はできるか。編集はワークセンターへ委託可能か。 

回答③：撮影は多い年で年間 20日前後。都合のつかない方は３～４日。編集は一年間撮りためた

映像を編集するため、３か月くらいかかる。これに携わっているのは常時３～４人。委

託については、編集機器の老朽化もあり、機器を新調するか委託にするか検討している

ところ。 

 

□学校給食共同調理場費 

質 疑：地産地消推進事業の米の助成について、キロ単価何％か。 

回 答：およそ 30％。 

 

 

 

令和２年度飯綱町一般会計歳入歳出決算のうち、当小委員会で審査した内容は以上のとおりで

す。これらの決算認定について、反対の意見はありませんでした。 
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総務産業常任委員会審査報告書 

令和３年９月 24日  

 

飯綱町議会議長  大 川 憲 明  様 

 

総務産業常任委員会委員長 風 間 行 男  

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則  

第 77条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件番号 件      名 審査の結果 

議案第 54号 
令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 
認 定 

議案第 59号 
令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
認 定 

議案第 60号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定について 認 定 

議案第 62号 
令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の

認定について 
認 定 

議案第 68号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定について 可 決 

陳情第３号 緊急支援について 採 択 

陳情第４号 

辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移

転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的

に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情 

継続審査 

陳情第５号 貴議会における下記事項の議員提案の要請 継続審査 

 

 次に本委員会の審査の経過及び主な質疑、意見について報告します。 

 

○議案第 54 号 令和２年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

質 疑：基金の関係はどこに記載されているのか。 

回 答：行政報告書は 336 ページ、決算書は 226ページに記載している。 

討 論：なし 



 

- 265 - 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

○議案第 59号 令和２年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第 60号 令和２年度飯綱町水道事業会計決算の認定について 

質疑①：三水地区において 600ｍほど石綿管が残っているとのことだが、すべての布設替えの完

了予定はいつ頃か。 

回答①：現在実施している管路台帳整備事業で、町内全域の管路を調査している。全体の老朽管

などの把握を行ったうえで、優先順位をつけて布設替えを実施していくため、現時点で

は石綿管の布設替えの完了日は未定。 

質疑②：石綿管について、健康被害はないか。 

回答②：石綿管を通った水の水質について、健康被害はないと報告されている。 

意 見：石綿管はできるだけ早く布設替えをお願いしたい。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第 62号 令和２年度飯綱町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第 68号 飯綱町過疎地域持続的発展計画の策定について 

質疑①：地域主体の移動手段の確保とあるが、ｉバスを充実させればよいのではないか。企画課

では全体の構想をどのように捉えているのか。 

回答①：過疎計画中の「地域による移動支援事業」と記載している事業が、地域で支え合う、地

域主体の移動手段を示している。担当課のイメージとしては、旧小学校単位で集落支援

員を中心に運営し、地域住民が有償ボランティアとして交通弱者の移動を支援する仕組
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みを研究したいと考えている。 

質疑②：不特定多数の町民を乗せることになると、旅客運送となり、結局ｉバスや路線バスと同

じような形態になるのではないか。 

回答②：不特定多数ではなく、集落の人が集落の移動困難者を運ぶ、地域での助け合いによる運

送を想定している。先進事例では、ボランティアが移動だけでなく買い物も手伝い、ガ

ソリン代程度のお礼を受け取っている。集落内で移動困難者を助け合う事業は、過疎対

策の事業モデルにも挙げられている。道路運送法に対応しながら、公共交通を補完する

「地域による移動支援事業」を研究したい。 

質疑③：この事業は三水地区のみの事業となるのか。  

回答③：過疎計画における事業は三水地区が対象となる。 

質疑④：町の農業の現状からすれば、計画中の農業分野の対策について、記述する順番が違うの

ではないか。まずは農地整備などの生産基盤の強化や農業者の減少対策などが重要であ

り、次に農業法人や就農者への支援、次に６次産業化の推進という順にするのが良いの

ではないか。また、林業については、所有者の高齢化や担い手不足もあるが、民有林の

境界が確定していないことが問題と考えている。 

回答④：過疎計画には、農地の基盤整備について「農用地基盤整備事業」として記述している。

民有林の境界を明確にする事業については、過疎計画には含めていないが、森林環境譲

与税の充当事業として、森林境界を明確にする事業があるので、そちらで対応していく

ことになる。 

質疑⑤：有機農業を進めるにあたり、化学肥料ではなく堆肥等を使うことになるが、町ではスト

ックヤードを持っていない。可能であれば考えてほしい。 

回答⑤：生ごみの堆肥化について、過疎計画には記載していない。SDGsや循環型社会の構築とい

う考え方を重視する社会になってきている。総合計画後期基本計画において参考にした

い。 

質疑⑥：DX推進事業は、どの程度の規模のものを考えているのか。 

回答⑥：DX 推進事業は、行政のデジタル化と地域のデジタル化という２つの方針で進めていく。

行政のデジタル化とは、オンライン申請による住民票など各種証明書の発行や児童手当

等の手続、またデジタル技術による事務の効率化などを想定している。地域のデジタル

化については、過疎計画において「いいづな DX推進事業」、「ICT農業・スマート農業推

進事業」、「LPWA導入支援事業補助」として記述している。現在インターネットとモノを

つなぐシステムである IOT が注目されており、町内では三水用水の水門をスマホで開閉

するシステムがそれにあたる。河川にセンサーを付けて水位を監視するシステムや、農

業用ハウス内にセンサーを付けて温度と湿度を管理するシステムの農家への導入支援な

どを想定している。こういった IOT のシステムを様々な分野に取り入れて、町民がデジ

タル技術を使って安心な生活、便利な生活ができる基盤を作るべく研究していく。 

質疑⑦：過疎計画は、総合計画との整合性を持たせた上で SDGsも盛り込んだ町の発展計画と認識

しているが、国に提出した際に却下されることはないか。また、様々な課題に対する具

体的な事業内容や予算の裏付けについては、実施計画のローリング方式で実施していく
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のか。 

回答⑦：議会に提出した過疎計画案は、県の協議が終了しており、そこで細かなチェックを受け

ている。過疎対策事業債を含めた地方債の充当については、３年間の実施計画に盛り込

むようになる。既存の補助施策では対応できず、取り組みづらかった事業について、過

疎対策事業債の活用により、新たな展開が可能になると考えている。 

質疑⑧：総合戦略は後期基本計画と一本化し、過疎計画とセットで事業を実施していくのか。３

年間の実施計画で、過疎計画の具体的な事業と財源を明確にしていくという考え方でよ

いか。 

回答⑧：総合計画は、10年間の基本構想、５年間の基本計画、３年間の実施計画で構成されてい

る。実施計画には、事業費や過疎対策事業債を含めた地方債が記載されるので、過疎計

画の個別事業が明確になると考えている。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で可決とした。 

 

 

○陳情第３号 緊急支援について 

賛成討論：GoToトラベル事業の期間延長については、すでに終わっている事業なので気になる部

分ではあるが、趣旨は理解できる。 

賛成討論：趣旨では概ね賛成できる。 

採決の結果：全員賛成で採択とした。 

 

 

○陳情第４号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議

論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求

める陳情 

継続審査とした。 

 

 

○陳情第５号 貴議会における下記事項の議員提案の要請 

継続審査とした。 
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福祉文教常任委員会審査報告書 

令和３年９月 24日 

 

飯綱町議会議長 大 川 憲 明  様 

 

福祉文教常任委員会委員長 伊 藤 ま ゆ み  

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則  

第 77条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件番号 件      名 審査の結果 

議案第 52号 飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部を改正する条例 可 決 

議案第 55号 
令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計歳入歳

出決算の認定について 
認 定 

議案第 56号 
令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
認 定 

議案第 57号 
令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 
認 定 

議案第 58号 
令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
認 定 

議案第 61号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算の認定について 認 定 

請願第１号 
「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」

採択を求める請願書 
採 択 

請願第２号 
国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付

奨学金制度の確立を求める請願 
不採択 

請願第３号 
「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級の

さらなる前進」を求める請願 
不採択 

請願第４号 地域高校の存続と 30人規模学級を求める請願 採 択 
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次に本委員会の審査の経過及び主な質疑、意見について報告します。 

 

○議案第 52号 飯綱町福祉医療費給付金支給条例の一部を改正する条例 

質 疑：「等」という表記は曖昧であり、今回追加した対象以外の場合も含まれていると捉えられ、

混乱を招くのではないか。 

回 答：県の規定に合わせている。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で可決とした。 

 

 

○議案第 55号 令和２年度飯綱町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の認定について 

質疑①：時間外訪問・緊急呼出しが増加傾向になっている。職員の体制など心配はないか。 

回答①：職員募集はかけている。採用条件がいくつかある。条件を変更し募集をすることも必要

と考える。 

質疑②：職員は何人か。 

回答②：緊急対応を行える職員は４名。職員の余裕はないと考える。病院内で訪問看護を希望し

ている職員もいるが、病院の看護師数も十分ではないので、時期をみて検討したい。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第 56号 令和２年度飯綱町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

【住民環境課】 

質疑①：年度末基金現在高が１億４千万円ほどあり、納付金の財源に充てるとあるが、この基金

残高をもって、現在の税率を下げることなど検討はされないのか。 

回答①：県が国保財政の運営主体となり、県下統一税率について検討されている状況。県が示す

標準の税率に対して、町の税率は若干低い状況である。今すぐにその税率に合わせるわ

けではないが、いずれ県下統一した際は現在の税率より上がる可能性がある。基金に余

力があるということで今下げても、統一時にその差が負担となることも考慮して、現在

は考えていない。 

質疑②：団塊の世代が今後数年で大量に国民健康保険から後期高齢者医療へ移行することにより、

税収が減ることになり、国保の運営にも影響を及ぼすと考えられるが、対策は講じてい

るか。 



 

- 270 - 

回答②：令和３年度に税額改定を行う予定だったが、国保審議会の意見を参考に、コロナ過の影

響も鑑みて取りやめた。団塊の世代が後期高齢者医療に移行することによる国民健康保

険財政への影響について、検討すべき重要な課題であると認識しており、研究し対応し

ていきたい。 

【保健福祉課】 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第 57号 令和２年度飯綱町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

【住民環境課】 

質 疑：なし 

 

【保健福祉課】 

質 疑：後期高齢者医療広域連合の補助事業で、町の保健師が不足していることにより実施して

いないが、今後の見通しは。 

回 答：高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施事業について、体制が整ったため、令和３年

度から取り組んでいる。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第 58号 令和２年度飯綱町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

       て 

質疑①：介護保険料の滞納繰越分の不能欠損額の説明で、時効分も含むとはどういう意味か。 

回答①：介護保険料には２年という時効がある。 

質疑②：時効の中断などの手続をとっていないのか。時効で債権が消滅する例はあまりない。ど

うしても徴収できない場合とは、滞納処分を行っても、生活困窮で収入や財産がなく、

滞納者が納められないことが明らかになったときである。その場合、不能欠損の手続と

なる。 

回答②：徴収の担当課と連携を図り、調整しながら進めていきたい。 

意 見：介護保険を利用する際はどこに相談すればよいのかと話が出た。地域包括支援センター

をよく知らない方がいるので、周知を継続してすべき。人員的に厳しいと思うが、相談
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体制強化に力を入れてほしい。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第 61号 令和２年度飯綱町病院事業会計決算の認定について 

質疑①：令和２年度に一般病床使用率が上がっているが、患者１人１日当たり診療収入があまり

増加していない理由と、改善の方策は。 

回答①：一般病床及び療養病床の診療報酬単価が低く、収入が上がらない原因となっている。診

療報酬の基礎となる入院基本料は、医師、薬剤師、看護師の人員増により算定額を上げ

ることができるため、人員採用を進めていく。また、職員数に応じた各種委員会の設置

と部門職員の専属化により算定額を上げることができるが、専属化は人員面で現実的で

ない。他に、地域包括病床の導入も検討しているが、管理の難しさがあり、また新型コ

ロナ対応により制度導入までに至っていない。 

質疑②：現在は医師看護師の人員数が標欠にはなっていないが、人員増の余地はあるか。 

回答②：人員増の余地はあるが、医師については応募がほぼない状況。地域医療の担い手として

の条件があり、科外診療、夜勤、当直等ができない医師を採用しても今いる医師の負担

軽減につながらない。なお、標準人員数はベッド数ではなく患者数から算定され、飯綱

病院の標準医師数はおよそ 12人、実人員およそ８人。過去に標欠状態になった際、年間

約７千７百万円の減収となった。仮に現在の状況で標欠状態になると、１億円程度の減

収が見込まれる。 

質疑③：若い医師の採用推進策は。 

回答③：主に紹介会社への依頼により求人している。過去には信州大学医学部の医局員の派遣を

受けていたことがあったが、現在は信大でも医局員の不足があり、派遣を受けられなく

なっている。また研修医制度により縁故による医師採用が難しくなっている。 

質疑④：ベッド数の規模は適正か。 

回答④：病院に必要なベッド数は人口規模よりも患者数によっており、周辺自治体から来院する

患者があれば自治体人口規模より大きくなる。ベッド数を減らすことは可能だが、いっ

たん減らした後に増加することはできないと思われる。現在のベッド数決定にあたって

は、当時増床が許可されうる最大限であったと承知している。もし医師が確保できれば

ベッド数が多くても経営上有利となるが、医師にとって病院の選択にあたっては様々な

症例を経験できることが重要で、その点では専門化された大規模病院の方が医師から見

た魅力が大きい。 

質疑⑤：地域医療構想における医療機関の再編・統合検討について、新型コロナの影響は。 

回答⑤：現在は全国的な新型コロナへの対応により棚上げされた状態である。国及び県は引き続

き再編・統合等の検討を推進しており、令和２年度末から３年度当初にかけて書面会議
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および各種調査が行われている。おそらくここ２～３年中には結論付けられるものと思

われる。近隣では飯綱病院と信越病院は病床数減または統廃合について勧告を受けてお

り、信越病院は移転新築に伴い病床数減の予定である。飯綱病院については介護病床 21

床が制度廃止に伴って減少の見込みであり、療養病床に転換するかが検討課題となって

いる。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○請願第１号 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」採択を求める請願書 

説明者：長野県教職員組合長水支部 阿藤 仁 氏 

    飯綱町教職員組合 執行委員長 土屋 裕美氏 

質 疑：国は３分の１しか負担しないので、残りは県の持ち分となり、県により差が出てしまう

ということか。 

回 答：県により格差が出てくることが懸念される。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で採択とした。 

 

○請願第２号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付奨学金制度の確立を求め

る請願 

説明者：長野県高等学校教職員組合北部分校 執行委員長 大日方 夕希 氏 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採決の結果：賛成少数で不採択とした。 

 

○請願第３号 「国の責任による『20人学級』を展望した少人数学級のさらなる前進」を求める

請願 

説明者：長野県高等学校教職員組合北部分校 執行委員長 大日方 夕希 氏 

質疑①：教師の過労への配慮は必要だが、学力の向上が一番大事だと思う。少人数学級の効果は

どうなのか。国際比較をすれば、日本の１クラスの人数は多いが、少人数にする説得力

あることが大事で、数字的に見えれば良いと思うが。 

回答①：現場では過労が大きく、生徒一人ひとりに割ける時間が少ない。学力の向上についての
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数字は持ち合わせていないので、持ち帰って検討したい。 

質疑②：20 人規模学級だと 21 人で２クラスとなる。子ども同士での学びや男女比でのデメリッ

トは、どう考えるか。 

回答②：相対的な学びは、多い方が良い。男女比については考えていなかった。  高校では、

男女間や女子同士のトラブルは結構ある。少人数学級では団結力が出ると思う。 

質疑③：20人規模学級は、いつ頃実現しそうか。 

回答③：35人学級までにかなりの時間がかかったので、かなり時間がかかると思う。 

質疑④：教師の数が増えると、質の確保は厳しいとの指摘があるが。 

回答④：そのとおりだと思う。 

討 論：なし 

採決の結果：賛成少数で不採択とした。 

 

○請願第４号 地域高校の存続と 30人規模学級を求める請願 

説明者：長野県高等学校教職員組合北部分校 執行委員長 大日方 夕希 氏 

質疑①：北部高校は、地域に大きな貢献をしており、無くなっては困る。飯綱中学校からの進学

が少ないと聞くが、増えるような魅力が欲しい。 

回答①：牟礼駅の花壇の手入れ、飯綱中学校生徒会と一緒にクリスマス装飾などを行っている。

長野市から通う生徒は、地域の授業やコース別に魅力を感じて希望して来ている。 

質疑②：募集が３クラスから２クラスになったことでの影響は。 

回答②：２、３年生の数学の授業数が減った。非常勤対応の授業が増え、正規の教師は、部活の

顧問を２つ３つと掛け持ちしている。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で採択とした。 
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別紙会議の経過を記載し、その相違ないことを認め、ここに署名する。 

 

 

飯綱町議会議長 

 

12番 

 

13番 

 

14番 
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